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実施計画書の概要  

１．計画策定の趣旨 

 この実施計画は、「八尾市第６次総合計画 基本構想（以下「基本構想」という。）」に示された

将来都市像「つながり、かがやき、しあわせつづく、成長都市 八尾」の実現を図るため、策定

するものです。八尾に関わるすべての市民がしあわせを感じられるまちをめざし、また、社会全

体、さらには未来の人々のしあわせにつながることをめざして、この将来都市像に向かって市民

とともにまちづくりを進めていきます。 

 

２．実施計画の位置づけ 

 将来都市像の実現に向け、基本構想において、市民の日常生活の場面とライフステージという

視点から、市民のしあわせが実現するための６つのまちづくりの目標及び目標に向けた取り組み

方向を政策として表しています。 

また、「八尾市第６次総合計画 基本計画（以下「基本計画」という。）」において、６つのまち

づくりの目標のもと、34 の施策ごとに具体的な手法を体系化してとりまとめ、「めざす暮らしの

姿」と「基本方針」を設定しています。 

 実施計画では、基本計画において定める各施策の「めざす暮らしの姿」を実現するため、各施

策の「基本方針」を踏まえながら、令和３年度（2021 年度）に特に注力する点を施策推進の基本

的な方向性として明らかにし、それに則した具体的な取り組み内容を実施計画期間における個別

の事業計画として示しています。さらに、「めざす暮らしの姿」の実現にあたっての課題解決に向

けた達成度などを定量的に計ること、また、まちづくりの現状を市民と共有する際の重要な物差

しとすることを目的として、施策ごとに指標を設定しています。 

 

 

【八尾市第６次総合計画の構成】 
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３．計画期間 

実施計画が基本計画において定める各施策の「めざす暮らしの姿」を実現するための個別の事

業計画であるという観点から、実施計画の計画期間については、前期基本計画の計画期間と同様、

令和３年度（2021 年度）から令和６年度（2024 年度）までの４年間を計画期間とします。なお、

施策内体系のどの内容に優先的に力を入れるべきか、戦略的な政策議論を強化する観点から、毎

年度見直しを行い、基本計画の着実な実現に向け取り組んでいきます。 

年度
令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

令和９年度
（2027年度）

令和10年度
（2028年度）

総
合
計
画
の
期
間

実施計画（４年） ※毎年度見直し

第６次総合計画 基本構想（８年）

前期基本計画（４年）

第１期実施計画

第２期実施計画

第３期実施計画

第４期実施計画

実施計画（４年） ※毎年度見直し

後期基本計画（４年）

第５期実施計画

第６期実施計画

第７期実施計画

第８期実施計画

 

 

４．本計画の推進 

本市では、財源や人材などの行政資源を計画的・効果的に最大限活用し、市民が必要とする行

政サービスが的確に提供される持続可能な行政経営を行うため、「部局マネジメント戦略」の設定

という次年度の組織戦略を定める取り組みを起点として、実施計画策定と予算編成を行い、次年

度の資源配分の最適化を図る手法を採用しています。 

さらに、実施計画、予算が確定し、施策展開を図る実施年度の段階には、当年度の「部局マネ

ジメント戦略」を確定し、組織を挙げて、着実な総合計画の推進を図っています。 

第１期実施計画においても本手法により庁内横断的な検討を重ね、策定を行い、事後評価を進

める下記に示す行政経営の流れにより、PDCA サイクルを回します。なお、本計画の実績につい

ては、令和４年（2022 年）の秋に「施策実績書」として公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■八尾市のマネジメントサイクル（PDCA サイクル） ※第１期実施計画期間でのマネジメントサイクル 

① 部局マネジメント戦略の立案【令和２年（2020年）７月】 

② 実施計画策定方針の決定【令和２年（2020年）８月】          … Ｐ（計画）              

③ 実施計画策定及び予算編成【令和２年（2020年）９月～令和３（2021年）年１月】 

  … Ｐ（計画） 

④ 予算議案の提案【令和３年（2021年）３月市議会定例会】 

⑤ 部局マネジメント戦略の確定【令和３年（2021年）】           … Ｄ（実施） 

⑥ 予算の執行                                                        … Ｄ（実施） 

⑦  施策及び事務事業の事後評価（令和４年）                        … Ｃ（評価）・Ａ（改善） 
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部局マネジメン

ト戦略

（次年度戦略）

組織目標

基本戦略

部局マネジメント戦略
（戦略・組織目標）の見直し

■部局マネジメント戦略と行政評価の関係

 

 

 

５．第１期実施計画 策定における観点について 

第６次総合計画とともにスタートする第１期実施計画においては、将来都市像の実現に向け、

各施策を推進するための取り組みを着実に展開するため、施策間の連携を含め庁内横断的な対応

を推進するという観点を持ちながら、八尾の成長につなげるまちづくりを進めます。 

とりわけ、令和元年（2019 年）12 月以降、世界規模で拡大している新型コロナウイルス感染

症による市民生活に対する甚大な影響等の社会情勢を注視し、「市民のいのちとくらし」を守るた

めの新型コロナウイルス感染症対策に最優先で取り組みます。 

さらに、市民意識（ニーズ・満足度）、行財政改革の視点、財政運営の今後の方向性を考慮の上、

「子ども・子育て」、「安全・安心」、「魅力・活力」に関連する取り組みを最重要ポイントとして

設定し、まちの活力を引き出すとともに八尾の成長のさらなる加速をめざします。そのために、

戦略的で実効性のある総合計画の推進を行うべく、限られた行政資源を効率的・効果的に資源配

分する計画的な行政経営により、施策及び事務事業レベルでの行政評価を反映し、第１章の「施

策推進の基本的な方向性など」及び第２章の「施策構成事務事業計画概要」において、重点的に

推進する施策及び取り組みについては、「重点該当欄」に「○」でお示ししています。 

なお、令和３年度（2021 年度）の行政運営においては、引き続き、新型コロナウイルス感染症

の拡大等による社会状況、国や大阪府の動向等を注視しつつ的確に対応を行うものとし、本計画

に基づく事業の実施についても、状況に応じ適宜柔軟に対応しながら取り組みます。 
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第１章 施策推進の基本的な方向性など 
 

 

 

 

 本章においては、34 の施策について、「該当するまちづくりの目標」、「施策推進部局」及び「めざす暮

らしの姿」を示した上で、「施策指標」、「施策推進の基本的な方向性」及び「主な取り組み内容」を掲載

しています。 

 施策指標により、めざす暮らしの姿の達成状況を的確に表現し、投入した資源に見合う成果を得られて

いるかを把握するとともに、施策の進捗評価を行う際の重要な物差しの一つとして用い、取り組みの見直

しや、優先順位付けを行う上での判断材料とします。また、行政の取り組みをわかりやすく伝え、まちづ

くりの現状について市民との共有を図ります。 

 なお、各年度の計画値及びめざす値については、原則として令和元年度（2019 年度）実績値を基準と

し、新型コロナ感染症の拡大による影響など令和２年度（2020 年度）の状況も踏まえながら設定してい

ます。 

施策指標の定義など詳細については、第２編参考資料の第１章施策指標一覧に掲載しています。 
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各施策頁の掲載内容 

１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

施策No.施策名称

該当する
まちづくりの

目標

目標１

未来への育ちを誰もが実

感できるまち

目標２

もしもの時への備えがあ

るまち

目標３

世界に魅力が

広がるまち

目標４

日常の暮らしが快適で環

境にやさしいまち

目標５

つながりを創り育て自分らし

さを大切にしあうまち

目標６

みんなの力でともにつくる

持続可能なまち

施策推進部局

令和３年（2021年）２月時点における

施策を主管する部局をはじめ、主管部局以外の施策構成事務事業担当課が所属する部局名を記載

※施策を主管する部局とは、施策の取りまとめを担う部局をいいます

めざす暮らしの姿

令和３年度（2021年度）～令和10年度（2028年度）の間に実現をめざす市民の活動や状態などの姿を記載

（八尾市第６次総合計画・前期基本計画より転載）

施策指標

単位
基準値 計画値

1

計画値

めざす値

R1（2019） R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024)

令和６年度に

達成をめざす値

実績値
令和元年度

実績値

指　　　標

施策の進捗度を定量的に測定するために設定した指
標

基本的な方向性

「めざす暮らしの姿」の実現に向けた令和３年度（2021年度）における施策の展開にあたっての基本的な方向性を記載

（第６次総合計画の各施策に位置付けられる基本方針のうち、次年度に重点的に取り組む意向のある基本方針を中心に記載）

主な取り組み内容

重
点
施
策

重点施策

に該当する

施策には

「○」

上記の基本的な方向性をふまえ、令和３年度（2021年度）において具体的に取り組む内容について記載

第１期実施計画策定時における計画値第１期実施計画策定時における計画値

施策に関連するまちづくりの目標に「○」

 

 

10



１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実を図るため、市民から見てわかりやすい情報提供や利用しやすい相談体制として（仮
称）八尾市こども総合支援センターの整備を進めます。また、母子ともに健やかに出産でき、子どもの成長過程を支援するため、母子
保健事業の充実を図ります。
・子育て家庭をめぐる環境の変化やニーズの変化に配慮しながら、在宅子育て支援施策を展開します。
・児童の状態等に応じたハイリスク・アプローチ体制を充実し、要保護児童対策地域協議会の関係機関等の相互連携や地域との連携
によるソーシャルワーク機能を強化します。

主な取り組み内容

重
点
施
策

○

・市民にとってわかりやすく安心して相談できる総合的な相談窓口となる（仮称）八尾市こども総合支援センター
を整備するため、令和３年度（2021年度）・令和４年度（2022年度）の２か年で設計施工を行う。
・令和４年度（2022年度）の（仮称）八尾市こども総合支援センターの開所に向け、子育て総合支援ネットワーク
センターの人員体制を段階的に整備することにより、子育て相談・発達相談機能の拡充に取り組む。
・増加傾向にある児童虐待に対応するため、子ども家庭総合支援拠点として、子育て世代包括支援センターと
緊密に連携し、相談等の虐待予防に取り組む。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止などの観点から、地域子育て支援センターにおいてオンライン交流を実
施し、令和４年度（2022年度）の（仮称）八尾市こども総合支援センターでの実施につなげる。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえながら、母子の健康保持を図るため、妊婦健康診査や産婦健康
診査を実施し、日常の生活や環境などに関する必要な保健指導を行う。
・乳幼児の疾病予防、健康の保持増進を図るため、新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じながら、各種健
康診査を実施し、必要な指導を行う。

9,300 9,300

実績値 7,513
3 件

計画値 7,700 8,500

3,300 3,400

実績値 2,807
2 件

計画値 3,000 3,100

9,683

11,000 12,000 12,00010,000

施策推進部局 こども未来部　健康まちづくり部

めざす暮らしの姿

１．妊娠・出産・子育ての支援の充実を図ることにより、妊娠・出産を望むすべての人が、安心して子どもを生み育てられる環境が整っ
ています。
２．保護者が子どもや子育てに関して、身近にいつでも悩みや不安を相談できるところがあり、適切に対応・支援を受けられています。
３．地域全体で子育て家庭を見守り、支援をすることで、家庭環境にかかわらず、すべての子どもの権利が守られ、体罰のない、心身
ともに健やかに育つ環境が整っています。

施策指標

1 件
計画値

実績値

計画値

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

R1(2019) R3(2021) R4(2022) R5(2023)
めざす値

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

基本的な方向性

指　　　標

子ども・子育てに関する総合相談件数

地域子育て支援拠点における相談件数

児童虐待の相談件数

単位
基準値

R6(2024)

１　切れ目のない子育て支援の推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

○
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・子ども・子育て支援事業計画で見込んだ保育ニーズを踏まえ、０～２歳児の受入れを中心とする入所施設等の計画的な整備などに
取り組みます。
・就学前教育・保育の質の向上に向け、公立と私立との連携・協力のもと、研究・研修の充実を図り、その成果を発信していきます。
・保護者が仕事と家庭を両立することができるよう、認定こども園や保育所に通う子どもたちが健やかに育つことができる保育サービ
スの充実を図るとともに、寄り添い型の相談対応を行い、質の高い就学前教育・保育を、総合的に提供できるよう取り組みを進めま
す。
・障がいのあるなしにかかわらず、多様な子どもたちが、ともに育ちあう環境づくりを進めるため、関連機関との連携強化や職員体制
及び研修制度の充実を図り、子ども一人ひとりに応じた就学前教育・保育の提供に取り組みます。

主な取り組み内容

認定こども園における幼児教育の取り組みに対す
る評価を肯定的に回答した保護者の割合

93.5
％

障がい児保育（保育サポート枠）の保育施設入所
児童数（４月１日時点）

実績値 194

計画値

実績値

216 218 220 220

重
点
施
策

○

・本市独自の教育・保育の２歳児無償化による保育ニーズの受入れ枠拡大に取り組み、子ども・子育て支援
事業計画に示した確保方策として、令和４年度（2022年度）以降の開園をめざす特定地域型保育事業（小規
模保育事業Ａ型）の手法を中心とした事業所設置を進めていく。また、閉園する公立幼稚園跡地活用による施
設改修補助等を進める。
・保育士等への補助制度や家賃補助をはじめ、保育士就職フェアの開催等による保育士確保支援を実施す
る。また、保育士等キャリアアップ研修や子育て支援員研修の実施による保育人材の育成を進める。
・障がい児保育においては、八尾市障害児保育審議会の提言書を踏まえた、保育環境の充実に取り組む。と
りわけ、「保育サポート（障がい児保育）」の要件に係る標準時間対応のための事業費補助制度の充実による
体制整備を行う。

4 人

2
計画値

92.4

基本的な方向性

1,601 1,643 1,692

95.0

実績値 1,488

94.0 94.5

市内で働く保育士・保育教諭数（４月１日時点）

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 人
計画値 1,692

めざす暮らしの姿

１．すべての就学前施設において、質の高い就学前教育・保育の提供により、子どもたちが、認定こども園などでいきいきと過ごして
います。
２．多様な就学前教育・保育が提供されることにより、保護者が仕事と生活のバランス（ワーク・ライフ・バランス）を実現するなど、子
育てがしやすくなっています。
３．障がいのあるなしにかかわらず、多様な子どもたちが、ともに育ちあう環境ができています。

施策指標

単位

施策推進部局 こども未来部　学校教育部

○

R3(2021)

２　就学前教育・保育の充実

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつく

る持続可能なまち

○

3 教育・保育入所受入れ枠（4月１日時点） 人
計画値 8,952

めざす値
R6(2024)

9,161 9,314 9,314

実績値 8,306

12



１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

100 100 100

実績値 ー
3

各学校危機管理マニュアルの点検・見直しを実施
した学校の割合

％
計画値 100

・道徳教育や人権教育、いじめを未然に防止する教育等を通じていじめの防止に努めるとともに、専門家と連携した当事者双方への
相談や支援体制を充実します。
・中学校全員給食の早期実現をめざすための各種制度設計の推進や児童生徒１人１台の学習用端末を活用した個別最適化された
学び・協働的な学びの実現を図るとともに、望ましい就学環境のあり方について検討を進めます。

主な取り組み内容

重
点
施
策

○

・教職員研修の充実や児童生徒への脱いじめ傍観者教育の実施を通じて「いじめをしない、させない、許さな
い」環境の醸成を図るとともに、外部専門家や市長部局との連携を通して、より多角的な視点からいじめ問題に
アプローチする体制の充実を図る。
・いじめ問題などの悩みを抱く児童生徒の声を把握できるしくみを充実させるとともに、専門職による学校への
出張研修・授業を実施する。
・主体的・対話的で深い学びや個別最適化された学びの実現と、新型コロナウイルス等の感染症や自然災害
等の危機的状況への備えとして配備した児童生徒１人１台学習用端末を、研究・研修の充実を通じて、様々な
教育活動において効果的に活用していく。併せて、学校における働き方改革を推進する。
・中学校全員給食の実施に伴う各種制度や運用ルールの整備を進めるなど、全員給食の実施に向けた取り組
みを進める。
・子どもたちにとって望ましい就学環境の実現に向け、一定の条件のもと、希望により隣接する校区等の学校を
選択できるよう、就学校指定の弾力的な運用に向けた制度等の整備を進める。

4 ％

2 ％

保護者や地域の人との協働による活動を行った学
校の割合

「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」と
思う児童・生徒の割合

97

96

基本的な方向性

78 79 80 81

実績値 76

計画値

実績値

98 99 100計画値

75.0 76.0 77.0

実績値 73.5
将来の夢や目標を持っている児童・生徒の割合

R4(2022) R5(2023)

1 ％
計画値 78.0

R3(2021)

めざす暮らしの姿

１．学びと育ちの連続性と一貫性により、子どもたちが他者とも互いを認め合いながら自立し、自尊感情を高め、主体的に社会の形成
に参画し、その発展に寄与しています。
２．いじめや不登校などの多様な教育課題の解決に向けてきめ細かな支援ができており、子どもたちが健やかに育っています。
３．すべての子どもが安全に安心して学校生活を過ごすことのできる環境が整っています。
４．学校・家庭・地域の連携・協働のもと、地域とともにある学校づくりを実践することで、すべての子どもが地域社会全体に見守られな
がら健やかに育っています。

施策指標

単位
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

○

施策推進部局 教育総務部　いじめからこどもを守る課　政策企画部　建築部　学校教育部

○

めざす値
R6(2024)

３　子どもの学びと育ちの充実

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

13



１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

4,200 4,400 4,600

実績値 3,818
1 放課後児童室入室確保数（４月１日時点） 人

計画値 4,000

・次代を担う人材の育成のため、放課後子ども教室及び放課後児童室事業を充実するとともに、様々な民間団体とも協力し、すべての
子ども・若者が多様な体験・活動を行うことができる機会を創出し、安全・安心な居場所を確保できる環境をつくります。

主な取り組み内容

重
点
施
策

○

・増加する多様な保育ニーズに対応するため、公立幼稚園跡地を活用し、令和４年度（2022年度）の新たな民
間の放課後児童室開設に向け取り組むとともに、社会福祉法人等とも連携を図り、子どもたちの安全で安心な
居場所を確保する。
・条例基準に適合した放課後児童室の運営をめざし、学校施設の改修整備等を進める。
・放課後児童室における保育時間の延長に向けた検討を進める。
・すべての子ども・若者が多様な体験・活動を行うことができる機会を創出し、地域や各種団体と協力しながら、
新型コロナウイルス感染症の影響で減少した事業について、今後のウィズコロナ、ポストコロナを見据えた感染
症対策により、安全・安心な居場所を確保できる環境をつくる。

4 地区

3 件

青少年健全育成に関する地区住民懇談会の実施
地区数

若者相談窓口に相談のあった件数
100

ー

基本的な方向性

29 29 29 29

実績値 25

計画値

実績値

140 180 220計画値

169 230 291

実績値 341
子ども・若者の健全育成に係る事業数

R4(2022) R5(2023)

2 本
計画値 352

R3(2021)

めざす暮らしの姿

１．次代を担う子どもが、多様な体験・活動を行えるように、安全安心な居場所を確保できる環境を整えることで、将来に希望を持ちな
がら成長しています。
２．子ども・若者の健全育成に関わる主体的な活動を促進することで、すべての子ども・若者が健やかに育っています。
３．子ども・若者がそれぞれに抱えている様々な事情について、相談できる体制が整っており、すべての子ども・若者、家族が安心して
暮らしています。
４．子ども・若者が地域に集える居場所があり、社会全体で青少年を見守り、新たな地域の担い手として活躍しています。

施策指標

単位
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

○

施策推進部局 こども未来部

○ ○

めざす値
R6(2024)

４　子ども・若者の健全育成と支援の推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・ものづくりと歴史資産あるいは伝統文化など、複数のコンテンツの連携や結びつけによる新たな八尾の魅力資源を創出します。
・市内の多様な主体の連携を深めるとともに、近隣自治体をはじめ様々な自治体や（公財）大阪観光局等との広域的な取り組みを通し
た新たな観光資源の活用や発信力の強化や、公民連携をさらに進めるための体制充実により、インバウンド等の観光客の増加及び
地域経済の活性化につなげます。

主な取り組み内容

住み続けたいと感じる市民の割合
83

％

八尾をより良くするための活動に関わりたい気持
ちが強い市民の割合

実績値
10.7

(R2速報)

計画値

実績値

11 12 13 14

重
点
施
策

○

・2025年大阪・関西万博のインパクトを活かすとともに、地域資源を八尾のブランドとして確立するため、市内外
の事業者や自治体等と連携した広域的な取り組みにより、さまざまな主体をつなぎつつ、市の魅力資源の新た
な活用や戦略的なプロモーションの取り組みを進める。
・次期観光振興プランの策定や八尾がロケ地等となる映像制作を増やす活動の推進を通じて、郷土愛の醸成
や八尾の魅力向上に資する取り組みを進める。

3 ％

2
計画値

80.3
(R2速報）

基本的な方向性

14 15 16

86

実績値
13.6

(R2速報）

84 85

八尾の魅力を友人や知り合いに推奨する気持ち
が強い市民の割合

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 ％
計画値 17

めざす暮らしの姿

１．八尾のイメージのブランド化が進み、その魅力が市内外へ届くことにより市外には八尾に興味・関心を持ち、応援する人が増えてお
り、八尾に移り住む人も増えています。
２．誇りと愛着を持ちながら八尾に住み続ける人が増えています。
３．ものづくりをはじめ、歴史・文化等の八尾の様々な魅力に触れる観光客でまちがにぎわい、地域経済が活性化し、市民・地域・企業
等の活動・活躍が活発になり地域が活気であふれています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 政策企画部　人権文化ふれあい部 経済環境部 教育総務部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

５　やおプロモーションの推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

実績値 46

・地域に受け継がれてきた歴史的風土や文化財を次の世代に伝えるため、歴史資産を活かしたまちづくりや歴史学習の場としての活
用等を推進し、地域住民をはじめとする市民と行政が協力しながら文化財の調査・保全、情報や魅力の発信に取り組みます。
・国史跡高安千塚古墳群と由義寺跡の保存や活用、整備に向けた取り組みを進めます。
・2025年大阪・関西万博における交流人口等の効果を本市で促進するにあたり、歴史資産の魅力を効果的に伝えるため、自然や産業
など他の資産との連携も含めた情報発信方法の構築に努めます。

主な取り組み内容

重
点
施
策

○

・文化財の保存や活用に関する基本的な方針とそれを推進するための措置等を盛り込んだ本市の文化財のマ
スタープランとなる（仮称）八尾市文化財保存活用地域計画を策定する。
・史跡高安千塚古墳群保存活用計画に則り、高安千塚古墳群の未指定地域と郡川西塚古墳を国史跡として追
加指定を行い、保存を図る。また、今後の整備にむけて、国庫補助金を活用して公有化を進める。
・2025年大阪・関西万博に合わせた供用開始をめざし、国史跡由義寺跡の整備にかかる基本計画策定に取り
組む。

3 件
計画値 46

121

基本的な方向性

48
文化財情報の発信件数

50 52

2 件
計画値 124 126 128 130

実績値

実績値 345

350 350 350350

めざす暮らしの姿

１．地域住民との協働等による歴史資産等の保全・活用の取り組みが広がり、貴重な文化財が受け継がれています。
２．生涯学習や学校教育等の様々な機会を通じて、国史跡等の八尾の歴史資産に触れることができ、市民が郷土に誇りを感じていま
す。
３．歴史資産や文化財施設の情報を身近に得ることができ、観光と連携した取り組みが進むことにより来訪者が増え、八尾の歴史資
産等の魅力が市内外に広く知られています。

施策指標

基準値 計画値 めざす値

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

指　　　標
R1(2019) R3(2021) R4(2022) R5(2023)

施策推進部局

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

ボランティア活動への参加人数

指定文化財の件数

単位

1 人
計画値

教育総務部

R6(2024)

６　歴史資産などの保全・活用・発信

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

○
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

180 200 220

実績値 128
4 桜の植樹本数 本

計画値 160

645 645 645

実績値 645
3 高安山を活用したイベントの参加者数 人

計画値 645

・景観形成と連携して、玉串川や長瀬川等の水と緑のネットワーク形成の取り組みを進めるとともに、市民、企業との協働によるみどり
の保全、創出、育成を進め、市民が身近なみどりの良さを実感できるまちづくりの取り組みを進めます。
・高安山の魅力の向上や賑わいの創出に向けた庁内関係課による連絡会議を発足させ、現状の把握と課題共有を図ります。

主な取り組み内容

八尾市内に自然環境が多く残っていると思う市民
の割合

57
％

グリーンボックス貸出及び街かど緑化の申請回数
実績値 143

計画値

実績値

140 140 140 140

重
点
施
策

・玉串川等の桜並木の良好な景観を市民の財産として永続的に保つため、行政・市民・企業が心をひとつにし
て桜の再生・保全によるグリーンインフラの取り組みを進める。
・みどりの基本計画及び八尾市緑化条例に基づき、みどりの環境の保全と緑化の推進を図るため、緑化協議
等により市民や事業所と協力して緑化の取り組みを進める。
・公共施設の緑化において、草花等を支給し、施設管理者と協力して緑化の取り組みを進める。
・ハイキング道における整備を行う。

5 回

2
計画値

56.8
(R2速報)

基本的な方向性

36 36 36

57

実績値 36

57 57

里山保全に関する活動回数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 回
計画値 36

めざす暮らしの姿

１．都市近郊の身近な里山である高安山の自然が適切に保全されています。
２．観光と連携した取り組みにより、高安山の自然や歴史資産に親しむ市民や来訪者が増えています。
３．景観形成と連携し、玉串川や長瀬川沿道等がみどりの豊かさや潤いを感じられる魅力的な空間として市民に広く知られ、親しまれ
ています。
４．市民・企業・行政が連携し、みどりの保全、創出、育成に取り組み、潤いややすらぎのある暮らしができています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 都市整備部　経済環境部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

７　みどり豊かな潤いのある暮らし

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

13 14 15

実績値 12
3 八尾らしさや魅力を活かした事業の数 本

計画値 12

・市民の創作・発表活動の活性化に向けて、創作・発表の場の確保、活動に加わるきっかけづくり、活動・交流の場の拡大を図ります。
・文化会館をはじめ、市内の様々な場所で芸術文化に触れることができる機会を設けます。

主な取り組み内容

日常生活において音楽、映画、演劇、美術などの
芸術文化に親しんで心の豊かさを感じる時がある
市民の割合

69.5
％

中学生以下対象の芸術文化に関するイベント参加
者数

実績値 12,034

計画値

実績値

10,000 12,000 12,500 13,000

重
点
施
策

○

・次期芸術文化振興プランを策定する。
・芸術文化振興に関する条例制定に向けた取り組みを進める。
・各種施設や学校へのアウトリーチ事業を中心に、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で芸術文化振興
事業を実施する。
・新型コロナウイルス感染症対策を考慮しつつ、文化会館の大規模改修工事を実施する。

4 人

2
計画値

64.3
(R2速報)

基本的な方向性

10,000 16,000 20,000

72.0

実績値 15,617

70.0 71.0

文化会館指定管理者が実施する事業の入場者数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 人
計画値 22,000

めざす暮らしの姿

１．市民の芸術文化活動が盛んに行われています。
２．身近に芸術文化に触れることができる機会があります。
３．街中に芸術文化があふれていて八尾の魅力を感じることができます。
４．芸術文化の力で子どもたちの笑顔が輝いています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 人権文化ふれあい部

○ ○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

８　芸術文化の魅力を活かした豊かなまちづくり

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

50 50

実績値 ー
3

次世代企業家育成において市内企業がメンター
役を担う割合

％
計画値 50

4 産業分野にかかわる関係人口の対基準年度比率 ％
計画値 110

実績値 100

・チャレンジを誘発する環境の整備・システム化を進めるとともに垣根を超えたコラボレーションを増やし、創業やイノベーションの創出
につながる好循環を生み出します。
・特産物の魅力発信や生産者と消費者との交流、安定的な農産物供給を担う生産者団体等への支援、生産基盤整備を含め農地保
全に向けた取り組みを、計画的に進めます。

主な取り組み内容

立地制度活用による工場立地件数
10

件

産直便等事業者を含む直売所数
実績値 15

計画値

実績値

115 120 125

重
点
施
策

○

・八尾市中小企業地域経済振興基本条例の趣旨に基づき、地域内外のオープンイノベーションを推進し、コラ
ボレーションや新規事業・新商品開発の促進と、産業全体のブランディング、次世代を担うクリエイティブ人材
の育成、ベンチャー型事業承継を促進させるための事業展開を行う。また、中小企業のデザイン経営を推進す
るために、クリエイターとのマッチングを行い、高付加価値化事業を展開する。
・コロナ禍にあっても、市内企業が市外へ移転することなく事業拡大や施設拡張を図り、とりわけ、製造業者の
用地確保、積極的な事業展開などへのニーズや現状、課題を把握するために調査を行い、今後の立地誘導に
関する基本方針を策定する。
・ウイズコロナ、ポストコロナの社会を見据えた事業継続、業態転換や新分野への経営転換等に取り組む事業
者等への支援策として「意欲ある事業者経営・技術支援補助金制度」における商業者に対する支援及び新規
事業展開に係るメニューの拡充を図る。
・農業と市民のふれあいを促進するための事業であり、八尾市農業啓発推進協議会（本市・大阪府・農協）を
通じて、農業の啓発活動を行う。また、都市農業の多様な機能を発揮するために八尾市都市農業振興基本計
画を策定する。さらに、農業後継者への施設整備等に対する支援策を新たに実施する。

5 か所

2
計画値

9

基本的な方向性

15 16 17 18

50

63 63 63

実績値 55

10 10 10

中小企業におけるイノベーション実践数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 事業
計画値 63

めざす暮らしの姿

１．地域内のつながりによる新たな取り組みへのチャレンジ意欲とその取り組みを応援する機運醸成により、イノベーションエコシステ
ムが構築され、八尾の好循環につながっています。
２．操業環境等の整備と企業集積の維持が図られ、活発な産業活動により、職住近在のまちづくりが進んでいます。
３．先輩企業家が次世代の企業家の成長を支えることで人が集まり、にぎわいが持続するまちとなっています。
４．個性豊かな商店やオープンファクトリーが増え、地域内外から八尾の応援者や、関係人口の増加とともに、八尾の産業が全国か
ら注目されています。
５．特産物の認知度が上がり、農業者、市民が誇りをもって、生産し賞味され、都市における農地の多様な機能が市民に理解されると
ともに、効率的な農作業の確保と合わせて八尾のブランド力が市内外に定着しています。

施策指標

単位

○

R1(2019)

○

施策推進部局 経済環境部　都市整備部

R3(2021)
めざす値
R6(2024)

９　地域経済を支える産業の振興

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分
らしさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・働く意欲・希望のあるすべての市民に対し、段階的な自立支援、及び個別的、包括的、持続的な就労支援を行います。
・就労困難等に対しては、引き続き、一人ひとりが抱える課題に応じた支援を行います。

主な取り組み内容

参加したセミナー等の内容が参考になった企業の
割合

90
％

実績値

重
点
施
策

○

・引き続き国（ハローワーク）や大阪府をはじめとする関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症により影響
を受けた市民への就労支援等に取り組む。
・就労困難者等に対しては、他の事業との連携を図りつつ、一人ひとりの悩みに応じたきめこまかい就労支援を
実施する。
・八尾市地域就労支援基本計画の改定を行う。

2
計画値

92.7

基本的な方向性

33 35 37

90

実績値 44.1

90 90

地域就労支援センターにおける相談者の雇用達
成の割合

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 ％
計画値 40

めざす暮らしの姿

１．働く意欲・希望のあるすべての市民が多様な働き方で就労を実現しています。
２．ダイバーシティ経営と働き方改革の推進により、企業における人材確保や定着が進み、すべての市民がワーク・ライフ・バランスの
とれた充実した生活を送っています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 経済環境部

○ ○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

１０　就労支援と雇用機会の創出

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・市民が消費者トラブルを未然に回避できる、またトラブルに直面した場合には主体的に問題を解決することのできる知識を身につけ
るよう、常に最新の消費生活問題に対応した研修・啓発活動を行います。

主な取り組み内容

消費生活相談の解決率
100

％

エシカル消費に関する講座の受講者数
実績値 ー

計画値

実績値

40 80 100 100

重
点
施
策

・新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組みつつ、消費者教育講座や出張講座、消費者大会、ＦＭ放送、
消費生活展等の活動や媒体を通じて、消費生活トラブルの事例紹介や対処方法等についての啓発を行う。
・最新の消費生活トラブルの事例紹介や対処方法等についての啓発を行うため、消費生活相談員及び消費者
相談員のスキルアップを図るための研修会等への参加を推進する。
・行政と協働して消費者への啓発を実施する消費者団体等について、最新の消費生活に関する情報の共有等
の連携を図る。

3 人

2
計画値

98

基本的な方向性

100 100 100

100

実績値 ー

100 100

消費者教育講座等における理解度

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 ％
計画値 100

めざす暮らしの姿

１．市民が最新の消費生活問題に関する情報を得ることにより、身につけた知識を活用して消費者トラブルを未然に回避することがで
きています。トラブルに直面した場合も、市民が主体的に問題を解決できるようになっています。
２．消費生活相談員の相談対応力が向上することにより、様々な消費者トラブルや悪質商法に対して、市民が適切な助言・支援を受け
ています。
３．消費者教育がさらに推進され、持続可能な社会の実現に向けて、当事者としての自覚と思いやりを兼ね備えた市民が、自立して行
動しています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 経済環境部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

１１　消費者教育の推進と消費生活相談体制の充実

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・市民がこれから先も八尾市に「住みたい・住み続けたい」と思えるように、良好な住環境の確保を目的として、住情報の発信・啓発を
行うとともに良質な住宅の供給支援や住宅の耐震診断・改修の補助、空家等対策の様々な取り組みの実施、市営住宅の効率的な機
能更新を進めるなど、住宅マスタープランの基本目的に基づいて、総合的かつ計画的に施策を展開していきます。

主な取り組み内容

民間住宅の耐震化率
83

％

市営住宅のバリアフリー化率
実績値 37.17

計画値

実績値

42 42 43

重
点
施
策

○

・空家等対策については、八尾市空家等対策計画に基づき、空家等の利活用セミナーや相談会等の開催によ
る啓発や、空家バンク制度による活用のための取り組みを行うとともに、管理不良状態にある空家等に対して、
引き続き法令に基づく所有者に対する是正指導等、解消のための取り組みを行う。
・市外在住の若年・子育て世帯を対象とした空家の取得、リフォーム支援の取り組みを継続するとともに、団体
等が地域の活性化を目的とした空家の取得、リフォームを積極的に促すための提案型空家等利活用促進補助
の制度創設を行う。
・市営住宅については、八尾市営住宅機能更新事業計画に基づき、安全性や居住水準の向上を図るため、計
画的に事業を進める。

4 ％

2
計画値

80

基本的な方向性

43

1,520 1,530 1,540

40 40 40

実績値 ー

85 87 89

中古住宅利活用等の件数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 件
計画値 40

めざす暮らしの姿

１．良質な住まいづくりにより、若者や新婚子育て世帯等の定住が進み、活気があふれるまちになっています。
２．耐震性向上など住環境に配慮された住宅が普及することにより、良質な住まいづくりが進んでいます。
３．住宅確保要配慮者が住まいを確保できています。
４．市営住宅の適切な維持管理・機能更新や、入居者、地域団体、関係機関等との連携により、入居者が安全・安心に生活していま
す。

施策指標

単位
R1(2019)

○ ○

施策推進部局 建築部

○

R3(2021)
めざす値

１２　住みたい・住み続けたい良質な住まいづくり

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

R6(2024)

3 セーフティネット住宅登録戸数 戸
計画値 1,510

実績値 567
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

100 100 100

実績値 100
3 交通安全教室実施回数 回

計画値 100

・地域との連携による公共交通の維持存続のための利用促進に取り組みます。また交通手段の選択肢を増やし、公共交通の利便性
を高めるため、移動のための多様な手段と機能の拡充に向けた取り組みを進めます。
・適正な自転車利用のため、駅周辺の放置自転車対策として、指導・撤去を行っていない時間帯の放置防止対策に取り組むなど、移
動保管活動や啓発活動をさらに充実します。
・交通事故に占める割合が高い高齢者や自転車利用者の安全を守るため、関係機関と連携し、自転車の正しい乗り方などの交通安
全教育や啓発活動をさらに充実します。

主な取り組み内容

自転車駐車場利用率
87

％

市内の交通事故件数
実績値 712

計画値

実績値

690 680 670 660

重
点
施
策

○

・誰もが円滑に移動できるまちを実現するため、令和３年（2021年）２月より実証運行をスタートさせている竹渕
地域での乗合タクシーの運行検証を行うとともに、他の交通不便地において新たな公共交通ネットワークの構
築を行う。
・放置自転車の移動保管及び返還業務を行うとともに、指導・撤去を行っていない時間帯について、啓発活動
に取り組む。
・市営自転車駐車場及びその他の駐輪施設の利用促進を図る。
・学校園をはじめ地域等と連携し、交通安全教室に取り組むとともに、交差点等の危険個所における注意看板
等の設置を行い、交通安全の啓発に取り組む。
・迷惑駐車防止啓発パトロール及び臨時運行許可事務を行う。

4 件

2
計画値

85.3

基本的な方向性

3 5 7

90

実績値 ー

88 89

交通不便地の解消エリア数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 地域
計画値 7

めざす暮らしの姿

１．一人ひとりの目的や状況に応じ、様々な移動手段を選択でき、誰もが円滑に移動できるまちになっています。
２．適正な自転車利用と道路環境の充実により、快適に自転車で移動することができるまちになっています。
３．交通ルールの遵守やマナーの向上等により、交通事故が減っています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 都市整備部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

１３　快適な交通ネットワークの充実

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

15 15 15

実績値 8
4 景観計画に基づく届出件数 件

計画値 15

55.7 55.9 56.2

実績値 55.2
3 都市計画道路の整備率 ％

計画値 55.5

・主要駅周辺の特色を活かした機能の充実のために、河内山本駅周辺をはじめとした駅周辺の整備を進めます。また、八尾空港西側
跡地については魅力的な都市づくりを進めるため引き続き関係機関と連携し取り組みを進めます。
・快適な交通ネットワークの充実を図るため、計画的・効果的に都市計画道路の整備を進めます。特に、大阪柏原線などの広域的な
都市計画道路については、国や大阪府、沿線市等と連携しながら整備を促進します。
・都市計画手法等を活用した適切な誘導や規制を行うことで計画的な土地の有効活用を進めるとともに、産業集積の維持発展のため
の取り組みを進め、住工混在の解消や工場の転出防止・転入促進等につなげます。
・八尾らしい歴史、文化的な景観資源の保全及び都市景観形成のため、久宝寺寺内町景観整備事業を進めます。また、景観形成の
魅力発信のしくみづくりに取り組みます。

主な取り組み内容

地域が考えている方向でまちの整備が進んでいる
と思う市民の割合

28.5
％

うるおいと魅力ある景観づくりがなされていると感
じる市民の割合

実績値
60.7

(R2速報)

計画値

実績値

61.0 61.3 61.7 62.0

重
点
施
策

○

・山本第１号踏切の歩道部の拡幅について、令和３年度（2021年度）末の完成に向けて取り組む。
・八尾空港西側跡地については、国、大阪府、大阪市などの関係機関と連携し早期売却が図られるよう協議・
調整を進める。
・JR八尾駅前線や久宝寺線においては、引き続き用地買収や設計業務を進める。
・久宝寺緑地線の用地買収を進めるとともに、八尾空港線の用地測量に着手する。
・八尾富田林線及び東大阪中央線については、大阪府と連携して周辺地域の地籍調査等を進めるとともに、大
阪柏原線について国や大阪府、沿線市と一層の連携を深め、事業促進を図る。
・引き続き服部川・郡川地区にある地区計画道路の整備を進めるとともに、郡川土地区画整理組合に対する技
術支援を行う。
・八尾空港周辺及び幹線道路沿道において、関係権利者の土地利用意向調査を行い、産業集積の維持発展
の取り組みを進める。
・久宝寺寺内町について、まちなみの保全及び景観形成を進めるため、道路修景整備及び民間家屋修景助成
等を行う。また、景観重要建造物指定のための調査を行うとともに、景観形成の魅力発信や市民啓発につなが
る手法等のしくみづくりを行う。

5 ％

2
計画値

29.4
(R2速報)

基本的な方向性

25 25 25

30.0

実績値 27

29.0 29.5

主要駅周辺のまちづくりに資する関係者協議

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 回
計画値 25

めざす暮らしの姿

１．主要駅周辺がにぎわい、それらが交通ネットワークでつながり、人や企業が活気にあふれるまちになっています。
２．計画的な道路整備や土地利用により交通渋滞が緩和され、防災力が向上するとともに、産業集積の維持発展と暮らしやすさが共
存したまちとなっています。
３．魅力ある都市景観が形成され、多くの人に選ばれるまちとなっています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 都市整備部　政策企画部

○ ○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

１４　魅力ある都市づくりの推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

385 380 375

実績値 401
3 市道で発生した交通事故件数 件

計画値 390

78.3 78.8

実績値 75.6
4 寝屋川流域水害対策計画の貯留量達成率 ％

計画値 77.1

5 一人当たりの都市公園面積 ㎡
計画値 2.96

実績値 2.84

・計画的な都市基盤施設の整備と市民との協働による維持管理を進めます。
・安全で快適に通行できる道路環境向上のため、関係機関と連携した対策を進めます。
・洪水や浸水被害、土砂災害等を防ぐため、寝屋川流域における総合治水対策に取り組みます。
・公共下水道事業は、経営戦略に沿った事業経営を進めます。
・市民のニーズに応じて防災性の向上など特色ある公園整備を進めます。
・玉串川や長瀬川の沿道等、景観に配慮した整備を進めます。

主な取り組み内容

公共下水道事業会計の経常収益対経常費用比
率

100
％

玉串川護岸整備事業の整備率
実績値 ー

計画値

実績値

3.03 3.09 3.15

重
点
施
策

・八尾市都市基盤施設維持管理基本方針を基に個別施設計画を策定し、計画的な維持管理の取り組みを進
める。また、近畿大学理工学部との官学連携を通じ、効率的・効果的なマネジメント体制の確立に取り組む。
・公園整備の際には、地域の意見を取り入れるためにワークショップを開催し、市民とともに進める。
・寝屋川流域水害対策計画に基づき、公共下水道や校庭貯留、ため池の治水活用のほか、民間開発等による
雨水流出抑制施設の整備を進めるとともに、東部山麓の市管理河川の整備方針を策定し、計画的な治水対
策、老朽化対策を進める。
・歩行空間のバリアフリー化や、八尾市通学路交通安全プログラムに基づく関係機関と連携した安全対策の取
り組みのほか、事故多発交差点、渋滞常襲路線における事故データを活用した計画的な事業検討を進める。
・景観に配慮した玉串川の整備を引き続き進める。
・公共下水道事業は、経営戦略に沿った事業経営を進める。

6 ％

2
計画値

105.5

基本的な方向性

0.9 15.0 29.2 43.3

77.8

21.7 30.4 39.1

実績値 ー

100 100 100

橋梁の修繕工事の整備率

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 ％
計画値 45.6

めざす暮らしの姿

１．道路、橋梁、河川、公園、下水道等の都市基盤施設が適切に維持管理されることにより、これらの施設が健全に保たれ、市民が
安全に安心して暮らせるまちとなっています。
２．交通安全対策や道路改良により、すべての市民が生活道路を安全・快適に通行できています。
３．河川、下水道、流域対策等による総合的な治水対策により、水害や土砂災害の防止・軽減を図ることができています。
４．地域住民に親しまれ、愛される公園が整備され、多くの人が活発に利用しています。
５．景観に配慮した整備により、多くの人が魅力を感じ快適に暮らせるまちとなっています。

施策指標

単位
R1(2019)

○

施策推進部局 都市整備部

○

R3(2021)
めざす値
R6(2024)

１５　都市基盤施設の整備と維持

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分
らしさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・将来にわたり、いつでも安全安心でおいしい水を安定的に供給するため、水需要に見合った施設規模の検討や、水道管路、施設の
更新・耐震化を進めます。
・効率的な事業運営のため設立された大阪府の「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」に引き続き参画し、検討を進めるととも
に、水道事業の健全経営に努めます。

主な取り組み内容

重
点
施
策

・水道管路の老朽管更新事業を進め、耐震性の高い管路の整備を進める。
・将来の水需要の予測と、それに見合った施設規模の検討及び災害時にも水を供給できるよう、施設の耐震化
を進める。
・貴重な資源である水の流失やそれによる道路陥没などの二次災害を防ぐため、計画的な調査による漏水の
早期発見と修繕を進める。
・健全経営を維持するため、水道事業経営戦略の取り組みによる収益の強化と費用の抑制に努める。
・効率的、効果的な事業経営をめざし、府域での広域化についての検討を行う。
・共助による応急給水活動や飲料水の備蓄についての理解を得るため、情報発信や啓発活動を行う。

2 ％

基本的な方向性

105 105 105計画値

実績値
水道事業会計の経常収益対経常費用比率

105

111

27.8 29.7 31.5

実績値 25.8
管路の耐震化率

R4(2022) R5(2023)

1 ％
計画値 33

R3(2021)

めざす暮らしの姿

１．水道施設の耐震化及び適切な維持管理がなされ、安全安心でおいしい水が安定的に供給されています。
２．将来の水需要に見合った施設規模としていくとともに、収益力強化の取り組みにより、収支バランスの取れた企業経営が行われて
います。

施策指標

単位
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

○ ○

施策推進部局 水道局

○

めざす値
R6(2024)

１６　上水道の安定供給

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・災害に強いまちづくりをめざし、防災体制を確立するとともに災害に強い組織づくりの取り組みを進め、避難情報等の正確な伝達によ
る市民の防災意識の向上を図ります。
・地域における自主防災組織や地区防災計画策定の活動を支援することにより防災力・減災力の向上を図ります。

主な取り組み内容

大阪重点犯罪認知件数
275

件

危機管理マニュアルの更新率
実績値 100

計画値

実績値

100 100 100

重
点
施
策

○

・避難所等における新型コロナウイルス感染症対策を進める。
・地区防災計画について、将来的に全校区での計画策定を目標としつつ、まずは、本市における被災リスクの
大きい土砂災害、河川洪水（直轄一級河川・大和川）の影響を受ける地区から優先的に計画策定を進める。
・新たに項目が増える防災備蓄物資を適切に管理し、また、災害時に効率的な配給を行うために、改めて防災
備蓄倉庫のあり方等について、検討を行う。

4 ％

2
計画値

295

基本的な方向性

100

12 12 12

8 14 21

実績値 ー

265 255 245

地区防災計画策定済み地区数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 地区
計画値 28

めざす暮らしの姿

１．防災や減災につながる様々な取り組みが広がり、八尾の防災力が向上し、災害に強いまちになっています。
２．大阪府警・地域・事業所・学校等と連携し、防犯活動や啓発活動に取り組むことにより「大阪重点犯罪」の被害が減っています。
３．効果の高い啓発活動により、市民や職員における危機管理意識が向上しています。

施策指標

単位
R1(2019)

○

施策推進部局 危機管理

○

R3(2021)
めざす値

１７　防災・防犯・緊急事態対応力の向上

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

R6(2024)

3 学生防犯隊活動回数 回
計画値 12

実績値 ー
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・老朽化により堅牢性が低下している消防庁舎については適正配置を視野に入れた建替えを含めた機能更新を計画的に進めるととも
に、高機能消防指令センターの適正な運用管理を行います。また、救急救助体制の充実をはじめ総合的な消防体制を強化します。

主な取り組み内容

防火管理者の選任率
95

％

自主防災訓練の自立型訓練実施率
実績値 18.9

計画値

実績値

30 40 50 60

重
点
施
策

○

・八尾市公共施設マネジメント実施計画に基づき、機能不足等となっている消防庁舎の建設計画や将来的に最
適な配置計画の検討を行うための基本構想を新たに策定する。
・救急需要の増加に対応するため、昼間時間帯に運用する救急隊（デイタイム救急隊）を増隊し、救急体制の
強化を図る。また、新型コロナウイルスやその他新たな感染症の発生に対応する体制、資機材の充実・強化を
図る。

3 ％

2
計画値

93

基本的な方向性

700 700 700

98

実績値 611

96 97

災害想定訓練（指令・警防・救急・救助）回数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 回
計画値 700

めざす暮らしの姿

１．消防力の強化により、市民の生命、身体、財産の安全・安心が守られています。
２．市民・地域や事業所、各種団体との連携により地域における消防防災力の向上が図られ、災害に強いまちとなっています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

施策推進部局 消防本部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

１８　消防力の強化

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

84.1 84.3 84.6

実績値 83.4
4 女性の健康寿命（前年数値） 歳

計画値 83.8

80.0 80.2 80.5

実績値 79.3
3 男性の健康寿命（前年数値） 歳

計画値 79.7

・健康寿命の延伸並びに一人ひとりの健康をみんなで支え守る地域づくりを推進するため、市民、地域、学校、事業者、学術研究機関
等と協働のもと、健診・介護・医療に係るデータ等を活用した健康づくりの取り組みを進めます。

主な取り組み内容

糖尿病重症化予防に係る受療率
90

％

国民健康保険加入者における特定健康診査受診
率【※出納閉鎖時点】

実績値 29.99

計画値

実績値

50 55 60 60

重
点
施
策

○

・大阪大学大学院、大阪がん循環器病予防センター等と連携し、健診、介護、医療等のデータ分析に基づく生
活習慣病予防対策をはじめ、健康課題解決に向けた取り組みを推進する。
・「八尾市健康まちづくり宣言」の普及・啓発に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対
策を踏まえた新たな生活様式において、次期健康日本21八尾計画及び八尾市食育推進計画に基づく健康づく
りを推進する。
・生活習慣病の予防と疾病の早期発見を目的に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を講じなが
ら、各種健（検）診の実施や生活習慣病に関する正しい知識の普及啓発を行う。さらに生活習慣病の重症化を
予防するため、必要な者に対し、医師会等と連携しながら、医療機関への受療勧奨及び保健指導などを実施す
る。
・新型コロナウイルス感染拡大防止を踏まえ、特定健康診査をはじめとする健康づくり施策の推進を図るととも
に、コロナ禍における国民健康保険被保険者の生活実態を考慮しつつ、保険料収納対策の実践に取り組む。
・八尾市国民健康保険第２期データヘルス計画及び八尾市国民健康保険特定健康診査等実施計画（第３期）
に基づき、各種保健事業を効果的かつ効率的に実施するとともに、同計画の進捗管理を行う。

5 ％

2
計画値

32.6

基本的な方向性

53 57 61

90

実績値
48.0

(R2速報)

90 90

健康のために運動などを心がける市民の割合

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 ％
計画値 65

めざす暮らしの姿

１．「みんなの健康をみんなで守る」健康コミュニティづくりを進めることにより、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、いつ
までも心身ともに健康に暮らせる健康でつながるまちが実現しています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 健康まちづくり部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

１９　健康づくりの推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

重
点
施
策

○
・新型コロナウイルスワクチンの接種について、新型コロナウイルスワクチン接種事業実施プロジェクトチームを
中心に、国・大阪府との連携により、市民が順次接種を行えるよう適切に事業を実施する。
・感染症や災害等の健康危機事象に的確に対応するため、新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザ
への対応訓練、地震や風水害等の災害への対策訓練や研修を実施する。

・新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザをはじめとする健康危機事象に的確に対応するとともに、様々な対策訓練や研修
等をさらに充実し、職員の技術強化に努めることで、市民の健康に関する安全・安心を確保します。

主な取り組み内容

2

基本的な方向性

2
回

実績値
1

2計画値

2
健康危機管理訓練の実施回数

指　　　標
R5(2023)

2

計画値基準値
R3(2021)R1(2019)

施策指標

めざす値
R6(2024)

施策推進部局

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

健康まちづくり部　経済環境部

１．市民の生命や健康の安全を脅かす大規模災害や感染症などへの備えが充実しており、市民一人ひとりが、安全かつ安心して健康
な生活ができる環境が整っています。

めざす暮らしの姿

R4(2022)
単位

２０　健康を守り支える環境の確保

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・市民が適切な医療を受けることができるよう大阪府、中河内医療圏内各市の行政機関・医療機関等が医療サービスに関する各種
データを活用する中で、それぞれの機能・役割を果たすことで医療提供体制の構築を進めます。
・市立病院においては、持続可能な病院運営に必要な資金を確保しながら、急性期医療・政策医療に取り組みます。

主な取り組み内容

市立病院における紹介率
50％以上

％

「かかりつけ医」を持っている市民の割合
実績値

74.2
(R2速報)

計画値

実績値

80 80 80

重
点
施
策

○

・新型コロナウイルス感染症や新型インフルエンザをはじめとする市民の健康・生命を脅かす健康危機事象に
対し、予防、原因調査、拡大防止及び医療体制の確保など、市内医療機関等を含めた各種関係機関と連携し
ながら対策を進める。
・大阪府の医療計画に基づく医療協議会や救急懇話会をはじめとする各種懇話会に参画することで、大阪府や
中河内医療圏内各市の行政機関・医療機関との医療提供体制構築にかかる連携を推進する。
・市立病院においては、市保健所等の関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症の検査及び入院患者受
け入れを行うとともに、急性期医療及びその他の政策医療に対応する。

4 ％

2
計画値

54.7

基本的な方向性

80

70％以上 70％以上 70％以上

6 6 6

実績値 6

50％以上 50％以上 50％以上

中河内保健医療協議会・各種懇話会の開催回数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 回
計画値 6

めざす暮らしの姿

１．市民が適切な医療を受けることができるよう、地域の医療機関等が役割分担と連携を推進し、必要な医療提供体制が確保されて
います。
２．かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師を持ち、医療機能に応じた役割分担を理解し、適切な医療機関を受診する市
民が増えています。

施策指標

単位
R1(2019)

○ ○

施策推進部局 健康まちづくり部　市立病院事務局

○

R3(2021)
めざす値

２１　地域医療体制の充実

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

R6(2024)

3 市立病院における逆紹介率 ％
計画値 70％以上

実績値 80.5
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

3 地域一斉清掃受付件数 件
計画値 900

実績値 899

・良好な生活環境をめざして、八尾市環境総合計画の基本方針に基づき、市民、事業者等とのパートナーシップにより、地球温暖化対
策をはじめ環境負荷が低減される取り組みを進めます。
・循環型社会の構築に向け、ごみの分別収集・処理を行うことにより、ごみの減量・資源化を進めるとともに産業廃棄物処理と一般廃
棄物処理のより一層の連携を図り、廃棄物全般の適正処理を推進します。

主な取り組み内容

市域の温室効果ガス排出量（前々年度実績）
136

万t-
CO2

資源化されている量を除くごみ処理量
実績値 69,864

計画値

実績値

910 920 930

重
点
施
策

○

・八尾市地球温暖化対策実行計画に基づき、目標達成するため具体的な対策・施策を市民・事業者・行政等の
多様な主体とのパートナーシップにより、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロをめざすために、脱炭素型
まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の実現に向けたプラットフォームづくりを進める。
・産業廃棄物の適正処理に向けて、事業者の監視、指導及び許可等を実施する。
・循環型社会の実現に向け、八尾市一般廃棄物基本計画（ごみ編）の目標達成のため、ごみの減量・資源化の
推進、適正な処理に関し、計画的かつ継続的に推進する。

4 ｔ

2
計画値

146

基本的な方向性

67,426 65,896 64,594 63,291

100 100 100

実績値 100

133 131 128

環境基準適合率（大気環境・水質環境・騒音環境）

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 ％
計画値 100

めざす暮らしの姿

１．環境を意識した暮らしや事業活動により、河川や空気がきれいな状態に保たれ、温室効果ガスの排出量削減に向け、市民、事業
者と行政が一体となって取り組みを進めています。
２．市民や事業者等が地域の美化活動に自主的に取り組むとともに、美化をテーマにした市民活動や地域でのネットワークが強化さ
れ、まちが美しく清潔に保たれています。
３．市民や事業者等と協働し、3R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進することで、資源が循環して利用され、廃棄物が減少すると
ともに、排出される廃棄物が適正に管理、処理されています。

施策指標

単位

○

R1(2019)

○ ○

施策推進部局 経済環境部

R3(2021)
めざす値
R6(2024)

２２　良好な生活環境の確保・地球環境の保全

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・複合化・複雑化した地域課題や支援ニーズに対応するため、様々な相談を受け止めるとともに、きめ細かな情報提供や地域資源の
活用により地域の関係性づくりを進め、様々な分野の連携による地域共生社会の構築に取り組みます。
・八尾市災害時要配慮者支援指針に基づき、災害時要支援者マニュアルを活用し、地域団体、福祉事業所及び庁内各課と連携し、平
常時に災害時要配慮者が適切に避難準備を行い、災害時において円滑に避難できる支援体制を構築します。

主な取り組み内容

地域での福祉活動における登録制度への登録者
数

1,913
人

実績値

重
点
施
策

○

・地域共生社会に向けた包括的支援を推進するため、「断らない相談支援」を実施するための体制整備を行う。
具体的には、介護、障がい、子育て、生活困窮などの複雑化・複合化した課題を抱えた世帯を関係機関で連携
して支えるために、総合調整機能を持つ組織を新たに設置し、各相談機関の連携を強化し、市全体の相談機
能の向上を図る。
・第４次八尾市地域福祉計画と一体的に策定する成年後見制度利用促進計画に基づき、権利擁護支援の地
域連携ネットワークを構築する。具体的には、八尾市社会福祉協議会権利擁護センターを中核機関として、専
門職団体、関係機関が連携協力する協議会を設置し、権利擁護支援体制を確立する。
・避難行動要支援者とその家族が新たな個別避難計画を作成することにより、地域・行政・福祉事業者が連携
して支援を行う。八尾市避難行動要支援者マニュアルを活用し、地区防災計画とともに地域での展開を進め
る。

2
計画値

1,880

基本的な方向性

100 150 200

1,950

実績値 ー

1,926 1,938

つなげる支援室で支援調整などを行った件数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 件
計画値 250

めざす暮らしの姿

１．包括的な支援により、すべての市民が夢や生きがいをもって、孤立することなく住み慣れた地域で自分らしく暮らしています。
２．地域において、住民一人ひとりが尊重され、お互いの多様性を認めながら、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、それぞれ
が役割を持ち、支え合うことで、自分らしく活躍しています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 地域福祉部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

２３　つながり・支え合う地域福祉のしくみづくり

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・高齢者が住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続けられることを目標に、認知症高齢者やその家族を支えるしくみづくり、介護
予防事業の推進等を通じて、身近な地域での高齢者の居場所や社会参加の機会を充実させ、高齢者が生きがいをもって自立した生
活ができるよう、関係機関と連携するなど、地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得る、地域包括ケアシステムのさらなる
強化に取り組みます。

主な取り組み内容

住民主体活動に参加している在宅高齢者の割合
1.5

％

介護保険給付費の計画値における実績値の割合
実績値 98.0

計画値

実績値

100 100 100 100

重
点
施
策

○

・認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよ
う、認知症の人やその家族への支援を行うしくみを構築する。
・高齢者やその家族に対する総合相談に加え、支援関係者間で連携し、よりきめ細やかな支援が行えるよう、
地域包括支援センターの機能強化を図る。
・ボランティアなどの住民が主体となり、身近な地域の実情に応じて自主的・自発的に運営する介護予防・生活
支援サービス（通所型・訪問型サービス）を創設する。
・介護保険サービスの質及び必要量の確保などの環境整備に取り組む。

3 ％

2
計画値

1.2

基本的な方向性

59.5 59.7 59.9

3.0

実績値 59.1

2.0 2.5

在宅高齢者率（年度末時点）

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 ％
計画値 60.1

めざす暮らしの姿

１．身近な地域で高齢者の居場所や社会参加の機会があり、それらを活用しながら高齢者が生きがいをもって自立した生活を送って
います。
２．高齢者が必要なサービスを適切に利用しながら、住み慣れた地域で安心して暮らしています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 地域福祉部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

２４　高齢者が安心して暮らし続けられる社会の実現

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・障がいのある人やその家族が、住み慣れた地域で、安心して生活できるよう、地域での生活を支えるサービスの提供をはじめ、様々
な相談に対応できる体制等を充実します。
・分野ごとの対応では解決することが困難な多様で複合的な課題に対応できるよう、地域や保健、医療、福祉、教育等との連携により
地域全体で障がい者等を支える体制をつくります。

主な取り組み内容

地域生活支援拠点等の登録者数
100

人

障がい者雇用率の達成企業割合（前年6月1日時
点）

実績値 47.1

計画値

実績値

50.6 49.3 50.7

重
点
施
策

○

・第６期八尾市障がい福祉計画に掲げる地域生活支援拠点等に係る面的整備の事業展開として、障がい福祉
サービス事業所等と連携し、医療的ケア児も含めた夜間等の緊急時に対応するための支援体制の充実やグ
ループホームにおける健康管理体制支援のモデル実施等を行い、地域全体で障がい者を支援する体制づくり
を進める。
・日常生活用具等の給付について、利用者のニーズに応じて品目の充実を図る。
・医療型児童発達支援センターについて、居宅訪問型児童発達支援の事業を開始し、地域における障がい児
支援の拠点としての機能強化を図る。

4 ％

2
計画値

ー

基本的な方向性

52.2

100 100 100

3 3 4

実績値 3

150 160 170

施設入所者の地域移行者数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 人
計画値 5

めざす暮らしの姿

１．多様化するニーズに対応したサービスや相談体制を活用し、障がいのある人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしてい
ます。
２．保健、医療、福祉、教育等との連携により地域全体で障がいのある人を支えるしくみをつくることで、多様で複合的な課題を抱える
障がいのある人やその家族が安心して暮らしています。
３．障がいや障がいのある人に対する理解と合理的配慮が促進されることで、障がいの有無にかかわらず、すべての人が、自己決定
が尊重され社会参加と自己実現を図りながら暮らしています。

施策指標

単位
R1(2019)

○ ○

施策推進部局 地域福祉部

○ ○

R3(2021)
めざす値

２５　障がいのある人への支援の充実

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

R6(2024)

3
関係機関との連携により対応した基幹相談支援セ
ンターにおける支援件数

件
計画値 100

実績値 88
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

重
点
施
策

○

　
・八尾市生活支援相談センターでの自立に向けた相談をはじめとする支援内容の充実を図る。特に令和３年度
（2021年度）から家計改善支援事業を実施し、関係機関とも連携し生活困窮者の早期生活再生の支援を行うと
ともに包括的支援の推進に向けて、既存の相談機関で受け手のいない相談の受け皿となる機能を生活困窮相
談に位置付けることで、必ずどこかにつながる支援体制を構築する。
・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活困窮者の増加に対して、国の制度等を積極的に活用し、迅速か
つ適切に相談支援を実施する。
・児童扶養手当受給世帯及び生活保護受給世帯をはじめとする生活困窮者世帯を対象とした学習支援事業を
実施し、学習習慣や基礎学力の定着等の学習支援、勉強や生活等の相談支援を実施する。
・多様化する生活保護事務に対し効率的かつ適切に実施するため、タブレット端末の導入を図りケースワー
カーの訪問活動のサポートや様々な資料のペーパーレス化を図る。

3 ％

2

・生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立支援事業を適切に実施するため、関係機関との連携による早期の相談支援を行
うとともに、生活困窮者が抱える経済的困窮の背景にある複合的な課題を解決し、包摂型社会を実現するため、関係機関から支援を
必要とする人が確実につながるような機関同士の関係づくりや連携による支援体制の充実を図ります。
・生活保護受給世帯の自立を促進するため、生活習慣病の重症化予防等、生活保護受給者の健康管理に努めるとともに、適切で丁
寧な支援を実施し、ハローワーク等の関係機関と連携した就労支援に取り組みます。
・生活保護事務について、事務の見直しを進め、効率的で適正な保護の実施に努めます。

主な取り組み内容

80

基本的な方向性

58.5 59.9 61.2 62.5

73 76計画値

63.5

自立生活支援を行った生活保護受給者に対する
効果のあった件数の割合

学習支援事業へ参加する前に比べて勉強の仕方
が分かるようになった生徒の割合

70
％

計画値

実績値

R4(2022) R5(2023)R3(2021)

実績値 53.8

50 50

実績値
1 ％

計画値 50
相談件数に占める生活困窮者自立支援プランを
作成した割合

50

47.5

めざす暮らしの姿

１．生活に困窮したときに、誰もが必要な支援を適切に受けることができ、社会とのつながりや居場所を持ち、地域社会の一員として安
心で安定した生活を送ることができています。
２．生活困窮者支援を通じた地域づくりにより、誰もが地域のなかで尊厳をもって安心して暮らし続ける包摂型社会が実現しています。
３．希望する誰もが、様々な支援を受けながら再スタートを切ることができます。

施策指標

単位
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

施策推進部局 地域福祉部

○ ○

めざす値
R6(2024)

２６　生活困窮者への支援

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

3 男女共同参画が実現していると思う市民の割合 ％
計画値 33.8

実績値
29.9

(R2速報)

・すべての人権が尊重される社会、差別のない社会を築くため、学校、職場、地域等、あらゆる場を通じた人権教育・啓発に取り組み
ます。

主な取り組み内容

「いじめはどんな理由があってもいけないことだ」と
思う児童・生徒の割合

97
％

市の審議会、委員会などにおける女性委員の登
用の割合（年度末時点）

実績値 33

計画値

実績値

34.1 34.4 34.7

重
点
施
策

・第２次八尾市人権教育・啓発プランに基づき、すべての人権が尊重され差別のない社会を築くため、関係機
関と連携を図り、市民とともに人権教育・啓発活動の推進を図る。
・広く市民に法の理念を踏まえ人権三法の周知・啓発を図る。
・インターネット上の人権侵害への対応としてモニタリング調査や先進的な取り組みの研究、広域的な対応など
差別のない社会の実現に向けて効果的な取り組みを進める。
・老朽化している桂・安中人権コミュニティセンターの機能更新の検討の際には、当該施設が隣保館機能を備え
ていることを踏まえ、人権教育・啓発機能の充実や、差別や生活困難を抱えている市民の自立支援の強化に
向けた環境整備に取り組む。
・八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～に基づき、性別に関わりなくすべての人が活
躍できる男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを進める。

4 ％

2
計画値

96

基本的な方向性

36 37 38 39

83 84 85

実績値 82

98 99 100

人権啓発セミナーの内容について満足と答えた参
加者の割合

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 ％
計画値 86

めざす暮らしの姿

１．一人ひとりの人権が尊重され、差別のない、ともに認め合い、すべての生活領域で誰一人取り残されることなく安心して暮らしてい
ます。
２．未然防止、早期発見の取り組みにより、いじめのない社会が実現しています。
３．職場、地域など様々な場において環境づくりが進むことにより、性別にかかわらず、すべての人が活躍しています。

施策指標

単位

○

R1(2019)

○ ○ ○

施策推進部局 人権文化ふれあい部　いじめからこどもを守る課　政策企画部

○ ○

R3(2021)
めざす値
R6(2024)

２７　一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・世界の恒久平和は、全人類の願いであるという強い思いのもと、日本非核宣言自治体協議会及び平和首長会議と連携しながら核兵
器廃絶に向けた働きかけを行います。
・世界各地で戦争や紛争が後を絶たない中で、身近な地域に残る戦争遺跡や市民の戦争体験談を通して、戦争による悲惨な体験や
生活を経験していない世代への平和意識の高揚に取り組みます。

主な取り組み内容

平和な社会が大切だと感じている市民の割合
100

％
実績値

重
点
施
策

・戦後75年以上が経ち、戦争を知らない世代が多くなる中で市内小中学校を対象とした長崎原爆被爆者や継承
者による講話を行う。
・身近な地域に残る戦争遺跡や戦争体験談を効果的に伝え残していく取り組みを行い、市民の平和意識の高
揚を図る。
・各取り組みの実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策を行う。

2
計画値

97.9
(R2速報)

基本的な方向性

2,800 2,800 2,800

100

実績値 2,849

100 100

平和学習の受講者数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 人
計画値 2,800

めざす暮らしの姿

１．核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを伝える体験講話を通じて、次代を担うすべての若者・子どもたちが、平和の大切さを理解してい
ます。
２．一人ひとりの市民が、戦争のない、核兵器のない、対話による平和な社会の大切さを認識し、国際平和に貢献する地域社会が創
造されています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 人権文化ふれあい部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

２８　平和意識の向上

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・外国人市民が安心して八尾で学び、働き、暮らすことができる環境づくりや、外国人市民の人権が尊重される社会づくりを進めます。
・市民が様々な国や地域の多様な生活文化や習慣等に対する相互理解を深めるために、市民間の交流の機会の創出、外国人市民
の地域活動への参画の促進等に取り組みます。

主な取り組み内容

外国人相談窓口における相談件数
1,500

件

国際交流に興味のある市民の割合
実績値

45.3
(R2速報)

計画値

実績値

52 53 54 55

重
点
施
策

・外国人相談事業などの生活支援や地域との共生に向けたコミュニケーション支援等の取り組みを行う。
・新型コロナウイルス感染症対策の多言語での情報発信等により外国人市民の不安解消に取り組む。
・災害時多言語支援センターの活用により、災害時における外国人市民への多言語による情報提供に取り組
む。
・（公財）八尾市国際交流センターと連携し青少年交流を中心とした国際交流を進めていくことで国際感覚の豊
かな人材の育成や地域社会における多文化理解への広がりへとつなげていく。

3 ％

2
計画値

1,134

基本的な方向性

3,950 4,000 4,050

1,500

実績値 3,987

1,500 1,500

国際交流センター事業参加者数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 人
計画値 4,100

めざす暮らしの姿

１．様々な国籍の人たちが文化や習慣などの相互理解を深め、尊重し、学びあいながら共生しています。
２．共生社会の推進により、多くの外国人市民が八尾のまちに集まり、学び、働き、活躍しています。
３．姉妹・友好都市をはじめとする海外の都市との交流が活発に行われ、互いの文化や歴史の理解が深まり、豊かな共生社会が形成
されています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 人権文化ふれあい部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

２９　多文化共生の推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・各地域においてすべての住民を対象とする地域コミュニティを醸成し、多様な地域課題の解決ができるように、課題共有や課題解決
のアイデア創出、実践に向けた対話の場を創出します。
・校区まちづくり協議会や町会等の地域団体による活動の持続性を高めるため、担い手の確保・育成等に関する提案や助言や情報
提供等の支援、より自立した組織運営力の向上を支援します。
・地域における課題解決力を高めていくために、多様な媒体を用いた情報提供を行うとともに、地域住民、地域団体、市民活動団体や
大学等、多様な主体との公益性を意識した連携・協力のコーディネートなどの中間支援を充実します。

主な取り組み内容

町会加入世帯率
60.5

％

市民活動支援ネットワークセンター「つどい」を介し
て連携した件数

実績値 ー

計画値

実績値

22 23 24 25

重
点
施
策

○

・校区まちづくり協議会が策定した「わがまち推進計画」に基づく、地域課題の解決のための取り組みを支援す
る。
・「第３期わがまち推進計画」の策定にあたっては、多くの住民等が参加できる対話の場を創出し、これまでの
活動の振り返りを行いながら、防災視点も含めた、地域の想いが実現できるような計画の策定や取り組みの支
援を行う。
・地域活動の拠点となる小学校区集会所について、旧永畑幼稚園等、未整備校区を中心に公立幼稚園跡地等
を活用し施設の整備を進めていく。
・市民活動支援ネットワークセンター「つどい」に登録する市民活動団体等の活動や連携実績を分析したうえで
活動分野ごとに整理し、地域課題やニーズの把握を行うとともに、多様な主体と地域との連携・協力を必要に応
じて支援することで、地域における課題解決力を高めていく。

3 件

2
計画値

61.7

基本的な方向性

4 5 6

60.5

実績値 4

60.5 60.5

校区まちづくり協議会が多様な主体と連携した事
業数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 本
計画値 7

めざす暮らしの姿

１．地域住民が多様な主体と協力・連携し、地域課題の解決に向けた活動が実践されています。
２．様々な地域活動や市民活動へ、多くの市民が参加することで、地域の組織運営や、地域活動や市民活動の持続性が高まっていま
す。
３．様々な人材や活動をつなぐことで、地域の活性化につながるアイデアの創出や、より多くの活動資源が集まるようになっています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 人権文化ふれあい部　総務部

めざす値
R6(2024)R3(2021)

３０　地域のまちづくり支援・市民活動の促進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・家庭、学校、地域のつながりを一層深めながら、地域社会全体ですべての子どもの育ちを見守るために家庭教育力のさらなる向上
をめざし、保護者を中心に家庭教育に関する学習、啓発を進めます。
・市民が主体的に学術・文化・教養の向上を図り、日常生活における課題解決に寄与する学習が行えるよう、学習機会の創出を図りま
す。
・外国にルーツを持つ子どもたちをはじめ、市民が多文化共生・国際理解を進めるための学習や交流の機会の充実を図ります。
・運動やスポーツを通して、都市の活気を高めます。
・運動を通した健康づくりに取り組めるよう、身近で参加できる運動・スポーツ活動の機会を地域との協働により創出し、日常生活の中
で取り組める運動スタイルの普及を進めます。

主な取り組み内容

生涯学習施設で実施した講座の修了生の成果発
表者数

1,220
人

スポーツ施設の利用者数
実績値 883,866

計画値

実績値

817,000 872,000 931,000 995,000

重
点
施
策

・各地域で顕在化している家庭教育や子どもの育ちに関する諸課題を認識し、その解決に向けたきっかけづくり
として、引き続き家庭教育学級事業（家庭の教育力UPサポート事業）を実施する。また、家庭教育支援にかか
るアドバイザーの意見を聞きながら、地域のリーダーの育成やモデル地区の設定など、本市にふさわしい体制
づくりについて検討を図っていく。
・国際理解を進め、共に生きる関係づくりを進めるため、学校への訪問等講座を実施する。
・運動を通した健康づくりを進めるとともに、幅広い世代が運動・スポーツ活動に参加できるよう、スポーツ推進
委員等と連携してニュースポーツ等の普及に努める。

3 人

2
計画値

ー

基本的な方向性

104,000 106,000 108,000

1,340

実績値 92,995

1,260 1,300

生涯学習施設で実施する講座等の参加者数

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 人
計画値 111,000

めざす暮らしの姿

１．市民が生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、学んだ知識や成果を社会に還元できる環境
づくりにより、自己の人格を磨き、高い幸福感を持ちながら地域社会で活躍しています。
２．市民が、ライフステージに応じたスポーツや運動を継続的に取り組み、地域社会がスポーツを通じて、都市の魅力と人々の活気に
あふれています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 教育総務部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

３１　生涯学習とスポーツの振興

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

84 85 86

実績値
80.3

(R2速報)

3 住み続けたいと感じる市民の割合 ％
計画値 83

500 510 520

実績値 468
4

大学、企業、他の自治体等と協定や覚書を締結し
た件数

件
計画値 490

・八尾に「住みたい、住み続けたい」と感じてもらえる人を一人でも増やすため、大学や企業、他の自治体等との連携・協力による地方
創生に資する取り組みを進めます。
・市民が必要とする市政情報を得ることができるように、様々な媒体を用い、タイムリーに情報提供を行います。
・適正かつ適切に業務遂行できる人材育成に取り組み、透明性、公正性が確保された市民に信頼される市役所づくりを進めます。

主な取り組み内容

経常収支比率
99.0

％

八尾市役所からの情報が入手しやすいと感じる市
民の割合

実績値
36.5

(R2速報)

計画値

実績値

40 43 46 50

重
点
施
策

○

・民間企業のサービスや大学の知見等を市の各種取り組みに効果的に連携させ、地域課題の解決などにつな
げていくため、公民連携手法による取り組みが庁内各所属でより一層進むよう、各主体との調整等の取り組み
を進める。
・すべての市民に等しく行政情報を提供するために「やお市政だより」の配布方法を全戸配布へ変更するほか、
タイムリーな情報発信の手段として、新たなSNS等を導入するなど、情報発信の強化と充実を進める。
・市民サービスの向上に向け、新たな取り組みへ積極的にチャレンジする意欲に溢れた職員の育成に取り組
む。

5 ％

2
計画値

100.4

基本的な方向性

64 65 66

96.0

実績値
62.6

(R2速報)

98.0 97.0

八尾市の取り組みに満足している市民の割合

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 ％
計画値 67

めざす暮らしの姿

１．財源や人材などの行政資源を計画的・効果的に最大限活用し、市民が必要とする行政サービスが的確に提供される持続可能な行
政経営が行われています。
２．住み続けたいと思えるまちとなるよう、大学や企業、他の自治体等の多様な主体との連携による行政活動が進んでいます。
３．行政手続きにおける市民の利便性の向上が図られており、また、必要な情報を正確に手に入れることができています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○ ○

施策推進部局 政策企画部　総務部 財政部 人権文化ふれあい部

○

めざす値
R6(2024)R3(2021)

３２　信頼される行政経営

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・公共施設マネジメント実施計画に基づき、施設の効率的な配置（施設の複合化・統合化など）を検討するとともに、施設の安全性の
確保とバリアフリー化等により利用者の利便性向上を図りつつ、長寿命化を進めるため、施設毎の個別施設計画により、公共施設を
長期的・計画的に保全します。

主な取り組み内容

八尾市公共施設マネジメント実施計画の進捗率
50

％

未利用施設や未利用地の削減数
実績値 0

計画値

実績値

3 4 4

重
点
施
策

・一般公共施設及び学校施設の施設保全点検や機能更新等について、関係部局と連携を図りながら取り組み
を進めることで、より実践的な公共施設マネジメントを展開していく。とりわけ、桂人権コミュニティセンター、安中
人権コミュニティセンターの機能更新については、近隣施設を含めて一定の方向性が見出せるように、基本構
想等の策定を進める。

4 か所

2
計画値

ー

基本的な方向性

5

5 5 6

52 53 54

実績値
48.3

(R2速報)

75 100 100

公共施設が利用しやすいと感じる市民の割合

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標

1 ％
計画値 55

めざす暮らしの姿

１．計画的かつ適切な維持保全や機能更新により、どのような時でもすべての市民が安全に安心して公共施設（庁舎、コミュニティセン
ター、教育施設、福祉施設、消防施設など）を利用することができます。
２．長期的な視点に立って、公共施設の適正な規模や配置の見直しが適宜行われています。
３．ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用等により、民間の資金・ノウハウを活かし、公共施設の管理・運営が効率的に行われています。
４．未利用施設や未利用地の民間活用や売却等により、適切な資産管理が行われています。

施策指標

単位
R1(2019)

○ ○

施策推進部局 政策企画部　財政部 建築部 教育総務部

○

R3(2021)
めざす値

３３　公共施設マネジメントの推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

R6(2024)

3 PPP/PFI手法の活用施設数 か所
計画値 4

実績値 4
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１．施策の概要

２．令和３年度（2021年度）における施策推進の基本的な方向性・主な取り組み内容

・行財政改革の推進により、多様化・複雑化する市民生活の課題や行政需要への対応及び未来に向けた新たな投資を可能とし、改
革と成長の好循環を実現することによって、まちの成長を推し進めます。

主な取り組み内容

八尾市の取り組みが改善されていると思う市民の
割合

27.0
％

マイナンバーの情報照会･提供を行った件数
実績値 140,000

計画値

実績値

370,000 380,000 390,000 400,000

重
点
施
策

・新たな財源を確保するため、将来的に効果が発生する取り組みの早期着手や、事業のさらなる選択と集中
（スクラップ＆ビルド）を推進する。
・職員のマンパワーの創出や業務の自動化・省力化を目的として、AIやRPA等のICT技術の導入拡大や利活用
を進める。
・公共サービスの効率化と市民サービスの向上を図るため、民間の活力やノウハウを活かした公民協働手法
の活用を推進する。

3  件

2
計画値

26.2
（Ｒ2速報）

基本的な方向性

40 40 40

30.0

実績値 67.5

28.0 29.0

年度末決算における基金残高

R4(2022) R5(2023)
基準値 計画値

指　　　標
R1(2019)

1 億円
計画値 40

めざす暮らしの姿

１．行財政改革の推進により、多様化・複雑化する市民生活の課題、行政需要への対応や未来に向けた新たな投資を可能とし、まち
の成長につなげる改革と成長の好循環を実現しています。
２．ＩＣＴの活用等により、市民サービスの向上や業務の効率化など、行政活動の生産性が向上しています。

施策指標

単位

目標６
みんなの力でともにつ
くる持続可能なまち

○

施策推進部局 政策企画部

めざす値
R6(2024)R3(2021)

３４　行財政改革の推進

該当する
まちづくりの

目標

目標１
未来への育ちを誰もが

実感できるまち

目標２
もしもの時への備えが

あるまち

目標３
世界に魅力が

広がるまち

目標４
日常の暮らしが快適で

環境にやさしいまち

目標５
つながりを創り育て自分ら

しさを大切にしあうまち
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第２章 施策構成事務事業計画概要 
 

 

 

 

本章においては、基本計画の施策体系順に、施策を構成する「事務事業」を示した上で、各事務

事業の「担当課」、「事業概要」、「令和３年度（2021 年度）～令和６年度（2024 年度）計画」、「計

画額」及び「方向性」等を掲載しています。 

また、市長マニフェストの実現に関連する事務事業については、「マニフェスト関連 No.」にマニ

フェスト項目の番号を記載しています。市長マニフェスト及び関連事業一覧については、第３編参

考資料において取りまとめお示ししています。 

 

 

 

各事務事業の掲載内容 
施
策

No.施策名称

1 1

令和５年度計画

（2023年度）に実

施する内容

令和６年度計画

（2024年度）に実

施する内容

令和３年度

（2021年

度）予算と

して計画して

いる額（直

接事業費）

・事業実

施

・拡大

・継続

・縮小

を表示

重点取り

組みに該

当する事

務事業に

「○」を記

載

マニフェスト

に関連す

る事務事

業について

は該当す

るマニフェス

トNo.を記

載

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

事務事業の名称

担当課

（令和3年

（2021年）

２月時点）

事務事業の概要
令和３年度計画（2021

年度）に実施する内容

令和４年度計画

（2022年度）に実

施する内容

令和５年度計画
（2023年度）

事務事業名 担当課 事業概要
令和３年度計画
（2021年度）

令和４年度計画
（2022年度）
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施
策

1.切れ目のない子育て支援の推進

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 同左 2,085 継続
特別児童扶養手当関係事
務

こども
政策課

障がいのある児童を育てている保護
者に対して特別児童扶養手当を給
付する。

○特別児童扶養手当申請
の審査及び大阪府へ進達

同左 同左

同左 同左 1,336,764 継続

同左 4,042,439 継続

児童扶養手当関係事務
こども
政策課

児童扶養手当法に基づき、児童扶
養手当を給付する。

○児童扶養手当法に基づく
手当の給付

同左

児童手当関係事務
こども
政策課

児童手当法に基づき、児童手当を
給付する。

○児童手当法に基づく手当
の給付

同左 同左

同左 同左 871 継続

同左 33,006 拡大 ○ 18・19

妊娠・出産・育児の切れ目
のない支援推進事業

こども
政策課

妊娠・出産・育児の切れ目のない総
合的な相談・支援の実現に向けて、
保健・福祉・医療・教育が連携し、す
べての子どもが健やかに育ち、乳幼
児連れの保護者も外出しやすい環
境づくりの充実を図る。また子どもが
利用できる施設・イベントの情報発
信や妊娠・出産を希望する若者に対
して、妊娠・出産・育児に関する情報
を提供することにより、次代の親育
てや少子化への対応を行う。

○切れ目のない支援のあり
方検討会議の開催
○市公式アプリ「やおっ
ぷ！」の普及啓発
○若者のライフプランニング
支援の実施
○登録した赤ちゃんの駅の
周知・利用促進と移動式赤
ちゃんの駅の貸出
○子ども向けウェブサイトの
運用
○大阪府との連携による結
婚支援の推進

同左

子育て総合支援ネットワー
クセンター事業

子育て
支援課

子育て総合支援ネットワークセン
ターにおける「子ども家庭総合支援
拠点」の体制整備を進め、事業の適
正かつ円滑な実施を行うことで、切
れ目なく子ども子育てを総合的に支
援する事業を強化・発展する。

○相談機能の充実
○子育て支援情報提供業
務の円滑な実施
○親子教室の開催
○情報共有のためのしくみ
検討
○子ども家庭総合支援拠点
の体制維持および専門性
強化
○（仮称）八尾市こども総合
支援センター開設に向けた
取り組み

○相談機能の充実
（子育て相談、発達
相談、児童虐待に
係る相談、教育相
談）
○子育て支援情報
提供業務の円滑な
実施
○親子教室の開催
○子ども家庭総合
支援拠点の体制維
持および専門性強
化
○（仮称）八尾市こ
ども総合支援セン
ター事業への引継

○（仮称）八尾市こ
ども総合支援セン
ター事業の運営実
施
○相談機能の充実
（子育て相談、発達
相談、児童虐待に
係る相談、教育相
談）
○子育て支援情報
提供業務の円滑な
実施
○親子教室の開催
○子ども家庭総合
支援拠点の体制維
持および専門性強
化

同左 同左 48,916 継続 19

同左 3,538 継続 19

乳幼児健康診査事業
健康推
進課

乳幼児の疾病予防の健康保持を図
るため、各種健康診査を実施し、必
要な指導を行う。

○４か月児健康診査・1歳６
か月児健康診査・３歳６か
月児健康診査の実施
○乳児一般健康診査・乳児
後期健康診査の実施

同左

乳幼児育成指導事業
健康推
進課

乳幼児（未熟児含む）の心身の健全
な発達を促し、保護者の育児不安の
解消を図るため、経過観察が必要と
判断された乳幼児に対して健診や
相談教室などのフォロー事業を行
う。

○経過観察健康診査の実
施
○健診後フォロー教室の実
施

同左 同左

同左 同左 1,164 継続

妊産婦包括支援事業
健康推
進課

妊産婦や胎児の疾病予防など母子
の健康保持を図るため、妊婦健康
診査及び産婦健康診査を実施し、
必要な指導を行う。
また、褥婦及び産婦に対し、産後ケ
ア事業を実施する。

○妊婦健康診査の実施及
び平均利用枚数の向上策
の実施
○妊婦歯科健康診査の実
施及び受診率の向上策の
実施
○産婦健康診査の実施及
び受診率の向上策の実施
○産後ケア事業の実施

同左 同左 同左 268,981

事務事業名

同左 55,721 継続

母子健康教育事業
健康推
進課

保護者同士の交流を深め、育児不
安を解消するため、妊産婦・乳幼児
の保護者に対して子どもの疾病予
防や育児知識、正しい食についての
講習等を行う。

○両親教室の実施
○離乳食講習会の実施
○スプーン教室の実施

同左

29,902 継続 18

不妊・不育症治療費助成事
業

保健予
防課

不妊・不育症治療を受けている夫婦
の経済的負担の軽減を図るための
治療費の一部を助成する。

○申請受理、認定審査、給
付決定、助成金給付の実施
○指定医療機関の指定、監
督の実施

同左 同左

令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

拡大

母子訪問相談事業
健康推
進課

地域における妊娠・出産の切れ目の
ない支援の強化として「母子保健相
談員（助産師）」を配置し、助産師や
保健師等の専門職がすべての妊産
婦や乳幼児を対象に、訪問や相談
支援を実施する。また不妊・不育相
談の妊娠前の相談にも応じ、妊産婦
等全体を対象とする相談支援を実
施する。
母子手帳交付時には、面接等の機
会を活用し、妊婦の状況を把握し、
必要な情報提供・助言・保健指導を
行う。

○助産師などによる妊産婦
を対象とした相談事業の実
施
○妊娠期からの情報を活用
した切れ目のない支援の実
施
○助産師などによる不妊・
不育に関する相談支援の
実施
○乳児家庭全戸訪問事業
を実施

同左 同左 同左
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事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 同左

○八尾市こどもいき
いき未来計画の重
点課題に対応する
事業の検討及び実
施
○子どもの居場所
づくりの推進
○社会福祉審議会
（児童福祉専門分
科会）の開催

4,174 継続

同左 47,544 継続

こども施策推進事業
こども
政策課

八尾市こどもいきいき未来計画にお
ける基本理念「みんなでつくる子ども
の未来と幸せ」の実現と重点課題に
対応するための事業を実施する。

○八尾市こどもいきいき未
来計画の重点課題に対応
する事業の検討及び実施
○子どもの居場所づくりの
推進
○社会福祉審議会（児童福
祉専門分科会）の開催
○認定こども園さくら保育園
運営状況確認会議の開催

同左

母子父子寡婦福祉資金貸
付事業【特別会計】

子育て
支援課

ひとり親家庭及び寡婦の経済的自
立を図るために資金（子どもの修学
や就学支度、母親自身の技能習得
や転宅など）を貸し付ける制度。

○貸付希望者の相談対応
○貸付申請の受理
○貸付可否の審査
○貸付決定者の借用手続
○債権の償還管理及び滞
納者への督促、滞納整理

同左 同左

同左 同左 22,407 継続 19

同左 26,417 継続

子どもの未来応援推進事業
こども
政策課

子どもの貧困対策の推進に関する
法律に基づき策定した八尾市子ども
の未来応援推進プランに係る施策
推進及び調査研究を行う。

○子どもの未来応援推進会
議の開催
○子どもの未来を応援する
首長連合による情報交換・
連携の推進
○ひとり親家庭の学習支援
事業の実施

同左

未熟児養育医療給付事業
こども
政策課

身体の発育が未熟なまま生まれ入
院を必要とする乳児が、指定養育医
療機関において入院治療を受ける
場合に、その治療に要する医療費を
公費により負担する。なお、世帯の
市町村民税の所得割の額に応じて
自己負担金が生じる。

○未熟児養育医療の給付 同左 同左

同左 同左 432 継続

同左 294 継続

成長手帳の配布
こども
施設課

こどもの成長を記録する成長手帳を
就学前児童に配布する。

○成長手帳の作成・配布 同左

ママ・サポート事業
子育て
支援課

核家族等で、日中出産前・後の母親
及び乳児の介助をする者がいない
家庭に対し、ホームヘルパーを派遣
し、家事及び育児援助を行う。

○事業の啓発広報
○ヘルパー派遣の実施

同左 同左

同左 同左 3,705 継続

同左 24,872 継続

母子緊急一時保護事業
子育て
支援課

不測の事態により精神的又は経済
的に緊急の保護を必要とする母子
世帯を一時的に保護する。

○母子生活支援施設にお
ける緊急一時保護

同左

助産の実施
子育て
支援課

妊婦が経済的理由により入院助産
を受けることができない場合、助産
施設への入所を行う。

○児童福祉法の規定による
助産の実施
○助産施設に関する事務
や国庫負担金等の受領事
務

同左 同左

同左 同左 50,088 継続

同左 605 継続

母子保護の実施
子育て
支援課

母子生活支援施設における母子保
護の実施を行う。母子家庭で、居宅
で生活することが児童の福祉に欠け
る場合又は居宅が無い場合、保護
者と児童（18歳未満）に対し母子生
活支援施設への入所を行い、生活
指導や児童の保護を実施する。

○母子生活支援施設にお
ける母子保護の実施（相
談、入所決定等）
○入所施設の情報収集
○母子保護対応のスキル
アップを目的とした研修会
等への参加

同左

母子家庭等日常生活支援
事業

子育て
支援課

ひとり親家庭の就労支援や生活の
安定を図るために、家庭生活支援
員を派遣し、家事支援や子育て支援
を行う。（現在、家事支援のみ）

○利用者や委託事業者の
従事者に対して、事業の主
旨について周知

同左 同左

同左 同左 46,500 継続

同左 182,189 継続

母子家庭等自立支援事業
子育て
支援課

母子家庭・父子家庭の自立を促す
ために、就労支援、母子家庭等自立
支援教育訓練給付金事業、母子家
庭等高等職業訓練促進給付金等事
業及び養育費確保に係る支援を行
う。
ひとり親家庭の支援のために、大阪
弁護士会と協力して、ひとり親家庭
の無料法律相談事業を行う。
母子父子福祉推進員の設置、母子
家庭等就業・自立支援センター事業
をそれぞれ実施する。
母子・父子自立支援プログラム策定
事業を実施する。

○母子家庭等高等職業訓
練促進給付金等事業
○母子家庭等自立支援教
育訓練給付金事業
○ひとり親家庭への無料法
律相談業務事業
○母子家庭等就業・自立支
援センター事業
○母子父子福祉推進委員
の設置
○養育費確保支援事業
〇母子・父子自立支援プロ
グラム策定事業

同左

ひとり親家庭医療費公費負
担事業

こども
政策課

ひとり親家庭の生活の安定と健康
増進、福祉の向上を図るため、医療
保険により受診した場合に一部自己
負担額を控除した額を公費で負担
する。

○ひとり親家庭にかかる医
療費の一部助成の実施

同左 同左

同左 同左 885,474 継続 2子ども医療費公費負担事業
こども
政策課

子どもの健全育成・児童福祉の向上
を図るため、医療保険により受診し
た場合に一部自己負担額を控除し
た額を公費で負担する。

○子どもにかかる医療費の
一部助成の実施

同左
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事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）
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ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

25

26

27

28

29

30

31

32

33 同左 2,363 継続利用者支援事業
子育て
支援課

利用者支援員を市窓口に配置する
とともに、教育・保育施設や地域の
子育て支援事業等の情報提供及び
必要に応じ相談・助言等を行う。

○事業の啓発広報
○相談業務の実施
○利用者ニーズに適した支
援の情報提供
○利用者支援員への研修

同左 同左

同左 同左 4,726 継続

同左 8,894 継続

子育て支援事業（安中青
館）

安中青
少年会
館

親子幼児教室・子育て支援講座、子
育てサークルへの支援及び地域子
育て支援センターとの連携を行う。

○親子幼児教室（ミニトラン
ポリン・ダンス等）
○子育て講座
○貸館等による子育てサー
クル活動支援
○ウイズっこ広場（遊戯室
開放）
○出前絵本の会

同左

子育て支援事業（桂青館）
桂青少
年会館

親子幼児教室・ファミリー教室の実
施、ゆめの広場の開放、年間を通じ
たウクレレ教室、ベビーマッサージ
教室、ファーストサイン教室、ベビー
スキンケア教室の開催、地域子育て
支援センターとの連携及び子育て
サークルへの支援を行う。

○お話教室・体操教室・ダン
ス教室・遊び教室・読み聞
かせ教室・料理教室・ウクレ
レ教室、季節に合わせた各
種イベント教室、ベビーマッ
サージ等の乳児向け教室、
子育てサークル活動支援等

同左 同左

同左 同左 30,237 拡大 ○

同左 78,462 継続

地域子育て支援センター事
業

子育て
支援課

プレママ・親子相談・交流会や各地
域子育て支援センター内で行う事業
及び、八尾市内の公園に出向いて
の保育活動を通して、在宅子育て支
援事業を展開する。事業を通して、
子育て世帯の孤立化を防いだり、虐
待予防、相談を受けることでの不安
軽減につなげる。

○市内５か所の子育て支援
拠点として、地域に出向く手
法により、関係所属及び機
関等との連携を図り、在宅
で子育てをしている家庭に
対する支援を実施（公園・地
域公共施設等での親子遊
び会等）
○妊娠期の方への不安軽
減として支援拠点にて教室
を開催
○引きこもり家庭への働き
かけをねらいとし、動画配
信実施
○子育てに関する不安軽減
のためのオンライン交流の
実施

○市内５か所の子
育て支援拠点とし
て、地域に出向く手
法により、関係所属
及び機関等との連
携を図り、在宅で子
育てをしている家庭
に対する支援を実
施（公園・地域公共
施設等での親子遊
び会等）
○妊娠期の方への
不安軽減として支
援拠点にて教室を
開催
○引きこもり家庭へ
の働きかけをねら
いとし、動画配信実
施
○子育てに関する
不安軽減のための
オンライン相談の
実施

つどいの広場事業
子育て
支援課

子育て親子の交流・集いの場を設置
する。（週３日以上かつ１日５時間程
度）
子育てに関する相談・援助の実施、
地域の子育て関連情報の提供、及
び、子育て及び子育て支援に関する
講習等を実施する。

○選定により新たな事業者
委託により実施
○公平公正なサービスの確
保
○相談事業の実施
○連絡会議・研修会等によ
る資質向上に向けた取り組
み

○事業者委託によ
り実施
○公平公正なサー
ビスの確保
○相談事業の実施
○連絡会議・研修
会等による資質向
上に向けた取り組
み

同左

ー ー 16,748
事業
実施

○ 19

同左 1,435 継続

（仮称）八尾市こども総合支
援センター整備事業

子育て
支援課

本市における切れ目のない子育て
支援の推進のため、（仮称）八尾市
こども総合支援センターの整備事業
として、設計等の委託を行う。

○（仮称）八尾市こども総合
支援センター整備のための
設計

○（仮称）八尾市こ
ども総合支援セン
ター整備のため工
事及び竣工
（令和４年度（2022
年度）をもって終了
予定）

子育て短期支援事業
子育て
支援課

家庭において一時的に養育が困難
となった児童や緊急一時的に保護を
要する児童を施設において、一定期
間、養育・保護する。

○ショートステイ　委託施設
（７か所）
○トワイライトステイ　委託
施設（１か所）

同左 同左

同左 同左 24,672 継続

○八尾市こどもいき
いき未来計画及び
八尾市子ども・子育
て支援事業計画の
推進と進捗管理
○八尾市子ども・子
育て会議等の開催
○八尾市こどもいき
いき未来計画及び
八尾市子ども・子育
て支援事業計画の
次期計画策定

612 継続

ファミリー・サポート・セン
ター事業

子育て
支援課

仕事と家庭の両立支援と子育て支
援の強化を図るため、育児の援助を
行いたい者と受けたい者からなる会
員組織を設立し、地域における会員
同士の相互援助活動を支援する。

○事業委託により実施
(会員の募集・登録及び研
修・会員間の交流、コーディ
ネイト、サブリーダーの活
用）
○研修等の実施

同左

こどもいきいき未来計画推
進事業

こども
政策課

次世代育成支援対策推進法に基づ
く市町村行動計画としての八尾市こ
どもいきいき未来計画及び子ども・
子育て支援法に基づく八尾市子ど
も・子育て支援事業計画の進捗管理
を行うとともに、八尾市子ども・子育
て会議等を開催することにより、子
ども・子育て支援の取り組みを総合
的かつ計画的に推進する。

○八尾市こどもいきいき未
来計画及び八尾市子ども・
子育て支援事業計画の推
進と進捗管理
○八尾市子ども・子育て会
議等の開催

○八尾市こどもいき
いき未来計画及び
八尾市子ども・子育
て支援事業計画の
推進と進捗管理
○八尾市子ども・子
育て会議等の開催
○八尾市子ども・子
育て支援事業計画
の中間見直し

○八尾市こどもいき
いき未来計画及び
八尾市子ども・子育
て支援事業計画の
推進と進捗管理
○八尾市子ども・子
育て会議等の開催
○次期計画策定に
係るニーズ調査の
実施
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策

事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

34

35

36

37

2.就学前教育・保育の充実

1

2

3

4

5

6

7 同左 252 継続
認定こども園等保健会事務
局事務

こども
施設課

認定こども園等の保健の振興を図
る。

○事業の委託 同左 同左

同左 同左 725,606 拡大 ○ 1

同左 724,236 継続

公立認定こども園運営事業
こども
施設課

公立認定こども園の効率的効果的
な運営を行う。また、要保護児童対
策地域協議会等の開催により関連
機関と連携を図る。さらに、在宅子
育て世帯へのひろば事業や相談事
業などを実施することにより、子育て
支援に取り組む。
延長保育においては、保護者の就
労形態の多様化、通勤時間の増加
等に伴う需要に対応するため長時
間保育を引き続き実施する。また、
保護者の希望に応じて在園児及び
在園児以外の一時預かり保育を実
施する。

○公立認定こども園の入園
児童の教育、保育の実施
○公立保育所跡地の整備
推進
○在宅児童に対する子育て
相談、地域交流、ひろば事
業等
○延長保育事業及び在園
児の一時預かり事業を継続
し保護者のニーズに対応
○在園児以外の一時預か
り事業を実施

同左

私立認定こども園等運営費
補助事業

こども
施設課

私立認定こども園等の経営の健全
化を支援することで、安定した保育
サービスの供給を図るため、私立認
定こども園等運営費補助金を交付
し、適正な運営助成を行う。

○八尾市私立認定こども園
等運営費補助金交付要綱
に基づき事業実施

同左 同左

同左 同左 2,087 継続

同左 5,007 継続

幼児教育研究・研修事業
教育セ
ンター

幼児教育に関する研究及び保育者
等を対象にした研修、並びに保育サ
ポート児の在籍する就学前施設へ
の巡回指導を通じて、保育者の資質
を向上することにより、就学前教育・
保育において子どもたちに生きる力
の基礎となる資質・能力を育成し、
小学校教育への円滑な接続を図
る。

○幼児教育に関する研究・
研修
○保育サポート児の在籍す
る就学前施設への専門家
巡回
○公開保育等への担当職
員の派遣

同左

保育人材育成事業
こども
施設課

子育て支援分野の各事業等に従事
することを希望する者及び現に従事
する者に対し、多様な子育て支援分
野に関して必要となる知識や技能等
を習得するため、全国共通の子育て
支援員研修を実施する。
また、保育現場の専門的な対応が
求められる分野に関する研修を実
施し、教育・保育施設等における
リーダー的な役割を担う職員等の育
成を図るため、全国共通の保育士
等キャリアアップ研修を実施する。

○子育て支援員研修の実
施
○保育士等キャリアアップ
研修の実施

同左 同左

同左 同左 143 継続

同左 810,589 拡大 ○ 4

「人権を大切にする心を育
てる」保育推進事業

こども
施設課

｢人権を大切にする心を育てる｣保育
を推進するための学習・研究を行
い、児童に認定こども園等での生活
の場を通じて伝えていく。

○大阪保育子育て人権研
究集会への参加

同左

認定こども園等整備計画推
進事業

こども
施設課

保育ニーズに対応するための認定
こども園等の創設や増築、または老
朽化に伴う改築や大規模修繕等の
促進を図る。また、保育所及び幼稚
園が認定こども園へ移行するための
整備推進を図る。

○子ども・子育て支援事業
計画に合わせた認定こども
園等の整備（公立幼稚園跡
地の民間活用による認定こ
ども園の整備、小規模保育
所等の整備）

○子ども・子育て支
援事業計画に合わ
せた認定こども園
等の整備

同左

同左 5,328 継続 ○ 18児童虐待対策事業
子育て
支援課

八尾市要保護児童対策地域協議会
を中心に、子どもを守る環境づくりを
進め、児童虐待の発生予防・早期発
見・関係機関職員の資質向上を図
るために広報・啓発、研修等を実施
する。
子ども家庭総合支援拠点として、子
育て世代包括支援センターと緊密に
連携し、子育て世帯の不安や悩み
に対する相談等を通じ、児童虐待予
防に取り組んでいく。

○児童家庭相談の実施
○八尾市要保護児童対策
地域協議会の運営
○虐待防止の広報・啓発、
研修活動
○担当職員の資質向上の
ための研修
○ケース対応へのスーパー
バイズ機能強化
○スクールソーシャルワー
カーの活用

同左 同左

同左 同左 10,638 継続

同左 1,196 継続

家庭支援推進認定こども園
等事業

こども
施設課

家庭環境に配慮が必要な在園児
童・在宅子育て家庭に対する支援を
図ることにより、日常生活における
基本的な習慣や態度の涵養を図
る。

○要支援世帯の割合が多
い２園で重点的に事業を実
施
○必要とする認定こども園
が増加した場合には、当該
園を家庭支援推進園とし、
拡大して実施

同左

養育支援訪問事業
子育て
支援課

児童福祉法第６条の３第５項の規定
に基づき、養育支援が特に必要であ
ると判断した家庭を訪問し、養育に
関する相談、指導、助言等を行うこ
とにより、当該家庭の適切な養育の
実施を確保する。

○事業の啓発広報
○支援員への研修
○要支援児童等への取り
組みの強化（専門的支援の
充実）
○支援員養成講座の実施

同左 同左

同左 同左 9,754 継続
地域子育てつながりセン
ター事業

子育て
支援課

子育て家庭と地域がつながるしくみ
づくり、子育て支援のネットワークづ
くりの充実を図る。

○親子教室等を通じて在宅
子育て家庭に対する支援を
実施
○電話や来園による子育て
相談指導を実施
○地域での子育てを支援
し、地域全体で子育て世帯
の見守りを実施

同左
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策

事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 同左 同左 0 継続

同左 132,545 拡大

障がい児保育サポート利用
調整事務

子育て
支援課

障がいのある就学前児童（３歳児か
ら５歳児まで）を対象に、就学前教
育・保育施設の入所相談を受けると
ともに、利用調整を行う

○障がい児保育（保育サ
ポート）利用調整事務の実
施及び検証

○障がい児保育
（保育サポート）利
用調整事務の実施

障がい児保育支援事業（公
立認定こども園等）

こども
施設課

平成30年（2018年）５月の八尾市障
害児保育審議会による『八尾市にお
ける「就学前における障がい児教
育・保育の基本的な考え方～インク
ルーシブ（育ちあう）保育の創造～」
に関する提言』に沿って取り組んで
いく。
障害児保育審議会を開催する。
関係機関との連携、職員の専門的
な学習を進める。

○障がい児保育の充実
○標準時間対応の体制整
備
○障害児保育審議会の開
催
○障がい児関係機関との連
絡会議の実施

同左 同左

同左 同左 478,200 拡大

同左 34,770 継続

障がい児保育支援事業（私
立認定こども園等）

こども
施設課

障がいのある就学前児童（３歳から
５歳児まで）また配慮が必要な児童
を対象に、私立認定こども園等での
保育を実施することにより、子どもの
発達を支援する。

○障がい児保育の充実・実
施
○標準時間対応の体制整
備

同左

認証保育施設運営事務
子育て
支援課

やむを得ない事由により保育を必要
とする児童を要綱等に基づき斡旋す
ることで保育サービスを提供する。

○委託事業の実施 同左 同左

同左 同左 25,701 継続

同左 118,803 継続

入所関係事務
子育て
支援課

保育利用についての相談受付、認
定こども園・保育所（園）への保育利
用申込の受付・利用調整事務等を
行う。

○認定こども園、保育所
（園）における保育利用申込
の受付・利用調整
○企業主導型保育施設設
置の促進
○保育システムの再構築に
よる事務標準化の推進
○入所事務の効率化や非
対面式申込の推進

○認定こども園、保
育所（園）における
保育利用申込の受
付・利用調整
○企業主導型保育
施設設置の促進

病児保育事業
子育て
支援課

【病児対応型】
病気回復期または病気回復期に至
らないが、当面症状の急変が認めら
れない状態にあり、集団での保育が
困難な児童を専用のスペースにて
保育する。
【体調不良児対応型】
事業実施認定こども園等に通所して
おり、保育中に体調不良となった児
童を、保護者が迎えに来るまでの
間、その園の専用スペース等で保育
する。
【病児保育事業に関する届出の受
理】

○事業の委託
【病児対応型】委託施設２か
所
【体調不良児対応型】事業
実施園の継続

同左 同左

同左 同左 12,240 継続

同左 61,914 継続 1

ひとり親家庭保育支援事業
子育て
支援課

母子生活支援施設の保育機能を活
用して、ひとり親家庭の子ども（０歳
児から２歳児）に対して保育サービ
スの提供を行う。

○10人分委託（市制度） 同左

幼児教育・保育の無償化対
応事務

子育て
支援課

子ども子育て支援法の一部改正内
容に加え、市独自分を含む幼児教
育・保育無償化事務を実施する。無
償化対象児童への「施設等利用給
付認定」を行い、対象児のうち、認
可外保育施設等利用者等への償還
事務等を実施する。

○施設等利用給付認定を
実施
○利用料の償還事務（認可
施設等への代理受領方式
による給付分を除く）

同左 同左

同左 同左 7,297,130 拡大 1

同左 104,979 継続 ○ 4

施設型給付等事業
こども
施設課

私立認定こども園等に対し、施設運
営に係る費用を適切に算定、負担
し、財政支援をすることで、保育の
質の向上と保育枠の確保を図る。

○施設型給付費、施設等利
用費及び地域型保育給付
費の支払い
○子ども・子育て支援施設
等に対する実地指導等の
実施

同左

保育士確保支援事業
こども
施設課

市内私立認定こども園等における保
育士確保を支援することを目的とし
て、市内私立認定こども園等に新た
に正規職員として採用される保育士
等に対して補助を行う。また、保育
士就職フェアを開催するほか、保育
の職場体験・普及啓発に関する事
業やさらなる保育士確保支援の取り
組みを実施していく。

○保育士確保補助金の実
施
○保育士宿舎借り上げ支援
にかかる取り組み
○保育の職場体験・普及啓
発に関する事業の検討
○さらなる保育士確保の取
り組みの実施

○保育士確保補助
金の実施
○保育士宿舎借り
上げ支援にかかる
取り組み
○保育の職場体
験・普及啓発に関
する事業の実施
○さらなる保育士
確保の取り組みの
実施

同左

同左 同左 2,167 継続
保育所等保育料の適正化
事業

子育て
支援課

保育所運営にかかる歳入を確保す
るために、収納率の向上及び未納
対策等を実施する。

○未納対策の実施による収
納率の向上

同左
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事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

3.子どもの学びと育ちの充実

1

2

3

4

5

6

7

8 同左 同左 0 継続

同左 2,919 継続

学校安全教育推進事業 指導課

災害発生時、児童・生徒自らが的確
な危機回避行動が取れるよう指導
するとともに、避難困難者への手助
けができるよう、地域とともに避難・
防災訓練を実施するなど、大震災の
教訓を生かし、校区の地域特性に
応じた総合的な視点に立った防災
教育を進める。また、交通安全指導
について研究を深め、児童生徒の
交通安全の意識向上をめざすととも
に、地域、関係機関と連携して交通
安全教育に取り組む。

○学校園安全計画に基づき
実施される、安全教育等へ
の指導助言
○地域と連携した取り組み
の実施
○防災や交通安全等に関
する安全教育を実施

同左

地域食育PR事業
学務給
食課

子どもへの食育を家庭や地域ととも
に進めるために、学校における取り
組みを情報発信する。

○学校における食育活動を
中心としたホームページの
運営
○食育に関する展示会の
開催
○給食献立コンテストの開
催
○学校給食大会の開催
○食育ネットへのバナー宣
伝広告

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 17,670 継続

子どもの健康・体力づくり推
進事業

指導課

体育活動の安全な実施により、運動
習慣を身につけるとともに、健やか
な体のさらなる育成をめざす取り組
みを推進する。また健康教育の観点
から歯みがき指導を行い、「健やか
で心豊かな子ども」を育成する。

○給食後のはみがき運動
の推進を図る取り組み
○八尾市教育研究会体育
部と連携し、効果的な体力
向上の取り組みの推進

同左

子どもが輝く学校づくり総合
支援事業

指導課

学びと育ちの連続性・一貫性を意識
した小中連携の取り組みや地域と
連携したあいさつ運動の取り組みの
推進等、学校長がリーダー性を一層
発揮し、特色ある学校とともに、保護
者や地域から信頼される学校となる
よう、今日的な教育課題の解決と学
校の活性化をめざした、児童生徒や
地域の実態に応じた取り組みを推
進する。

○児童・生徒や地域の実態
に応じた活動及び特色ある
学校づくりの推進
○小中学校及び義務教育
学校において、あいさつ運
動など日常の生活における
取り組みの充実
○専門家や地域の人たちを
外部指導者として活用する
などした児童生徒の心を豊
かに育む取り組みの実施
○子どもの安全安心を図る
取り組みの充実

同左 同左

同左 同左 4,029 継続

同左 79,497 継続

小中一貫教育推進事業
教育セ
ンター

中学校区でめざす子ども像を共有し
ながら、義務教育における子どもの
「学び」「育ち」を一体的に捉え、９年
間を見通した教育活動を推進する。

○小中一貫教育の評価・改
善
○３か年計画に基づく取り
組みの総括

○PDCAサイクルに
基づく取り組みの
推進

18,398 継続

英語教育推進事業 指導課

中学校及び義務教育学校での英語
教育の充実のためにネイティブス
ピーカーを配置するとともに、市内
全小学校及び義務教育学校におい
ても、児童が外国語に触れたり、外
国の生活や文化などに慣れ親しん
だりするなど、国際社会を生きる基
礎となる英語活動を推進する。ま
た、言語活動の充実に向け、英語を
活用した発表の機会として、英語に
よるスピーチコンテスト等の取り組み
を推進する。

○新学習指導要領に対応し
た外国語教育の実施及びさ
らなる充実
○ネイティブ英語指導助手
（NET）派遣事業
○英語スピーチコンテスト等
の実施

同左 同左

継続

学校図書館活用推進事業 指導課

言語活動の充実をめざし、児童・生
徒の学校図書館利用を促進するた
め、全小中学校及び義務教育学校
に学校図書館サポーターを配置し、
学校図書館の効果的な活用を図る
とともに、図書環境の充実と図書館
機能の充実を図り、魅力ある学校図
書館づくりを進める。

○全小中学校及び義務教
育学校に学校図書館サ
ポーターを配置
○図書館の整備と蔵書管
理の実施
○市立図書館と連携し研修
等実施、サポーターを強化・
育成
○市立図書館との事業連
携の強化策の検討
○学校図書館への学校図
書館司書の配置に向けた
検討

同左 同左 同左

学力向上推進事業 指導課

全国学力・学習状況調査などの結
果の分析等に基づき、児童生徒一
人ひとりの実態に応じたきめ細かな
指導の充実を図るとともに、各中学
校区を単位とした授業改善や校種
間連携について研究を推進し、本市
の児童及び生徒の「確かな学力」の
向上を図る。

○学力調査等の分析
○教育課程編成・実施、指
導方法の工夫・改善につい
て指導・助言
○小学校及び義務教育学
校における放課後学習等、
学習意欲の向上と学習習
慣の定着を図るための取り
組み
○特色ある学校づくりを行う
ための取り組み

同左 同左 同左 10,107
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 同左 同左 124 継続

同左 4,776 継続

表彰関係事務
総務人
事課

「文化の日」に、優秀な成績を収め
た児童生徒及び本市の教育に貢献
した個人・団体等を表彰する。

○文化の日式典における教
育委員会表彰

同左

人事管理業務
総務人
事課

事務局職員及び市立学校に配属す
る市費職員の適正配置等の人事管
理を実施する。
市立学校教職員（府費負担教職員）
の服務監督を実施する。
学校における働き方改革を推進す
る。

○適材適所の人員配置に
よる公務能率の向上、職員
の資質向上による適正、効
率的な行財政運営
○教職員の出退勤（勤怠）
管理システムの運用

同左 同左

同左 同左 3,906 継続

同左 262 継続

福利厚生業務
総務人
事課

職員の福利厚生及び活動への支援
を行う。

○職員被服貸与
○乳がん検診
○子宮がん検診
○VDT検診
○安全衛生委員会の開催
及び職場巡視
○公務災害発生時の迅速
な請求手続き
○府費負担教職員を対象と
したストレスチェックの実施

同左

クラブ活動支援事業
総務人
事課

小･中学校の管理運営及びクラブ従
事者の報償事務を行う。

○小中学校の管理運営
○クラブ活動等の振興
○対象業務の拡充等に向
け検討、方針の決定
○決定した方針に基づき実
施

○小中学校の管理
運営
○クラブ活動等の
振興
○方針に基づき実
施

同左

同左 同左 3,090 継続

同左 1,045 継続

教育研究・研修事業
教育セ
ンター

中核市の教育委員会として、法令に
定められた教職員研修を確実に行う
ことはもとより、職階や課題、教科・
領域に応じた研修についても八尾市
の教育の状況を踏まえた内容で実
施する。また、各領域において八尾
の子どもたちに相応しい時機に応じ
たテーマを設定し授業改善等に向け
た研究を進める。

○法定研修（初任者研修・
10年経験者研修）
○管理職研修、教職経験別
研修、分掌別担当者研修
○課題別研修、領域別研修
○初任者研究授業における
指導助言
○研究協力員
○重点分野における研究

同左

教育情報収集・提供事業
教育セ
ンター

教職員の資質向上に寄与するた
め、教育情報の発信源として、各種
教育情報の資料収集及び提供を行
う｡また、教科書センターとして教科
書展示会を行う。

○教育情報の収集・提供
○各種研究冊子の収集
○所報（Web版）・研究紀要
（CD版）の発行

同左 同左

同左 同左 89,727 継続 ○

同左 550 継続

学校ＩＣＴ活用事業
教育セ
ンター

ＩＣＴを活用したわかりやすい授業づ
くり・教員の指導力向上を通じて、
Society5.0社会に対応できる児童生
徒の情報モラルを含む情報活用能
力の向上を図る。また、それらを支
える教育情報ネットワーク等の維
持、管理を行う。

○教職員に対するＩＣＴ機器
活用のための研修の実施
○GIGAスクール構想の掲
げる個別最適化された学び
の実現に向けたＩＣＴ機器を
活用した実践事例の研究・
ハンドブックの作成
○教育情報ネットワークの
維持、管理

同左

進路指導対策事業 指導課

生徒の主体的な進路選択に適切な
指導、助言ができるよう、常に進路
に関する情報の収集提供を行う。高
等学校等の特色、再編整備・入試改
革等について、情報収集に努める｡

○八尾市内中・高連絡会
○進路保障冊子作成
○進路保障協議会

同左 同左

同左 同左 2,856 継続

同左 411 継続

人権教育推進事業
人権教
育課

学校への指導助言や様々な人権教
育に関する取り組み等を通して、児
童・生徒・保護者・教職員の人権意
識の向上を図る。また、本市におけ
る人権教育や国際理解教育の推進
を図るため、本市教職員で構成する
人権教育研究団体への支援等を行
う。

○人権教育の企画･立案
○学校における人権教育へ
の指導助言
○じんけん文化祭（じんけ
ん作品発表会及び展示会）
の企画･開催
○「ひゅーまんフェスタ」実
行委員会への参画及び関
係部署との連携･協力
○じんけん作品集の発行・
配付、じんけんカレンダー
（じんけん作品を掲載）の作
成及び学校・関係機関での
掲示
○「八尾市人権教育連合協
議会」との連携

同左

人権教育研修事業
人権教
育課

教職員・指導主事の人権意識の高
揚と指導力の向上を図るため、人権
教育に関する各種研修を行う。とり
わけ、教職経験の少ない教職員へ
の人権教育の研修機会を充実させ
ることを通して、児童生徒に対する
人権教育の取り組みを一層充実さ
せる。また、学校や保護者・地域に
おける人権教育の推進を図るため、
人権学習プログラムの開発や人権
学習関係資料等の整備を行う。

○各種人権教育研修会の
実施
　・管理職人権教育研修（校
長対象と教頭対象の各１
回）
　・人権教育研修講座　（６
回）
　・人権教育実践交流会（２
回）　他
○各校の研究成果を集約
し、学習プログラムとして整
理
○研修用図書の充実と紹
介方法の検証

同左 同左
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 同左 同左 7,346 拡大 19

同左 19,497 継続

スクールソーシャルワー
カー活用事業

教育セ
ンター

不登校や問題行動等課題のある子
どもの課題解決のため、スクール
ソーシャルワーカー（SSW）を学校へ
派遣し、ケース会議や教職員研修
等を通して、派遣校における生徒指
導体制の充実を図るとともに、教職
員、支援人材と関係機関等とのネッ
トワークによる子ども・保護者への支
援体制の充実を図る。

○ケース会議等におけるア
セスメント及びプランニング
○教職員研修の講師
○スクールカウンセラー等と
の連携
○学校と関係機関等との
コーディネート
○家庭教育支援コーディ
ネーター会議の開催

同左

教育相談事業
教育セ
ンター

児童及び生徒が家庭や学校で生活
する中での心身の健康や教育上の
諸問題について、来所または電話に
よる相談を実施するとともに、子育
てに関する支援も行う。また、青少
年に関する様々な相談も行う。

○一般教育相談
○特別な支援が必要な子ど
もの教育相談
○巡回相談
○医療相談
○子育て相談
○青少年相談（進路相談含
む）

同左 同左

同左 同左 20,581 継続

同左 757 継続 19

教育センター管理運営業務
教育セ
ンター

八尾市教育センターの施設・設備の
管理・運営を円滑に進める。

○管理運営 同左

不登校児童生徒支援事業
教育セ
ンター

不登校児童生徒に対して、家庭と学
校との中間点として適応指導教室を
開設し、教育相談、学習支援、集団
生活への適応指導など、主体的な
学校復帰・社会的自立をめざした支
援活動を行うとともに、学校における
不登校対応に関する取り組みを支
援する。

○教育相談
○適応指導（小集団・個別）
○学校訪問を通じた不登校
対応の取り組みへの指導
助言

同左 同左

同左 同左 1,690 継続

同左 24,390 継続

就学相談事業
教育セ
ンター

障がいのある子どもや保護者の教
育的ニーズや意向を踏まえ、安心し
て学校生活を送ることができるよう、
関係機関と連携しながら、専門的な
立場から就学相談を行う。

○関係機関との連携に基づ
いた保護者との相談
○医療相談
○学校等の見学
○就学フォロー
○就学相談ケースの事例
研究会

同左

帰国・外国人児童生徒受入
等支援事業

人権教
育課

言語介助員・日本語指導補助員・支
援員を派遣し、日本語指導及び学
習面・生活面での適応を図るととも
に、民族クラブ活動への講師派遣や
教材・カリキュラム開発への支援を
行うなど帰国・外国人児童生徒の受
入れ体制等の整備を行う。

○日本語指導が必要な児
童生徒在籍校への指導助
言
○言語介助員・日本語指導
補助員や通訳等支援員の
派遣
○民族クラブ講師派遣
○民族クラブ活動支援

同左 同左

同左 同左 78,566 継続

同左 1,424 継続

特別支援教育推進事業
教育セ
ンター

支援学級の適正配置等の環境整
備、専門家チームの巡回指導等の
人的支援、医療・福祉等の連携によ
る総合的な支援を通じて特別な支援
が必要な子どもへの教育を充実させ
る。また、様々な団体や市民との交
流を通して障がいのある児童生徒に
対する市民理解を深める。

○特別支援教育の充実に
向けた支援学級・通級指導
教室の適正配置等、学習環
境の整備
○専門家の派遣等を通じた
教育・支援内容の充実
○障がい理解・啓発行事の
実施

同左

生徒指導対策事業 指導課

多様化する児童生徒の指導上の諸
問題の早期発見、適切な対応及び
未然防止に向けて、学校に配置され
ているスクールカウンセラーを活用
するとともに、学校だけでは解決困
難な事例について個別にスクールカ
ウンセラーを派遣し、必要に応じて
スクールロイヤーによる相談支援も
行う中で、課題の解決をめざす。ま
た、関係諸機関との連絡会や児童
生徒指導に関する研修会等を開催
する｡

○関係機関等との連絡会
○生徒指導に係る研修会
開催
○スクールカウンセラー、ス
クールロイヤーの活用
○いじめ不登校対策研究委
員会

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 84 継続

総合教育会議運営事務
政策推
進課

教育の政治的中立性、継続性・安定
性を確保しつつ、地方教育行政にお
ける責任の明確化、迅速な危機管
理体制の構築、教育委員会との連
携強化を図るため、総合教育会議を
設置・運営する。

○総合教育会議の開催 同左

教育振興基本計画の推進
教育政
策課

八尾市教育振興基本計画の進行管
理を行うとともに、教育委員会にお
ける事務について点検・評価し、そ
の結果を報告書として公表する。
また、教育課題に対する政策の企
画および総合調整を行う。

○教育振興基本計画の進
行管理
○教育委員会点検・評価報
告書の作成
○小中一貫教育推進会議
の開催
○特認校制度の実施に向
けた検討
○市立幼稚園の閉園に関
する事務
○国立教育政策研究所プロ
ジェクト研究への参加
○学校プールのあり方の検
討

○教育振興基本計
画の進行管理
○教育委員会点
検・評価報告書の
作成
○小中一貫教育推
進会議の開催
○特認校制度の実
施に向けた検討
○国立教育政策研
究所プロジェクト研
究への参加
○学校プールのあ
り方の検討

○教育振興基本計
画の進行管理
○教育委員会点
検・評価報告書の
作成
○小中一貫教育推
進会議の開催
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 同左 55,580 継続 ○ 3中学校給食管理運営業務
学務給
食課

平成27年度（2015年度）に開始した
選択制中学校給食の課題整理を図
りつつ、市内中学校の全員給食の
実施に伴う各種制度等の整備を進
めながら、成長期にある中学生の望
ましい食育を推進する。

○選択制中学校給食の実
施及び試食会の開催
○市内中学校における全員
給食実施に向けた検討
○中学校全員給食実施に
向けた学校給食会の体制
づくり

同左 同左

同左 同左 97,173 継続

同左 764,275 継続 3

児童生徒等及び教職員の
保健管理、環境衛生業務

学務給
食課

児童生徒等及び教職員の健康診断
等及び、飲料水・教室の採光・空気
等の環境衛生業務を行う。

○児童生徒等及び教職員
の健康診断
○飲料水、教室の採光、空
気等の環境衛生業務

同左

小学校給食管理運営業務
学務給
食課

安心・安全な学校給食を提供する上
での、必要な学校給食管理事務を
行い、円滑な学校給食の実施に努
める。

○市立28小学校（義務教育
学校前期課程含む）での学
校給食の提供
○一部給食調理事業者の
選定
○食育教育の実施

同左 同左

同左 同左 939 拡大 ○

同左 5,323 継続 ○

いじめからこどもを守る八尾
づくり推進事業

いじめ
からこ
どもを
守る課

すべての子どもをいじめから守るた
めに、弁護士・心理士等の専門職を
配置し相談対応等を行うと同時に、
教育委員会事務局及び市立学校と
の連携体制を構築しながら、必要に
応じて関係機関と協力し、課題の解
決をめざす。

○専門職等によるいじめに
関する相談対応
○教育委員会事務局との
連携した施策を行っていくた
めに定例協議を実施
○専門職による学校関係者
へのいじめ問題の研修の実
施等
○手紙相談の実施
○いじめ再調査委員会事務
局事務

同左

いじめ問題対策事業
人権教
育課

学校におけるいじめの未然防止の
取り組みの充実、いじめ事象発生時
の早期発見と適切で迅速な対応を
総合的・効果的に推進する。

○教職員の対応力向上や
児童生徒へのいじめを未然
に防ぐ教育の充実
○八尾市いじめ防止基本方
針に基づくいじめ防止等の
ための対策の総合的かつ
効果的な推進
○八尾市いじめ問題対策連
絡協議会の開催
○いじめ不登校対策研究委
員会の開催
○いじめ対応支援チーム会
議の実施
○いじめに係る研修会の実
施（職階別（校長・教頭・教
職員）各１回ずつ）
○児童・生徒対象のいじめ
防止（脱いじめ傍観者）教育
の実施
○相談体制の充実

同左 同左

同左 同左 3,010 継続

同左 2,760 継続

命を育む教育推進事業
人権教
育課

学校において、「命を育む教育（自
他の命を大切にし、自他の命を守る
ことのできる児童・生徒の育成をめ
ざす教育）」を充実させるための支
援を行う。

○各学校の実践・成果の集
約
○成果の発信と他校での活
用

同左

スクールサポーター派遣事
業

教育セ
ンター

教育系・心理系大学の学生や地域
住民等の社会人を活用し、各学校
の活動を支援する人材をスクールサ
ポーターとして登録し、学校の要請
に応じて派遣することで、地域の特
色を活かした学校づくりに寄与す
る。

○近隣の大学との連携・人
材登録
○地域との連携・人材登録
○各学校の要請に応じ、登
録したサポーターを派遣

同左 同左

同左 同左 3,504 継続

同左 57 継続

特別支援学校就学奨励補
助事業

学務給
食課

特別支援学校に在学する児童・生
徒の保護者に就学奨励補助金を交
付することにより、経済的負担の軽
減を図る。

○就学奨励補助金を交付 同左

民族学校に在籍する児童・
生徒に係る就学奨励補助
事業

学務給
食課

民族学校に在籍する児童・生徒のい
る経済的に困窮した保護者に対して
就学奨励補助金の交付を行い、教
育負担の軽減を図る。

○就学奨励補助金を交付 同左 同左

同左 同左 7,000 継続

同左 263,339 継続

奨学金事業
学務給
食課

教育の機会均等を図るため「八尾市
奨学基金」を設置し、当該基金から
生じる果実等をもって経済的な理由
により高等学校等への修学が困難
なものに対して奨学金の給付及び
私立高等学校等入学準備金の貸付
を行う。

○高等学校生等へ奨学金
を給付
○私立高等学校等入学準
備金の貸付を実施
〇奨学金制度見直し検討
結果に基づく運用

○高等学校生等へ
奨学金を給付
○私立高等学校等
入学準備金の貸付
を実施

就学援助事業
学務給
食課

市立小・中・義務教育学校に在学す
る児童・生徒で生活保護法による教
育扶助を受けている者及びこれに準
ずる程度に就学困難と認められるも
のに対して、就学援助を行う。

○就学援助の実施
○就学援助制度等の見直
し
○就学援助システム再構築
○特別支援教育就学奨励
費制度実施に向けた検討

○就学援助の実施
○就学援助制度見
直し結果に基づく制
度運用
○特別支援教育就
学奨励費制度検討
結果に基づく対応

○就学援助の実施
○特別支援教育就
学奨励費制度検討
結果に基づく対応
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 同左 0 継続学校・地域連携推進事業
教育政
策課

学校・家庭・地域の連携・協働を進
め、地域とともにある学校づくりを推
進する。

○庁内連絡会の開催等に
よる協議・調整

同左 同左

同左 同左 90 継続

同左 1,500 継続 ○

地域とともにある学校づくり
推進事業

指導課

学校評議員を学校長の求めに応じ
招集し、学校運営について意見を収
集する。また、コミュニティ・スクール
の検討を進め、現在、実施している
学校運営協議会について、コミュニ
ティ・スクールへの移行をめざす。

○学校評議委員会の運営
等に関する支援
○コミュニティ・スクールの
導入に向けた検討

同左

学校適正規模等推進事業
教育政
策課

平成22年（2010年）７月の八尾市立
小中学校適正規模等審議会答申に
基づき、市立学校の規模等の適正
化を推進する。

○小規模校、大規模校の対
策検討
○大規模校対策事業（亀井
小学校）
○就学指定校の弾力的な
運用に向けた制度等の検
討

○小規模校、大規
模校の対策検討
○大規模校対策事
業（亀井小学校）
○就学指定校の弾
力的な運用に向け
た制度等の周知

○小規模校、大規
模校の対策検討
○大規模校対策事
業（亀井小学校）
○就学指定校の弾
力的な運用に向け
た制度等の実施

同左 同左 113,550 継続

ー 1,611,884 継続

小・中学校施設整備・改修
事業

公共建
築課

学校施設整備等の改修等を計画的
に行い、教育環境及び執務環境の
整備に努める。また、市立小・中学
校の学校規模等の適正化の推進に
伴い、校舎等の増改築、改修を行
う。

○既存建物等改修
（便所改修、屋上防水改
修、外壁改修、体育館空調
機電源改修　他）
○小規模校、大規模校の対
策検討に基づき実施

同左

桂小学校改築事業
教育政
策課

桂中学校敷地での桂小学校の改築
を進める。

○新校舎建設工事
○新校舎への移転・使用開
始
○仮設校舎リース等

○旧校舎解体工事

同左
（令和５年度（2023
年度）をもって終了
予定）

同左 同左 9,221 継続

○小学校給食調理
場施設改築（刑部
小の改築工事）
○リフト改修、調理
設備・機器の更新、
排気設備などの更
新
○その他機器の更
新

21,385 継続

通学路の安全確保事業 指導課

警察官OB等を八尾市スクールガー
ド・リーダーとして委嘱し、登下校時
の巡回指導及び子ども安全見守り
隊に対する指導助言を実施する。ま
た、通学路の危険箇所に対して、学
校及び地域と連携して対策を検討、
実施するほか、車両に対し通学児童
生徒への注意喚起を促すため路面
標示（スクールゾーン（白））・通学路
巻看板の設置・補修等を行い、子ど
もが安全に通学できる地域環境を確
立する。

○スクールガード・リーダー
による市内巡回等
○通学路の危険箇所につ
いて、学校及び地域と協議
○車両通行量の多い箇所
への路面標示（スクール
ゾーン（白）、通学路（カ
ラー））・通学路巻看板の新
設・補修

同左

小学校給食施設整備事業
学務給
食課

既設給食調理場のドライ化や設備、
機能の更新により給食の安全衛生
の向上を図るとともに、労働の安全
衛生の確保を図る。

○小学校給食調理場施設
改築（美園小の設計）
○リフト改修、調理設備・機
器の更新、排気設備などの
更新
○その他機器の更新

○小学校給食調理
場施設改築（美園
小の改築工事）
○リフト改修、調理
設備・機器の更新、
排気設備などの更
新
○その他機器の更
新

○小学校給食調理
場施設改築（刑部
小の設計）
○リフト改修、調理
設備・機器の更新、
排気設備などの更
新
○その他機器の更
新

同左 同左 2,100 継続

同左 102 継続

児童安全啓発事業
教育政
策課

児童が自らを「価値ある存在」である
と認識するとともに、暴力から逃れる
方法等、児童が自分の身を自分で
守れるための知識や具体的な技術
（スキル）を身につけるため、CAP子
どもワークショップを市内小学校及
び義務教育学校の第３学年児童を
対象に実施する。

○「CAP（子どもへの暴力防
止プログラム）子どもワーク
ショップ」の実施

同左

日本スポーツ振興センター
支給対象外災害給付に係
る事業

学務給
食課

学校園の管理下において発生した
災害のうち、治療費が500点未満で
日本スポーツ振興センターの災害共
済給付対象外となったものへ災害給
付を実施する。

○スポーツ振興センター災
害共済給付対象外事案へ
の災害給付を実施

同左 同左

同左 同左 17,350 継続
学校管理下における事故の
災害共済給付制度に係る
事務

学務給
食課

学校園の管理下の災害について、
法令に従い医療費、死亡見舞金、
障害見舞金を支給する。

○スポーツ振興センターへ
の加入により、学校園の管
理下の災害について、法令
に従い医療費、死亡見舞
金、障害見舞金を支給

同左
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4.子ども・若者の健全育成と支援の推進

1

2

3

4

5

6

7

8 同左 同左 21,239 継続

同左 7,747 継続

青少年施設管理運営業務
青少年
課

以下の施設の管理運営を行う。
・現在の自然を残しながら野外活動
の楽しさを青少年に知ってもらう場と
して大畑山青少年野外活動センター
の管理運営を行う。
・青少年が自主的、組織的にスポー
ツ等の活動を行える青少年運動広
場の管理運営・維持補修を行う。
・青少年健全育成活動の場として青
少年センターの管理運営を行う。
・地域の主体的な活動による青少年
の遊び場及び地区住民のコミュニ
ティづくりの場の整備を支援する。

○指定管理者へ管理運営
委託
○八尾図書館との複合施
設における管理
○地区福祉委員会等が管
理運営を実施

同左

成人式事業
青少年
課

新成人の門出を祝うとともに成人と
しての自覚と責任を促す式典とし
て、成人式を開催する。

○成人式の運営
○成人式実行委員の登録

同左 同左

同左 同左 2,112 継続

同左 8,374 継続

がんばる「八尾っ子」応援事
業

青少年
課

子どもたちが健やかに育つために設
置する「八尾市こども夢基金」を活用
し、スポーツ活動や文化活動におい
て、顕著な成績をあげ、八尾市を全
国発信したこどもを支援することで、
子どもたちの可能性を広げ、個性や
能力の向上を図る。

○八尾市を全国発信する功
績をあげた子どもに対す
る、表彰および応援金の交
付
○表彰および応援金交付に
当たり審査を実施

同左

青少年健全育成活動促進
事業

青少年
課

市内のこども会活動の支援や青少
年センター講座等の実施をとおし
て、青少年に多様な学びの場や活
動の場を提供する｡また、市内の青
少年関係団体へ、その活動の助成
に必要な範囲で補助金を交付する
ほか、こども会の活性化のために、
こども会加入者が減少傾向にある地
域に対し、青少年育成連絡協議会
等の地域の団体と連携しながら加
入者増を図る。

○八尾市こども会連合・ジュ
ニア親善ソフトボール大会、
八尾市こども会親善つな引
き大会等の八尾市青少年
育成連絡協議会事業
○青少年センター講座・おし
ごと体験の開催
○青少年関係団体への助
成金の交付
○こども会活動及び加入促
進の広報活動、施設利用料
助成の実施、ジュニアリー
ダー養成研修会の実施

同左 同左

同左 同左 15,452 継続

同左 19,645 継続

低学年育成事業（安中青
館）

安中青
少年会
館

低学年育成事業（パレットクラブ）を
実施する。

○学習会・活動（学年別・縦
割り・チャレンジ・サークル・
表現・みんなで考えよう・全
体工作・体を動かそう・館
外・公園遊び・みんなで本を
読もう・遊び別・全体・食育・
人権学習・地域との交流
等）

同左

低学年育成事業（桂青館）
桂青少
年会館

小学生教室を実施する。

○学習活動・伝承遊び・文
化活動・工作活動・スポーツ
活動・お茶お花体験等の小
学生教室・館外活動など

同左 同左

同左 同左 10,065 継続

同左 691,715 拡大 ○

放課後子ども教室推進事業
青少年
課

心豊かで健やかな子どもを社会全
体で育むため、地域・学校と連携を
図りながら、安全・安心な子どもたち
の居場所を設け、放課後や週末に
おけるスポーツや文化・学習活動等
様々な体験活動や地域住民との交
流活動を実施する。

○未実施校区へ実施に向
けた継続的な働きかけ

同左

放課後児童室事業
青少年
課

保護者が労働等により昼間家庭に
いない児童の健全な育成を図る｡

○放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する
基準を定める条例に従った
運用への適合化（１クラブあ
たりの人数及び専用区画面
積及び待機児童解消に向
けた環境の整備、補助等）
○公立幼稚園跡地を活用し
た民間事業者による放課後
児童室の新設整備に向け
た取り組み
○指導員の資質向上
○児童室の運営・整備に関
し、社会福祉法人の参入促
進を実施
○保育時間の延長に向け
た検討

○放課後児童健全
育成事業の設備及
び運営に関する基
準を定める条例に
従った運用への適
合化（１クラブあた
りの人数及び専用
区画面積の適合に
向けた環境の整
備、補助等）
○公立幼稚園跡地
を活用した民間事
業者による放課後
児童室の開設
○指導員の資質向
上
○児童室の運営・
整備に関し、社会
福祉法人の参入促
進を実施
○保育時間の延長
に向けた検討

○放課後児童健全
育成事業の設備及
び運営に関する基
準を定める条例に
従った運用への適
合化（１クラブあた
りの人数及び専用
区画面積の適合に
向けた環境の整
備、補助等）
○指導員の資質向
上
○児童室の運営・
整備に関し、社会
福祉法人の参入促
進を実施
○保育時間の延長
を実施
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9

10

11

12

5.やおプロモーションの推進

1

2

3

4

5

6 同左 同左 620 継続

同左 24,500 継続

国内交流事業
文化国
際課

国内交流市町との相互訪問（大分
県宇佐市他、まつり等イベントへの
参加、八尾河内音頭まつりへの各
市町の参加）を行う。

○交流市町相互の地域資
源を活かした交流事業実施
○パネル展の開催

同左

観光活動支援育成事業
産業政
策課

（一社）八尾市観光協会が行う八尾
市全体のPR強化や観光事業の展
開が、円滑でかつ効果的なものとな
るよう、地域資源に関わる市民、事
業者、関係団体との連携支援を図
る。

○観光協会の事業への支
援
○八尾市観光協会と関係
団体との連携支援

同左 同左

同左 同左 1,368 継続

○第47回八尾河内
音頭まつり事業実
施のための補助金
交付
○八尾河内音頭ま
つり振興会総会の
開催、企画事業部
会等の運営に係る
事務

3,065 縮小

今東光資料館運営事業
八尾図
書館

(仮称)今東光資料館基本構想に基
づき、八尾に住み創作した今東光の
作品や活動の足跡を明らかにし、そ
の魅力を後世に伝えるため、関連資
料を収集・保存、展示公開するなど
情報を発信する。

○資料館の管理運営
○企画展示の実施
○他市の文学館との連携
○今東光文学の調査・研究
○資料収集の拡充

同左

4,835 継続 ○ 10

八尾河内音頭振興事業
産業政
策課

市民・企業等との協働で、河内音頭
の本場にふさわしい活気と魅力ある
まつりの実施に向けた支援を行うた
めに、八尾河内音頭まつり振興会へ
補助金を交付する。また、市民や関
係者の意向等を踏まえ、今後のまつ
りのあり方、新たな手法に関する検
討を行う。
その他、八尾本場河内音頭連盟と
連携し、河内音頭定期公演や全国
発信事業を通じて河内音頭の普及・
振興に取り組む。

○八尾河内音頭まつり振興
会総会の開催、企画事業部
会等の運営に係る事務
○新たなまつりのあり方、
手法、運営について引き続
き検討

○第45回八尾河内
音頭まつり事業実
施のための補助金
交付
○八尾河内音頭ま
つり振興会総会の
開催、企画事業部
会等の運営に係る
事務

○第46回八尾河内
音頭まつり事業実
施のための補助金
交付
○八尾河内音頭ま
つり振興会総会の
開催、企画事業部
会等の運営に係る
事務

継続 ○ 10

観光魅力創造事業
政策推
進課

八尾の観光魅力を向上する取り組
みを行う。
観光振興プラン策定や八尾がロケ
地等となる映像制作を増やす活動
の推進に取り組む。

○八尾市をロケ地とする映
像等制作の推進
○八尾市観光振興プランの
策定
○ロゲイニングイベント等の
観光魅力事業の実施

同左 同左 同左

やおプロモーション推進事
業

政策推
進課

地域資源を八尾のブランドとして確
立するための効果的な取り組みを
実施する。
また、八尾の魅力の積極的な発信と
関係人口の創出に向け、市内の事
業者や大阪観光局をはじめ近隣自
治体等と連携した広域的な取り組み
を行う。

○市の魅力資源の連結に
よる新たな活用やPRの取り
組みの実施
○市内外の事業者や自治
体等と連携した広域的な取
り組みや発信及びプロモー
ションの戦略的実施
○専門家等とともに戦略や
実施手法の検討

同左 同左 同左 3,864

同左 同左 1,291 継続

同左 20,610 継続

青少年健全育成環境づくり
支援事業

青少年
課

地域社会において関係団体が密接
に連携することで、青少年を取り巻く
社会環境の改善や青少年育成に携
わる保護者、育成者への啓発・情報
提供等を図る。

○青少年健全育成八尾市
民大会
○「少年を守る日・家庭の
日」街頭啓発
○地区住民懇談会
○青色回転パトロール、こ
ども110番の家の推進

同左

安中青少年会館教室・講座
事業

安中青
少年会
館

通年教室及び土曜日・学校の長期
休業中の教室・講座、移動教室を実
施する。また、中高生の居場所づく
りとして貸館等を実施する。

○通年教室
○土曜教室
○長期休業中の教室・講座
○移動教室（平日の放課後
及び夏休みに市内の小学
校へ出向いて行う教室）
○夜間の貸館による中高生
の居場所づくり

同左 同左

同左 同左 9,083 継続

同左 7,402 継続

桂青少年会館教室・講座事
業

桂青少
年会館

平日の長期教室、土曜日・学校の長
期休業中の短期教室・講座事業、移
動教室を実施する。

○平日長期教室(絵画教
室、パソコン教室、手話教
室、書道教室、ギター教室、
英会話教室、学習会等）
○土曜日・学校長期休業中
講座（キッズテニス・体操・
ダンス・卓球等のスポーツ
講座やプログラミング等の
パソコン講座、手話・料理・
手芸・工作等の体験講座
等）、社会見学
○市内小学校へ出向く移動
教室
○自然体験講座等
○中高生の居場所づくり事
業（中高生向け講座・貸館
等）

同左

若者育成支援事業
青少年
課

関係課会議の開催により、八尾市に
おける子ども・若者世代への事業の
全体像を把握し、施策の方針や支
援手法を検討するとともに、課題を
有する若者を適切な支援機関へつ
なぐための若者電話相談窓口を開
設する。また、様々な団体の子ども・
若者に対する主体的な取り組みに
ついて助成を行い、活動の促進を図
る。

○若者電話相談窓口の開
設
○市民が主体となる子ども・
若者健全育成の取り組み
への助成

同左 同左

58



施
策

事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

6.歴史資産などの保全・活用・発信

1

2

3

4

5

6

○アプリの構築に
よる歴史資産など
の魅力発信
○文化財の情報提
供：文化財情報シ
ステム・イベントカレ
ンダー・文化財説明
板
○市指定文化財環
山楼の公開
○市内史跡の維持
管理
○文化財保存活用
地域計画の進捗管
理
○由義寺跡を活か
したイベントの実施

○アプリの構築に
よる歴史資産など
の魅力発信
○文化財の情報提
供：文化財情報シ
ステム・イベントカレ
ンダー・文化財説明
板
○市指定文化財環
山楼の公開
○市内史跡の維持
管理
○文化財保存活用
地域計画の進捗管
理

8,908 継続 ○

○指定管理者によ
る文化財施設の管
理運営
○歴史民俗資料館
運営委員会の開催
○文化財施設の修
理
○歴史民俗資料館
のキュービクル・コ
ンデンサの低濃度
ＰＣＢ処分に係る調
査
○文化財施設連絡
会議の開催

111,751 継続

歴史資産のまち‘やお’推進
事業

文化財
課

八尾の歴史資産を活用できる環境
を整え、史跡や文化財施設の利活
用を促進するとともに、市域にある
様々な文化財を活用し、八尾の魅力
として発信する。

○文化財の情報提供：文化
財情報システム・イベントカ
レンダー・文化財説明板
○市指定文化財環山楼の
公開
○市内史跡の維持管理
○（仮称）八尾市文化財保
存活用地域計画の策定【協
議会の設置】（２年目）
○由義寺跡を活かしたイベ
ントの実施

○アプリの構築に
よる歴史資産など
の魅力発信
○文化財の情報提
供：文化財情報シ
ステム・イベントカレ
ンダー・文化財説明
板
○市指定文化財環
山楼の公開
○市内史跡の維持
管理
○文化財保存活用
地域計画の認定・
進捗管理
○由義寺跡を活か
したイベントの実施

文化財施設管理運営事務
文化財
課

歴史民俗資料館、しおんじやま古墳
学習館、埋蔵文化財調査センター及
び安中新田会所跡旧植田家住宅の
４つの文化財施設を活用し、市民が
八尾の歴史や文化財に触れる機会
を提供する。

○指定管理者による文化財
施設の管理運営
○歴史民俗資料館運営委
員会の開催
○文化財施設の修理
○文化財施設連絡会議の
開催
○安中新田会所跡旧植田
家住宅の指定管理者の選
定
○しおんじやま古墳学習館
の指定管理仕様書の検討

○指定管理者によ
る文化財施設の管
理運営
○歴史民俗資料館
運営委員会の開催
○文化財施設の修
理
○文化財施設連絡
会議の開催
○しおんじやま古
墳学習館の指定管
理者の選定
○歴史民俗資料館
及び埋蔵文化財調
査センターの指定
管理仕様書の検討
○八尾市個別施設
保全計画に基づく
埋蔵文化財調査セ
ンターの詳細診断
に向けた検討

○指定管理者によ
る文化財施設の管
理運営
○歴史民俗資料館
運営委員会の開催
○文化財施設の修
理
○文化財施設連絡
会議の開催
○歴史民俗資料館
及び埋蔵文化財調
査センターの指定
管理者の選定
○八尾市個別施設
保全計画に基づく
埋蔵文化財調査セ
ンターの詳細診断
に向けた検討

○埋蔵文化財届出
申請の事務及び発
掘調査の調整
○市内発掘調査業
務の委託の実施
○被災埋蔵文化財
再整理資料の活用
（資料活用キットの
チラシ作成と学校
等への貸出）

同左 21,278 継続

○市内文化財の調
査及び文化財指定
○文化財台帳への
市史編纂資料の集
約
○文化財保護審議
委員の委嘱
○国登録有形文化
財の活用に向けた
計画の策定

1,517 継続

埋蔵文化財保護事業
文化財
課

市内の埋蔵文化財を開発事業等か
ら保護するとともに、埋蔵文化財の
活用を図り、市民の文化財保護の
意識向上に努めるため、文化財保
護法に基づく、埋蔵文化財届出関連
事務及び埋蔵文化財関係の国庫補
助事業の事務を行う。

○埋蔵文化財届出申請の
事務及び発掘調査の調整
○市内発掘調査業務の委
託の実施
○被災埋蔵文化財再整理
資料の活用（資料活用キッ
トのチラシ作成と学校等へ
の貸出）

○埋蔵文化財届出
申請の事務及び発
掘調査の調整
○市内発掘調査業
務の委託の実施
○被災埋蔵文化財
再整理資料の活用
（資料活用キットの
チラシ作成と学校
等への貸出）
○埋蔵文化財出土
品の保管場所への
再配置

36,186 継続 ○

指定文化財等保存活用事
業

文化財
課

地域に受けつがれてきた文化財を
明らかにするため、建造物や美術工
芸品等の調査を行い、貴重な文化
財について、八尾市文化財保護審
議会に諮問して指定・保存を図る。

○市内文化財の調査及び
文化財指定
○市史編纂調査成果を踏
まえた文化財台帳の更新
○文化財保護審議委員の
委嘱
○市内墓地（垣内墓地）の
文化財調査報告書の刊行
○寄贈文化財（襖絵）の保
存修理
○国登録有形文化財の活
用に向けた検討

○市内文化財の調
査及び文化財指定
○市史編纂調査成
果を踏まえた文化
財台帳の更新
○文化財保護審議
委員の委嘱
○国登録有形文化
財の活用に向けた
検討

○市内文化財の調
査及び文化財指定
○市史編纂調査成
果を踏まえた文化
財台帳の更新
○国登録有形文化
財の活用に向けた
計画の策定

継続

史跡等保存活用事業
文化財
課

八尾市の貴重な文化財である史跡
等の高安千塚古墳群や由義寺跡を
保存するとともに、歴史資産として
価値を高め、地域の歴史や文化財
を学べる場として活用し、八尾の魅
力として広く発信する。

○史跡の保存：古墳群の境
界確定及び公有化、郡川西
塚古墳の追加指定及び保
存
○史跡の普及啓発：見学会
等・ボランティア活動の実施
○史跡の管理：古墳群の樹
木伐採・草刈等、フェンス・
指定銘板等の設置
○史跡の整備：由義寺跡の
発掘調査・整備基本計画の
策定

○史跡の保存：古
墳群の境界確定及
び公有化、郡川西
塚古墳の仮整備
○史跡の普及啓
発：見学会等・ボラ
ンティア活動の実
施
○史跡の管理：古
墳群の樹木伐採・
草刈等、フェンス・
指定銘板等の設置
○史跡の整備：由
義寺跡の発掘調
査・整備基本計画、
整備基本設計の策
定

○史跡の保存：古
墳群の境界確定及
び公有化、郡川西
塚古墳の公開
○史跡の普及啓
発：見学会等・ボラ
ンティア活動の実
施
○史跡の管理：古
墳群の樹木伐採・
草刈等、フェンス・
指定銘板等の設置
○史跡の整備：由
義寺跡の整備実施
設計の策定

○史跡の保存：古
墳群の境界確定及
び公有化
○史跡の普及啓
発：見学会等・ボラ
ンティア活動の実
施
○史跡の管理：古
墳群の樹木伐採・
草刈等、フェンス・
指定銘板等の設置
○史跡の整備：由
義寺跡の工事の実
施

市史編纂事業
文化財
課

本市の歴史を後世に伝え、市民の
歴史認識の形成とまちづくりの基礎
資料として『八尾市史』を作成する。

○編纂委員会の開催
○編集委員会・専門部会の
開催
○調査の実施・資史料の収
集
○市史資料編の刊行（「建
造物編」・「美術工芸編」）
○市史通史編の編集会議
の開催
○市史通史編１の編集

○編纂委員会の開
催
○編集委員会・専
門部会の開催
○調査の実施・資
史料の収集
○市史通史編の編
集会議の開催
○市史通史編１の
刊行
○市史通史編２の
編集
○小字比定図の編
集
○物語　八尾の歴
史の再編集の検討

○編纂委員会の開
催
○編集委員会・専
門部会の開催
○調査の実施・資
史料の収集
○市史通史編の編
集会議の開催
○市史通史編２の
刊行
○小字比定図の刊
行
○物語　八尾の歴
史の編集・刊行

○寄贈資料等の整
理・目録の作成
○寄贈資料等の場
所確保及び移動
○編纂委員会・編
集委員会の開催

39,074
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7.みどり豊かな潤いのある暮らし

1

2

3

4

5

6

7

8.芸術文化の魅力を活かした豊かなまちづくり

1

2

3 同左 39,348 継続 ○

1,284,979 継続 ○

芸術文化振興事業
文化国
際課

芸術文化振興プランの推進を図り、
文化会館を拠点とした市民が芸術
文化に親しむ機会の提供や八尾の
芸術家・音楽家の文化活動の支援
を行うとともに、吹奏楽の普及・振興
や地域文化の魅力の発信を進め
る。また、市民と協働でプランの進
行管理を行う。

○八尾市芸術文化振興審
議会（仮称）の設置
○芸術文化振興に関する
条例の制定
○次期文化芸術振興プラン
の策定
○文化会館指定管理業務
による芸術文化振興
　（令和３年度（2021年度）
は改修工事に伴い文化会
館は休館）

○八尾市芸術文化
振興審議会（仮称）
による次期プランの
進捗管理
○文化会館指定管
理業務による芸術
文化振興

同左

継続

文化会館改修事業
文化国
際課

施設の劣化診断による調査報告書
等に基づき、基幹文化施設としての
機能の確保・充実と市民が安心して
利用でき、市民サービスの向上を図
るため、計画的に文化会館施設・設
備の補修及び機能更新を行う。

○改修工事の実施

○改修工事の実施
○リニューアルオー
プン
（令和４年度（2022
年度）をもって終了
予定）

ー ー

継続

同左 3,531 継続

緑化推進事業
みどり
課

市民の緑化意識の高揚や知識の普
及を図るため、各種イベントや緑化
施策を実施する。また、緑化基金を
活用し、市民の所有地、事業所、公
共施設等の緑化の推進に対する支
援を行う等、みどりの環境を守り、つ
くり、育てるための事業を行う。

○緑化啓発行事、園芸講
習、花いっぱい運動（グリー
ンボックス貸出し、街かど緑
化推進支援事業、草花植付
業務）、保全樹保護対策、
緑化推進地区の指定、花づ
くり支援事業、緑化樹・記念
樹配付、生垣設置助成等緑
化基金を活用した事業の実
施

同左

有害鳥獣駆除対策事業
産業政
策課

有害鳥獣による農業被害等を防止
するため、地域住民や農業団体等
で構成する八尾市有害鳥獣被害対
策協議会の運営を支援し、農業団
体の被害防止施設設置に補助金を
交付するとともに、有害鳥獣の捕獲
等を行う委託業者等による捕獲処
理に係る事務手続業務を行う。ま
た、アライグマ等による被害防止の
ため、捕獲檻の貸し出し及び捕獲時
の引き取りを行う。

○八尾市有害鳥獣被害対
策協議会等との連絡調整
○有害鳥獣捕獲の許可申
請
○捕獲檻や罠の設置による
捕獲処分
○農業団体が設置する被
害防止施設への補助

同左 同左

みどり
課

地域観光資源を活かした「まちの魅
力」発見・創造・発信として、玉串川
等の桜並木の良好な景観を市民の
財産として永続的に保つように、玉
串川等の桜並木の再生計画につい
て検討し、地域と協働で保全・再生
に取り組む。

○玉串川等の桜並木の再
生計画に基づき、地域と協
働で保全事業を実施
○老朽化した桜並木の調
査、枯れ木の撤去、補植
等、保全事業を実施

同左 同左

文化会館管理業務
文化国
際課

指定管理者制度による文化会館の
管理運営と文化会館の維持補修を
行う。

○指定管理者による管理運
営（令和３年度（2021年度）
は改修工事に伴い文化会
館は休館）
○モニタリング

○指定管理者によ
る管理運営
○文化会館の維持
補修
○モニタリング

同左 同左 114,970

同左 同左 15,112

○魅力発信や休憩
機能を備えた拠点
施設の整備
○ハイキング道整
備工事

同左 1,000 継続高安山の保全活用事業
みどり
課

市民や来訪者がその魅力を実感で
きるよう、高安山に点在する魅力的
な資源を活用したまちづくりを進め
る。

○関係部署による現状の把
握および事業の方向性の
共有
○ハイキング道整備工事

○歴史資産等を巡
る散策ルートの設
定
○魅力発信や休憩
機能を備えた拠点
施設の計画
○ハイキング道整
備工事

0 継続

同左 同左 0 継続

同左 4,520 継続

遊休農地の解消対策事業
産業政
策課

貸借可能な農地を登録し、必要とす
る農家等に斡旋・貸し付けを行う農
地バンク制度を農業委員会と連携し
て実施する。

○農地バンク制度の活用
（利用権設定に加え、都市
農地の貸借の円滑化に関
する法律に基づく農地の貸
借の促進）

同左

玉串川等の桜再生事業

継続

市民協働による里山保全事
業

環境保
全課

市民・事業者・教育機関・行政の
パートナーシップ推進組織「環境ア
ニメイティッドやお」等による里山保
全事業を実施する。

○「環境アニメイティッドや
お」等による里山保全の取
り組み

同左 同左 同左

自然保護事業
みどり
課

清掃ハイキング等を実施し自然に親
しむ活動・啓発を行う。また、森林法
に基づく届出事務を行っている。

○清掃ハイキング等の実施 同左 同左 同左 0
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9.地域経済を支える産業の振興

1

2

3

4

5

6 同左 同左 285,504 拡大 ○ 13

同左 9,049 継続

地域企業振興事業
産業政
策課

市内中小企業者等に対し、新製品・
技術開発、新分野への進出、経営
改善・技術の向上に要した費用の一
部を補助する。
市内の事業者に対して規模や状況
に応じ事業に必要な資金の融資の
斡旋、相談のほか市町村認定業務
や信用保証料の助成等を行う。
また八尾商工会議所が市内商工業
振興事業者に対する経営相談・指
導及び商業団体によるまちの安心
安全事業への支援に要する経費の
一部を助成する。
八尾商工会議所との連携のもと、ビ
ジネスチャンス発掘フェアの開催
等、中小企業者や中小企業交流グ
ループのビジネスチャンスを高める
支援を行う。

○商業者に対する支援や、
中小企業者等の新製品・技
術開発や新分野進出等へ
の支援を拡充し、意欲ある
事業者経営・技術支援補助
金を交付
○市内小規模企業者を中
心に事業資金融資に関する
相談・融資あっ旋
○市内小規模企業者に対し
て低利な融資を提供するた
め指定金融機関に預託
○八尾商工会議所補助金
交付要綱に基づく補助金の
交付
○ビジネスチャンス発掘フェ
アを開催し、広域的な販路
拡大を支援

○経営・技術革新
を支援するための
意欲ある事業者経
営・技術支援補助
金を交付
○市内小規模企業
者を中心に事業資
金融資に関する相
談・融資あっ旋
○市内小規模企業
者に対して低利な
融資を提供するた
め指定金融機関に
預託
○八尾商工会議所
補助金交付要綱に
基づく補助金の交
付
○ビジネスチャンス
発掘フェアを開催
し、広域的な販路
拡大を支援

ベンチャーエコシステム創
出事業

産業政
策課

中小企業の経営者に対して、人材
育成にかかる情報提供、公的支援
制度の紹介を行うとともに、企業向
けセミナーなどの定期的な開催によ
り、産学連携及び異業種間交流の
促進に取り組み、技術・経営の高度
化を図るための人材を育成する。
また、中小企業の人材育成やもの
づくりに対する関心を抱いてもらうた
め、子どもたちと事業者との交流を
行う。
八尾商工会議所、大阪シティ信用金
庫、日本政策金融公庫東大阪支
店、関西みらい銀行などの支援機関
との体制強化をはかり、起業希望者
を支援するとともに、先輩起業家が
メンターとして起業を志す者などをサ
ポートする「イノベーションエコシステ
ム」の構築をめざす。

○人材育成に向けたセミ
ナーの実施
○国・府等の公的機関や大
学等と連携を図りながら企
業の人材育成の課題解決
の取り組みへのサポートを
実施
○教育機関や市内事業者・
異業種グループとの連携、
工場見学の取り組みの促
進などにより、企業の人材
育成と子どもたちに「ものづ
くり」に関心を持ってもらう機
会を創出
○「あきんど起業塾」の実施
や支援機関の連携促進な
ど創業支援体制の充実

同左 同左

同左 同左 23,610 継続

同左 43,076 拡大

オープンイノベーション推進
事業

産業政
策課

地域経済活性化の担い手を育成す
るためのワークショップを行うととも
に、地域内外のデザイナー・クリエイ
ター等とのマッチング支援を行い、
新商品開発・販路開拓支援により新
価値創造する企業を育成する。ま
た、イノベーション推進拠点におい
て、新たな産業人材の育成や発信
等を行う。

○2025年大阪・関西万博の
経済波及効果を活かす取り
組みの検討
○市内外の企業間交流の
機会創出
○オープンイノベーション推
進拠点事業
○デザインイノベーション推
進事業の実施
○大阪府事業承継ネット
ワークへの参画

同左

中小企業サポートセンター
事業

産業政
策課

中小企業者の様々なニーズに応え
るため専門分野のコーディネーター
を配置し、相談・助言や支援機関の
紹介、販路開拓支援、産学官の連
携、異業種交流の推進、技術セミ
ナーの開催等を行う。また、インキュ
ベーション施設を起業予定者や新分
野展開をめざす事業者等に貸し出
すことで創業支援を行う。

○中小企業サポートセン
ターで各種事業の実施
○中小企業の研究・技術開
発、製品開発、IT化等に係
る相談対応
○新事業展開、新分野参入
支援
○ニーズの発掘、展示会出
展支援、ニーズ・シーズマッ
チング支援
○国・大阪府等の公的支援
施策・制度の紹介と活用支
援、技術相談・技術課題解
決のための専門機関への
コーディネート
○インキュベートルーム使
用者への支援

同左 同左

同左 同左 39,389 拡大 ○ 13

同左 3,068 継続

産業立地誘導推進事業
産業政
策課

ものづくり集積促進奨励金制度を効
果的に運用するとともに、工場立地
に関する手続等の支援を行うほか、
工場流出・流入情報の収集に努め、
製造業の八尾市内への流入の促進
及び八尾市外への流出防止を図
る。また、製造業者の用地確保、積
極的な事業展開などへのニーズや
現状、課題を把握するための調査を
行い、今後の立地誘導に関する基
本方針を作成する。

○ものづくり集積促進奨励
金制度の効果的な運用
○金融機関と連携した市内
外の企業等への土地情報
の提供
○工場等立地推進に関す
る基本方針の策定
○関係各課との連携により
産業集積の方策を検討

○ものづくり集積促
進奨励金制度の効
果的な運用
○金融機関と連携
した市内外の企業
等への土地情報の
提供
○関係各課との連
携により産業集積
の方策を検討

産業政策検討事業
産業政
策課

学識経験者や市民、商工業者等か
らなる産業振興会議を開催し、双方
向のコミュニケーションにより現場の
ニーズをくみ取り、新たな課題に対
応した施策展開を検討する。
また、今後の産業政策の市政への
反映などについて産業政策アドバイ
ザーの助言の活用のほか、地域経
済動向調査を実施し、その調査結
果も踏まえながら、産業集積の維
持・発展の施策を検討していく。

○産業振興会議の実施
○産業振興会議による産業
振興方策の検討
○産業政策アドバイザーか
らの意見聴取
○市と八尾商工会議所の
連携による四半期毎の業種
別・就業者別の八尾市景気
動向調査の実施

同左 同左
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7

8

9

10

11

12

13

10.就労支援と雇用機会の創出

1 同左 15,536 継続ワークサポート事業
労働支
援課

ワークサポートセンターを運営し、市
民の就業機会を確保・充実する。ま
た、各種制度やサービスの情報提
供を行い、労働環境の安定をめざす
ほか、労働条件や職場のトラブルな
ど勤労に関して、弁護士や社会保険
労務士による法律相談を実施する。

○八尾市ワークサポートセ
ンターの運営（国の地域職
業相談室、市の中央地域就
労支援センター等）
○勤労者法律相談の実施

同左 同左

同左 53,451 継続
ため池等かんがい施設整
備事業

土木建
設課

老朽化したため池の堤体改修と、農
業用排水路の改修・整備を行う。ま
た、大阪府水防計画において、防災
重点ため池に指定されたため池に
ついては、大阪府と連携し耐震性の
調査・診断を行う。

○ため池改修工事
○農業用排水路の整備
○下流への影響度が高い
ため池の耐震性能診断

同左 同左

同左 同左 30,500 継続

同左 13,051 拡大

農道の整備
土木建
設課

営農の機械化や農村の生活環境の
改善を図るため、主として市街化調
整区域における各農道の拡幅整備・
路側整備・舗装整備等を行う。

○主として市街化調整区域
内における農道整備他

同左

農業支援事業
産業政
策課

農業団体の育成強化を図り、組織
の健全な事業活動を促進する。
大阪府の「大阪版認定農業者支援
事業」を活用し、農業者グループや
直売所の供給体制の整備及び生産
活動に伴う農地の効率的な活用を
行うための設備等の整備を図る。
また、農業への意欲と能力のある新
規就農者を確保し育成するため、農
業の経営改善のため農業次世代人
材投資資金を活用し支援をする。
国の要綱に従い経営所得安定対策
事業制度を実施し、一定の条件の
下で野菜等の販売農家に対し、補
助金を支払うための事務を行う。

○大阪府農業共済組合の
運営経費の一部負担
○農業後継者も新たに対象
とし、新鮮で安全な農産物
の安定供給に向けた機械・
施設等の整備にかかる事
業費の助成
○農業次世代人材投資資
金制度を活用し、認定され
た新規就農者に給付金等
の支援
○国の要綱に従い経営所
得安定対策事業制度を実
施し、補助金を支払うため
の事務

○大阪府農業共済
組合の運営経費の
一部負担
○新鮮で安全な農
産物の安定供給に
向けた機械・施設
等の整備にかかる
事業費の助成
○農業次世代人材
投資資金制度を活
用し、認定された新
規就農者に給付金
等の支援
○国の要綱に従い
経営所得安定対策
事業制度を実施
し、補助金を支払う
ための事務

同左

同左 同左 2,051 継続

同左 2,510 継続

農業啓発事業
産業政
策課

都市農業の果たす役割を広くＰＲ
し、農業に対する理解を深めるた
め、八尾市農業啓発推進協議会を
通じて各種農業啓発活動を行う。
JAが主催する農業祭等のイベント
への支援等により、農への興味と関
心を高める。
また、市場出荷に限らない直売所、
産地直送便、掘り取り農園などの新
たな販売方法に取り組む意欲ある
農業者、グループに対して支援を行
う。

○八尾市都市農業振興基
本計画の策定
○特産物ＰＲ活動
○農業体験の実施
○ＪＡ主催のイベント開催支
援
○直売所、産地直送、掘り
取り農園等市場出荷以外
の販売方法に取り組む農業
者組織に対する支援
○農業体験農園の支援

○特産物ＰＲ活動
○農業体験の実施
○ＪＡ主催のイベン
ト開催支援
○直売所、産地直
送、掘り取り農園等
市場出荷以外の販
売方法に取り組む
農業者組織に対す
る支援
○農業体験農園の
支援

特産物ブランド化推進事業
産業政
策課

本市の特産農産物を生産する農業
者団体を支援し、特産農産物のブラ
ンド化を推進する事業を行う。
また、６次産業化に取り組む農業者
を支援する。

○特産物ブランド化推進事
業の実施
○八尾市特産物振興会議
の開催等、販路拡大に関す
る取り組み
○６次産業化に取り組む農
業者への支援

同左 同左

同左 同左 6,043 継続

同左 9,749 継続

地域商業にぎわい創出事
業

産業政
策課

商業団体等が持続的に発展するた
めに、地域住民やコミュニティのニー
ズを踏まえたにぎわい創出や防犯
（街路灯の設置等）などの地域貢献
活動等の促進を図る。
また、商業団体が計画的・戦略的に
活動を実施できるように、活性化ビ
ジョン・プランの策定支援及び活性
化ビジョン・プランに基づく事業等の
支援を行う。

○商業者、商業団体による
地域貢献活動の促進
○八尾商工会議所と連携
し、八尾商業まつり等にか
かる費用の一部を負担
○活性化ビジョン・プランを
策定しようとする商業団体
や商店街・市場等の取り組
みに対する支援を実施
○八尾市地域商業活性化
事業補助金など各種補助
事業を実施

同左

産業ブランディング事業
産業政
策課

市内事業者及び市民への産業振興
施策の周知手段として、事業者及び
市民のニーズに合致した情報誌を
発行する。事業者向けに産業関連
情報をWEBサイトで発信する。
地域の商店、商店街等の情報を提
供し、商業の観点から八尾の魅力を
WEBサイトで発信する。
ものづくり企業の魅力を発信するコ
ンテンツの充実を図るとともに、大都
市圏で開催される展示会出展や新
商品等の開発支援を通じて、「もの
づくりのまち・八尾」を国内外に発信
し、産業集積地としての認知度と魅
力度を高め、ブランド化を推進する。
イノベーション推進拠点の活動者を
増やし新たな産業人材の育成と発
信を図る。

○産業情報誌の発行
○拠点施設を中心とした産
業情報・ワークショップ情報
の発信
○中小企業地域経済振興
功績者顕彰
○「On-do（音頭）ネット」に
おける、商店の基本情報、
地域密着情報の発信
○「八尾ものづくりネット」に
おける、ものづくり企業情報
の発信
○産業集積地としての認知
度と魅力度を高めるための
情報発信

同左 同左
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（2022年度）

2

3

4

5

6

7 同左 4,635 継続
ダイバーシティ経営推進事
業

労働支
援課

今後の少子高齢化に伴う生産年齢
人口の減少を見据え、女性・高齢
者・障がい者・外国人材等の活用と
いった事業所におけるダイバーシ
ティ経営と働き方改革の取り組みを
支援する。また、育児や介護との両
立など働く方のニーズに応じた多様
な働き方を支援する。

○女性活躍推進員による女
性が働きやすい求人の開拓
○八尾市求人情報検索サ
イトを活用した求人情報の
提供
○ハローワーク等との連携
による女性就労支援イベン
トの開催
○ダイバーシティ経営や働
き方改革などに取り組むた
めの人材確保セミナー等に
よる企業への支援・啓発

同左 同左

同左 同左 93 継続

同左 20,503 継続

事業所人権啓発事業
労働支
援課

市内事業所の人権意識を啓発する
ことにより、人権問題に関する幅広
い理解を促進し、事業所内における
人権問題の解決と差別のない企業
活動をめざす。

○八尾市企業人権協議会
事務局事務
○市内事業所に対する企
業内人権の啓発
○啓発誌「労働情報やお」
発行

同左

勤労者福祉共済事業
労働支
援課

個々の中小企業で取り組むことが困
難である勤労者に対する福利厚生
等の各種事業を促進するため、（公
財）八尾市中小企業勤労者福祉
サービスセンターへの加入促進を図
る。

○補助金交付を通じた中小
企業に勤務する労働者へ
の各種福利厚生サービスの
提供

同左 同左

同左 同左 31,040 継続

同左 25,390 継続

八尾市パーソナル・サポー
ト事業

労働支
援課

既存の就労支援・相談施策では自
立（日常生活自立、社会生活自立、
経済的自立）を実現することができ
ない就労から遠い距離にある就労
困難者に対し、パーソナル・サポー
ターが寄り添い型支援を実施するこ
とで、それぞれのレベルに応じた自
立に導く。

○パーソナル・サポーター
による寄り添い型支援の実
施
○社会的居場所事業（日本
語学習室含む）の実施
○支援付き職業訓練の実
施
○生活困窮者自立支援法
に基づく就労準備支援事業
の実施
○生活困窮者自立支援法
に基づく就労訓練事業の認
定等

同左

地域就労支援事業
労働支
援課

働く意欲がありながら、身体的機能・
年齢・出身地など、様々な理由で就
労が実現できない就労困難者等を
対象に、国や府等の関係機関や地
域の団体と連携を図りながら、就労
に向けた支援を実施する。

○市内５か所の地域就労支
援センターで、相談等就労
に向けた支援を実施
○広域連携での障がい者
雇用などの企業啓発セミ
ナー等の開催
○障がい者面接会等の開
催
○職業能力開発のための
講座の実施
○無料職業紹介事業を活
用した就労実現のための
マッチングの強化
○地域就労支援基本計画
の改定

○市内５か所の地
域就労支援セン
ターで、相談等就
労に向けた支援を
実施
○広域連携での障
がい者雇用などの
企業啓発セミナー
等の開催
○障がい者面接会
等の開催
○職業能力開発の
ための講座の実施
○無料職業紹介事
業を活用した就労
実現のためのマッ
チングの強化
○地域就労支援基
本計画の進捗管理

同左

同左 同左 7,588 継続 ○無料職業紹介事業
労働支
援課

働く意欲・希望のあるすべての求職
者に対し、無料職業紹介所で開拓し
た求人や、ハローワークから提供さ
れる求人情報等を活用して職業紹
介を実施する。また、市内事業所の
求人を開拓し、求人登録事業所の
人材確保支援として就職面接会等
を開催するなど、求職者と事業所の
マッチングを行い、雇用の実現に努
める。

○職業紹介の実施
○求人事業所開拓の実施
○就職面接会等の開催

同左
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11.消費者教育の推進と消費生活相談体制の充実

1

2

3

12.住みたい・住み続けたい良質な住まいづくり

1

2

3 同左 0 継続
建築に関する所管行政庁
の認定等に係る事務

審査指
導課

長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律に基づく認定事務、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関す
る法律に基づく認定及び判定等事
務、都市の低炭素化の促進に関す
る法律に基づく認定事務、高齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律に基づく認定事務等、
所管行政庁の認定等に係る事務を
行う。

○長期優良住宅の普及の
促進に関する法律に基づく
認定等
○都市の低炭素化の促進
に関する法律に基づく認定
○高齢者、障害者等の移動
等の円滑化の促進に関す
る法律に基づく認定
○建築物のエネルギー消
費性能の向上に関する法
律に基づく認定及び判定等

同左 同左

同左 同左 1,521 継続

○空家等の適正管
理の啓発
○管理不良な空家
等の指導及び支援
○関係各課の連絡
会議の開催運営
○空家等の利活用
セミナーや相談会
等の開催
○空家バンク制度
による空家等の活
用
○市外在住の若年
世帯を対象とした
空家の取得、リ
フォーム費用補助
制度の運用
○団体等が地域の
活性化を目的とし
た空家の取得、リ
フォームを積極的
に促すための提案
型空家等利活用促
進補助制度の運用
○八尾市空家等対
策計画の策定

20,644 拡大 ○

建築基準法令等に基づく事
務

審査指
導課

特定行政庁として、建築基準法に基
づく建築確認、許認可、違反指導
等、その他関係する各法令に基づく
届出及び通知の受理等の業務を行
う。

○建築基準法の規定による
建築確認・許認可業務
○建築審査会業務（許認可
に際しての同意など）
○中間検査及び完了検査
の受検促進
○建築防災に係る啓発・促
進
○違反建築物対策
○定期報告の受理及び制
度の周知・啓発
○建設リサイクル法、大阪
府福祉のまちづくり条例に
基づく届出
○中高層建築物指導要綱
に基づく届出
○アスベスト対策の啓発及
び進行管理

同左

空家等利活用及び適正管
理促進事業

住宅政
策課

空家等の適正管理の啓発を行うとと
もに、管理不良な状態の空家等の
所有者等に対し、助言、指導、勧告
及び命令に関する事務を行う。
関係団体と連携し、空家等の発生
の未然防止や適正管理の促進、活
用・流通等の取り組みを行う。

○空家等の適正管理の啓
発
○管理不良な空家等の指
導及び支援
○関係各課の連絡会議の
開催運営
○空家等の利活用セミナー
や相談会等の開催
○空家バンク制度による空
家等の活用
○市外在住の若年世帯を
対象とした空家の取得、リ
フォーム費用補助制度の運
用
○団体等が地域の活性化
を目的とした空家の取得、
リフォームを積極的に促す
ための提案型空家等利活
用促進補助制度の創設

○空家等の適正管
理の啓発
○管理不良な空家
等の指導及び支援
○関係各課の連絡
会議の開催運営
○空家等の利活用
セミナーや相談会
等の開催
○空家バンク制度
による空家等の活
用
○市外在住の若年
世帯を対象とした
空家の取得、リ
フォーム費用補助
制度の運用
○団体等が地域の
活性化を目的とし
た空家の取得、リ
フォームを積極的
に促すための提案
型空家等利活用促
進補助制度の運用

○空家等の適正管
理の啓発
○管理不良な空家
等の指導及び支援
○関係各課の連絡
会議の開催運営
○空家等の利活用
セミナーや相談会
等の開催
○空家バンク制度
による空家等の活
用
○市外在住の若年
世帯を対象とした
空家の取得、リ
フォーム費用補助
制度の運用
○団体等が地域の
活性化を目的とし
た空家の取得、リ
フォームを積極的
に促すための提案
型空家等利活用促
進補助制度の運用
○八尾市空家等対
策計画の策定に伴
う基礎調査

同左 5,305 継続計量法に基づく定期検査
産業政
策課

計量法第19条に基づく定期検査（集
合検査･所在場所検査）等を行う。

○計量法第19条に基づく定
期検査（集合検査･所在場
所検査）等の実施
○計量士による検査報告の
管理
○適正計量管理事業所の
管理及び新規申請時の立
入調査

同左 同左

同左 同左 58 継続

同左 15,432 継続

製品表示及び商品量目等
に関する立入検査

産業政
策課

家庭用品品質表示法、消費生活用
製品安全法、計量法、電気用品安
全法、ガス事業法、液石法それぞれ
に規定されている製品表示・商品量
目等の適正実施に関し事業所へ立
入検査を行う。不適正事業者には指
導等を行い、適正表示・適正計量を
推進する。また関係団体と連携して
商品量目試買調査を行い、商品量
目立入検査の基礎データを収集す
るほか、食品衛生パトロールを行
う。

○製品表示に関する立入
検査の実施
○商品量目及び特定計量
器（水道メーター等を含む）
の検査及び有効期間等に
関する立入検査の実施
○関係団体と連携し、商品
量目試買調査及び食品衛
生パトロールの実施

同左

消費生活センター事業
産業政
策課

消費生活センターに消費生活相談
員を配置し、消費生活相談及び多
重債務相談を実施する。また関係団
体と連携して消費者相談員を委嘱
し、くらし学習館や各地域での消費
者相談を実施する。
消費生活相談員及び消費者相談員
について、研修参加等によるスキル
アップを図る。
消費者教育講座や出張講座、街頭
啓発などの消費者教育・啓発活動を
実施する。
消費者行政を効果的に遂行するた
め、消費者団体等との情報共有等
の連携を図る。

○消費生活・多重債務相談
事業の実施
○消費者教育講座、出張講
座、街頭啓発等の開催
○消費生活相談員・消費者
相談員の消費生活問題に
関する研修会等への参加
の推進
○消費者団体との消費生
活問題に関する最新情報
の共有などの連携
○警察と連携し、特殊詐欺
対策のための自動録音機
貸し出しのモデル事業を実
施

同左 同左
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令和４年度計画
（2022年度）

4

5

6

7

8

9 同左 30,343 継続既存市営住宅等改修事業
住宅管
理課

市営住宅の老朽化等により生じる修
理営繕について、規模・時期の関係
から計画的に工事を行う。
入居募集用の空家改修工事を行
う。

○入居募集用空家改修工
事
○設備改修工事
○外構工事

同左 同左

同左 同左 234,181 継続

同左 1,996 継続

市営住宅管理事務
住宅管
理課

市営住宅家賃・共益費・駐車場使用
料の賦課徴収及び入退去管理、市
営住宅及び附帯設備の日常的な修
繕・維持管理を行う。
また、指定管理者による市営住宅の
管理運営を行う。

○指定管理者制度の実施
（第２期）
○既存施設の有効活用の
検討、実施

同左

住宅政策推進事業
住宅政
策課

住宅政策の方向性を示すとともに、
市民にとって安心・快適な住環境を
促進する。
多様化する市民ニーズや住環境の
実態を踏まえて、NPO等と協働して
住まいに関する情報提供・相談体制
の充実を行う。
既存民間ストックなどを利用しての
新たな住宅困窮世帯へのセーフティ
ネットを構築する。
公的住宅（市営住宅を除く）の整備
を促進する。

○住宅マスタープランの進
行管理や推進、事業の実施
○住まいに関する情報の収
集発信
○特定優良賃貸住宅や、あ
んぜん・あんしん賃貸住宅
の利用案内などの情報発
信
○サービス付き高齢者向け
住宅の登録
○セーフティネット法による
住宅確保要配慮者円滑入
居賃貸住宅事業の登録
○ＮＰＯ等と協働での事業
の実施
○公的住宅（市営住宅を除
く）の整備について関係団
体への要望

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 651 継続

開発指導要綱に係る事務
審査指
導課

八尾市開発指導要綱に定める開発
事業申請の同意事務等を行う。
・宅地開発に係る窓口相談業務
・要綱開発申請の受理、審査、同意
・要綱開発工事の完了検査、検査済
証の発行業務
・小規模要綱協議申出書の受付、審
査

○一定規模の宅地開発事
業について、その開発内容
の審査、指導
○小規模要綱協議申出書
の受付、審査、協議先の指
示等
○社会情勢の変化等に対
応するため、開発指導要綱
施行基準等の検討、整備

同左

都市計画法の開発許可等
に係る事務

審査指
導課

都市計画法の開発許可等の申請に
対して許可（不許可）に係る申請書
の受理、審査、許可、開発工事完了
後の検査済証の発行業務を行う。
宅地造成工事規制区域内で行う造
成工事の許可に係る申請書の受
理、審査、工事の許可、工事の検査
済証の発行業務を行う。

○都市計画法の開発許可
等の申請の審査、開発行為
の許可（不許可）
○宅地造成工事に係る許
可申請に対する宅地造成
工事の許可（不許可）及び
市民の防災意識向上のた
めの啓発

○都市計画法の開
発許可等の申請の
審査、開発行為の
許可（不許可）
○宅地造成工事に
係る許可申請に対
する宅地造成工事
の許可（不許可）及
び市民の防災意識
向上のための啓発
○大規模盛土造成
地における第2次ス
クリーニング計画の
策定業務

○都市計画法の開
発許可等の申請の
審査、開発行為の
許可（不許可）
○宅地造成工事に
係る許可申請に対
する宅地造成工事
の許可（不許可）及
び市民の防災意識
向上のための啓発

○耐震診断・改修
補助制度等の進行
管理
○昭和56年（1981
年）以前の木造住
宅について、より一
層の耐震化を啓発
○既存民間建築物
の耐震化を促進す
るための啓発手法
として、イベント等
機会があるごとに
相談窓口を設置
○耐震化に関する
説明会
○応急危険度判定
士及び判定コー
ディネーターの養成
と体制の整備

同左 38,981 継続
耐震化促進事業（既存民間
建築物）

住宅政
策課

民間建築物の耐震性の向上を促進
し、市民の生命と財産の保護を図る
ため、建築物の所有者が実施する
耐震診断等及び道路に面するブロッ
ク塀の撤去等の取り組みを支援す
るとともに、耐震性向上に向けた啓
発や情報提供を行う。

○耐震診断・改修補助制度
等の進行管理
○昭和56年（1981年）以前
の木造住宅について、より
一層の耐震化を啓発
○既存民間建築物の耐震
化を促進するための啓発手
法として、イベント等機会が
あるごとに相談窓口を設置
○耐震化に関する説明会
○応急危険度判定士及び
判定コーディネーターの養
成と体制の整備
○対象者へのダイレクトメー
ル送付による啓発
○道路等に面するブロック
塀等安全対策補助

○耐震診断・改修
補助制度等の進行
管理
○昭和56年（1981
年）以前の木造住
宅について、より一
層の耐震化を啓発
○既存民間建築物
の耐震化を促進す
るための啓発手法
として、イベント等
機会があるごとに
相談窓口を設置
○耐震化に関する
説明会
○応急危険度判定
士及び判定コー
ディネーターの養成
と体制の整備
○対象者へのダイ
レクトメール送付に
よる啓発
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10

13.快適な交通ネットワークの充実

1

2

3

4

14.魅力ある都市づくりの推進

1

2

3 同左 220,604 継続 ○

38 継続

近鉄河内山本駅周辺整備
事業

都市基
盤整備
課

地域生活拠点となる副次核であり、
にぎわい創出につながるエリアであ
る近鉄河内山本駅周辺の安全性、
利便性の向上、若い世代の定住意
向を高めるため、踏切歩道部の改
良や駅前広場、歩行空間の整備な
ど交通結節点機能等の強化を行う。

○駅周辺整備にかかる関
係機関協議
○駅周辺整備にかかる地
域との協議
○山本第１号踏切改良工事
○近鉄大阪線近鉄八尾駅・
恩智駅間の連続立体交差
化の可能性の検討

○駅周辺整備にか
かる関係機関協議
○駅周辺整備にか
かる地域との協議
○近鉄大阪線近鉄
八尾駅・恩智駅間
の連続立体交差化
の可能性の検討

同左

継続

市街地整備関連事業
都市基
盤整備
課

都市核の機能強化を図るため、駅
周辺整備に関する調査検討を行う。
また、都市の再生や機能の高度化
をめざして地区の課題の解決、災害
に強い都市の構築および土地利用
の促進、市内面的一団地の活用等
のため、面的な整備の推進を図る。

○地元の都市基盤関連の
相談への対応
○都市基盤関連の課題解
決の為の事業化の検討
○市内面的一団地の活用
に向けた調査及び検討

同左 同左 同左

八尾空港西側跡地活性化
促進事業

政策推
進課

大阪府・大阪市等関係機関との連
携のもと、国に対し国有地である八
尾空港西側跡地の土地活用方策及
び整備手法等についての提案や要
望を行い、地下鉄八尾南駅前という
立地特性を活かした地域住民の利
便性向上に寄与する都市機能の導
入など、新都市核にふさわしい、魅
力ある都市環境の誘導を図る。

○検討に基づき都市機能を
誘導

同左 同左 同左 0

同左 同左 9,214 継続

同左 28,240 継続

交通安全推進事業
都市交
通課

「交通事故をなくす運動」八尾市推
進本部を中心として交通安全に関す
る各種啓発活動や交通安全教育を
推進する。また、警察をはじめ各関
係機関と連携し交通安全の確保に
向けた取り組みを行う。

○学校園等での交通安全
教室の実施（高齢者関連含
む）
○効果的な各種交通安全
啓発事業の実施
○危険箇所における注意・
啓発看板の設置
○自動車の臨時運行許可
事務
○路外駐車場の届出等の
受理に関する事務

同左

63,770 継続

自転車駐車場整備事業
都市交
通課

市営自転車駐車場（指定管理）及び
八尾シティネット(株)が管理運営する
自転車駐車場の利用促進に関する
取り組みと新規施設整備の検討を
行う。

○市営自転車駐車場及び
その他の駐輪施設の利用
促進
○市営自転車駐車場の長
寿命化対策
○鉄道駅周辺において、全
体の自転車駐車台数が自
転車駐車場収容能力を越
える前の施設整備の検討

同左 同左

継続 ○ 7

放置自転車対策事業
都市交
通課

鉄道駅周辺を自転車等放置禁止区
域に指定し、自転車利用者への指
導や放置自転車の移動保管及び返
還業務を行う。

○放置自転車の移動保管
及び返還業務、街頭指導の
実施
○放置自転車に関する啓
発活動の実施

同左 同左 同左

交通政策推進事業
都市交
通課

持続可能な公共交通の実現に向
け、「八尾市地域公共交通計画」に
基づき、地域公共交通会議の開催
や、地域住民との勉強会及びワーク
ショップの実施等の取り組みを行う。
また、お出かけ支援バスの試行運
行も継続して実施する。

○竹渕地域で行っている乗
合タクシーの実証運行の精
査
○地域住民との勉強会及び
ワークショップを基に、地域
公共交通会議を開催し、持
続可能な地域公共交通の
実現に向けた運行計画の
策定

○地域住民との勉
強会及びワーク
ショップを基に、地
域公共交通会議を
開催し、持続可能
な地域公共交通の
実現に向けた運行
計画の策定

同左 同左 10,242

○市営住宅機能更
新事業計画に基づ
き事業を実施
○西郡住宅
・14～18号館建替
事業(PFI手法）・機
能更新事業住替え
移転用住戸改修
○萱振住宅
・１号館改修工事・
２号館改修工事・３
号館改修設計・４号
館改修設計

○市営住宅機能更
新事業計画に基づ
き事業を実施
○安中住宅
・２、12号館建替基
本計画策定及び
PFI導入可能性調
査
○西郡住宅
・14～18号館建替
事業(PFI手法）・機
能更新事業住替え
移転用住戸改修
○萱振住宅
・３号館改修工事・
４号館改修工事・５
号館改修設計・６号
館改修設計

250,274 拡大市営住宅機能更新事業
住宅管
理課

八尾市営住宅機能更新事業計画
（八尾市営住宅長寿命化計画）に基
づき、市営住宅の建替・改善・維持
保全等を進める。

○市営住宅機能更新事業
計画に基づき事業を実施
○安中住宅
・８号館耐震設計・15号館改
修工事・11号館EV設置設計
○西郡住宅
・14～18号館建替事業(PFI
手法）に係る建替敷地測
量、地質調査、埋蔵文化財
試掘調査、事業者選定・29
号館EV設置設計・34号館耐
震工事、改修工事・35号館
耐震設計、改修設計・機能
更新事業住替え移転用住
戸改修

○市営住宅機能更
新事業計画に基づ
き事業を実施
○安中住宅
・８号館耐震工事・
11号館EV設置工事
○西郡住宅
・14～18号館建替
事業(PFI手法）に係
る事業者選定・14
～18号館建替事業
(PFI手法）・29号館
EV設置工事・35号
館耐震工事、改修
工事・機能更新事
業住替え移転用住
戸改修
○萱振住宅
・１号館改修設計・
２号館改修設計
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4

5

6

7

8

9

10

11

15.都市基盤施設の整備と維持

1

○道路拡幅及び新
設・改良工事を実
施
○橋梁長寿命化修
繕計画に基づく修
繕工事を実施

220,618 継続道路橋りょう新設改良事業
土木建
設課

都市基盤整備とともに良好な居住環
境を図るため、各地域の状況を考慮
しつつ、道路、橋りょうの新設改良
等を図る。

○道路拡幅及び新設・改良
工事を実施
○橋梁長寿命化修繕計画
に基づく修繕工事を実施
○橋梁（15ｍ以上）の点検
○道路附属施設の点検、個
別施設計画の策定

○道路拡幅及び新
設・改良工事を実
施
○橋梁長寿命化修
繕計画に基づく修
繕工事を実施
○橋梁（15ｍ未満）
の点検
○道路附属施設の
点検

○道路拡幅及び新
設・改良工事を実
施
○橋梁長寿命化修
繕計画に基づく修
繕工事を実施
○横断歩道橋の点
検
○個別施設計画の
策定

同左 13,366 継続
まちなみセンター管理運営
事務

都市政
策課

久宝寺寺内町における歴史的遺産
の継承に関することを行う。
久宝寺寺内町の周知及び啓発に関
することを行う。
八尾市のまちづくりに関する情報の
収集及び提供に関することを行う。

○指定管理者による施設の
管理運営
○指定管理者（令和４～８
年度（2022～2026年度））選
定業務

○指定管理者によ
る施設の管理運営

同左

同左 同左 58,818 継続

ー 201,479 継続 ○

都市景観形成基本計画推
進事業

都市政
策課

八尾市都市景観形成基本計画に基
づき、良好な都市景観の形成を図
り、市民等の意識醸成を行う。
屋外広告物における必要な規制に
ついて、許認可及び啓発を行う。
重点地区である久宝寺寺内町の景
観整備を進める。

○久宝寺寺内町景観整備
事業の実施
○八尾市屋外広告物条例
に基づく許認可事務
○景観計画における景観重
要建造物等の指定に向け
た検討
○景観魅力の普及と啓発に
向けた検討

○久宝寺寺内町景
観整備事業の実施
○八尾市屋外広告
物条例に基づく許
認可事務
○景観重要建造物
等の指定
○景観魅力の普及
と啓発の実施

服部川・郡川地区整備事業
都市基
盤整備
課

本市地域防災計画にある東部山麓
の自然災害対策として、本地区の都
市基盤整備を行い、また服部川・郡
川地区地区計画で示している、幹線
道路沿道のポテンシャルを活かした
まちづくりとなるよう、適切に民間開
発を誘導し、区画道路の整備に繋
げ、にぎわいのある良好な都市環境
の形成を行う。

○区画道路④の整備
○区画道路②の整備
○郡川土地区画整理組合
への技術支援

○防災公園の整備
○郡川土地区画整
理組合への技術支
援

○区画整理組合か
らの引継内容の整
理及び残務処理
（令和５年度（2023
年度）をもって終了
予定）

同左 同左 744 継続

同左 7,906 継続

都市計画に係る事務
都市政
策課

都市計画法、国土利用計画法、公
有地の拡大の推進に関する法律
（公拡法）等に基づく手続事務を行
う。
都市計画審議会に関する事務を行
う。

○法令に基づく手続事務を
実施

同左

都市計画推進事業
都市政
策課

都市計画法に基づき、都市計画の
検討や決定及び変更を行う。また、
都市計画に関する調査を行う。

○土地区画整理事業の認
可事務
○都市計画事業進捗に伴
う、都市計画変更（案）の調
査・検討
○産業集積等に係る地元
意向調査等
○八尾市立地適正化計画
の改定

○土地区画整理事
業の認可事務
○都市計画事業進
捗に伴う、都市計
画変更（案）の調
査・検討
○土地の高度利用
等に係る都市計画
手法の検討
○産業集積等に係
る地元意向調査等

○都市計画事業進
捗に伴う、都市計
画変更（案）の調
査・検討
○土地の高度利用
等に係る都市計画
手法の検討
○産業集積等に係
る地元意向調査等

同左 同左 49,695 継続

○道路整備工事
（久宝寺線）
○用地等の取得及
び道路整備工事
（JR八尾駅前線）
○用地測量（（仮
称）八尾空港線）
○用地等の取得、
道路整備工事（久
宝寺緑地線）
○用地等の取得
（東大阪中央線）
○期成同盟会によ
る事業化に向けた
要望活動（大阪柏
原線）
○地籍調査及び八
尾富田林線整備促
進協議会による早
期着手に向けた促
進活動（八尾富田
林線）

330,838 継続

街区内道路整備事業
都市基
盤整備
課

都市のスプロール化を防ぎ、市街地
として積極的なまちづくりの推進と土
地利用の適正化、並びに防災上の
安全なまちづくりを進めるため、地
区計画に位置づけられた街区内道
路網を整備する。

○測量委託業務
○用地買収事業
○道路整備工事

同左

都市計画道路整備事業
都市基
盤整備
課

都市における円滑な交通機能の確
保と都市景観を形成する空間、都市
防災等の機能を備えた良好な市街
地の形成を図り、安全で快適な日常
生活を営むための道路整備を図る。
また、選択と集中により、重点的に
整備を進める路線については整備
実施に向けて関係法令に基づく手
続きを進める。
また、都市計画道路の整備促進に
ついて、関係機関に働きかけ、早期
実現をめざす。

○詳細設計業務（久宝寺
線）
○用地等の取得及び避難
路整備（JR八尾駅前線）
○路線測量（（仮称）八尾空
港線）
○用地等の取得（久宝寺緑
地線）
○用地測量（東大阪中央
線）
○期成同盟会による事業化
に向けた要望活動（大阪柏
原線）
○地籍調査及び八尾富田
林線整備促進協議会による
早期着手に向けた促進活
動（八尾富田林線）

○用地等の取得、
下水道管移設工事
（久宝寺線）
○用地等の取得及
び詳細設計（JR八
尾駅前線）
○道路概略設計
（（仮称）八尾空港
線）
○用地等の取得、
詳細設計業務（久
宝寺緑地線）
○物件調査業務
（東大阪中央線）
○期成同盟会によ
る事業化に向けた
要望活動（大阪柏
原線）
○地籍調査及び八
尾富田林線整備促
進協議会による早
期着手に向けた促
進活動（八尾富田
林線）

○用地等の取得、
道路整備工事（久
宝寺線）
○用地等の取得及
び道路整備工事
（JR八尾駅前線）
○道路予備設計
（（仮称）八尾空港
線）
○用地等の取得、
道路整備工事（久
宝寺緑地線）
○用地等の取得、
物件調査業務（東
大阪中央線）
○期成同盟会によ
る事業化に向けた
要望活動（大阪柏
原線）
○地籍調査及び八
尾富田林線整備促
進協議会による早
期着手に向けた促
進活動（八尾富田
林線）

同左 同左 569 継続
国有地等有効活用検討事
業

都市政
策課

国有地である八尾空港西側跡地に
ついては、大阪市と連携し、国や大
阪府、大阪メトロなどと土地活用方
策及び都市基盤整備手法等につい
て協議、調整を行い、駅前である都
市の拠点にふさわしいまちづくりを
行う。

○国・大阪市等との国有地
早期売却に向けた検討・協
議
○跡地の有効活用に向け
た都市計画手法の検討
○国有地の市場調査の実
施

○国・大阪市等と
の国有地早期売却
に向けた検討・協
議
○跡地の有効活用
に向けた都市計画
手法の検討
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事務事業名
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（2023年度）
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2

3

4

5

6

7

8

9

10 同左 同左 ― 継続

同左 ― 継続

公共下水道整備事業
下水道
整備課

公共下水道整備を行う。

○社会資本整備総合交付
金の安定確保
○公共下水道の整備（改築
含む）

同左

下水道施設の維持管理業
務

下水道
管理課

下水道台帳整備、補修工事、清掃
業務、管渠調査、水質規制、排水設
備接続指導業務、開発行為に伴う
排水施設の協議指導等を行う。
八尾市公共下水道ストックマネジメ
ント計画に基づく事業を行う。

○公共下水道施設の補修、
調査及び清掃、台帳整備
○開発行為に伴う排水施設
の協議指導
○事業所等の立入検査、水
質調査
○水洗化に伴う排水設備業
務等
○八尾市公共下水道ストッ
クマネジメント計画に基づく
事業

同左 同左

同左 同左 144,424 継続

同左 0 継続

河川水路等維持管理
土木管
理事務
所

河川水路の流水機能を地元協力得
ながら維持するとともに、浸水ポンプ
施設については調査点検を行い機
能確保に努める。また、浸水被害の
防止及び生活環境の改善を図るた
め、排水路の整備及び排水管渠の
整備を行う。その他、河川水路等維
持管理に必要な車両の更新を行う。

○河川水路維持管理
○河川水路施設のパトロー
ル・点検
○複断面化実施

○河川水路維持管
理
○河川水路施設の
パトロール・点検
○河川水路等維持
管理車両の更新
○複断面化実施

愛護団体による公園・緑地
等の管理推進事業

みどり
課

市民の共有の財産である身近な公
園の清掃・除草等の日常的な管理
について、地域の方々を中心にボラ
ンティアの団体を結成し、その団体
と公園愛護（アドプト・パーク）の覚書
を締結し実施する。

○公園愛護（アドプト・パー
ク）の覚書の締結

同左 同左

同左 同左 57,324 継続

同左 108,080 継続

道路・河川等管理（財産管
理）

土木管
財課

市道・河川・水路構造物等の台帳更
新及び整備
用途廃止（里道敷・水路敷）に関す
る調査・整備
道路敷・水路敷等の寄付・帰属・交
換に関する処理
市道認定業務
官民境界の確定
街区基準点の管理

○道路・河川・水路台帳更
新
○法定外公共物売却促進

同左

交通安全施設等整備事業
土木建
設課

交通安全のための道路改良を行う。
また、交通バリアフリー構想を策定
した鉄道駅を中心に概ね500m以内
に立地する公共施設･集客施設等の
周辺並びにそれらを連絡する道路
において、バリアフリー化を図る。
さらに、大阪府と連携し平野川管理
用通路を散策道としてカラー舗装や
照明灯等を整備する。

○通学路を中心とした生活
道路の安全対策（路面ｶﾗｰ
化等）を実施
○歩行空間の確保、歩道の
段差解消等、交通安全施設
等の整備を実施
○自転車通行空間の整備
を実施
○道路特定事業計画に基
づく歩道のバリアフリー化事
業を実施
○散策道整備工事の実施

同左 同左

○道路橋りょう維持
管理
○道路パトロール
及び道路付属物の
点検
○交通安全施設
（道路照明灯・防止
柵・道路反射鏡等）
の整備
○グリーンインフラ
活用型都市構築支
援事業による街路
樹更新

同左 236,792 継続

○幹線道路舗装補
修
○一般道路舗装補
修
○維持管理基本方
針に基づく維持管
理
○「八尾市私道舗
装助成に関する要
綱」に基づく、私道
舗装助成

108,108 継続

道路橋りょう維持管理
土木管
理事務
所

道路施設について、良好な状態に
保ち、一般交通に支障を及ぼさない
ように維持補修を行う。
道路交通の安全・円滑化のため交
通全施設の整備を行う。
道路維持管理車両に必要な車両の
更新を行う。

○道路橋りょう維持管理
○道路パトロール及び道路
付属物の点検
○交通安全施設（道路照明
灯・防止柵・道路反射鏡等）
の整備
○グリーンインフラ活用型
都市構築支援事業による街
路樹更新

○道路橋りょう維持
管理
○道路パトロール
及び道路付属物の
点検
○交通安全施設
（道路照明灯・防止
柵・道路反射鏡等）
の整備
○グリーンインフラ
活用型都市構築支
援事業による街路
樹更新
○道路維持管理車
両の更新

道路舗装整備事業
土木管
理事務
所

市管理道路の舗装について、良好
な状態に保ち、一般交通に支障を及
ぼさないように維持補修を行う。
また私道について舗装助成を行う。

○幹線道路舗装補修
○一般道路舗装補修
○維持管理基本方針に基
づく維持管理
○「八尾市私道舗装助成に
関する要綱」に基づく、私道
舗装助成

同左

○幹線道路舗装補
修
○一般道路舗装補
修
○維持管理基本方
針に基づく維持管
理
○「八尾市私道舗
装助成に関する要
綱」に基づく、私道
舗装助成
○路面性状調査

同左 同左 8,538 継続環境美化活動推進事業
土木管
理事務
所

八尾市不法屋外広告物等撤去対策
協議会による、クリーンアップロード
作戦及び放置自動車等の撤去を行
う。また近鉄八尾・JR志紀・ＪＲ八
尾・ＪＲ久宝寺・地下鉄八尾南におけ
る各駅前広場等の清掃を行い、良
好な環境の維持をめざす。

○クリーンアップロード作戦
等を実施
○不法屋外広告物及び放
置自動車等の撤去
○駅前広場の清掃実施

同左
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11

12

13

14

15

16

17

16.上水道の安定供給

1

2

3

4 同左 同左 ― 継続

○鉛、ポリエチレン
一層、ビニル及び
銅製の給水管（N≒
28,700戸）の漏水調
査の実施

― 継続

緊急時給水拠点確保事業
施設整
備課

災害等緊急時における給水拠点の
整備を図る。

○応急給水栓設置に関す
る協議

○応急給水栓設置
に関する協議
○応急給水栓の整
備

― 継続

漏水防止対策事業
工事管
理課

八尾市水道局給水区域にて漏水調
査を実施し、漏水の早期発見・早期
修繕を行う

○鉛、ポリエチレン一層、ビ
ニル及び銅製の給水管（N
≒36,400戸）の漏水調査の
実施

○鉛、ポリエチレン
一層、ビニル及び
銅製の給水管（N≒
28,900戸）の漏水調
査の実施

○鉛、ポリエチレン
一層、ビニル及び
銅製の給水管（N≒
36,100戸）の漏水調
査の実施

継続

水道管路耐震化等推進事
業

施設整
備課

安全で安心な水を安定的に供給す
るため、水道管の更新及び耐震化
を図る。

○配水管整備事業の設計
及び施工
○基幹管路耐震化整備事
業の設計及び施工

○配水管整備事業
の設計及び施工
○基幹管路耐震化
整備事業の設計及
び施工
○重要給水施設管
路耐震化事業の設
計及び施工

同左 同左

水道施設耐震化事業
施設整
備課

重要基幹施設である南部、北部低
区配水池・他各施設の耐震化工事
を、順次継続的に実施する。

○八尾市水道施設整備計
画に基づく取り組みの推進

同左 同左 同左 ―

同左 同左 3,500 継続

○（仮称）永畑町二
丁目第２公園　整
備工事
○（仮称）旭ヶ丘二
丁目公園　実施設
計
○福万寺町南一丁
目児童遊園　施設
改良
○遊戯施設改良
管理施設改良
○西弓削公園、明
美第２公園　用地
買戻し
○太田新町七丁目
公園　用地購入

124,887 継続

玉串川護岸整備事業
土木建
設課

護岸の老朽化が進む玉串川におい
て、事業主体である大阪府と連携
し、護岸改修を行うとともに地域の
貴重な水辺空間として修景整備を行
う。

○府：第Ⅱ期（河内山本駅
以北）実施設計、市：沿道景
観整備実施

○府：第Ⅱ期（河内
山本駅以北）工事、
市：沿道景観整備
実施

公園整備事業
みどり
課

良好な都市景観を形成するととも
に、市民の憩いの場である公園、緑
地等の整備を進める。また、老朽化
した都市公園について、市民ニーズ
を満たす地域の公園として、防災機
能や公園施設の安全性及び機能の
向上が図られる公園施設の整備を
行う。

○（仮称）南久宝寺公園　実
施設計
○山本町北四丁目児童遊
園　施設改良
○長瀬川沿道小規模分散
型の都市公園ネットワーク
整備工事
○老原五丁目児童遊園　施
設改良
○遊戯施設改良　管理施設
改良

○（仮称）南久宝寺
公園　整備工事
○玉串川沿道小規
模分散型の都市公
園ネットワーク　整
備工事
○遊戯施設改良
管理施設改良
○公園施設の健全
度調査および長寿
命化計画策定

○（仮称）永畑町二
丁目第２公園　実
施設計
○遊戯施設改良
管理施設改良
○西弓削公園、（仮
称）永畑町二丁目
第２公園　用地買
戻し

同左 同左 6,111 継続

同左 156,457 継続

土砂災害等の対策推進事
業

土木管
財課

東部の山手地域における土砂災害
防止のために、砂防堰堤等の砂防
事業の実施を大阪府に働きかけると
ともに土砂災害特別警戒区域内の
住宅に対し、住民自らが実施する移
転等に対し、その費用の一部につい
て助成を行う。

○大阪府総合土砂災害対
策推進連絡会等を通じ砂防
事業等を大阪府に働きかけ
○土砂災害特別警戒区域
内の住宅の移転等に対す
る補助金申請の受付及び
交付

同左

河川水路整備事業
土木建
設課

浸水被害を防止するため、東部地
域13河川を含む普通河川、水路、主
要排水路の改修及び整備を行う。特
に、大阪府の恩智川改修工事に引
き続き、本市としても関連箇所の事
業展開を行う。また、浸水被害の防
止及び生活環境の改善を図るた
め、排水路の整備及び排水管渠の
築造を行う。
さらに、寝屋川流域水害対策計画に
基づき、小・中学校、公園及びため
池において雨水流出抑制施設の整
備を行う。

○市内一円河川、水路改修
工事、貯留工事

同左 同左

同左 同左 ― 継続

同左 ― 継続

下水道経営推進事業
下水道
経営企
画課

平成29年度（2017年度）に八尾市公
共下水道事業経営戦略を策定し、
定期的に開催される審議会に合わ
せ、財政計画と投資計画の進捗管
理及び検証を行う。また、経営戦略
に基づく持続可能な下水道経営を
遂行するにあたり、補助金や融資
あっせん等の水洗化促進、受益者
負担金や下水道使用料等の確実な
賦課・徴収、効果的な広報宣伝等を
行う。

○八尾市公共下水道事業
経営戦略の検証
○八尾市公共下水道事業
経営審議会の開催
○補助金・融資あっせん・代
位弁済の事業を実施
○下水道事業受益者負担
金・下水道使用料・接続納
付金の賦課・徴収
○下水道出前講座の開催
○マンホールカードの配布

同左

水洗化促進に関する業務
下水道
管理課

水洗化対象家屋の現地調査や戸別
訪問による勧奨指導を行い、水洗化
促進を図る。

○水洗化対象家屋の現地
調査や戸別訪問による勧奨
指導を行い、水洗化を促進

同左 同左

公園・緑地等の管理
土木管
理事務
所

地元協力を得ながら、公園施設の
適正な管理を行うとともに、施設に
ついては調査点検を行い機能確保
に努める。

○公園、緑地の維持管理
○公園遊具施設等の点検
修理

同左 同左 同左 141,043 継続
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5

6

17.防災・防犯・緊急事態対応力の向上

1

2

3

4

5 同左 49,551 継続地域防犯活動支援事業
危機管
理課

犯罪のないまちづくりのために、地
域における防犯活動を支援し、町会
（自治会）による防犯灯の整備を促
進する。また、子どもや女性が犯罪
の被害にあわないように未然に防ぐ
方法の啓発を行っていく。

○町会（自治会）、校区まち
づくり協議会、地域ボラン
ティア団体、事業者等が行
う防犯の取り組みへの支援
○町会（自治会）による防犯
灯の設置を促進するための
補助金の交付
○子どもや女性が犯罪被害
にあわないための啓発
○防犯灯のあり方検討

同左 同左

同左 同左 27,724 継続

同左 5,921 継続 ○ 15

防犯計画推進事業
危機管
理課

第３次やお防犯計画に基づき、計画
的かつ効果的に防犯事業を推進す
る。
校区まちづくり協議会や警察と協力
し、防犯カメラの設置・維持管理を行
う。

○校区まちづくり協議会や
警察と連携し、地域住民が
必要と考える場所や犯罪発
生率の高い場所への防犯
カメラの設置及び維持管理
○耐用年数の経過した防犯
カメラの更新

同左

59,211 拡大

地区防災推進事業
危機管
理課

自主防災組織の結成促進及び既存
組織への活性化支援を積極的に進
める。また、災害対策基本法に基づ
き、地域住民が主体となって策定す
る地区防災計画の策定支援を行
い、地域防災力の向上を図る。

○大和川周辺地区を優先し
た地区防災計画の策定支
援
○自主防災組織の結成促
進及び小学校区単位化

○地区防災計画の
策定支援
○自主防災組織の
結成促進及び小学
校区単位化

同左

継続 14

災害対策事業
危機管
理課

災害から本市の地域並びに市民の
生命、身体及び財産を守り、被害を
最小限に抑えるため、災害対策基
本法及び地域防災計画に基づき、
災害予防対策及び災害応急対策等
の充実・強化を図る。

○備蓄及び防災資器材の
確保及び管理
○避難所等の整備
○大阪府中部広域防災拠
点等の管理
○防災行政無線の整備
○情報収集伝達体制（シス
テム）の整備・運用
○総合防災訓練の実施
○防災備蓄倉庫についての
あり方検討

同左 同左 同左

防災計画等推進事業
危機管
理課

【地域防災計画】
・上位法令等の改訂や本市組織機
構の変更に伴い、地域防災計画及
び各班マニュアルを見直し改訂す
る。
・本計画を改訂し、その実施を推進
するため、また、防災に関する重要
事項を審議するために防災会議を
開催する。
・職員の防災力向上のため、研修会
等を開催する。
・住民が迅速に安全な場所に避難
するために、防災マップを適宜更新
する。
【業務継続計画】
・地域防災計画と本計画は連動する
計画となっているため、地域防災計
画の改訂にあわせ、適宜、本計画を
改訂する。
【災害受援・応援計画】
・地域防災計画と本計画は連動する
計画となっているため、地域防災計
画の改訂にあわせ、適宜、本計画を
改訂する。

○地域防災計画の改訂（本
市機構改革に対する班体
制の変更がメイン）
○各計画管理

○各計画管理 同左 同左 2,852

同左 同左 ― 継続

同左 ― 継続

水道料金収納等総合業務
お客さ
まサー
ビス課

水道の使用開始（開栓）や使用中止
（閉栓）等の受付業務。
水道メーター（量水器）の取付・撤去
及び取替業務。
水道メーター（量水器）の検針業務。
（使用水量の計量）
水道料金等の調定（計算）、請求及
び料金収納業務。

○水道の使用開始（開栓）
や使用中止（閉栓）等の受
付業務
○水道メーターの取付・撤
去及び取替業務
○水道メーターの検針（使
用水量の計量）業務
○水道料金等の調定（計
算）、請求及び料金収納業
務

同左

水道事業の経営推進事業
経営総
務課

将来にわたり安定的な事業運営を
進めるため、収支バランスのとれた
企業経営を行うとともに、効率的か
つ効果的な水道事業経営を行うた
め、府域での広域化について検討を
行う。また、水道水の安全性及び災
害時の共助による応急給水活動や
飲料水の備蓄について、市民（使用
者）の理解と信頼、協力を得るため
に、地域や市民（使用者）に向けて
情報発信を行う。

○『八尾市水道事業経営戦
略』におけるPDCAサイクル
を用いた検証
○ホームページや市政だよ
り、広報誌「やおの水道」を
活用した情報発信
○地域防災訓練や出前講
座、水道モニター活動等の
実施
○大阪広域水道企業団へ
の統合に向けた検討及び
方針決定

○『八尾市水道事
業経営戦略』にお
けるPDCAサイクル
を用いた検証
○ホームページや
市政だより、広報誌
「やおの水道」を活
用した情報発信
○地域防災訓練や
出前講座、水道モ
ニター活動等の実
施
○府域での広域化
について検討

同左
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6

18.消防力の強化

1

2

3

4

5

6 同左 同左 61,346 継続

○消防車両の整備
（救助工作車１台
【緊援補助】、タンク
車１台【緊援補
助】、消防団積載車
１台【市費】）
○現場活動用資機
材等の整備
○署活動用無線の
更新整備
○高機能消防指令
センターの更新整
備
○消火活動用資機
材（ポンプセット）の
更新整備

76,540 継続

高機能消防指令センター運
用事業

消防署
高機能消防指令センターの機能維
持及び保守管理を実施する。

○高機能消防指令センター
の保守管理
○災害時要配慮者情報の
適正な運用管理
○機器等の不良発生時に
おけるスポット修繕

同左

消防資機材・水利整備事業 警防課

消防施設及び消防資機材等につい
て更新計画等に基づき整備を行い、
また自主防災組織等が初期消火を
行うための消火活動用資機材（ポン
プセット）も更新整備する。

○消防車両の整備（救急車
１台【防衛省補助】、消防団
積載車２台【市費】）
○現場活動用資機材等の
整備
○墜落制止用器具の更新
整備

○消防車両の整備
（救急車２台【緊援
補助】【市費】、特殊
消防ポンプ自動車
１台【緊援補助】、
消防団積載車２台
【市費】）
○現場活動用資機
材等の整備
○署活動用無線の
更新整備
○消火活動用資機
材（ポンプセット）の
更新整備

○消防車両の更新
整備（救急車１台
【緊援補助】、消防
ポンプ自動車１台
【緊援補助】「タンク
車」【防衛省補助】、
消防団積載車１台
【市費】、はしご車
オーバーホール【市
費】）
○現場活動用資機
材等の整備
○署活動用無線の
更新整備
○高機能消防指令
センター実施設計
委託業務
○消火活動用資機
材（ポンプセット）の
更新整備

同左 同左 547 継続

同左 2,961 継続

許認可・指導等業務 予防課

防火対象物、危険物施設、保安３法
施設等の査察、許認可事務、消防
用設備等の工事に関する事務、消
防同意事務等を実施する。

○実施計画に基づく関係施
設の査察及び検査の実施
○審査基準に基づく許認可
等の事務
○法令違反対象物の是正
指導

同左

0 継続

救助高度化事業 消防署

救助技術の専門的な教育訓練を充
実させるとともに、救助資機材等の
整備及び定期点検や訓練施設を計
画的に整備し、救助隊の高度化に
努める。

○高度救助隊の運用
○救助隊年間訓練計画に
基づく各種訓練実施
○救助資機材及び訓練施
設の修繕、維持管理並びに
整備
○人命救助に係る関連資
格習得を目的とした職員の
研修派遣
○救助隊貸与被服の更新
等

同左 同左

継続 14

消防警備業務 消防署

火災・消防活動により、市民の生
命、身体及び財産を火災から保護
するとともに、火災又は地震等の災
害による被害を軽減する。
また、様々な訓練や研修派遣等を
行い消防活動で必要となる技術、知
識、体力の向上に努めるとともに、
各種災害に対して警防対策を樹立
し、消防機能を最高度に発揮して被
害を軽減する。

○火災・消防活動
○警防訓練の実施
○警防資機材の精通

同左 同左 同左

消防体制充実・強化対策事
業

消防総
務課

人員、配置等の充実を計画的に行
い、消防体制（常備消防力）の充実
と強化を図る。また、老朽化や機能
不足等により、消防防災拠点として
の堅牢性が乏しく脆弱性が顕著な
既存消防庁舎及び施設等の機能維
持を行い、消防体制の充実強化を
図る。さらに、消防関係教育機関等
へ職員を計画的に研修派遣すると
共に、新任管理・監督職を対象とし
た職場研修を実施する等、多様な人
材の育成に努めるほか、災害現場
で無線を使用する職員に最低限必
要である陸上特殊無線技士免許及
び業務遂行上、必要な各種資格を
計画的に取得させる。

○消防庁舎の維持整備等
（修繕を含む）
○消防署高安出張所改修
工事
○消防署志紀出張所フェン
ス改修工事
○各種研修等への派遣

○消防庁舎の維持
整備等（修繕を含
む）
○各種研修等への
派遣

同左 同左 7,388

○社会情勢に応じ
て、危機管理マニュ
アルを更新
○緊急事態の発生
時に被害が最小限
となるよう危機管理
体制を整備し、対
応力をより一層強
化
○市政だより、ホー
ムページ等での危
機管理に関する啓
発
○職員研修の実施
○緊急事態発生時
の被害軽減を図
り、迅速かつ的確
な対応がとれるよ
う、八尾市国民保
護計画について市
民及び関係機関等
に対し周知を実施

同左 249 継続
危機管理・国民保護対策事
業

危機管
理課

危機事象発生時の被害軽減を図る
ため、迅速かつ的確な情報の受伝
達や対策・対応が講じられるよう体
制、マニュアルの整備・更新を行うと
ともに、研修等を通じて職員の危機
管理意識の徹底を図る。また、市民
に対しては、市政だよりやホーム
ページ等の媒体及び講演会の開催
等、様々な機会を通じて危機管理に
関する啓発を図る。
さらに、武力攻撃事態等や緊急対処
事態に対処するため、「武力攻撃事
態等における国民の保護のための
措置に関する法律」に基づき、国民
保護計画の改訂を行い、国民保護
措置等の整備を行う。

○社会情勢に応じて、危機
管理マニュアルを更新
○緊急事態の発生時に被
害が最小限となるよう危機
管理体制を整備し、対応力
をより一層強化
○市政だより、ホームペー
ジ等での危機管理に関する
啓発
○職員研修の実施
○緊急事態発生時の被害
軽減を図り、迅速かつ的確
な対応がとれるよう、八尾
市国民保護計画について市
民及び関係機関等に対し周
知を実施

○社会情勢に応じ
て、危機管理マニュ
アルを更新
○緊急事態の発生
時に被害が最小限
となるよう危機管理
体制を整備し、対
応力をより一層強
化
○市政だより、ホー
ムページ等での危
機管理に関する啓
発
○職員研修の実施
○八尾市国民保護
計画の改訂（機構
改革等を反映させ
るため）
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7

8

9

10

11

12

13

14 同左 同左 688 継続

同左 50,325 継続

応急手当普及啓発事業 消防署
応急手当講習の実施と応急手当実
施率向上のための取り組みを実施
する。

○普通救命講習
○応急手当講習
○応急手当普及啓発活動
資機材の整備
○講習活動用消耗品の整
備

同左

消防団活性化事業 警防課

地域防災の要となる消防団の体制
強化を図るため、高齢化が進む消
防団への青年層入団を促進すると
ともに、女性分団活動の拡充化を図
り、消防団施設等の整備や装備、訓
練、処遇等を充実させる。また、八
尾市消防団に関する事務を行う。

○消防団員定数の確保
○消防団施設、装備品等の
整備
○広報誌の発行
○消防団の福利厚生
○報酬・費用弁償・退職報
償金の支給
○身分・表彰・訓練・研修に
関する事務
○大阪府市町村消防財団、
消防団員等公務災害補償
など共済基金に関する事務
○消防団施設及び資機材
等の維持管理

同左 同左

同左 同左 760 継続

同左 114 継続

自主防災組織活動支援事
業

消防署

災害に強いまちづくりをめざすため、
地域における自主・自衛の防災組織
及び一般市民に対し、災害発生時
の備えや活動マニュアルなどの指導
に努めるほか、各種訓練への参加
や防火講演により、防火防災意識
の高揚に努める。

○自主防災組織訓練時の
防災活動支援実施
○防災リーダー養成講習会
開催
○自主防災組織と消防団、
防災協力事業所との合同
訓練等連携促進
○校区まちづくり協議会とし
ての訓練実施の促進

同左

火災原因調査業務 消防署
火災における出火原因、火災による
損害調査を行い、火災予防施策に
反映させる。

○出火原因究明に伴う燃焼
実験
○調査員の原因究明技術
向上
○各種火災調査担当者会
議等への職員派遣
○究明した出火原因等に基
づくホームページ作成

同左 同左

同左 同左 870 継続

同左 21,943 拡大 ○

予防広報推進事業 予防課

火災による被害の軽減を図るため、
放火防止対策を重点とした「火災予
防広報」を効果的に実施するととも
に、住宅用火災警報器の設置及び
維持管理等について継続的に啓発
活動を行う。

○各種イベント（防火フェス
ティバル・防火展）を通じた
防火思想の普及啓発
○住宅用火災警報器の設
置対策及び適切な維持管
理方法の周知
○防災協力事業所と地域
の連携強化
○地域と連携した積極的な
放火防止対策の普及啓発

同左

救急高度化事業 消防署

災害により生じた事故若しくは屋内
において生じた傷病者又は生命に
危険を及ぼし、著しく悪化するおそ
れがある症状を示す疾病者に対し、
必要な処置を行い医療機関、その
他の場所に搬送する。
救急需要の増加に対応するため、
昼間時間帯の救急隊（デイタイム救
急隊）増隊を行い救急体制の強化を
図る。
新型コロナウイルスやその他新たな
感染症の発生に対応する体制、資
機材の充実・強化を図る。
メディカルコントロール体制のさらな
る充実を図り、指導的立場の救急救
命士の育成を行い、救急救命士に
対して知識・技術を再教育し、救命
技術の向上を図る。

○災害により発生した患者
搬送及び救護業務
○各メディアを活用した救
急車適正利用の促進
○救急隊増隊（デイタイム
救急隊）による救急体制の
強化
○救急活動検証と実施基
準検証の実施
○指導的救急救命士による
教育計画の実施
○救急活動訓練の計画的
な実施
○症例研究会の定期（年２
回）開催

同左 同左

同左 同左 2,904 拡大 ○ 14

同左 18,601 継続 12

消防庁舎機能更新事業
消防総
務課

老朽化や機能不足等により、消防
防災拠点としての堅牢性が乏しく脆
弱性が顕著な消防庁舎の計画的な
建替え及び既存施設等の機能更新
を行い、消防体制の充実強化を図
る。

○「（仮称）八尾市消防庁舎
建設基本構想」(機能更新
計画を含む)を策定

○計画に基づく取り
組みを実施

消防連携協力推進事業
消防総
務課

他都市との「消防の連携・協力」につ
いての可能性を検討し、実現性と実
施効果の高いものを選択しながら事
業の展開を図る。

○救急安心センターおおさ
かの共同運営
○消防用ヘリコプターの共
同運営
○「消防の連携・協力」につ
いての推進
○「大阪府消防広域推進計
画」に関する検討

同左 同左
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19.健康づくりの推進

1

2

3

4

5

6 同左 同左 7,005 継続

同左 6,399 継続

公害保健福祉事業
保健予
防課

公害健康被害の補償等に関する法
律に基づき、リハビリテーション事
業、家庭療養指導、インフルエンザ
予防接種費用助成等の事業を実施
する。

○リハビリテーション事業
健康回復教室の実施
○家庭療養事業の実施
○インフルエンザ予防接種
費用助成事業の実施

同左

地域健康づくり支援事業
健康推
進課

健康日本21八尾計画及び八尾市食
育推進計画に基づき、校区まちづく
り協議会等と連携しながら、地域保
健活動を展開する。

○健康日本21八尾計画及
び八尾市食育推進計画の
推進
○八尾市健康まちづくり宣
言に基づく地域での保健活
動の展開
○健康づくりに関するデー
タの抽出・分析・活用
○保健センターでの各種事
業情報を掲載している保健
事業案内の配布

同左 同左

○都道府県化に伴
う対応
○減免等の府統一
基準についての周
知
○所得の適正把握
○収納率の向上
○収納の利便性の
向上
○口座振替の推進
○収納対策緊急プ
ラン改訂

○都道府県化の実
施
○減免等の府統一
基準の実施
○所得の適正把握
○収納率の向上
○収納の利便性の
向上
○口座振替の推進
○改訂された収納
対策緊急プラン実
施

91,277 継続

○資格の届出管理
事務
○資格の適正化事
務
○休日開庁の実施
○窓口業務委託関
連事務
○マイナンバー（個
人番号）制度関連
事務
○療養給付費の支
給
○高額療養費の支
給
○療養費の支給
○各種任意給付の
支給
○府統一基準の実
施

19,643,003 継続

国民健康保険　賦課収納事
業【特別会計】

健康保
険課

国民健康保険料の賦課・収納業務
を行う。

○都道府県化に伴う対応
○所得の適正把握
○収納率の向上
○収納の利便性の向上
○口座振替の推進
○改訂された収納対策緊急
プラン実施

同左

7,279,231 継続

国民健康保険　資格給付事
業【特別会計】

健康保
険課

いつでも、どこででも誰もが必要な
医療が受けられるよう、国民皆保険
制度の理念に基づき、国民健康保
険の取得・喪失等に伴う資格管理お
よび各種保険給付を行う。

○資格の届出管理事務
○資格の適正化事務
○休日開庁の実施
○窓口業務委託関連事務
○マイナンバー（個人番号）
制度関連事務
○療養給付費の支給
○高額療養費の支給
○療養費の支給
○各種任意給付の支給

同左

○資格の届出管理
事務
○資格の適正化事
務
○休日開庁の実施
○窓口業務委託関
連事務
○マイナンバー（個
人番号）制度関連
事務
○療養給付費の支
給
○高額療養費の支
給
○療養費の支給
○各種任意給付の
支給
○府統一基準につ
いての周知

継続 ○ 16

後期高齢者医療事業【特別
会計】

健康保
険課

75歳（一定の障害があると認定され
た方は65歳）以上の高齢者を対象と
する独立した医療制度である。保険
者である大阪府後期高齢者医療広
域連合が運営主体として事務を行
い、市は保険料の徴収と各種届出・
申請受付等の業務を行う。

○保険料徴収事務
○口座振替事務
○納付相談事務
○各種申請受付事務
○マイナンバー（個人番号）
制度関連事務
○窓口業務委託関連事務
○高齢者の保健事業と介
護予防の一体的な実施に
向けての検討

同左

○保険料徴収事務
○口座振替事務
○納付相談事務
○各種申請受付事
務
○マイナンバー（個
人番号）制度関連
事務
○窓口業務委託関
連事務
○高齢者の保健事
業と介護予防の一
体的な実施

同左

健康づくり推進事業
健康推
進課

八尾市健康まちづくり宣言の普及・
啓発に取り組むとともに、健康日本
21八尾計画及び八尾市食育推進計
画に基づき、市民主体の地域ぐるみ
の健康づくりを推進する。また、大
学・研究機関との連携により、本市
の健康課題とその課題解決に向け
た研究分析を行うほか、地域の特性
に応じた保健活動に必要なデータを
抽出・分析し、活用できる環境の整
備や、質の高い保健サービスを提供
し、市民に信頼される専門職を育成
する。

○八尾市健康まちづくり宣
言の普及・啓発及び庁内推
進体制の構築
○健康日本21八尾第４期計
画及び八尾市食育推進第３
期計画の策定・推進
○大阪大学大学院医学系
研究科及び大阪がん循環
器病予防センターとの「健
康づくり事業の推進に関す
る協定」に基づく調査・分
析・研究
○KDBシステム等を活用し
た地域別データの分析
○八尾市保健師人材育成
ガイドラインの策定

○八尾市健康まち
づくり宣言の普及・
啓発
○健康日本21八尾
第４期計画及び八
尾市食育推進第３
期計画の推進
○大阪大学大学院
医学系研究科及び
大阪がん循環器病
予防センターとの
「健康づくり事業の
推進に関する協定」
に基づく調査・分
析・研究
○KDBシステム等
を活用した地域別
データの分析
○八尾市保健師人
材育成ガイドライン
をもとにした取り組
みの実施

同左

○八尾市健康まち
づくり宣言の普及・
啓発
○健康日本21八尾
第４期計画及び八
尾市食育推進第３
期計画の中間評価
○大阪大学大学院
医学系研究科及び
大阪がん循環器病
予防センターとの
「健康づくり事業の
推進に関する協定」
に基づく調査・分
析・研究
○KDBシステム等
を活用した地域別
データの分析
○八尾市保健師人
材育成ガイドライン
をもとにした取り組
みの実施

6,781
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 同左 同左 308 継続

同左 97,923 継続

訪問指導事業
健康推
進課

療養上の保健指導が必要であると
認められる者及びその家族等に対
して、保健師等が訪問して、その健
康に関する問題を総合的に把握し、
必要な指導を行い、これらの者の心
身機能の低下の防止と健康の保持
増進を図る。

○がん検診精密検査未受
診者への訪問指導の実施
○特定健診等受診後のハ
イリスク者への訪問指導の
実施

同左

健康増進事業（健康診査
等）

健康推
進課

生活習慣病の予防と疾病の早期発
見を目的とし、生活習慣病に関する
正しい知識の普及啓発を行うと共に
特定健康診査等、健康増進法に基
づく健康診査、骨密度検査、歯科健
診、肝炎ウィルス検診を委託医療機
関や保健センター等において実施す
る。

○各種健（検）診受診率向
上に向けた啓発や勧奨方
法の工夫
○各種がん検診とのセット
健（検）診の実施
○健（検）診結果に基づく事
後フォロー

同左 同左

同左 同左 168,914 拡大

40才以上の国保加入者に対しメタボ
リックシンドローム該当者および予
備群を抽出するための特定健康診
査を健康推進課と連携を図りながら
実施する。
特定健康診査の結果によりメタボ
リックシンドローム該当者および予
備群を抽出し、リスクに応じた特定
保健指導を健康推進課と連携を図
りながら実施する。

同左 87,061 継続

国民健康保険　特定健康診
査等事業【特別会計】

健康保
険課

○特定健康診査の実施
○特定保健指導対象者の
抽出
○特定健康診査未受診者
への受診勧奨
○遠隔を含めた特定保健
指導の実施
○特定保健指導未利用者
への利用勧奨

同左

国民健康保険　各種保健事
業【特別会計】

健康保
険課

医療費適正化の一環として、人間
ドック助成を行い病気の早期発見・
早期治療につなげる。
生活習慣病を予防する一助となるよ
う市内運動施設での健康づくり助成
を行う。
医療費通知を送付する。
特定健診の結果送付時、高血圧
者、高血糖者に症例等の説明パン
フレットを同封する。未治療者に受
療勧奨を行い、重症化予防を図る。
糖尿病性腎症重症化予防のため受
療勧奨、保健指導を行う。

○後発医薬品差額通知事
業
○医療費通知事業
○健康診断助成事業（人間
ドック助成事業）
○健康啓発事業
○健康増進事業（健康づく
り助成事業・健康づくり支援
事業）
○国保保健指導事業
○糖尿病性腎症重症化予
防事業

同左 同左

同左 同左 258,408 継続

同左 178 継続

健康増進事業（がん検診）
健康推
進課

がんの予防及び早期発見の推進に
より健康の維持増進に寄与するた
め、がん検診（胃、大腸、肺、子宮、
乳）を委託医療機関や保健センター
等において実施する。

○各種がん検診の実施
○効果的な受診勧奨やＰＲ
方法の検討
○要精検者への事後フォ
ローと精度管理
○乳がん検診の受診環境
の整備と受診勧奨の実施
○石綿読影の精度に係る
調査の実施

同左

食育推進事業
健康推
進課

八尾市食育推進計画に基づき、食
育の取り組みを推進する。

○出張型離乳食・幼児食講
習会等の開催
○食育に関する健康教育
の実施
○食育推進月間における食
育の啓発

同左 同左

同左 同左 510 継続

同左 391 継続

食生活改善推進員養成事
業

健康推
進課

市民の食生活の改善に向け、地域
での実践・普及を進める人材の育成
を図るため、食生活改善推進員（ボ
ランティア）の養成を行う。

○養成講座の開催
○推進員研修の実施

同左

健康相談事業
健康推
進課

電話・面接等により、心身の健康に
関する個別の相談を行う。

○電話、面接等による個別
指導及び相談助言の実施
○地域や関係機関と連携し
た啓発の実施
○ハンセン病回復者等の相
談支援の実施

同左 同左

同左 同左 771,772 継続

同左 171 継続

公害健康被害補償事業
保健予
防課

公害による健康被害者の迅速かつ
公正な保護及び健康の確保を図る
ため、公害健康被害の補償等に関
する法律に基づき、認定審査を行
い、補償給付を実施する。

○認定審査会の実施
○補償給付の実施

同左

環境保健事業
保健予
防課

公害健康被害の補償等に関する法
律に基づく予防事業として健康相談
事業を実施する。

○呼吸器疾患予防を目的と
した情報提供
○掲示等による普及・啓発
の実施
○酸素飽和度測定、肺機能
検査の実施
○検査測定結果をもとに健
康相談の実施
○呼吸機能維持・増進・悪
化予防の為の呼吸体操の
実施

同左 同左
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17

20.健康を守り支える環境の確保

1

2

3

4

5

6

7

8 同左 同左 1,846 継続

同左 21,013 継続 ○

薬事監視指導等事業
保健企
画課

医薬品医療機器等法の規定に基づ
き、医薬品等の適正な供給の確保
及び適正な調剤がなされるよう、薬
局、医薬品販売業（店舗販売業）及
び医療機器販売業等に係る許認可
等業務及び監視指導を行う。また、
毒物及び劇物取締法に基づき、毒
物劇物販売業、毒物劇物業務上取
扱者の登録・届出受付業務並びに
毒物劇物取扱施設に対する監視指
導等を行う。さらに、薬物乱用防止、
献血推進、後発医薬品使用推進等
の啓発事業を行う。

○薬局及び店舗販売業等
の許可・監視指導
○市民向けお薬講座の実
施
○薬物乱用防止普及啓発
事業
○医薬品適正利用等啓発
事業

同左

健康危機事象対策事業
保健企
画課

大規模災害をはじめ、新型インフル
エンザや新型コロナウイルス感染
症、O-157等による集団食中毒、有
害物質等による健康被害など、市民
の健康・生命を脅かす健康危機事
象に対し、その予防、原因調査、拡
大防止及び医療機関の確保等につ
いて、地域の関係機関と連携しなが
ら適切な対応ができるよう、保健医
療調整本部開設訓練をはじめとする
各種訓練の実施や災害備蓄物品の
整備等を行う。

○保健医療調整本部開設
訓練の実施
○八尾市新型インフルエン
ザ等対策行動計画に基づく
対策の実施
○災害備蓄物品等の整備

同左 同左

同左 同左 360 継続

○人口動態調査
○病院報告
○医療施設調査
○国民生活基礎調
査
○医師・歯科医師・
薬剤師調査
○衛生行政報告例
○地域保健・健康
増進事業報告
○国民健康・栄養
調査（該当市のみ）
○社会保障・人口
問題基本調査（該
当市のみ）

3,510 継続

栄養改善指導事業
保健企
画課

給食開始・変更・廃止等の届出受
理・指導をはじめ、巡回指導などの
個別指導、立入検査、集団指導及
び喫食者等に対する食育の推進等
を実施する。

○特定給食施設等への巡
回等による指導
○特定給食施設等を対象と
した栄養改善にかかる研修
会の実施

同左

各種統計調査事業（保健衛
生関係）

保健企
画課

統計法や人口動態調査令等の関係
法令に基づき、厚生労働省が行う人
口動態調査を中心とした各種保健
統計の調査事務を行う。

○人口動態調査
○病院報告
○医療施設調査
○国民生活基礎調査
○衛生行政報告例
○地域保健・健康増進事業
報告
○国民健康・栄養調査（該
当市のみ）
○社会保障・人口問題基本
調査（該当市のみ）

○人口動態調査
○病院報告
○医療施設調査
○国民生活基礎調
査
○医師・歯科医師・
薬剤師調査
○衛生行政報告例
○地域保健・健康
増進事業報告
○国民健康・栄養
調査（該当市のみ）
○社会保障・人口
問題基本調査（該
当市のみ）

○人口動態調査
○病院報告
○医療施設調査
○国民生活基礎調
査　○患者調査
○受療行動調査
○衛生行政報告例
○地域保健・健康
増進事業報告
○国民健康・栄養
調査（該当市のみ）
○社会保障・人口
問題基本調査（該
当市のみ）

同左 同左 4,783 継続

同左 266,768 継続 ○

医事監視指導等事業
保健企
画課

医療法等の関係法令に基づき、病
院、診療所、助産所、施術所等の許
認可事務及び監視指導を行う。

○病院、診療所、助産所、
施術所等の許認可事務及
び監視指導

同左

感染症対策事業
保健予
防課

感染症対策事業では、感染症法の
理念に基づき、感染症の予防や拡
大防止対策に取り組み、公衆衛生
の向上及び増進を図っている。

○感染症予防に関する正し
い知識の普及啓発
○感染症の発生予防及び
まん延防止の対応
○感染症発生動向調査事
業の運営
○感染症診査協議会の運
営
○地域における感染症対策
のネットワーク構築
○感染症医療費公費負担
の実施

同左 同左

同左 同左 4,409 継続

同左 795,458 継続 ○

狂犬病予防事業
保健衛
生課

飼犬の登録及び狂犬病予防注射済
票の交付を行う。

○飼犬の登録
○狂犬病予防注射済票の
交付
○狂犬病予防集合注射の
実施
○広報・啓発の充実

同左

予防接種事業
健康推
進課

伝染のおそれがある疾病の発生及
びまん延を予防するため、予防接種
関係法令及び八尾市予防接種実施
要領に基づく予防接種事業を実施
する。

○予防接種法に基づく定期
接種の実施
○先天性風しん症候群予防
を目的とした費用助成事業
の実施（任意接種）
○広域連携(中河内)
○新型コロナウイルスワク
チン接種事業の実施

同左 同左

同左 1,699 継続健康教育事業
健康推
進課

生活習慣病の予防その他健康に関
する事項について、正しい知識の普
及を図るため、健康教育を実施す
る。また、特定健診等の各種健（検）
診や、保健指導、健康相談などを受
けた者のうち必要と認めるもの、ま
たは希望するものに対して、健康手
帳等を活用し、健康管理や適切な受
療行動を促す。

○生活習慣病予防等に関
する健康教育の実施
○障がい者（児）歯科予防
教室の実施
○健康手帳の活用を含む
健康に関する啓発の実施

同左 同左
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事務事業名
令和５年度計画
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9

10

11

12

13

14

15

16

17 同左 3,289 継続環境衛生防疫業務
環境事
業課

公共水路敷きや公園の雨水桝等に
発生する衛生害虫等の駆除や発生
抑制対策を実施する。

○蚊、ハエ等衛生害虫の防
除薬剤の散布等
○衛生害虫の防除薬剤の
地域等への配布

同左 同左

同左 同左 81,256 継続

同左 4,089 継続

小児慢性特定疾病対策事
業

保健予
防課

小児慢性特定疾病医療費助成制度
に基づき、申請受理、認定審査、給
付決定、助成金給付を行うとともに、
小児慢性特定疾病医療費支給の認
定を適正に行うため、小児慢性特定
疾病審査会の運営事務を行う。
また、小児慢性特定疾病児童や身
体障がい児等の医療的ケアを必要
とする児の相談支援を行う。

○医療費助成申請の受付
及び給付決定、医療費の支
払い
○指定医・指定医療機関等
の指定、監督の実施
○小児慢性特定疾病児童
や身体障がい児等の医療
的ケアの必要とする児の相
談支援

同左

精神保健事業
保健予
防課

精神疾患、アルコールや薬物依存
症等について、相談、知識の普及啓
発、研修等による人材育成、組織の
育成支援等の事業を実施する。

○こころの健康相談の実施
○普及啓発活動の実施
○関係機関研修等の実施

同左 同左

同左 同左 6,280 継続

同左 150 継続

難病対策事業
保健予
防課

指定難病と特定疾患の医療費助成
の申請の受理事務を行う。支援が
必要な難病患者に適切な在宅療養
が行えるよう、関係機関と連携し、
個別や集団支援を行う。また、難病
患者家族の在宅療養支援を目的
に、地域医療ネットワークの構築を
図る。

○指定難病、特定疾患に係
る医療給付申請受付
○指定難病患者等に対す
る訪問・相談支援事業の実
施
○在宅難病患者ケア推進
事業の実施

同左

地域保健医療等申請受付
進達事務

保健予
防課

被爆者援護事業申請受付、肝炎医
療費助成申請受付、石綿健康被害
救済給付申請受付を実施する。

○被爆者援護事業申請受
付
○肝炎医療費助成申請受
付
○石綿健康被害救済給付
申請受付
○肝がん・重症肝硬変治療
費医療助成事業申請受付

同左 同左

同左 同左 13,169 継続

同左 16,928 継続

動物愛護推進事業
保健衛
生課

動物愛護法に基づく動物の適正な
飼養にかかる啓発、飼えなくなった
犬･猫の引き取り等を行う。
飼い主のいない猫に対し、不妊・去
勢手術費用の一部を助成し、地域、
関係団体とともに不幸な命を増やさ
ない取り組みを推進する。

○野犬の捕獲及び犬猫の
引き取りの実施
○動物愛護啓発事業の実
施
○飼い主のいない猫に対す
る不妊・去勢手術費用の一
部助成の実施

同左

試験検査事業
保健衛
生課

食品衛生監視指導計画に基づき、
食品中の添加物や微生物の収去検
査を実施することで、衛生上の被害
発生を防止する。食中毒（疑い）発
生時には、患者及び施設調査を実
施し、迅速な検査で原因菌等を特定
することでその拡大と蔓延を防止す
る。公衆浴場等の水質検査を実施
し、指導の際の根拠とするとともに、
感染症の蔓延を防止する。家庭用
品はホルムアルデヒド等の検査を実
施し、健康被害の発生を防止する。

○収去検査、食中毒（疑い
事例を含む）の検査の実施
（検査実施機関は外部委
託）

同左 同左

同左 同左 1,841 継続

同左 2,032 継続

環境衛生監視指導事業
保健衛
生課

興行場、旅館、公衆浴場、理容所、
美容所、クリーニング所、温泉、専
用水道、遊泳場、特定建築物等の
環境衛生関係施設に関する許可、
届出、監視指導を行うとともに、家庭
用品の試買検査、住居衛生、衛生
害虫等に関する相談業務などを行
う。

○環境衛生関係施設の許
可及び立入検査の実施

同左

食品衛生監視指導事業
保健衛
生課

食品関係施設等の許可、届出業務
や監視指導の実施により、食品に起
因する食中毒の発生や異物混入等
の衛生上の危害の発生を防止する
とともに、食品衛生に関する正しい
知識の普及啓発を行うことにより、
市民の健康を確保する。

○食品営業施設の許可及
び立入検査の実施
○食品の収去検査の実施
○食品衛生講習会の開催

同左 同左
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18

21.地域医療体制の充実

1

2

3

4

5

6 同左 同左 0 継続

同左 ― 継続

かかりつけ医等の普及促進
保健企
画課

外来診療や寝たきり高齢者等に対
する在宅医療体制の充実を図るた
め、医師会等関係機関への要請を
行う。また、市民に対し、かかりつけ
医等の必要性について普及啓発を
行う。

○外来診療機能や寝たきり
高齢者等に対する在宅医
療体制の充実に向けた、医
師会等関係機関への協力
要請の実施
○市民に対するかかりつけ
医等の普及啓発の実施

同左

急性期医療の推進
企画運
営課

当院は公立病院として、八尾市民に
安全で良質な医療を提供する責務
を負っている。
特に八尾市の地域医療支援病院と
して、紹介・逆紹介の取り組みを進
めて、地域の医療機関との機能分
化による連携を推進するとともに、
PFIでの公民協働による効果を最大
限に発揮して、健全経営を維持しな
がら、急性期医療の推進を図る。

○紹介率・逆紹介率の向上
をめざした広報活動
○病診薬連携システムの運
用
○地域医療支援病院の承
認継続
○SPCとの協働によるPFI事
業の推進
○市立病院公開講座、健康
相談等の実施
○施設設備等の更新
○医療機器の更新
○八尾市立病院経営計画
（Ver.Ⅳ）の推進

同左 同左

同左 同左 ― 継続 ○ 20

同左 96,194 継続

政策医療の充実
企画運
営課

当院は公立病院として八尾市民に
安全で良質な医療を提供する責務
を負っている。
特に、民間病院では提供されにくい
不採算医療分野を政策医療として
担うことは、公立病院の使命であ
り、救急告示病院、地域がん診療連
携拠点病院及び地域周産期母子医
療センター等として、その充実を図
る。さらに、新型コロナウイルス感染
症への対応を確実に行う。

○24時間体制の救急医療
（内科・外科）及び小児救急
医療（輪番制（週２回））の提
供
○小児医療の提供
○周産期医療（産科・NICU）
の提供
○がん等の高度医療の推
進
○大規模災害及び健康危
機事象発生時における、市
保健所と連携した医療提供

同左

21,500 継続

休日急病診療事業
健康推
進課

市民の生命の安全確保のため、医
師会・歯科医師会・薬剤師会と連携
し、保健センターにおいて市内医療
機関の休診日に急病診療を行う。

○医師会・歯科医師会・薬
剤師会と連携し、保健セン
ターにて急病診療を実施
（市内医療機関の休診日）
○備品等の老朽化への対
応(買い替え)の実施

同左 同左

継続

地域医療体制確保推進事
業

保健企
画課

中河内医療圏における二次救急医
療体制及び小児初期救急医療体制
を確保する。また、民間医療機関の
救急告示病院の増設及び診療科目
の拡充を促進するため、国・府に対
して要望を行うほか、産科の開業促
進策について検討するとともに、産
科医療の確保について国・府に対し
て要望を行う。

○中河内医療圏における二
次救急医療体制の確保
○中河内医療圏における小
児初期救急医療体制の確
保
○民間医療機関の救急告
示病院の増設及び診療科
目の拡充促進に向けた国・
府への要望
○産科医療の確保に向け
た国・府への要望
○産科の開業促進策につ
いての検討

同左 同左 同左

地域保健対策推進事業
保健企
画課

地域の職域、各関係機関、医療機
関等との連携により情報の共有化を
図るとともに、それぞれが有する保
健医療資源の相互活用や体制整備
を行うことで、健康づくり事業の共同
実施を行う。

○中河内保健医療協議会
懇話会（在宅医療、救急、
精神医療）の開催
○中河内圏域脳卒中等地
域連携クリティカルパス検
討会や連絡会の開催
○受動喫煙防止対策事業
の実施
○地域職域推進事業（糖尿
病重症化予防検討会、たば
こ対策）の実施

同左 同左 同左 6,000

○計画の見直し
○八尾市自殺対策
推進計画の推進・
進捗管理
○自殺対策計画審
議会、自殺対策推
進会議の運営
○地域と連携した
ゲートキーパー養
成講座の実施
○八尾市自殺対策
相談支援事業「ここ
ろといのちの相談」
の実施
○講演会、リーフ
レットの作成等によ
る普及啓発の実施
○自殺未遂者相談
の強化

○次期八尾市自殺
対策推進計画の推
進・進捗管理
○自殺対策計画審
議会、自殺対策推
進会議の運営
○地域と連携した
ゲートキーパー養
成講座の実施
○八尾市自殺対策
相談支援事業「ここ
ろといのちの相談」
の実施
○講演会、リーフ
レットの作成等によ
る普及啓発の実施
○自殺未遂者相談
の強化

9,063 継続自殺対策推進事業
保健予
防課

自殺対策相談支援事業の充実及び
自殺対策計画審議会、自殺対策推
進会議による関係機関の相互の連
携や情報の共有を図ることにより、
総合的かつ効果的な自殺対策を推
進する。

○八尾市自殺対策推進計
画の推進・進捗管理
○自殺対策計画審議会、自
殺対策推進会議の運営
○地域と連携したゲート
キーパー養成講座の実施
○八尾市自殺対策相談支
援事業「こころといのちの相
談」の実施
○講演会、リーフレットの作
成等による普及啓発の実施
○自殺未遂者相談の強化

同左
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22.良好な生活環境の確保・地球環境の保全

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 同左 9,585 継続市営墓地の管理運営
環境施
設課

市立墓地の管理運営を行う。

○市立墓地の管理運営
○墓地使用実態調査の実
施
○墓埋法関連の証明書等
の発行

同左 同左

同左 同左 5,065 継続

同左 200 縮小

公衆トイレの管理運営
環境施
設課

近鉄八尾駅高架下等の各公衆トイ
レの維持・管理を行う。

○公衆トイレの維持・管理
○公衆トイレの今後の運用
に係る検討・調整

同左

八尾市柏原市火葬場組合
の管理運営

環境施
設課

八尾市柏原市火葬場組合の関係業
務を行う。
（施設については、二俣墓地の管理
運営を行う。）

○二俣墓地の管理運営
○一部事務組合運営方法
の検討

同左 同左

同左 同左 96,234 継続

同左 60 継続

斎場の管理運営
環境施
設課

市立斎場の管理運営を行う。 ○斎場の管理運営 同左

納骨堂の管理運営
環境施
設課

市立納骨堂の管理運営を行う。 ○納骨堂の管理運営 同左 同左

同左 同左 167 継続

○総会を開催し、
委員を委嘱
○申請があれば、
事件を担当する委
員を選任し、和解
の仲介または調停
委員会を開催

336 継続

あき地の適正管理業務
環境事
業課

適正な管理がなされていないあき地
管理者（所有者等）に対し、調査のう
え指導等を行う。

○適正な管理がなされてい
ないあき地管理者に対し、
雑草や不法投棄物の除去、
柵・立札の設置等必要な措
置をとるよう指導・勧告
○草刈機の貸出

同左

生活環境紛争処理制度の
運用

環境保
全課

市域内における市民の良好な生活
環境の確保に係る紛争について、和
解の仲介及び調停の制度を設ける
ことにより、その迅速かつ適正な解
決を図り、住みよい生活環境の実現
に寄与することを目的とする。

○申請があれば、事件を担
当する委員を選任し、和解
の仲介または調停委員会を
開催

○総会を開催し、
委員を委嘱
○申請があれば、
事件を担当する委
員を選任し、和解
の仲介または調停
委員会を開催

○申請があれば、
事件を担当する委
員を選任し、和解
の仲介または調停
委員会を開催

同左 同左 1,555 継続

同左 14,908 継続

環境総合計画推進事業
環境保
全課

八尾市環境総合計画の基本方針に
沿って環境施策を実施するととも
に、市民・事業者・行政など多様な
主体が連携し、具体的な取り組みを
推進する。

○環境施策の推進
○環境総合計画に基づく事
業実施
○環境総合計画に基づく施
策の進捗状況の取りまとめ
とその評価及び公表
○環境審議会の運営

同左

3,411 継続

産業廃棄物適正処理推進
事業

産業廃
棄物指
導課

産業廃棄物の適正処理に向けて、
事業者の監視、指導及び許可等を
実施する。

○産業廃棄物処理業に係
る許可
○産業廃棄物関連事業者
からの申告、届出等の受理
○産業廃棄物関連事業者
に対する監視、指導、立入
検査、報告徴収、命令の発
出
○使用済自動車の再資源
化等に関する法律に係る事
業者の登録、許可及び指
導、命令の発出
○ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進に
関する特別措置法に係る届
出の受理、立入検査、報告
徴収、命令の発出

同左 同左

継続

生活排水対策の推進
環境保
全課

本市は、生活排水対策重点地域の
指定を受けたことにより、生活排水
対策推進計画に基づいて河川等の
水質汚濁改善に向けた啓発などの
取り組みを実施している。
また、浄化槽法に基づき、浄化槽管
理者に対し、維持管理や保守点検、
定期検査等の使用上の管理を徹底
させるとともに、監視・指導・啓発活
動等を実施する。また、浄化槽保守
点検業者の登録等を行う。

○生活排水対策に係る啓
発の推進
○市内河川等の水質測定・
評価
○地域実践活動等の支援
○浄化槽の設置届などの
受理
○浄化槽の設置などに係る
立入検査
○維持管理や法定検査等
の受検率向上のための啓
発
○浄化槽保守点検業者の
登録

同左 同左 同左

大気・水質・騒音等に係る
規制及び監視

環境保
全課

環境悪化の防止を図るため、公害
関係法令に基づき、市域の大気・水
質環境、騒音等の状況を継続して監
視、測定する。
また、公害の未然防止を図るため、
公害関係法令、大阪府生活環境の
保全等に関する条例及び八尾市生
活環境の保全と創造に関する条例
に基づき、工場・事業場等に対して
発生源の規制、監視、指導、啓発活
動等を実施する。

○環境の監視（大気汚染常
時監視、有害大気汚染物
質、アスベスト、ダイオキシ
ン類（大気･水質）、公共用
水域等水質、環境騒音）の
実施、調査結果の公表
○工場・事業場等の監視、
指導（典型７公害）
○法、条例による規制、指
導、啓発
○アスベスト対策の実施
○屋外燃焼行為の監視、指
導
○ダイオキシン類対策の実
施

同左 同左 同左 46,380
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12

13

14

15

16

17

18

19

20 同左 同左 1,314 継続

同左 6,520 継続

環境美化活動推進事業
環境保
全課

散乱ごみや不法屋外広告物のない
快適で美しいまちづくりを推進する
ため、「八尾をきれいにする運動推
進本部」を中心に、市民や事業者と
協力し、啓発・実践活動を行う。

○市民や市民団体、事業者
とともに、環境美化啓発・清
掃活動の推進
○地域清掃への支援
○清掃道具購入費補助
○美化功労者への表彰
○環境美化意識の醸成
○市民と事業者との連携

同左

路上喫煙対策事業
環境保
全課

路上喫煙者の状況把握、啓発活
動、条例違反者に対する直接的な
指導を行うことで市民の理解を深
め、路上喫煙マナーの向上を図る。

○路上喫煙マナー向上推
進エリアを位置付けた上で
の地域活動の支援
○路上喫煙マナー向上推
進員による啓発活動の支援
と促進
○路上喫煙啓発指導員に
よる条例違反者に対する指
導の強化
○路上喫煙禁止区域拡大
と域内喫煙所の設置におけ
る庁内外の調整と実施

同左 同左

同左 同左 344 継続

同左 4,911 継続 ○

環境マネジメント推進事業
環境保
全課

市の実施する事務事業における環
境配慮及び環境保全に関する行動
を適切に実行するため、全庁的(水
道局・市立病院・指定管理者・小･中
学校・義務教育学校を除く)に八尾市
環境マネジメントシステムを構築し
推進する。また市内事業者に環境マ
ネジメントシステムの普及啓発を図
る。

○環境マネジメントシステム
の管理・運用と内部監査の
実施
○職員に対する研修・啓発
○市内事業者の環境マネジ
メントシステム構築への支
援

同左

チャレンジやお推進事業
環境保
全課

八尾市地球温暖化対策実行計画に
基づき、目標を達成するため具体的
な対策・施策を市民・事業者・行政
等の多様な主体とのパートナーシッ
プにより、2050年までに二酸化炭素
排出量実質ゼロをめざし取り組んで
いく。また、八尾市役所も市内の一
事業者として建物の省エネ改修等を
はじめとした地球温暖化対策を実施
する。

○「八尾市地球温暖化対策
実行計画」の進行管理
○市民や事業者、行政で構
成されている協議会の運営
○地球温暖化対策推進の
ため、啓発活動や環境教育
を推進
○省エネ設備の導入など地
球温暖化対策、省エネル
ギー・省資源化への取り組
み
○公共施設等の太陽光発
電設備等の設置推進
○八尾市職員の意識向上
を目的とした研修・啓発活
動の実施
○脱炭素型まちづくり（ゼロ
カーボンシティやお）の実現
に向けたプラットフォームづ
くりを推進

同左 同左

同左 同左 271 継続

同左 420 継続

環境教育・啓発推進事業
環境保
全課

市民等が環境の保全と創造につい
て関心と理解を深め自主的な活動
を促進するため、環境教育・学習、
啓発活動を推進する。また、市民等
が行う環境保全活動を支援し指導
者の育成を図る。

○環境パネル展、キャン
ペーン等の開催
○啓発ちらし等の作成・配
布
○学校の環境教育や市民
等による環境保全活動への
支援
○環境情報の提供

同左

環境影響評価制度の運用
環境保
全課

環境影響評価及び事後調査の手続
その他必要な事項を定めることによ
り、土地の形状の変更、工作物の新
設その他環境に著しい影響を及ぼ
すおそれのある事業に係る環境の
保全について適正な配慮がなされる
ことを確保し、もって市民の健康で
快適な生活の確保に資することを目
的とする。

○事業者より対象事業の書
類の提出があれば、必要に
応じて環境影響評価委員会
を開催

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 56,423 継続

合特法の趣旨に基づく合理
化の検討

環境施
設課

下水道の整備等に伴う一般廃棄物
処理業等の合理化に関する特別措
置法（合特法）の趣旨に基づき、各
市町村の事例等を参考に研究し、
合理化の検討及び支援策を実施す
る。

○合特法の趣旨に基づく合
理化の支援策の実施

同左

し尿収集体制の整備
環境施
設課

し尿の効果的・効率的な収集を行う
ため、２週間に１回の定期収集、臨
時汲み取り等を実施する。

○し尿の汲み取り 同左 同左

同左 同左 0 継続
墓地、納骨堂、火葬場の経
営許可等に係る事務

環境施
設課

墓地、納骨堂及び火葬場の経営許
可や変更等に係る事務を行う。

○墓地、納骨堂、火葬場の
経営許可等に係る事務

同左
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21

22

23

24

25

26

27

28

29 同左 114,406 継続ごみ収集運搬業務
環境事
業課

８種分別収集を効率的に実施する。

○８種分別収集を定曜日に
て実施
○粗大ごみ・臨時ごみ・リサ
イクル家電の収集を申込み
制により実施
○収集作業時における排出
指導や啓発の実施
○ふれあい収集の実施
○カラス被害対策にかかる
調査・啓発の実施
○計画的な収集車両更新
の実施
○塵芥車等の定期的な整
備と適宜な修繕対応

同左 同左

同左 同左 20,539 継続

同左 313 継続

リサイクルセンター学習プラ
ザの管理運営事業

環境施
設課

ごみの３Ｒ（発生抑制、再使用、再生
利用）の推進拠点として環境学習な
どをテーマとした講座や廃棄物のリ
サイクル体験をはじめとした各種イ
ベントの開催の他、社会見学の受入
や市民活動の支援等を行う。

○指定管理期間の一年間
延長
○新やお改革プランを受け
て、次年度以降の運営方法
の検討を実施

○令和３年度（2021
年度）に検討した方
法に基づき管理運
営を実施

環境啓発（教育）事業
環境事
業課

市内の学校園やリサイクルセンター
において、ごみ収集に関する紙芝居
や塵芥車を使用したごみ収集疑似
体験等を行う出前講座を実施する。
地域行事等においては、啓発キャラ
クターを活用したごみの３Ｒに関する
啓発活動等を実施する。

○市内の学校園やリサイク
ルセンターにおける環境教
育の実施
○地域行事において啓発
キャラクターの活用等によ
る３Ｒの啓発活動の実施

同左 同左

○事業系一般廃棄
物の収集運搬業許
可及び、再生輸送
業指定の更新に向
けた八尾市一般廃
棄物処理業審査委
員会の開催
○展開検査の実施
○許可業者及び指
定業者に対する指
導・監督
○排出事業者に対
する適正排出及び
リサイクルの啓発・
指導

○事業系一般廃棄
物の収集運搬業許
可及び、再生輸送
業指定の更新
○展開検査の実施
○許可業者及び指
定業者に対する指
導・監督
○排出事業者に対
する適正排出及び
リサイクルの啓発・
指導

1,761 継続

同左 728 継続

事業系一般廃棄物減量・適
正処理等推進事務

資源循
環課

事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）
ごみ）収集運搬業許可制度及び、事
業系一般廃棄物再生輸送業指定制
度の運用を行うとともに、許可車両
に対する展開検査を通じて許可業
者・排出事業者への搬入不適物等
の指導を行い、事業系一般廃棄物
の減量化と適正処理を推進する。

○事業系一般廃棄物の収
集運搬業許可及び、再生輸
送業指定の更新に向けた
八尾市一般廃棄物処理業
審査委員会の開催
○展開検査の実施
○許可業者及び指定業者
に対する指導・監督
○排出事業者に対する適
正排出及びリサイクルの啓
発・指導

○事業系一般廃棄
物の収集運搬業許
可及び、再生輸送
業指定の更新
○展開検査の実施
○許可業者及び指
定業者に対する指
導・監督
○排出事業者に対
する適正排出及び
リサイクルの啓発・
指導

生ごみ処理対策事業
資源循
環課

家庭用電動生ごみ処理機・生ごみ
堆肥化容器（コンポスト）購入に係る
助成を行うとともに、生ごみ堆肥化
ぼかし容器を貸与する。

○電動生ごみ処理機・生ご
み堆肥化容器（コンポスト）
購入に係る助成及び生ごみ
堆肥化ぼかし容器の貸与
○電動生ごみ処理機の普
及に向けた販売店との連携

同左 同左

同左 同左 18,881 継続

同左 167,620 継続

粗大ごみ戸別収集事業
環境事
業課

事務の効率化の観点から、粗大ご
み、臨時ごみ、リサイクル家電（冷蔵
庫・冷凍庫、エアコン、テレビ［ブラウ
ン管式・液晶式・プラズマ式］、洗濯
機・乾燥機）の申込受付業務を委託
するとともに、電算システムを活用し
て戸別収集を実施する。併せて、粗
大ごみ等の不法投棄対策を実施す
る。

○粗大ごみ、臨時ごみ及び
リサイクル家電の電話予約
制による有料戸別収集
○不法投棄対策の取り組
みの実施

同左

指定袋等による分別収集事
業

資源循
環課

ごみの減量・資源化の推進を図るた
め、指定袋による分別収集を行う。

○指定袋を製作し、各世帯
に無料配付
○指定袋による分別排出の
啓発

同左 同左

同左 同左 38,641 継続

同左 4,576 継続

有価物集団回収推進事業
資源循
環課

ごみの減量・資源化の推進を図るた
め、有価物集団回収実施団体に対
して、各種再生資源の回収量に応
じ、奨励金の交付等を行う。

○奨励金の交付
○集団回収の紙ひも配付
○資源化可能な紙類の再
資源化の啓発
○雑がみ分類表の配布

同左

一般廃棄物処理基本計画
（ごみ編）推進事業

資源循
環課

一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）
に基づく取り組みを推進することに
より、ごみの減量・資源化を進めると
ともに、基本計画に掲げる目標達成
をめざす。

○一般廃棄物処理基本計
画（ごみ編）に基づく各種施
策の展開
○一般廃棄物処理基本計
画（ごみ編）の進捗状況と事
業効果の検証
○ごみ減量推進員との連携
の推進
○ごみ減量推進員との意見
交換を踏まえて出された新
たな取り組みの実施
○警察、地域住民との連携
及び抜き取り行為に対する
指導の計画的実施
○効果的な指導手法の実
施

同左 同左
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30

31

32

33

34

23.つながり・支え合う地域福祉のしくみづくり

1

2

3

4

5

6

○指定管理者によ
る管理運営
○次期指定管理者
の選定

○指定管理者によ
る管理運営 47,733 継続

同左 47,787 継続

社会福祉会館管理運営業
務

地域福
祉政策
課

八尾市立社会福祉会館の維持管
理、補修及び会館での事業運営を
行う。

○指定管理者による管理運
営

同左

在宅福祉サービスネット
ワークセンター管理運営業
務

地域福
祉政策
課

八尾市在宅福祉サービスネットワー
クセンターの施設の維持管理、補修
及び事業運営を行う。

○指定管理者による管理運
営
○施設の今後のあり方につ
いて検討

○指定管理者によ
る管理運営
○施設の今後のあ
り方について方針
決定

○方針に基づき実
施

同左

○重層的支援体制
への移行
○八尾市版「断らな
い相談」体制の確
立

34,641 拡大 ○

同左 119,474 継続

多機関連携ネットワーク推
進事業

地域福
祉政策
課

制度や組織に縛られない、国が示す
「断らない相談支援」を実現するた
めに、介護、障がい、子育て、生活
困窮などの複雑化・複合化した課題
を抱えた世帯を関係機関で連携して
支えるしくみづくりを行う。

○重層的支援体制への移
行準備
○つなげる支援室の設置
○福祉生活相談支援事業
の実施
○専門職研修の実施

○重層的支援体制
への移行準備
○福祉生活相談支
援事業の充実
○専門職人材育成
プログラムの実施
○相談支援体制の
再構築

14,959 継続

社会福祉協議会との連携
強化

地域福
祉政策
課

地域福祉の推進を図るため、共助
の中心的な担い手である社会福祉
協議会と連携し、地域福祉活動に対
して、社会福祉協議会と一体となっ
て支援の取り組みを進める。

○補助金交付（・八尾市社
会福祉協議会運営費補助
金・八尾市小地域ネットワー
ク活動推進事業補助金・八
尾市日常生活自立支援事
業推進補助金・八尾市ボラ
ンティア活動振興事業補助
金・八尾市社会福祉関係団
体育成事業補助金・八尾市
社会福祉関係団体事務局
事業補助金・八尾市権利擁
護推進事業補助金）

同左 同左

継続

市立共同浴場管理運営事
業

地域福
祉政策
課

市立共同浴場錦温泉の維持管理、
補修及び事業運営を行う。

○指定管理者による管理運
営
○西郡のまちづくり全体の
協議を踏まえ、管理運営の
方針を検討、決定

同左

○指定管理者によ
る管理運営
○西郡のまちづくり
全体の協議を踏ま
え、管理運営の方
針を検討、決定
○次期指定管理者
の公募

○指定管理者によ
る管理運営
○西郡のまちづくり
全体の協議を踏ま
え、管理運営の方
針を検討、決定

地域福祉計画推進事業
地域福
祉政策
課

地域福祉を推進するため、八尾市
地域福祉計画を策定し、社会福祉
協議会と連携し、計画の推進を行
う。さらに、社会福祉法第７条に基づ
き、八尾市社会福祉審議会を設置
し、福祉計画全体の方向性や社会
福祉に関する事項を調査審議する。
また、学識経験者や社会福祉を目
的とする団体の代表者、公募市民な
どで構成される専門分科会で地域
福祉計画の関連する取り組みの進
捗状況の把握や検証・評価を行う。

○社会福祉審議会専門分
科会の開催（第４次計画推
進、進捗管理）
○社会福祉審議会本審の
開催

同左 同左 同左 446

○許可業者の指
導・監督
○許可の更新

○許可業者の指
導・監督

0 継続

同左 308,786 継続

一般廃棄物（浄化槽汚泥）
収集運搬業及び浄化槽清
掃業の許可

環境施
設課

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律及び浄化槽法の規定に基づき収
集・運搬及び清掃の許可に係る事
務を行う。

○許可業者の指導・監督
○許可の更新

○許可業者の指
導・監督

リサイクルセンター管理運
営事業

環境施
設課

一般廃棄物（粗大ごみ、複雑ごみ、
資源物、容器包装プラスチック、ペッ
トボトル、簡易ガスボンベ・スプレー
缶）の中間処理施設の管理運営を
行い、併せてリサイクルに関する事
業を推進する。

○リサイクルセンターの管
理運営
○一般廃棄物の搬入許可・
手数料徴収事務

同左 同左

同左 同左 45,794 継続

同左 863,666 継続

一般廃棄物最終処分場の
管理運営

環境施
設課

一般廃棄物（埋立ごみ）の最終処分
施設の管理運営を行う。

○一般廃棄物最終処分場
の管理運営
○一般廃棄物の搬入許可・
手数料徴収事務
○剪定枝（植木等）リサイク
ル事業の整備・方針検討

○一般廃棄物最終
処分場の管理運営
○一般廃棄物の搬
入許可・手数料徴
収事務
○剪定枝（植木等）
リサイクル事業の
運営

一般廃棄物の処理に係る
広域連携事業

資源循
環課

ごみの焼却処理について、大阪市、
八尾市、松原市、守口市の４市で構
成された一部事務組合である大阪
広域環境施設組合を運営し、広域
処理体制を維持する。

○構成市の連携による広域
的なごみ処理システムの運
用
○構成市としてごみ焼却処
理事業に参画（運営協議会
への参加など）

同左 同左

同左 同左 6,534 継続
フェニックス計画整備促進
事業

資源循
環課

大阪湾圏域の廃棄物の長期安定的
な適正処理を図るため、近畿圏内各
都市が参画する大阪湾圏域広域処
理場整備事業（大阪湾フェニックス
計画）の促進に努め、焼却残渣の埋
立処分地の確保と適正処理を図る。

○本市の焼却ごみから生じ
た焼却残渣を大阪湾圏域
広域処理場へ搬入
○本市の計画搬入量の応
じて建設工事費を負担

同左
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 同左 同左 2,354 継続

同左 18,756 継続

社会福祉協議会ボランティ
アセンターの充実･強化

地域福
祉政策
課

八尾市社会福祉協議会ボランティア
センターの運営に必要な支援を行う
とともに成果向上のための協議や助
言を行う。

○ボランティア活動振興事
業補助金の交付

同左

小地域ネットワーク推進事
業

地域福
祉政策
課

社会福祉協議会に対して、その構成
団体である地区福祉委員会の小地
域ネットワーク活動に対する補助金
を交付することで、社会福祉協議会
が地域福祉推進の中核的機関とし
ての機能を十分に発揮できるよう支
援する。

○小地域ネットワーク活動
推進事業補助金の交付

同左 同左

○推薦会の開催
○補助金等の交付
○民生委員・児童
委員大会の実施

同左 27,991 継続

同左 0 継続

民生委員・児童委員事務
地域福
祉政策
課

八尾市民生委員推薦会として八尾
市域を担当する民生委員・児童委
員、主任児童委員の推薦を行う。
委嘱に伴う必要物品の配布や、民
生委員・児童委員の研修を行う。
八尾市では八尾市民生委員児童委
員協議会が設置されており、その活
動も支援する。
民生委員・児童委員大会の実施。

○推薦会の開催
○補助金等の交付
○民生委員・児童委員大会
の実施

○推薦会の開催
○補助金等の交付
○民生委員・児童
委員大会の実施
○委嘱状伝達式
(一斉改選）の実施

遺族会事務（団体事務局）
地域福
祉政策
課

遺族会庶務事務を行う。
○八尾市遺族会活動に対
する支援

同左 同左

同左 同左 6,076 継続

同左 190 継続

地域福祉推進基金活用事
業

地域福
祉政策
課

地域福祉推進基金を活用して、市民
グループ、NPO等から地域福祉推進
のための活動提案を募集し、活動に
対して助成することで、住民福祉活
動の促進及び住民団体同士のネッ
トワークの構築を図る。

○地域福祉推進基金事業
活用団体助成事業の実施

同左

指定障害福祉サービス事業
者等の指定等に係る事務
（障がい者福祉関係）

福祉指
導監査
課

指定障害福祉サービス事業者等、
指定一般相談支援事業者、指定特
定相談支援事業者、指定障害児通
所支援事業者及び指定障害児相談
支援事業者の指定等の事務を行
い、あわせてそれらの施設等に対す
る指導監査等の事務を行う。

○指定障害福祉サービス事
業者の指定等
○指定特定相談支援事業
者、指定障害児相談支援事
業者、指定一般相談支援事
業者の指定等
○指定障害児通所支援事
業者の指定等
○指定障害福祉サービス事
業者、指定特定相談支援事
業者、指定一般相談支援事
業者、指定障害児通所支援
事業者の業務管理体制の
整備に関する届出受理等

同左 同左

同左 同左 22 継続

同左 1,030 継続

保育施設等の認可申請等
に係る事務（児童福祉関
係）

福祉指
導監査
課

児童福祉施設(助産施設、母子生活
支援施設、保育所、認定こども園、
児童館）、家庭的保育事業の設置認
可等、認可外保育施設及び放課後
児童育成事業の届出受理等の事務
を行い、あわせてそれらの施設等に
対する指導監査等の事務を行う。

○児童福祉施設（助産施
設、母子生活支援施設、保
育所、児童館）、家庭的保
育事業の設置認可等
○認可外保育施設、放課後
児童健全育成事業等の届
出受理等
○認定こども園の認定等

同左

社会福祉法人の設立認可
等に係る事務（社会福祉事
業関係）

福祉指
導監査
課

社会福祉法人の設立認可及び社会
福祉事業開始の届出受理等の事務
を行うとともに、社会福祉法人に対
する指導監査等の事務を行う。

○社会福祉法人の設立認
可等
○社会福祉事業開始の届
出受理等
○社会福祉法人設立認可
等審査会の開催
○社会福祉法人等に対す
る指導監査に関する説明会
の開催

同左 同左

同左 同左 205 継続

同左 8,036 拡大 ○

指定居宅サービス事業者等
の指定等に係る事務（高齢
者福祉関係）

福祉指
導監査
課

指定居宅サービス事業者等の指定
等、指定地域密着型サービス事業
者等の指定等、特別養護老人ホー
ム等の設置認可等、老人デイサー
ビスセンター及び有料老人ホーム設
置届等の受理等の事務を行い、あ
わせてそれらの事業者等に対する
指導監査等の事務を行う。

○指定居宅サービス事業者
等の指定等
○介護保険施設等の指定
等
○指定地域密着型サービス
事業者等の指定等
○介護予防・生活支援サー
ビス事業者等の指定等
○特別養護老人ホーム等
の設置認可等
○老人デイサービスセン
ター等設置の届出受理等
○有料老人ホーム設置届
等の受理等

同左

権利擁護推進事業
地域福
祉政策
課

八尾市成年後見制度利用促進計画
（地域福祉計画と一体的に策定）に
基づき、権利擁護支援の地域連携
ネットワークを構築する。八尾市社
会福祉協議会権利擁護センターを
中核機関として、専門職団体、関係
機関が連携協力する「協議会」を設
置運営し、「（支援）チーム」を支援す
るしくみづくりを行う。
　また、権利擁護支援が必要な人が
ますます増加することに対応するた
め、市民として地域で後見活動を行
う「市民後見人」の養成や活動支援
を行う。

○権利擁護支援の地域連
携ネットワークの構築
○協議会と中核機関の設
置運営
○市民後見人の後見業務
の支援
○市民後見人養成支援
○市社協法人後見実施の
支援
○八尾市成年後見制度利
用促進計画の推進

○地域連携ネット
ワークによる権利
擁護の推進
○協議会と中核機
関の運営
○市民後見人の後
見業務の支援
○市民後見人養成
支援
○市社協法人後見
実施の支援
○八尾市成年後見
制度利用促進計画
の推進

同左
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令和４年度計画
（2022年度）

17

18

19

20

21

22

24.高齢者が安心して暮らし続けられる社会の実現

1

2

3

4 同左 同左 2,484 継続

同左 1,350 継続

敬老祝寿等関係事業
高齢介
護課

高齢者保健福祉月間に関連して、
様々な敬老事業を行う。

○高齢者保健福祉月間に
「金婚式・長寿を祝う会」な
どの各種行事を実施
○地区開催の敬老祝寿式
への支援
○市内最高齢者の訪問
○厚生労働省の百歳高齢
者記念事業に係る記念品
の贈呈

同左

9,000 継続

高齢者ふれあい農園事業
高齢介
護課

農園の整備を行い、農園活動を支
援するとともに、地域の児童・生徒
等とのふれあい交流活動を推進す
る。

○農園活動への支援
○入園者の募集
○未入園区画に対する対
応の検討

同左 同左

継続

高齢クラブ活動助成事業
高齢介
護課

高齢クラブ連合会及び単位クラブの
活動に対して助成金を交付するとと
もに各種クラブ活動の支援を行う。

○高齢クラブ連合会事業に
対する支援
○高齢クラブ活動助成金の
交付

同左 同左 同左

シルバー人材センター事業
高齢介
護課

公益社団法人八尾市シルバー人材
センターに補助金を交付し、当該事
業の目的達成に向けた支援をする。

○公益社団法人シルバー
人材センターへの補助金の
交付による、当該事業の目
的達成に向けた支援
○事務所の整備計画の検
討
○新しい事業の創出に向け
た支援

○公益社団法人シ
ルバー人材セン
ターへの補助金の
交付による、当該
事業の目的達成に
向けた支援
○新しい事業の創
出に向けた支援

同左 同左 40,297

○避難行動要支援
者名簿の作成
○名簿掲載者に対
する個人情報提供
に関する同意確認
と個別避難計画作
成
○実効性のある避
難支援
○災害時要配慮者
支援の地域説明会
実施

同左 0 拡大 ○ 15

同左 9,056 拡大 ○ 15

災害時要配慮者支援事業
障害福
祉課

「八尾市災害時要配慮者支援指針」
に沿って、避難行動要支援者名簿を
作成するとともに、地域団体等関係
機関との情報共有など、地域と連携
した要配慮者支援体制の整備を図
る。
また、当該支援と関係して、民間の
社会福祉施設の役割について協議
を行い、円滑な避難の確保を図るた
め連携を行う。

○避難行動要支援者名簿
の作成
○名簿掲載者に対する個
人情報提供に関する同意
確認と個別避難計画作成
○実効性のある避難支援
○災害時要配慮者支援の
地域説明会実施

○避難行動要支援
者名簿の作成
○名簿掲載者に対
する個人情報提供
に関する同意確認
と個別避難計画作
成
○実効性のある避
難支援
○災害時要配慮者
支援の地域説明会
実施
○情報共有方法の
再構築

災害時要配慮者支援事業
高齢介
護課

「八尾市災害時要配慮者支援指針」
に沿って、避難行動要支援者名簿を
作成するとともに、地域団体等関係
機関との情報共有など、地域と連携
した要配慮者支援体制の整備を図
る。
また、当該支援と関係して、民間の
社会福祉施設の役割について協議
を行い、円滑な避難の確保を図るた
め連携を行う。

○避難行動要支援者名簿
の作成
○名簿掲載者に対する個
人情報提供に関する同意
確認と個別避難計画作成
○実効性のある避難支援
○災害時要配慮者支援の
地域説明会実施

○避難行動要支援
者名簿の作成
○名簿掲載者に対
する個人情報提供
に関する同意確認
と個別避難計画作
成
○実効性のある避
難支援
○災害時要配慮者
支援の地域説明会
実施
○情報共有方法の
再構築

○避難行動要支援
者名簿の作成
○名簿掲載者に対
する個人情報提供
に関する同意確認
個別避難計画作成
○実効性のある避
難支援
○災害時要配慮者
支援の地域説明会
実施

同左 同左 0 拡大 ○ 15

同左 41 継続

災害時要配慮者支援事業
地域福
祉政策
課

平常時からの声掛けや見守りを通じ
た地域でのつながりづくりを進め、
災害時の支え合いにもつながるよ
う、支援を必要とする人の把握や見
守り活動の充実に取り組む。

○地域における見守りネッ
トワークの充実・強化
○同意者リストの地域での
活用支援及び同意確認書
未返送者の実態把握
○モデル地区において、地
区防災計画の策定と連携し
た避難行動の実効性を高
めるための取り組み

○地域における見
守りネットワークの
充実・強化
○同意者リストの
地域での活用支援
及び同意確認書未
返送者の実態把握
○地域や関係機関
と連携した避難行
動の実効性を高め
るための取り組み

福祉有償運送関係事務
地域福
祉政策
課

道路運送法第79条の２に基づく福祉
有償運送を行いたい事業者が登録
申請を陸運支局に行うために必要と
なる申請書類を大阪府中部ブロック
福祉有償運送運営協議会で協議が
整うように助言や相談等を行うととも
に運営協議会構成市の担当課とし
て必要な事務を行う。また、福祉有
償運送を利用したいと考えている移
動制約者に対して情報提供を行う。

○福祉有償運送協議会へ
の参加
○福祉有償運送利用希望
者への情報提供

同左 同左

同左 同左 479 継続

同左 245 継続

戦傷病者、戦没者遺族等の
援護事務

地域福
祉政策
課

特別給付金、特別弔慰金の受付、
国債の交付事務を行う。
戦没者追悼式を実施する。

○特別給付金、特別弔慰金
関係事務
○戦没者追悼式の実施
○国債の交付事務

同左

福祉人材養成事業
地域福
祉政策
課

社会福祉施設及び地域の担い手の
人材不足解消に向け、有資格者は
もとより、福祉に関心のある市民に
対し、興味や関心度に応じた支援を
行うことで人材を掘りおこし、福祉現
場や地域のニーズにつながるよう取
り組む。

○福祉人材確保・定着のた
めの研修会やイベント等の
実施

同左 同左
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 同左 100 継続
生活管理指導短期宿泊事
業

高齢介
護課

養護老人ホームを活用して一時的
に宿泊させ、生活習慣等の指導を
行うとともに体調調整を図る。

○短期宿泊事業の実施 同左 同左

同左 同左 3,667 継続

同左 240 継続

高齢者住宅等安心確保事
業【特別会計】

高齢介
護課

高齢者に配慮した住宅（大阪府営住
宅シルバーハウジング）に生活指導
員を派遣し、安否の確認、緊急時の
対応等の福祉サービスの提供を行
う。

○生活援助員の派遣(常
駐）

同左

訪問理容助成事業
高齢介
護課

在宅で疾病等の理由により理容院
に出向くことが困難な高齢者等に対
して訪問理容サービスを実施する。

○訪問理容の実施 同左 同左

○街かどデイハウ
スの運営支援
○総合事業の通所
型サービスへの移
行（３か所）

同左 32,215 継続

○社会福祉審議会
高齢者福祉専門分
科会の開催
○給付実績の分析
○第９期計画の進
行管理

1,722 継続

街かどデイハウス支援事業
高齢介
護課

地域の高齢者の身近な介護予防拠
点及び日中の居場所として、住民参
加型非営利団体等による柔軟でき
め細やかなサービスの提供に対して
補助金を交付する。

○街かどデイハウスの運営
支援
○第８期計画に基づき運営
団体との調整

○街かどデイハウ
スの運営支援
○総合事業の通所
型サービスへの移
行（４か所）

高齢者保健福祉計画及び
介護保険事業計画推進事
業【一般会計・特別会計】

高齢介
護課

老人福祉法及び介護保険法に基づ
き、本市における高齢者の保健・福
祉分野及び介護保険事業における
目標設定や取り組みの方向性を計
画の中で位置づけし、策定した計画
に基づき各施策を実施する。

○社会福祉審議会高齢者
福祉専門分科会の開催
○給付実績の分析
○第８期計画の進行管理

○社会福祉審議会
高齢者福祉専門分
科会の開催
○給付実績の分析
○実態調査の実施

○社会福祉審議会
高齢者福祉専門分
科会の開催
○給付実績の分析
○次期計画の策定

同左 同左 759,928 拡大

同左 3,895 拡大

介護予防・生活支援サービ
ス事業【特別会計】

高齢介
護課

介護保険の予防給付のうち、訪問
介護・通所介護について、地域の実
情に応じ、住民主体の取り組みを含
めた多様な主体による柔軟な取り組
みにより、効果的かつ効率的にサー
ビスを提供できるよう、地域支援事
業として実施する。

○訪問型・通所型サービス
（従前相当サービス、訪問
型サービス（基準緩和）、訪
問型サービスB、通所型
サービス（短期集中））の実
施
○多様なサービスの充実に
向けた検討、実施

○訪問型・通所型
サービス（従前相当
サービス、訪問型
サービス（基準緩
和）、訪問型・通所
型サービスB、通所
型サービス（短期集
中））の実施
○多様なサービス
の充実に向けた検
討、実施
○街かどデイハウ
スを通所型サービ
スとして実施

介護予防普及啓発事業【特
別会計】

高齢介
護課

介護予防の啓発を目的としたイベン
トの開催やパンフレットの作成・配布
を行うほか、認知症予防等をテーマ
とした教室を開催する。また、河内
音頭健康体操やノルディックウォー
キング等による介護予防活動を身
近な地域で自主的に行うグループを
支援する。社会参加を通じた介護予
防の推進を図るため、介護支援ボラ
ンティア制度を実施する。また、介護
予防活動の参加者等の評価を実施
するため各地域において体力測定
会を実施する。

○介護予防教室の実施、体
操やノルディックウォーキン
グ等による介護予防活動を
身近な地域で自主的に行う
グループの支援
○体力測定会の実施
○介護予防サポーター事業
の委託実施

同左 同左

同左 同左 36,294 継続

同左 74,509 継続

地域介護予防活動支援事
業【特別会計】

高齢介
護課

身近な地域にある高齢者あんしんセ
ンターや街かどデイハウスにおいて
介護予防教室を実施し、高齢者がで
きる限り要介護状態に陥ることなく、
健康でいきいきとした生活を送れる
よう支援する。
また、地域における介護予防活動等
を行う意欲のある高齢者に対して
は、地域でのリーダーとして活躍す
るために必要な知識や技能を盛り込
んだ講座を実施する。

○より身近な地域での介護
予防教室の開催
○介護予防の取り組みにつ
ながる教室の開催
○街かどデイハウス支援事
業と合わせた総合事業にお
ける内容を検討し、街かど
デイハウス運営団体及び高
齢者あんしんセンターへ説
明を実施
○地域のリーダーとして地
域活動等をするうえで必要
とされる知識や技能を盛り
込んだ講座の実施

○より身近な地域
での介護予防教室
の開催
○介護予防の取り
組みにつながる教
室の開催
○街かどデイハウ
ス支援事業と合わ
せた総合事業へ順
次移行
○地域のリーダー
として地域活動等
をするうえで必要と
される知識や技能
を盛り込んだ講座
の実施

老人福祉センター運営管理
事業

高齢介
護課

市内在住の満60歳以上高齢者に対
し、講座等の事業を老人福祉セン
ターにて実施する。

○指定管理者制度による老
人福祉センターの管理運営
○施設の修繕及び機能保
全

同左 同左

同左 同左 1,854 継続

同左 113 継続

高齢者健康づくり支援事業
高齢介
護課

身近な場所への外出機会の創出
や、ふれあい交流につながる様々な
取り組みを実施し、高齢者の健康の
維持・増進を図る。

○八尾浴場組合への高齢
者ふれあいの湯交流事業
補助金の交付
○八尾市鍼灸マッサージ師
協議会への委託事業として
実施

同左

高齢者ふれあいサロン運営
支援事業【特別会計】

高齢介
護課

高齢者の交流や情報交換の場とし
ての常設型の「高齢者ふれあいサロ
ン」の住民主体による運営を支援す
る。

○住民運営のサロンに対す
る支援
○総合事業と併せてあり方
を検討

同左 同左
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16

17

18

19

20

21

22

23

24 同左 同左 2,283 継続

同左 248,000 継続

地域ケア会議推進事業【特
別会計】

高齢介
護課

介護予防・生活支援の観点から、要
介護となるおそれのある高齢者及び
要介護高齢者などを対象に、保健・
福祉・医療及び地域との円滑な調整
を図りながら、効果的な介護予防・
生活支援サービスの総合調整を推
進する。

○地域ケア連絡協議会の
開催
○地域ケアケース会議の開
催
○自立支援型地域ケア会
議の開催

同左

軽費老人ホーム事務費補
助事業

高齢介
護課

軽費老人ホームの運営に要する費
用のうち、入所者負担にあたるサー
ビス提供費の減免に要した費用を
施設に補助する。

○高齢者の入所支援、施設
運営の適正化のため事業
を引き続き実施

同左 同左

同左

○第９期八尾市高
齢者保健福祉計画
及び介護保険事業
計画の計画に基づ
き実施

69,315 継続

同左 333,357 継続 16・17

高齢者福祉施設及び設備
整備事業

高齢介
護課

八尾市高齢者保健福祉計画及び介
護保険事業計画に基づき、高齢者
施設の整備を図る。

○第８期八尾市高齢者保健
福祉計画及び介護保険事
業計画の計画に基づき実施

同左

地域包括支援センター運営
事業【特別会計】

高齢介
護課

保健師、社会福祉士、主任介護支
援専門員などの専門職が、地域住
民の心身の健康の保持及び生活の
安定のために必要な援助を行うこと
により、地域住民の保健医療の向
上及び福祉の増進を包括的に支援
する。

○高齢者やその家族に対
する総合相談に加え、複合
的な課題に対しても支援関
係者間で対応できるよう包
括的なケアマネジメント支援
を実施
○高齢者あんしんセンター
職員の人員体制の整備
○地域包括支援センター運
営支援システムのネット
ワークの整備に向けた検討

同左 同左

同左 同左 17,641 継続

同左 3,526 継続

見守りネットワーク推進事
業【一般会計・特別会計】

高齢介
護課

日常的に地域で活動する様々な業
種の事業者等と連携することによ
り、気になる高齢者や何らかの支援
を必要としている高齢者を早期に発
見して必要な支援を行うなど、地域
社会全体で高齢者を見守る体制を
確保し、高齢者が住み慣れた地域
で安心して暮らせるように支援す
る。

○地域における高齢者の見
守りの必要性についての理
解促進と見守り体制の強化
○協力事業者の積極的な
見守り活動の促進による
「高齢者見守りサポーター
やお」のさらなる充実
○地域住民見守り訪問活
動事業の検証と総合事業
の訪問型サービスの検討
○緊急通報システムの運用
実施
○八尾市民生委員児童委
員協議会に委託し、独居及
び寝たきり高齢者実態調査
を実施

○地域における高
齢者の見守りの必
要性についての理
解促進と見守り体
制の強化
○協力事業者の積
極的な見守り活動
の促進による「高齢
者見守りサポー
ターやお」のさらな
る充実
○地域住民見守り
訪問活動事業の訪
問型サービスへの
移行実施
○緊急通報システ
ムの運用実施

在宅医療・介護連携推進事
業【特別会計】

高齢介
護課

医療と介護の両方を必要とする高
齢者が、住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最期まで続けるこ
とができるよう、在宅医療と介護を
一体的に提供するために、医療機
関と介護事業所などの関係者の連
携を推進する。

○在宅医療・介護連携推進
会議の開催
○医療・介護関係者の研修
の開催
○会議や研修会以外での
多職種連携の方策の検討、
実施
○ICTの活用について検討

同左 同左

同左 同左 22,689 継続

同左 360 継続

生活支援・介護予防サービ
スの体制整備事業【特別会
計】

高齢介
護課

地域の生活支援サービスを担う事
業主体と連携しながら、多様な日常
生活上の支援体制の充実・強化及
び高齢者の社会参加の推進を一体
的に図っていく。

○生活支援コーディネー
ターとの検討会議を定期的
に実施
○生活支援・介護予防サー
ビス協議会の開催、地域に
おける協議会の実施により
新たなサービスの創出を検
討する

同左

在日外国人高齢者福祉金
支給事業

高齢介
護課

国民年金法の改正により外国人に
も国民年金法が適用されたが、老齢
年金等の適用を受けられなかった在
日外国人に対し、高齢者福祉金を
支給する。

○在日外国人高齢者福祉
金の支給

同左 同左

同左 同左 12,760 継続
家族介護支援事業【特別会
計】

高齢介
護課

高齢者を介護している家族の身体
的、精神的、経済的負担の軽減を図
るとともに、要介護高齢者の在宅生
活の継続、向上を図ることを目的
に、家族等の様々なニーズに対応し
た各種サービスを提供する。

○より身近な地域での家族
介護教室の実施
○地域の交流の場の情報
提供を含めた、介護者支援
に繋がるような教室内容の
充実
○介護用品の支給

同左
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25

26

27

28

29

30

31

32

25.障がいのある人への支援の充実

1 継続
障がい者基本計画等推進
事業

障害福
祉課

障がい者基本計画、障がい福祉計
画及び障がい児福祉計画の策定並
びにこれらの計画に基づく施策の進
行管理とサービス提供体制の確保
方策について検討する。

○第４期障がい者基本計
画、第６期障がい福祉計画
及び第２期障がい児福祉計
画の進行管理

同左

○第４期障がい者
基本計画、第６期
障がい福祉計画及
び第２期障がい児
福祉計画の進行管
理
○第７期障がい福
祉計画及び第３期
障がい児福祉計画
の策定

○第４期障がい者
基本計画、第７期
障がい福祉計画及
び第３期障がい児
福祉計画の進行管
理
○第４期障がい者
基本計画の中間見
直し

678

同左 同左 8,087 継続

同左 19,288 継続

介護保険利用者及び事業
者支援事業【特別会計】

高齢介
護課

サービス利用者が適切に介護保険
サービスを利用できるよう、また、介
護保険サービス提供事業者が適切
に事業運営できるよう支援を行う。

○介護保険制度利用に関
する相談・苦情処理体制の
整備（住宅改修・保険料相
談）
○コミュニケーションサポー
ター派遣制度
○介護相談員派遣事業
○福祉用具・住宅改修支援
事業
○介護ｻｰﾋﾞｽ提供に関する
相談・苦情処理体制の整備
○介護保険事業者連絡協
議会の運用
○介護保険事業者情報の
提供

同左

介護保険賦課徴収事業【特
別会計】

高齢介
護課

資格取得者（年齢到達、転入等）、
資格喪失者（死亡、転出等）及び適
用除外者を的確に把握し、被保険
者証の交付及び回収並びに介護保
険料の賦課徴収業務を行う。

○介護保険料に関する情
報提供
○介護サービスの適切な利
用に向けた納付勧奨の実
施
○口座振替の推進
○滞納調査を含む不納欠
損対策

同左 同左

同左 同左 195,597 継続

同左 25,211,409 継続

介護保険認定調査事業【特
別会計】

高齢介
護課

介護保険の被保険者に対し、保険
者である市町村が日常生活上の介
護の必要性を確認するとともにその
程度を認定する。

○介護認定審査会の円滑
な運営
○適切な認定調査の実施
○認定訪問調査の点検
○高齢者の状況に応じた認
定調査の実施
○調査を通じた介護支援の
推進

同左

介護保険給付事業【特別会
計】

高齢介
護課

65歳以上の第１号被保険者保険料
の他、40歳から64歳の第２号被保険
者保険料、国、大阪府、市町村負担
金を財源として、要介護者等が利用
した介護サービス費の原則９割（一
定以上所得者は８割もしくは７割）を
負担する。
適切な介護保険事業運営を図るた
め、適正化事業を計画的に実施す
る。

○介護保険給付
○重要８事業について適正
化事業を実施
①認定訪問調査の点検、②
ケアプランの点検、③住宅
改修の点検、④医療情報と
の突合、⑤縦覧点検、⑥介
護給付費通知、⑦福祉用具
購入・貸与調査、⑧給付実
績の活用

同左 同左

同左 同左 19,961 継続 ○

同左 3,509 継続

認知症総合支援事業【特別
会計】

高齢介
護課

認知症に関する理解促進のための
普及啓発を行うとともに、保健・医
療・福祉の様々な分野の専門職が、
初期の段階で認知症による症状の
悪化防止のための支援を行ったり、
認知症の進行による徘徊時に早期
に発見できるネットワークやシステム
を活用し、認知症のひとやその疑い
のある人並びにその家族に対して、
総合的な支援を実施する。

○オレンジコーディネーター
の養成
○チームオレンジの運用
○認知症本人の生きがいづ
くりの支援の場を検討
○徘徊高齢者に対する見
守り体制の充実
○徘徊時の早期発見に寄
与する機器等の利用支援

同左

成年後見制度利用支援事
務（高齢介護課対応分）【特
別会計】

高齢介
護課

制度についての情報提供や相談対
応を行う。また、制度の利用が必要
で２親等内の親族がいない人につい
て市長申立てを行う。

○後見開始等審判の申立
て支援

同左 同左

同左 同左 15,918 継続

同左 12,918 継続

市立養護老人ホーム運営
事務

高齢介
護課

八尾市立養護老人ホームの管理運
営を行う。
※施設維持管理を除く。

○指定管理者制度による市
立養護老人ホームの管理
運営

同左

老人保護措置関係事務
高齢介
護課

老人福祉法第11条に基づき、環境・
経済的理由により在宅生活が困難
な者を養護老人ホームへ、また虐待
等により保護が必要な者を特別養
護老人ホームへ入所させる措置を
行う。措置に伴い発生する老人保護
措置費を入所施設に支払いし、また
収入等被措置者の負担能力に応じ
て入所者負担金の請求を行う。
在宅の高齢者が虐待等のやむを得
ない事由により必要なサービスを受
けることが困難な場合に、老人福祉
法に基づく措置により各種の在宅
サービスを提供する。

○環境･経済的理由により
在宅生活が困難な高齢者
の養護老人ホームへの入
所
○虐待等により保護が必要
な高齢者の特別養護老人
ホームへの入所
○虐待等により在宅サービ
スが受けられない高齢者へ
のサービスの提供を実施
○措置に伴う老人保護措置
費の入所施設への支払い、
被措置者の負担能力に応じ
た入所者負担金の請求

同左 同左
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 同左 同左 62,821 拡大 19

同左 366,852 継続

児童発達支援センター事業
障害福
祉課

地域の中核的な療育支援施設とし
て総合的な支援を行う。
医療型
①肢体及び体幹に機能障がいのあ
る児童その他発達に遅れのある児
童に対し、診療並びに療育を行うと
ともに保護者へ指導・助言を行う。
②地域支援として、保育所等訪問支
援、居宅訪問型児童発達支援を行
う。
③障がい児に対する通所サービス
の利用に係る障がい児支援利用計
画を作成するとともに、モニタリング
を実施する。
福祉型
知的障がい児に対して、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識
技能の付与、集団生活への適応訓
練等を提供し、心身の発達を促進す
る。また、児童の保護者への相談支
援や園庭開放、親子教室等を実施
するなど、地域支援事業を行う。

○肢体及び体幹に機能障
がいを有する児童等への療
育や訓練の実施
〇保育所等訪問支援の実
施
〇障がい児相談支援事業
の実施
○居宅訪問型児童発達支
援の実施

同左

地域生活支援事業（サービ
ス系）

障害福
祉課

障害者総合支援法に基づく地域生
活支援事業として、障がいのある方
が、能力や適性に応じ自立した日常
生活または社会生活を営むことがで
きるよう、移動支援事業等を実施す
る。

○移動支援事業の実施
○日中一時支援事業の実
施
○地域活動支援センター事
業の実施
○訪問入浴サービス事業の
実施

同左 同左

○センター事業の
実施
○指定管理者の選
定

○センター事業の
実施 172,151 継続

同左 1,595,591 継続

障害者総合福祉センター運
営事業

障害福
祉課

在宅の障がい者の自立と社会参加
の促進を図るための拠点施設であ
る障害者総合福祉センターの運営
を行う。また、地域生活支援拠点等
の中核的施設として、障がい者の緊
急時の相談受付や受入れをはじ
め、各種相談、講習、訓練、情報提
供等を実施する。

○センター事業の実施 同左

障がい児支援事業
障害福
祉課

日常生活における生活能力の向
上、集団生活への適応のための必
要な訓練及び社会との交流の促進
その他必要な支援を行う。

○児童発達支援・医療型児
童発達支援・放課後等デイ
サービス・保育所等訪問支
援・居宅訪問型児童発達支
援の実施

同左 同左

同左 同左 6,012 継続

同左 62,577 継続

障がい者地域生活援助事
業

障害福
祉課

市内のグループホーム運営法人に
対し、運営経費の一部補助を行う。

○運営経費の一部補助の
実施

同左

補装具給付事業
障害福
祉課

身体障がい者等が障がいのある部
分を補って、必要な身体機能を獲得
するため、あるいは補うために用い
られる用具の交付・修理を行う。

○身体障がい者等に対する
補装具費の支給

同左 同左

同左 同左 7,295,375 継続

同左 87,421 拡大

障がい福祉サービス事業
(介護給付、訓練等給付、相
談支援）

障害福
祉課

障がい者が、自立した日常生活や
社会生活を営むことができるように、
必要な障がい福祉サービスに係る
給付や支援を行う。

○介護給付（居宅介護・重
度訪問介護・同行援護・行
動援護・重度障がい者等包
括支援・生活介護・療養介
護・短期入所・施設入所支
援）の実施
○訓練等給付（自立訓練・
就労移行支援・就労継続支
援Ａ型/Ｂ型・就労定着支
援・共同生活援助・自立生
活援助）の実施
○相談支援（計画相談支
援・地域移行支援・地域定
着支援）の実施

同左

日常生活用具等給付事業
障害福
祉課

在宅の障がい者等に対し、日常生
活を円滑に行うことができるよう入
浴補助用具、歩行支援用具等の日
常生活用具を給付する。また、住宅
改造が必要な重度の身体障がい者
等の属する世帯に対して改造費用
の一部を助成する。

○市内の障がい者等に対
する特殊寝台等の日常生
活用具の給付
○住宅改造が必要な対象
者の属する世帯に対する改
造費用の一部助成

同左 同左

同左 同左 151,472 継続

同左 240 継続

特別障がい者手当等支給
事業

障害福
祉課

日常生活が著しく制限され、常時特
別の介護を要する在宅の重度障が
い者等に対し、特別障がい者手当
等を支給する。

○手当の支給 同左

4,836 継続

重度心身障がい者特別給
付金支給事業

障害福
祉課

障がい基礎年金を受給できない外
国人等重度心身障がい者の福祉の
向上を図るため、特別給付金を支給
する。

○手当の支給 同左 同左

緊急時障がい者保護事業
障害福
祉課

障がい者等が緊急やむを得ない事
由で、福祉サービスの支給を受ける
ことが困難な時に、短期入所等の利
用により一時的な保護を実施する。

○緊急時等やむを得ない者
に対して一時的な保護の実
施

同左 同左 同左
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 同左 9,393 拡大 ○
地域生活支援体制推進事
業

障害福
祉課

障がい者等が障がい福祉サービス
等を適切に利用することができるよ
う、地域の障がい福祉に関するネッ
トワークを充実させ、地域自立支援
協議会の運営をはじめ、地域生活
支援拠点等の整備、医療的ケア児
支援のための協議の場や精神障が
いにも対応した地域包括ケアシステ
ムの構築に係る協議の場の運営を
行い、地域全体で障がい者等を支
援する体制の構築を図る。

○八尾市地域自立支援協
議会等の運営
○医療的ケア児支援のため
の協議の場の運営
○地域生活支援拠点等に
係る支援体制の充実
○精神障がいにも対応した
地域包括ケアシステムの構
築に係る協議の場の運営

同左 同左

同左 同左 2,910 継続

同左 8,551 継続

成年後見制度利用支援事
務（障がい福祉課対応分）

障害福
祉課

成年後見開始等の市長申立てを行
い、本人に資力がない場合は、成年
後見人等の報酬を助成する。

○成年後見審判申立の実
施
○選任された後見人等への
報酬を助成

同左

コミュニケーション支援事業
障害福
祉課

聴覚障がい者が外出したり、緊急時
に救急車で病院へ搬送された場合
などに、登録手話通訳者の派遣等
を実施し、意思疎通手段の確保を図
る。また、障がい特性に応じた意思
疎通支援の充実を図る。

○登録手話通訳者の養成
及び派遣
○要約筆記者の養成及び
派遣
○コミュニケーション支援員
の養成及び派遣
○専門性が高い意思疎通
支援を行う者の養成及び派
遣
○点字、朗読ボランティア等
の普及及び通訳者やボラン
ティアの育成
○コミュニケーション支援に
関する条例の検討

○登録手話通訳者
の養成及び派遣
○要約筆記者の養
成及び派遣
○コミュニケーショ
ン支援員の養成及
び派遣
○専門性が高い意
思疎通支援を行う
者の養成及び派遣
○点字、朗読ボラ
ンティア等の普及
及び通訳者やボラ
ンティアの育成

同左

同左 同左 3,555 継続

同左 55,542 継続 17

障がい者就労支援事業
障害福
祉課

障害者就業・生活支援センター等の
関係機関と連携した啓発活動や障
がい者就職面接会の実施、障がい
者就労支援推進事業等を通じ、障
がい者の雇用促進を図る。

○障害者就業・生活支援セ
ンター、柏原市等との共催
による「障がい者雇用を考
える集い」の実施
○障害者就業・生活支援セ
ンターによる障がい者就労
支援推進事業の委託
○障がい者就職面接会の
実施

同左

障がい者相談支援事業
障害福
祉課

障がい者等、障がい児の保護者又
は障がい者等の介護を行う者など
からの相談に応じ、必要な情報の提
供等の便宜を供与することや、権利
擁護のために必要な援助を行う。

○基幹相談支援センター及
び委託相談支援事業所に
よる相談支援事業の実施
○障がい者団体による自立
相談等業務の委託
○八尾市障がい者相談員
による相談業務の実施
○障がい者虐待防止セン
ター運営業務の委託

同左 同左

同左 同左 98,547 継続

同左 2,834 継続

障がい者福祉施設整備促
進事業

障害福
祉課

社会福祉法人等が実施する施設整
備に要する費用に対して補助を行
い、障がい福祉サービスの提供基
盤の整備を促進する。

○事業者選定、国庫協議及
び補助金の交付

同左

障がい者理解啓発事業
障害福
祉課

障がい者フォーラムやアンテナショッ
プ、障がい者啓発活動支援事業等
を通じて、広く市民に障がいや障が
い者に対する理解啓発を図る。

○障がい者フォーラムの実
施
○障がい者啓発活動支援
事業の実施
○アンテナショップ運営支援
事業の実施

同左 同左

同左 同左 2,827 継続

同左 5,379 継続 19

手帳等交付事務
障害福
祉課

身体障がい者手帳や療育手帳、精
神障がい者保健福祉手帳の交付に
かかる申請・更新受付、交付決定
（身体障がい者手帳及び精神障が
い者保健福祉手帳のみ）、大阪府へ
の進達、手帳引渡しや説明等を行
う。

○身体障がい者手帳･精神
障がい者手帳の交付
○療育手帳の申請受付、手
帳引渡し等の業務

同左

発達障がい児支援センター
事業

障害福
祉課

発達障がい児の専門的な療育の場
を整備することにより、早期発見、早
期療育を図る。

○発達障がい児への専門
的療育の実施
○家族支援等の実施

同左 同左

同左 同左 721,546 継続

同左 514,531 継続

重度障がい者医療費助成
事業

障害福
祉課

重度障がい者の健康増進、福祉の
向上を図るため、医療保険により受
診した場合に医療費の一部自己負
担額を控除した額を公費で負担す
る。

○大阪府福祉医療費助成
制度に基づく障がい者医療
制度の実施

同左

自立支援医療給付事業
障害福
祉課

身体障がい者、精神障がい者の日
常生活や職業能力を回復、改善す
るため、障がいの軽減を図ることを
目的として行われる医療に対して給
付する。

○自立支援医療の給付 同左 同左
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24

26.生活困窮者への支援

1

2

3

4

5

6

7 同左 2,985 継続
被保護者健康管理支援事
業

生活福
祉課

健康問題を抱えている生活保護受
給者に対して、経済的自立のみなら
ず日常生活自立・社会生活自立とい
う観点から、医療と生活の両面にお
いて支援を行う必要があると考え、
被保護者の生活習慣病の発症予防
や重症化予防を推進する。

○地区担当員からの検診
受診勧奨、医療機関受診勧
奨、保健師による保健指導

同左 同左

同左 同左 14,698,149 拡大

同左 11,350 継続

生活保護事務
生活福
祉課

生活保護法に基づき保護を実施す
る。

○適正なケース格付による
年間訪問計画の策定と訪
問調査実施状況の確認
○訪問調査活動による実態
把握に基づく適切な援助方
針の策定と支援の実施
○生活保護事務ＩＣＴシステ
ム推進事業の取り組み
○不正受給の防止対策の
取り組み
○医療扶助適正化の取り
組み

同左

自立生活支援事業
生活福
祉課

就労困難者である被保護者に対し、
就労支援員によるハローワークへの
同行訪問など、きめ細やかな就労支
援を実施することにより、新規就労
や増収につなげ、世帯の自立を促
進する。

○ケースワーカー、就労支
援員によるきめ細かな就労
支援の実施及び保護世帯
の自立促進
○就労支援における、ハ
ローワーク等の関係機関と
の連携

同左 同左

同左 同左 59,558 継続

同左 126,313 拡大 ○ 19

中国残留邦人等への支援
事業

生活支
援課

中国残留邦人等が置かれている特
別な事情に鑑み、老後の生活の安
定と地域での生き生きとした暮らし
を実現するために、支援を実施す
る。

○中国残留邦人等に対す
る、懇切丁寧な支援の実施

同左

98 継続

生活困窮者自立支援事業
生活支
援課

専門相談員による、生活保護に至る
前段階での生活困窮者に対する早
期の相談支援。第一次的な相談窓
口としての寄り添い型支援を行い、
生活困窮に至った原因を見つけ、庁
内外の関係機関と連携し担当部局
等（二次的な窓口）へつなげるなど
解決へ向けての支援を実施する。
住居確保給付金の支給にかかる相
談業務については当事業で行う。

○自立相談支援事業の実
施（住居確保給付金の支給
相談事務含む）
○任意事業については関係
課と連携の上、学習支援事
業、就労準備支援事業を実
施するとともに新たに家計
改善に係る取り組みを実施

同左 同左

継続

生活援護資金貸付制度事
業

地域福
祉政策
課

低所得世帯及び災害等による生活
困窮者の自立更生を図るため、生
活援護資金の貸し付け、償還事務
及び同和更生資金貸付金滞納者に
対する償還事務を行う。

○生活援護資金の貸付及
び償還指導
○同和更生資金貸付金滞
納者に対する償還指導

同左 同左 同左

ホームレス対策事業
生活支
援課

平成27年度（2015年度）施行の生活
困窮者自立支援法に基づく自立相
談支援事業や一時生活支援事業と
して、ホームレスを対象とした生活
相談等の支援を行う。

○府及び南大阪ブロックの
各市町村と連携してホーム
レス巡回相談指導事業を中
心とする、ホームレスの自
立に向けた取り組みの実施

同左 同左 同左 31,845

○地域福祉推進基
金を活用し、障がい
福祉の向上に資す
る取り組みに対して
活動経費を補助
○タクシー初乗り運
賃の補助
○自動車改造等へ
の助成
○スポーツ大会の
運営の補助
○中途失明者歩行
訓練
○障がい者団体育
成事業補助金によ
る障がい者団体へ
の補助

同左 34,803 継続
障がい者社会参加支援事
業

障害福
祉課

障がい者の社会参加の機会を確保
するとともに、移動支援としてタク
シー運賃の割引や障がい者団体へ
の助成を行うなど、障がい者福祉の
向上を図る。また、障がい者スポー
ツ等を通じて、障がい者の生きがい
づくりを支援する。

○地域福祉推進基金を活
用した障がい福祉の向上に
資する取り組みに対する活
動経費の補助
○タクシー初乗り運賃の補
助
○自動車改造等への助成
○スポーツ大会の運営の補
助
○ふれあいルームの運営
委託事業の実施
○中途失明者歩行訓練
○障がい者団体育成事業
補助金による障がい者団体
への補助

同左
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27.一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の推進

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 同左 4,517 継続女性相談事業
人権政
策課

女性を取り巻く問題の解決援助、支
援を図るため、女性相談員による面
接相談を行う。
また、DV相談専用ダイヤルの運用
や相談員の配置等により、DV被害
者等への支援の充実を図る。

○面接相談　312枠
○女性のための特設法律
相談　16枠
○DV等の相談の実施

同左 同左

同左 同左 174 継続

同左 1,631 継続

いじめのない環境づくり推
進事業

いじめ
からこ
どもを
守る課

「八尾市いじめ防止基本方針」に基
づき、いじめ防止等に向けた啓発の
実施。

○いじめ防止啓発カードの
作成等による啓発の実施
○庁内各所属での研修事
業への出前研修

同左

差別のない社会づくりの推
進事業

人権政
策課

差別の実態を把握し、差別をなくす
ための取り組みを推進するととも
に、人権相談などの充実を図る。

○人権擁護委員八尾地区
委員会などによる、人権相
談や人権擁護活動支援
○インターネット上における
モニタリング調査の実施
○特設法律相談の実施

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 0 継続

人権コミュニティセンター相
談事業

安中人
権コ
ミュニ
ティセ
ンター

市内とりわけ近隣地域の住民の福
祉の向上、自立支援を図るため生
活相談事業を実施する。同時に関
係機関や関係課との連携を図る。

○生活相談事業
○周辺地域の実態把握

同左

人権コミュニティセンター相
談事業

桂人権
コミュ
ニティ
セン
ター

市内とりわけ近隣地域の住民の福
祉の向上、自立支援を図るため生
活相談事業を実施する。同時に関
係機関や関係課との連携を図る。

○生活相談事業
○周辺地域の実態把握
○出張相談事業

同左 同左

同左 同左 2,129 継続

同左 3,116 継続

人権コミュニティセンター講
座事業

安中人
権コ
ミュニ
ティセ
ンター

人権尊重の社会づくりを推進するた
め、「自立支援」「人権啓発」「市民交
流」「生涯学習」等、各種事業を実施
する。

○各種講座事業
○人権啓発事業

同左

人権コミュニティセンター講
座事業

桂人権
コミュ
ニティ
セン
ター

人権尊重の社会づくりを推進するた
め、「自立支援」「人権啓発」「市民交
流」「生涯学習」等、各種事業を実施
する。

○各種講座事業
○人権啓発事業

同左 同左

同左 同左 9,469 継続

同左 4,529 継続

人権コミュニティセンター施
設管理

安中人
権コ
ミュニ
ティセ
ンター

安中人権コミュニティセンターの運
営管理と補修、整備改修を含めた施
設の維持管理及び貸館業務を行う。

○安中人権コミュニティセン
ターの運営管理業務
○施設の補修・維持管理業
務
○貸館業務

同左

人権コミュニティセンター施
設管理

桂人権
コミュ
ニティ
セン
ター

桂人権コミュニティセンターの運営
管理と補修、整備改修を含めた施設
の維持管理及び貸館業務を行う。

○桂人権コミュニティセン
ターの運営管理業務
○施設の補修・維持管理業
務
○貸館業務

同左 同左

同左 同左 9,670 継続

同左 11,969 継続

人権啓発の推進
人権政
策課

市民、事業者などの人権意識の向
上を図るため、啓発事業を実施する
とともに、市民による啓発活動への
支援を行う。

○人権啓発セミナーの開催
○地区人権研修をはじめと
する八尾市人権啓発推進
協議会活動の促進及び支
援
○人権週間街頭啓発、啓発
用のぼり等の掲出

同左

八尾市人権尊重の社会づく
り推進事業

人権政
策課

すべての人権が尊重される社会の
実現に向けて、関係機関と連携した
推進体制の充実に努めるとともに、
市民との協働により、人権教育・啓
発についての取り組みを総合的か
つ計画的に推進する。

○八尾市人権尊重の社会
づくり審議会（専門部会）の
開催
○八尾市人権施策推進本
部会議の開催
○人権主担者研修の開催
○職員研修、職場研修の開
催
○交流会の開催
○第２次八尾市人権教育・
啓発プラン（改定版）の推進
○第２次八尾市人権教育・
啓発プランの進行管理

○八尾市人権尊重
の社会づくり審議
会（専門部会）の開
催
○八尾市人権施策
推進本部会議の開
催
○人権主担者研修
の開催
○職員研修、職場
研修の開催
○交流会の開催
○第２次八尾市人
権教育・啓発プラン
（改定版）の推進
○第２次八尾市人
権教育・啓発プラン
（改定版）の進行管
理

同左
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12

28.平和意識の向上

1

29.多文化共生の推進

1

2

30.地域のまちづくり支援・市民活動の促進

1

2

3 同左 410 継続

950 継続

八尾市コミュニティ推進連絡
協議会事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

市内10館のコミュニティセンターごと
に組織されているコミュニティセン
ター運営協議会の連合体が各館の
実情について意見交換等を行い、相
互交流を図る。

○各館の実情についての意
見交換会議の開催
○コミュニティセンターの講
座・イベント等情報の発信
拡充
○生涯学習スポーツ課が実
施する地区生涯学習推進
事業への支援
○各コミュニティセンター運
営協議会が実施する各種
事業への支援

同左 同左

継続

八尾市市民憲章推進協議
会事務

コミュ
ニティ
政策推
進課

市民の努力目標としての市民憲章
精神の周知と各種実践活動の推進
を目的に設立された八尾市市民憲
章推進協議会の活動を支援する。

○啓発事業等を通じた市民
憲章精神の普及

同左 同左 同左

地域まちづくり推進事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

第６次総合計画基本構想に掲げる
「共創と共生の地域づくり」を実践す
るために、これまでの「地域経営」
「地域分権」の考え方を取り入れた
計画内容をもとに、まちづくりの推進
に向けた各種制度を実施する。ま
た、庁内関係各課との連携により、
誰も取り残されることなく安心して暮
らせるまちづくりを進めていく。

○地域のまちづくりの推進
に向けた広報や各種制度
の実施
○地域予算（校区まちづくり
交付金）の実施
○校区まちづくり協議会の
運営支援
○やお地域まちづくりアドバ
イザー派遣事業の実施
○出張所等の職員に対す
る地域活動支援
○第３期わがまち推進計画
の策定支援（策定時期１年
延期となったため）

○地域のまちづくり
の推進に向けた広
報や各種制度の実
施
○地域予算（校区
まちづくり交付金）
の実施
○校区まちづくり協
議会の運営支援
○やお地域まちづく
りアドバイザー派遣
事業の実施
○出張所等の職員
に対する地域活動
支援

同左 同左 61,360

同左 同左 4,768 継続

同左 54,760 継続

姉妹友好都市交流事業
文化国
際課

姉妹友好都市のアメリカ合衆国ワシ
ントン州ベルビュー市及び中華人民
共和国上海市嘉定区との行政・青
少年・市民等の相互交流を通じて国
際感覚を持った人材育成を図るた
め、受入・派遣事業を行う。また、大
韓民国大邱広域市中区との青少年
交流を推進する。

○姉妹都市アメリカ合衆国
ワシントン州ベルビュー市、
友好都市中華人民共和国
上海市嘉定区と各種交流
事業を実施
○大韓民国大邱広域市中
区との青少年交流事業の
実施
○上海市嘉定区からの友
好都市締結35周年記念訪
問団の受入

○姉妹都市アメリカ
合衆国ワシントン州
ベルビュー市、友好
都市中華人民共和
国上海市嘉定区と
各種交流事業を実
施
○大韓民国大邱広
域市中区との青少
年交流事業の実施

継続

多文化共生推進事業
文化国
際課

多文化共生社会の実現をめざし、多
文化共生推進計画に基づき八尾市
国際交流センターと連携し、相談・
情報提供事業などの多文化共生施
策の推進を図る。

○外国人相談事業・外国人
市民への情報提供事業の
実施
○外国人市民会議の開催
○多文化共生推進計画の
進捗管理
○災害時多言語支援セン
ターの本運用に向けた準備
○地域での多文化共生事
業の推進
○職員対象の多文化共生
推進研修の実施
○（公財）八尾市国際交流
センターの事業評価と補助
金交付

○外国人相談事
業・外国人市民へ
の情報提供事業の
実施
○外国人市民会議
の開催
○第２次多文化共
生推進計画の進捗
管理
○災害時多言語支
援センターの本運
用に向けた準備
○地域での多文化
共生事業の推進
○職員対象の多文
化共生推進研修の
実施
○（公財）八尾市国
際交流センターの
事業評価と補助金
交付

同左

平和意識の啓発事業
文化国
際課

市民を対象として、各種非核・平和
啓発事業を行う。

○長崎被爆体験講話など、
市民の平和意識を高める事
業を実施

同左 同左 同左 765

同左 同左 4,822 継続男女共同参画推進事業
政策推
進課

八尾市男女共同参画施策推進本部
会議や八尾市男女共同参画審議会
での審議等を踏まえ、「八尾市はつ
らつプラン～第３次八尾市男女共同
参画基本計画～」に基づく取り組み
の推進を図るとともに、男女共同参
画センターの受付管理運営を行う。

○八尾市男女共同参画審
議会・同施策推進本部会議
の開催
○「八尾市はつらつプラン
～第３次八尾市男女共同参
画基本計画～」の進捗確認
○男女共同参画研修の実
施
○拠点施設の受付管理運
営
○「審議会等への女性委員
の登用に関するポジティブ・
アクションプラン」に基づく取
り組みの実施
○庁内連携、公民協働によ
る啓発、女性の活動支援の
実施
○関係課との連携による、
地域で活躍する女性等の交
流会の開催

同左
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策

事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 同左 同左 327 継続

同左 184 継続

地域まちづくり支援事業
山本出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域内の福祉施設や学
校園等との管内施設連絡
会を開催し、情報等の周
知・共有をはかる
○地域活動の情報発信の
強化

同左

地域まちづくり支援事業
大正出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○地域内の福祉施設や学
校園等と会議を開催し、情
報等の周知を実施
○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供

同左 同左

同左 同左 92 継続

同左 143 継続

地域まちづくり支援事業
西郡出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域内の関係機関等と
の情報交換・共有
○地域内活動の情報収集
と情報発信の拡充

同左

地域まちづくり支援事業
久宝寺
出張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域特性や地域課題に
応じた対話の場の創出

同左 同左

同左 同左 51 継続

同左 2,658 継続

地域まちづくり支援事業
龍華出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供

同左

コミュニティセンター施設管
理

コミュ
ニティ
政策推
進課

緑ヶ丘コミュニティセンターの維持管
理及び貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左 同左

同左 同左 4,199 継続

同左 3,055 継続

コミュニティセンター施設管
理

志紀出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左

コミュニティセンター施設管
理

曙川出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左 同左

同左 同左 2,569 継続

同左 3,520 継続

コミュニティセンター施設管
理

高安出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左

コミュニティセンター施設管
理

南高安
出張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左 同左

同左 同左 5,327 継続

同左 56,197 継続

コミュニティセンター施設管
理

竹渕出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左

コミュニティセンター施設管
理

山本出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左 同左

同左 同左 7,875 継続

同左 54,383 継続

コミュニティセンター施設管
理

大正出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左

コミュニティセンター施設管
理

久宝寺
出張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務
○エレベーターの設置工事

○コミュニティセン
ターの計画的な維
持管理
○コミュニティセン
ターの貸館業務

同左

同左 同左 42,732 継続
コミュニティセンター施設管
理

龍華出
張所

コミュニティセンターの維持管理及び
貸館業務を行う。

○コミュニティセンターの計
画的な維持管理
○コミュニティセンターの貸
館業務

同左

92



施
策

事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 同左 11,112 継続 8市民活動支援事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

中間支援組織である八尾市市民活
動支援ネットワークセンター「つど
い」の運営により、多様な主体と地
域との連携・協力を必要に応じて支
援する。
特定非営利活動促進法及び大阪府
特定非営利活動促進法施行条例等
に基づきNPO法人設立認証等事務
を行う。
市民活動支援基金を活用し、市民
活動団体の支援を行うことにより、
市民活動団体の組織基盤強化と活
発化を図る。

○八尾市市民活動支援ネッ
トワークセンター「つどい」の
運営
○地域の課題解決力向上
に向けた支援の実施
○NPO法人の設立・運営の
相談と市民活動支援基金
助成金に関する相談
○NPO法人設立認証等事
務
○市民活動支援基金事業
助成金　応募団体公開プレ
ゼンテーション、審査会（予
定）

同左 同左

○「小学校区集会
所」未整備校区へ
の整備を検討
○空調設備の改修
を実施
○老朽化が進んだ
箇所の修繕・改修
工事を実施

○「小学校区集会
所」未整備校区へ
の整備を検討

44,298 継続 ○

同左 8,501 継続

小学校区集会所整備事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

市内28校の小学校区を単位とする
「小学校区集会所」をそれぞれ順次
整備していく。

○「小学校区集会所」未整
備校区への整備を検討
○幼稚園跡地を活用した
「小学校区集会所」の整備
（高美小学校区集会所整備
工事・永畑小学校区集会所
設計）

○「小学校区集会
所」未整備校区へ
の整備を検討
○幼稚園跡地を活
用した「小学校区集
会所」の整備
○空調設備の改修
を検討

地区集会所整備促進事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

自治会等が実施する地区集会所の
整備（用地取得・新築・建替え・購
入・増改築等・耐震診断）及び家賃
等に対する補助金の交付等を行う。

○地区集会所の整備（用地
取得・新築・建替え・購入・
増改築等・耐震診断）及び
家賃等に対し、自治会等か
らの申請に基づき補助金を
交付することにより、引き続
き、自治活動の拠点整備の
推進と活発な市民活動を促
進

同左 同左

同左 同左 28,995 継続

同左 82 継続

自治振興委員会支援事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

市内町会(自治会)の連合体である
八尾市自治振興委員会に補助金や
委託料を交付し、その活動を支援す
る。

○補助金や委託料の交付
等を通じた、八尾市自治振
興委員会の活動の継続支
援

同左

地域まちづくり支援事業

安中人
権コ
ミュニ
ティセ
ンター

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域内の関係機関等と
の情報交換・共有
○地域活動の情報発信の
強化

同左 同左

同左 同左 38 継続

同左 141 継続

地域まちづくり支援事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○防災、健康等様々な地域
課題に対する取り組みの推
進

同左

地域まちづくり支援事業
志紀出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域活動実施に対する
支援
○地域活動の情報発信の
強化
○地域活動啓発推進事業
の実施
○管内施設連絡会の開催

同左 同左

同左 同左 241 継続

同左 101 継続

地域まちづくり支援事業
曙川出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域特性や地域課題に
応じた対話の場の創出

同左

地域まちづくり支援事業
高安出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域特性や地域課題に
応じた対話の場の創出

同左 同左

同左 同左 183 継続

同左 74 継続

地域まちづくり支援事業
南高安
出張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供
○地域特性や地域課題に
応じた対話の場の創出

同左

地域まちづくり支援事業
竹渕出
張所

共創と共生の地域づくりを推進して
いくため、地域特性や地域課題に応
じた地域のまちづくり支援を進める。

○わがまち推進計画に関わ
る支援
○地域課題に応じた情報提
供

同左 同左
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30

31.生涯学習とスポーツの振興

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 同左 同左 27,625 継続

同左 128 縮小

国際理解教育（分室）事業

生涯学
習ス
ポーツ
課

多文化共生のまちづくりをめざし、
外国にルーツを持つ子どもの自尊
感情を育む取り組みを行うとともに、
異文化への理解を深めるための講
座等を実施する。

○多文化理解講座事業の
実施
○異文化ルーツ子ども育成
事業の実施
○学校教育サポート事業の
実施
○異文化交流サロンの実施
○放課後児童室等訪問事
業

同左

生涯学習・スポーツ審議会
事務

生涯学
習ス
ポーツ
課

八尾市生涯学習センター学習プラザ
運営審議会及び八尾市立スポーツ
施設運営審議会の開催に関する事
務を行う。

○八尾市生涯学習センター
学習プラザ運営審議会の開
催に関する事務
○審議会等のあり方の見直
し

見直し結果に基づく
実施

同左

同左 同左 228 継続

同左 984 継続

団体活動振興助成事務

生涯学
習ス
ポーツ
課

八尾市ＰＴＡ協議会事務局及び八尾
市郷土文化推進協議会事務局事務
を行う。

○八尾市PTA協議会事務
局事務
○八尾市郷土文化推進協
議会事務局事務

同左

家庭教育学級事業

生涯学
習ス
ポーツ
課

学校・家庭が抱える諸問題に対して
地域と教育委員会が連携して支援
を図るしくみづくりを進める一環とし
て、各地域で子どもを取り巻く様々
な家庭の教育力や親の学習に関す
る諸問題に対する研修テーマを地域
で選択して学び行動に移す学習の
場を開催する。

○家庭の教育力ＵＰサポー
ト事業の実施
○家庭教育支援にかかるア
ドバイザーの意見を聞きな
がら家庭教育支援体制の
検討を実施
○家庭教育支援のしくみ構
築のためのモデル地区設
定及び取り組みの検証

同左 同左

同左

○八尾市生涯学習
センター及び八尾
市立くらし学習館の
管理運営
○令和７年度（2025
年度）以降の八尾
市生涯学習セン
ターの指定管理者
の選定

149,534 継続

同左 161 継続

生涯学習施設管理運営業
務

生涯学
習ス
ポーツ
課

八尾市生涯学習センター及び八尾
市立くらし学習館の管理運営を行
う。

○八尾市生涯学習センター
及び八尾市立くらし学習館
の管理運営
○令和４年度（2022年度）以
降の八尾市立くらし学習館
の指定管理者の選定

○八尾市生涯学習
センター及び八尾
市立くらし学習館の
管理運営

生涯学習人材バンク推進事
業

生涯学
習ス
ポーツ
課

市民が学んだことを地域や学校等で
活躍できるように「人材バンク」への
登録を促すとともに、各地域や学校
園が活用しやすい情報の発信等に
よる活躍の場づくりを支援する。特
に女性が地域に貢献できるしくみづ
くりを進める。

○「まちのなかの達人」（人
材バンク）冊子の更新
○活用マニュアルの配付・
PR
○人材と活躍の場のマッチ
ング事業（各学校や地域と
連携）
○各種講座受講人材の発
掘

同左 同左

同左 同左 393,399 継続

同左 360 継続

図書館管理運営業務
八尾図
書館

生涯学び、社会で主体的に生きてい
けるように、市民が必要とする資料
の収集、保存、提供を行うとともに地
域や市民の抱える課題等の解決に
向けて必要な情報を提供する。ま
た、関係機関と連携し、利用者に応
じた図書館サービスの充実を図る。

○図書資料の収集、保存、
提供の実施
○利用者に応じたサービス
を実施
○移動図書館車の巡回に
よる図書館サービスの実施
○レファレンス機能の充実
○学校図書館への支援や
連携した取り組みを実施
○山本・志紀図書館の指定
管理者制度導入の方針決
定

○図書資料の収
集、保存、提供の
実施
○利用者に応じた
サービスを実施
○移動図書館車の
巡回による図書館
サービスの実施
○レファレンス機能
の充実
○学校図書館への
支援や連携した取
り組みを実施
○指定管理者制度
導入方針に則り実
施

25,773 継続

八尾市社会教育委員会議
運営事務

生涯学
習ス
ポーツ
課

社会教育委員会議の事務局事務を
行う。

○社会教育委員会義の事
務局事務

同左 同左

継続

生涯学習推進事業

生涯学
習ス
ポーツ
課

地域や市民が主体となって地域の
諸問題に関した学習活動を支援す
るとともに、学んだ成果を地域に還
元できるしくみを構築する。

○地区生涯学習推進事業
の実施
○若者活躍場づくり事業の
実施
○人権学習講座の開催
○視覚障がい者理解教室
の開催

同左 同左 同左

社会教育事業

生涯学
習ス
ポーツ
課

「よみ・かき・ことば」を必要とする市
民に対する継続的な学習機会の提
供並びに、女性が地域で学習・活躍
する機会の創出を図る。

○識字・日本語教室の開催
○女性活躍・学習の場づく
り（指定管理者業務）

同左 同左 同左 3,567

同左 同左 1,917 継続表彰・式典関連事務 総務課

定例の儀式・式典を執り行う。具体
的には、文化の日に個人及び団体
を表彰するほか、国の褒章・叙勲、
府の表彰への上申等を行う。また、
有功者待遇条例に基づく有功者推
挙の議会提出等を実施する。

○文化の日記念式典（市民
表彰・文化賞・文化新人賞
等）
○有功者の推挙と顕彰状
等授与

同左
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11

12

13

14

15

16

32.信頼される行政経営

1

2

3

○固定資産税等賦
課業務
○財政部内の連携
による課税客体の
捕捉に係る調査業
務の継続実施
○土地・家屋の評
価替え年度

29,067 継続

8,503 継続

固定資産の評価及び賦課
に関する業務

資産税
課

土地・家屋の固定資産税及び都市
計画税の賦課業務を実施する。
償却資産の固定資産税の賦課業務
を実施する。
固定資産税及び都市計画税の賦課
に関する証明書の発行や閲覧業務
を行う。
登録免許税軽減のための住宅用家
屋証明書の発行を行う。

○固定資産税等賦課業務
○財政部内の連携による課
税客体の捕捉に係る調査
業務の継続実施
○土地・家屋の評価替え年
度

○固定資産税等賦
課業務
○財政部内の連携
による課税客体の
捕捉に係る調査業
務の継続実施

○固定資産税等賦
課業務
○財政部内の連携
による課税客体の
捕捉に係る調査業
務の継続実施
○土地・家屋の評
価替え作業年度

継続

入札契約業務
契約検
査課

以下を実施するとともに、入札・契約
制度の更なる改善を図る。
・予定価格200万円以上の工事及び
工事に伴う業務についての入札及
び契約（随意契約含む）
・物品（一部教育委員会に属するも
のを除く。）の購入及び印刷物の発
注、清掃・警備業務等の契約
・入札審査委員会、業者登録事務や
入札参加停止措置など、入札及び
契約に必要な事務
・設計金額500万円以上の工事及び
工事に伴う業務の設計審査、契約
金額500万円以上の工事検査及び
成績評定

○適正な入札及び契約事
務
○適正な設計審査及び工
事検査

同左 同左 同左

行政経営推進事業（行政評
価　他）

政策推
進課

限られた行政資源を、効率的・効果
的に資源配分する「行政経営」の理
念により、施策及び事務事業レベル
での「行政評価」を実施し、実施計
画策定につなげていくことで、総合
計画の戦略的で実効性のある推進
を行う。推進にあたっては、「部局マ
ネジメント戦略」を主体とする「行政
経営フロー」により各部局の方針を
明らかにするとともに、資源配分に
おける全体最適を図っていく。

○前年度　施策・事務事業
事後評価の実施
○新総合計画期間における
行政評価手法の検討結果
に基づく実施
○翌年度　施策・事務事業
事前評価の実施
○部局マネジメント目標の
実施
○行政経営アドバイザーへ
の相談実施

同左 同左 同左 1,030

同左 同左 248,660 継続

同左 1,639 継続

体育施設管理運営業務

生涯学
習ス
ポーツ
課

スポーツ施設の管理運営を行う。

○施設管理運営業務
○施設維持補修業務
○福万寺町市民運動広場
南面の暫定利用
○大阪府中部広域防災拠
点の活用

同左

社会体育団体事務局事務

生涯学
習ス
ポーツ
課

八尾市体育連盟など各種社会体育
団体の事務局業務を行う。

○八尾市スポーツ推進委員
の活動に関する事務局事
務
○八尾市体育連盟事務局
事務及び事業委託事務
○八尾市スポーツ少年団活
動に関する事務局事務

同左 同左

○八尾市民体育大
会の実施
○各種スポーツ大
会の実施
○各種スポーツ教
室の実施
○大阪府総合体育
大会への派遣
○市民体力テスト
の実施
○プロスポーツ試
合の市民デー等の
開催
○市民ニーズの変
化の把握と検討
○現在活動中のク
ラブへの情報提供
○総合型地域ス
ポーツクラブ創設希
望地域への支援

同左 12,535 継続

同左 4,402 継続

社会体育振興事業

生涯学
習ス
ポーツ
課

市民自らが積極的にスポーツに親し
み、住民相互の連帯を深め、地域住
民の健康・体力づくりに資するため、
市民体育大会・各種スポーツ大会等
や各種スポーツ教室事業を行う｡
また、公民連携による高度なスポー
ツイベントの開催や、東京2020オリ
ンピック・パラリンピック等応援の取
り組みを行う。
さらに、総合型地域スポーツクラブ
の育成・支援を図る。

○八尾市民体育大会の実
施
○各種スポーツ大会の実施
○各種スポーツ教室の実施
○大阪府総合体育大会へ
の派遣
○市民体力テストの実施
○プロスポーツ試合の市民
デー等の開催
○市民ニーズの変化の把
握と検討
○現在活動中のクラブへの
情報提供
○総合型地域スポーツクラ
ブ創設希望地域への支援

○八尾市民体育大
会の実施
○各種スポーツ大
会の実施
○各種スポーツ教
室の実施
○大阪府総合体育
大会への派遣
○市民体力テスト
の実施
○プロスポーツ試
合の市民デー等の
開催
○関西ワールドマ
スターズゲームズ
等応援活動の実施
○市民ニーズの変
化の把握と検討
○現在活動中のク
ラブへの情報提供
○総合型地域ス
ポーツクラブ創設希
望地域への支援

学校体育施設開放事業

生涯学
習ス
ポーツ
課

市民のスポーツ活動の推進を図る
ため、学校教育に支障のない範囲
で市民との協働により小中学校の
体育施設を開放する。

○市立小中学校及び義務
教育学校体育施設開放の
実施
○府立高等学校グラウンド
開放の実施

同左 同左

同左 同左 5,179 継続

同左 5,500 継続

地区市民スポーツ祭

生涯学
習ス
ポーツ
課

老若男女が互いに健康をたたえ、ス
ポーツを通じてよりよき相互理解を
図りつつ、市民の体力の向上と親睦
を図るため、各地区においてスポー
ツの祭典を開催する。

○地区市民スポーツ祭の実
施（28地区）

同左

生涯学習施設予約・案内シ
ステム管理業務

生涯学
習ス
ポーツ
課

生涯学習施設予約・案内システムに
関する業務を行う。

○生涯学習施設予約・案内
システムに関する事務

同左 同左
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ○システムを運用 同左 0 継続

同左 9,455 継続

文書等管理事務の電子化 総務課
文書管理と起案決裁について電子
化を進め、事務の効率化及びペー
パーレス化を図る。

○システム構築の委託先を
決定
○設計・開発・テスト・説明
会を実施
○各規程等を改正

○システムの運用
を開始

法規事務
政策法
務課

条例、規則等の制定改廃時の審査
事務等を行う。

○条例、規則等の制定改廃
時における審査
○政策法務研修の実施
○政策法務ニュースの発行
○審査請求における審理
員、審査庁及び行政不服審
査会事務局に係る事務の
実施

同左 同左

同左 同左 8,185 継続

同左 68,417 継続 9

職員の人材育成 人事課
職員研修計画にもとづいた職員研
修を実施する。

○人事課研修
○派遣研修
○自己啓発支援
○職場研修

同左

人事管理業務 人事課
職員の適正配置、職員研修等を実
施する。

○人事評価制度の実施
○限られた採用枠の中での
戦略的な職員採用の実現
○各職階職員数の精査

同左 同左

同左 同左 2,699 継続

同左 0 継続

財政関連業務 財政課

健全な財政運営をめざし、予算の編
成、決算の報告及び地方財政状況
調査をはじめとする国、府等への諸
報告、地方交付税の算定、財政計
画の策定、地方債の申請及び借入
れ、財政調整資金の調達、土地取
得事業特別会計の経理等の事務を
行う。

○健全な財政運営をめざし
て、予算の編成、決算の報
告及び地方財政状況調査
をはじめとする国、府等へ
の諸報告、地方交付税の算
定、地方債の申請及び借入
れ、財政調整資金の調達、
土地取得事業特別会計の
経理等の事務
○わかりやすい財政情報の
発信
○財政運営方針（財政計
画）の確認
○地方公会計制度への対
応

同左

公共事業用地買収業務
財産活
用課

用地買収契約を実施する。
○公共施設等の用地買収
契約

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 0 継続

財産区地区公共事業【一般
会計・特別会計】

財産活
用課

地区公共事業を認可し、地区公共
事業交付金を交付する。
特別地方公共団体である財産区の
管理及び基金管理を行う。

○地区公共事業に関する
財産区地区との調整
○溜池・墓地賠償保険の加
入
○財産区財産の管理及び
運用

同左

地方税電子申告に関する
業務（償却資産）

資産税
課

電子自治体の構築のため、地方税
ポータルシステム（eLTAX）を利用
し、償却資産（固定資産税）申告をイ
ンターネットを利用し、電子的に行
う。

○引き続き、電子申告の実
施

同左 同左

同左 同左 67,508 継続

同左 36 継続

歳入確保事務 財政課

自主財源の確保を図るため、新たな
財源の確保策等に関する調査・研
究を行い、実施するとともに、がんば
れ八尾応援寄附金（ふるさと納税）
に寄せられた寄附金を財源として各
種事業に活用し、返礼品の提供等
を通じて八尾市の魅力発信を行う。

○歳入確保のための方策
の研究及び実施に向けての
検討
○全庁的な自主財源確保
策の推進及び拡充
○がんばれ八尾応援寄附
金のPR・実施
○関係各課と連携すること
による寄附金額の増加と魅
力発信の強化
○返礼品の追加・入替

同左

債権管理事務 財政課
市債権の管理、回収、整理の適正
化を図る。

○市債権の収納状況に関
する分析及び進行管理、債
権管理研修の実施

同左 同左

同左 同左 181,274 継続

同左 77,043 継続

市税等の徴収及び滞納整
理に関する業務

納税課
市税等の徴収及び滞納整理を行う。
また、市税の収納、収入状況の把握
を行う。

○市税等の徴収及び滞納
整理
○新たな納付方法を検討

同左

市民税等の賦課に関する
業務

市民税
課

市民税課所管市税（住民税、法人市
民税、軽自動車税、たばこ税、入湯
税）の賦課業務を行う。
賦課に関する証明書の発行を行う。
原動機付自転車及び小型特殊自動
車の標識の交付を行う。

○市民税等賦課業務
○部内連携による課税客体
の捕捉に係る調査業務の
実施
○マイナンバーを活用した
税システムの運用

同左 同左

同左 同左 10,187 継続
地方税電子申告に関する
業務

市民税
課

eLTAXを利用した地方税の電子化
を実施する。
・公的年金の特別徴収事務
・国税及び他団体とのデータ連携
・事業所からの給与支払報告書、法
人市民税申告書等の受け取り

○公的年金支払報告書の
eLTAX経由での受領
○国税及び他団体とのデー
タ連携の実施
○事業所からの給与支払
報告書・法人市民税申告書
のeLTAX経由での受領
○特別徴収税額決定通知
書の電子的送付

同左
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17

18

19

20

21

22

23

24

○窓口業務委託の
メリットを最大限に
活用した質の高い
窓口サービスの提
供
○マイナンバーカー
ドの交付ならびに
普及促進、コンビニ
交付サービスへの
誘導
○一部の窓口にお
いて、休日開庁の
実施継続

同左 347,906 継続

同左 20,817 継続

戸籍・住民票・届出証明・個
人番号カード交付業務

市民課

市民にとって効率的・効果的な窓口
サービスの提供を行うため業務を民
間委託し、各種証明発行及び戸籍、
住民基本台帳、印鑑登録をシステム
で入力・管理し、より質の高いサー
ビスを行う。また、マイナンバーカー
ドの交付事務等の一部の窓口につ
いて休日開庁を定例化し、市民の利
便性の向上を図る。さらに、広告付
き番号案内表示機の運用における
分かりやすい案内表示を実施すると
ともに、広告収入の確保、緊急地震
速報の発信を行う。

○窓口業務委託のメリットを
最大限に活用した質の高い
窓口サービスの提供
○マイナンバーカードの交
付ならびに普及促進、コン
ビニ交付サービスへの誘導
○一部の窓口において、休
日開庁の実施継続
○キャッシュレス決済の開
始

○窓口業務委託の
メリットを最大限に
活用した質の高い
窓口サービスの提
供
○次期委託契約に
向けて事業者選定
の実施
○マイナンバーカー
ドの交付ならびに
普及促進、コンビニ
交付サービスへの
誘導
○一部の窓口にお
いて、休日開庁の
実施継続

国民年金資格管理窓口業
務

市民課

国から委任委託された日本年金機
構と協力連携を図りながら、法定受
託事務である国民年金に関する適
用関係事務及び給付関係事務を継
続的事業として実施する。

○国から委任委託された日
本年金機構と協力連携を図
りながら、法定受託事務で
ある国民年金に関する適用
及び給付関係事務を継続
的事業として実施
○社会保障・税番号制度の
導入に係るシステム稼動及
び事務処理の適正かつ継
続的な実施

同左 同左

同左 同左 0 継続 ○ 8

同左 0 継続

公民連携推進事業
政策推
進課

行政と企業等が連携し、地域課題
の解決などに取り組む。

○企業等からの提案や相
談のワンストップ窓口である
「公民連携デスク」の設置
○公民連携に関するノウハ
ウの蓄積
○企業等の開拓

同左

広域行政の推進
政策推
進課

市民の日常生活圏の拡大、地方分
権の流れ、行政課題の広域化に対
応するため、広域行政を推進すると
ともに、新たな広域的連携のあり方
について検討する。

○中河内広域連携協議会：
市長会議・企画担当部長会
議・企画担当課長会議の開
催
○大阪市隣接都市協議会：
会議への参加、検討課題の
調整
○八尾市柏原市広域行政
研究会の開催

同左 同左

同左 同左 2,500 継続 8・13

○第６次八尾市総
合計画後期基本計
画の策定
○第５期実施計画
の策定
○八尾市経営戦略
会議開催
○市民意識調査実
施
○八尾市総合計画
審議会の開催
○第２期八尾市人
口ビジョン・総合戦
略の推進
○「八尾市市民参
画と協働のまちづく
り基本条例」に基づ
く市民意見提出制
度の運営

7,203 継続 11

企業・大学等地域連携推進
事業

政策推
進課

企業・大学等と共同調査・研究など
の地域連携活動に取り組む。

○企業・大学等との地域連
携活動の実施
○公開講座

同左

総合計画の推進
政策推
進課

第６次総合計画を推進するため、基
本計画に基づき、実施計画を毎年
度見直し策定する。
また、「八尾市市民参画と協働のま
ちづくり基本条例」に基づき、市民の
まちづくりへの参画と協働を推進す
る。

○第１期実施計画（令和３
年度（2021年度）改訂版）の
策定（機構改革の反映等）
○第２期実施計画の策定
○八尾市経営戦略会議開
催
○市民意識調査実施
○八尾市総合計画審議会
の開催
○第２期八尾市人口ビジョ
ン・総合戦略の推進
○八尾市市民参画と協働
のまちづくり基本条例の評
価及び条例見直しの必要性
検討
○「八尾市市民参画と協働
のまちづくり基本条例」に基
づく市民意見提出制度や審
議会等の適切な運営
○八尾市第６次総合計画の
市民周知

○第３期実施計画
の策定
○八尾市経営戦略
会議開催
○市民意識調査実
施
○八尾市総合計画
審議会の開催
○第２期八尾市人
口ビジョン・総合戦
略の推進
○「八尾市市民参
画と協働のまちづく
り基本条例」に基づ
く市民意見提出制
度の運営

○八尾市第６次総
合計画前期基本計
画の評価
○第４期実施計画
の策定
○八尾市経営戦略
会議開催
○市民意識調査実
施
○八尾市総合計画
審議会の開催
○第２期八尾市人
口ビジョン・総合戦
略の推進
○「八尾市市民参
画と協働のまちづく
り基本条例」に基づ
く市民意見提出制
度の運営

同左 同左 51,007 継続

同左 381 継続
9・21
22

福利厚生業務 職員課

職員の健康管理を推進するため、
各種健康診断の充実を図る。
衛生管理者の資格取得や安全衛生
委員会の開催を通じ、職場の安全
衛生の向上を図る。
共済制度の活用を図る。

○職員安全衛生委員会活
動
○健康管理の実施
○ストレスチェック制度の実
施
○被服貸与の実施
○厚生活動の実施
○厚生施設運営管理
○退職年金及び遺族年金
事務
○公務災害補償事務

同左

労務管理業務 職員課

人事給与制度、労働問題等に関す
る調査研究及び資料の作成分析を
始め、労使間の窓口として、その連
絡調整等を担う。

○国家公務員の給与制度
を基本とする、給与の適正
化
○人事給与制度の検証

同左

○国家公務員の給
与制度を基本とす
る、給与の適正化
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 同左 37,917 継続コミュニティＦＭ放送事業
市政情
報課

市民・行政間における情報共有化を
図るため、コミュニティＦＭ放送（ＦＭ
ちゃお）を活用し、市政情報、地域情
報及び災害関連情報の提供を行う。

○放送委託による市政情報
の発信
○災害関連情報の随時発
信

同左 同左

○「やお市政だよ
り」「点字広報」など
の発行・充実
○市ホームページ
の運用・充実
○生活応援アプリ
のリニューアル
○SNS等を活用し
た情報発信

○「やお市政だよ
り」「点字広報」など
の発行・充実
○市ホームページ
の運用・充実
○生活応援アプリ
の運用
○SNS等を活用し
た情報発信

86,899 拡大 ○

同左 4,763 継続

市政情報の発信
市政情
報課

広報紙「やお市政だより」、視覚障が
い者への「点字広報」「声の市政だ
より」の発行、市ホームページ・生活
応援アプリ・SNSなど多様な広報媒
体を活用し、市政に関する情報を発
信する。

○「やお市政だより」の月１
回発行及び全戸配布
○市ホームページの運用・
充実
○生活応援アプリの運用
○新たなSNS等を活用した
情報発信

○「やお市政だよ
り」「点字広報」など
の発行・充実
○市ホームページ
の一部リニューア
ル
○生活応援アプリ
の運用
○SNS等を活用し
た情報発信

証明書コンビニ交付事業
（市民税）

市民税
課

マイナンバーカードを利用し、市・府
民税証明書の発行を、全国のコンビ
ニに設置してある多機能端末機を使
用して行う。

○コンビニ交付の安定運用
の継続実施

同左 同左

同左 同左 86 継続 6

同左 60 継続 6

出張所窓口等事務
志紀出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左

出張所窓口等事務
曙川出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左 同左

同左 同左 91 継続 6

同左 57 継続 6

出張所窓口等事務
高安出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左

出張所窓口等事務
南高安
出張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左 同左

同左 同左 55 継続 6

同左 98 継続 6

出張所窓口等事務
竹渕出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左

出張所窓口等事務
山本出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左 同左

同左 同左 55 継続 6

同左 136 継続 6

出張所窓口等事務
大正出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左

出張所窓口等事務
西郡出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左 同左

同左 同左 55 継続 6

同左 84 継続 6

出張所窓口等事務
久宝寺
出張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左

出張所窓口等事務
龍華出
張所

八尾市役所の出張所として諸証明
の発行業務等を行う。

○諸証明の発行・届出受付
の実施

同左 同左

同左 同左 9,218 継続

同左 20,617 継続

市民相談

コミュ
ニティ
政策推
進課

日常生活で生じる様々な問題や悩
み、行政に対する要望などの相談に
応じ、市民生活の向上を図るため各
種相談業務を行う。
市政に対する意見や提案を広く市民
から聴取する。

○各種相談事業の実施
○市民からの意見・提案の
幅広い聴取と迅速な担当課
への連絡調整及び適切な
処理

同左

証明書コンビニ交付事業 市民課

マイナンバーカードを利用し、住民
票、印鑑証明書、戸籍証明、税証明
の証明発行を、全国のコンビニ等に
設置してあるキオスク端末を使用し
て行う。

○証明書コンビニ交付サー
ビスの安定運用の継続実
施
○各出張所へのマニュアル
の設置
○証明書コンビニ交付の利
用に関する広報、情報提供
等

同左 同左

同左 同左 323 継続

同左 751 継続

旅券発給事務 市民課
旅券発給申請の受理及び旅券の交
付を行う。

○旅券発給業務
○旅券発給等に係る大阪
府手数料の収納業務

同左

町名地番改正事務及び住
居表示整備事業

市民課

町名地番改正（大字○○⇒○○町
○丁目）を実施する。
住居表示（○○町○丁目○○番地
⇒○○町○丁目○○番○○号）を
実施する。
町名地番改正及び住居表示実施に
関する証明書を交付する。
住居表示板の適切な設置・維持・管
理を行う。
住居表示実施区域に建築される住
居等の付番申請処理を行う。

○住居表示板（丁目表示
板・街区表示板）の維持・管
理
〇町名地番改正審議会の
開催

○住居表示板（丁
目表示板・街区表
示板）の維持・管理
〇町名地番改正の
実施

○住居表示板（丁
目表示板・街区表
示板）の維持・管理
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42

43

44

45

33.公共施設マネジメントの推進

1

2

3

4

5 同左 6,293 継続市有財産管理業務
財産活
用課

普通財産（他課の所管に属するもの
を除く。）の管理及び処分を主たる
事務とし、財産の適正管理を図ると
ともに効率的運用に努める。

○市有財産台帳の作成及
び管理
○所管する普通財産の適
正な管理と有効活用の推進
○市有財産の建物の総合
損害共済への加入
○売却可能資産の把握と
売払処分等

同左 同左

同左 同左 10,101 拡大 4

同左 0 継続 5

公共施設マネジメント事業
政策推
進課

老朽化等の課題を抱える公共施設
の再編や機能更新、市有財産の有
効活用などに向けた取り組みを進め
る。

○桂人権コミュニティセン
ター及び安中人権コミュニ
ティセンターの機能更新に
係る基本構想等の策定
○公共施設マネジメント推
進会議の運営
○計画の実施

○公共施設マネジ
メント推進会議の運
営
○計画の実施

学校施設計画推進事業
教育政
策課

安全で良好な教育環境のため、計
画的な機能更新及び老朽化対策に
伴う施設整備等を計画する。

○学校施設計画の進行管
理、時点修正
○学校施設整備の進行管
理

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 0 継続

公共建築物整備・改修事業
公共建
築課

公共建築物(市営住宅を除く)に係る
整備・改修の設計、施工及び工事監
理を行う。

○公共建築物（市営住宅を
除く。）に係る整備・改修の
設計、施工及び工事監理

同左

公共建築物長寿命化の推
進

公共建
築課

施設とその環境について、総合的に
企画・管理・活用出来るよう施設整
備計画策定支援を行う。

○予防保全計画策定支援
及び計画策定のための施
設情報の管理

同左 同左

○来庁者への案
内、手続き方法の
説明等の実施
○窓口業務の民間
委託
○窓口関係職場連
絡会議の開催

18,623 継続総合案内推進事業

コミュ
ニティ
政策推
進課

来庁者の目的に応じた担当窓口を
案内するとともに、手続き方法の説
明及び書類記載補助を行う。

○来庁者への案内、手続き
方法の説明等の実施
○窓口業務の民間委託
○窓口関係職場連絡会議
の開催
○暮らしのガイドブックの発
行

○来庁者への案
内、手続き方法の
説明等の実施
○窓口業務の民間
委託
○窓口関係職場連
絡会議の開催

○来庁者への案
内、手続き方法の
説明等の実施
○窓口業務の民間
委託
○窓口関係職場連
絡会議の開催
○暮らしのガイド
ブックの発行

同左 同左 889 継続

同左 1,166 継続

個人情報保護に関する業
務

市政情
報課

八尾市個人情報保護条例に基づく
個人情報開示を行う。
市の事務における個人情報の取り
扱いの適正化を推進する。
市民の個人情報の保護などに努め
る。

○八尾市個人情報保護条
例に基づく個人情報の保護
及び個人情報開示請求へ
の対応など
○個人情報保護に関する
職員研修の開催
○個人情報保護審議会の
開催
○個人情報保護審査会開
催への対応

同左

情報公開に関する業務
市政情
報課

八尾市情報公開条例に基づく公文
書の公開を実施する。
情報公開コーナーで行政情報の自
由閲覧などを行う。
市政における積極的な情報提供の
取り組みを行う。

○八尾市情報公開条例に
基づく公文書の公開の実施
○八尾市情報公開審査会
開催への対応
○情報公開コーナーでの行
政情報の自由閲覧に供す
る資料の整備
○「情報提供に関するガイド
ライン」に基づく情報提供の
実施

同左 同左

○住宅・土地統計
調査の実施
○統計データの
ホームページ及び
共通ライブラリへの
掲載
○「八尾市統計
書」、基幹統計調査
結果等の冊子の作
成

○経済センサス‐基
礎調査の実施
○全国家計構造調
査の実施
○農林業センサス
の実施
○国勢調査調査区
設定の実施
○統計データの
ホームページ及び
共通ライブラリへの
掲載
○「八尾市統計
書」、基幹統計調査
結果等の冊子の作
成

16,243 継続統計調査事務 総務課

国が作成する統計のうち、特に重要
な統計である基幹統計調査を実施
する。
ホームページ、共通ライブラリへ統
計データを掲載する。
「八尾市統計書」等の冊子の作成を
行う。

○経済センサス‐活動調査
の実施
○統計データのホームペー
ジ及び共通ライブラリへの
掲載
○「八尾市統計書」、基幹統
計調査結果等の冊子の作
成

○就業構造基本調
査の実施
○住宅・土地統計
調査単位区設定の
実施
○統計データの
ホームページ及び
共通ライブラリへの
掲載
○「八尾市統計
書」、基幹統計調査
結果等の冊子の作
成
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施
策

事務事業名
令和５年度計画
（2023年度）

令和６年度計画
（2024年度）

計画額
（千円）

方向性 重点
ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連NO.

担当課 事業概要
令和３年度計画
(2021年度)

令和４年度計画
（2022年度）

34.行財政改革の推進

1

2

3

4

5 同左 283,728 拡大
ICT利活用・システム基盤整
備運営事業

行政改
革課

CIO体制の下、適正な調達、人材育
成、セキュリティの向上等を図りつ
つ、効率的、効果的なICTの導入・
活用を推進する。
通信ネットワーク、セキュリティ対策
を強化するシステム、グループウェ
アシステム及び事務用パソコン等の
定期的な機器更新により安全で快
適な事務処理の基盤を整備する。
AIやRPAを含めたICT技術を積極的
に採用し、業務の一層の効率化を
図ること及びテレワーク環境を整備
することにより柔軟な働き方を支援
する。
住民情報系システムの適切な運用
を行い、市民サービスを行う各業務
システムの確実な運用を支える。ま
た、マイナンバー制度に基づく他機
関との情報連携システムの運用に
より継続した効率的な行政事務を行
う環境を整備する。

○国のeラーニングシステム
の利用を含めた効果的な人
材育成の実施
○グループウェア、ノートパ
ソコン等庁内システム全般
のセキュリティ対策の強化
と適正管理
○大阪版セキュリティクラウ
ド及び庁内ネットワークの統
合的な適正運用
○AI議事録システム及び
RPAを用いた事務の効率化
○テレワークサービスの運
用
○住民情報システムの運用
○クラウドサービス利用の
推進
○各種ICTサービスの研
究、実施検討及び導入支援

同左 同左

同左 同左 0 継続

同左 12,215 継続

公民協働手法の推進
行政改
革課

公共サービスの事業実施主体の見
直しを行い、各部局における事務事
業のうち効果が見込めるものについ
て、外部委託をはじめ、各種、公民
協働手法の活用を促進する。

○外部委託、指定管理者制
度、PFI制度等、各種公民
協働手法の活用促進
○指定管理者制度の運用
と課題整理
○その他、公民協働手法に
かかる検討および課題整理
等

同左

監査制度等の充実（外部監
査制度）

行政改
革課

市民の権利と利益を保護し、行政の
信頼性と透明性を確保するため、外
部監査を実施する。

○外部監査の実施
（包括外部監査の毎年実
施、個別外部監査の請求が
あった場合の対応、監査の
結果・意見等に基づく対応
に係る調整）

同左 同左

同左 同左 660 継続

同左 241 継続
9・21
22

行政管理事務（条例規則等
の管理・地方分権　他）

行政改
革課

行政事務の調査・改善、組織管理及
び事務分掌に関する事務、内部統
制の強化に係る取り組みの検討な
どを行う。

○組織機構改革や法改正
等に伴う各部局等の事務分
掌の改正にかかる条例、規
則、規程、訓令及び要綱等
の改正
○行政事務の調査等（審議
会の管理・調査、市税、国
保料、使用料、手数料等の
減免基準に関する「所得基
準表」の管理等）等
○内部統制の強化に係る
取り組みの検討および推進

同左

行政改革推進事務
行政改
革課

新やお改革プラン及び同実行計画
の推進および進捗管理、行財政改
革推進本部の運営、組織機構の見
直し、マイナンバー制度への対応、
外郭団体の見直し、事務経費の削
減手法、行政改革推進員の活動に
係る調整など行財政改革に関する
事務等の実施、調整等を行う。

○新やお改革プラン及び同
実行計画の推進および進
捗管理
○行財政改革推進本部の
運営
○社会保障・税番号推進本
部会議の運営
○マイナンバー制度の利活
用および情報提供
○組織機構の見直し
○各職階職員数の精査
○外郭団体の見直し
○全庁的な事務経費削減
の推進
○行政改革推進員の活動
に係る調整など行財政改革
に関する事務等の実施、調
整等

○新やお改革プラ
ン及び同実行計画
の推進および進捗
管理
○新たな行財政改
革計画の検討
○行財政改革推進
本部の運営
○社会保障・税番
号推進本部会議の
運営
○マイナンバー制
度の利活用および
情報提供
○組織機構の見直
し
○各職階職員数の
精査
○外郭団体の見直
し
○全庁的な事務経
費削減の推進
○行政改革推進員
の活動に係る調整
など行財政改革に
関する事務等の実
施、調整等

○新たな行財政改
革計画の策定およ
び進捗管理
○行財政改革推進
本部の運営
○社会保障・税番
号推進本部会議の
運営
○マイナンバー制
度の利活用および
情報提供
○組織機構の見直
し
○各職階職員数の
精査
○外郭団体の見直
し
○全庁的な事務経
費削減の推進
○行政改革推進員
の活動に係る調整
など行財政改革に
関する事務等の実
施、調整等

100



 

 

 

 

 

 

 

第２編 参考資料 

第１章 施策指標一覧 
 

  

本章では、34 の施策について、各施策のめざす暮らしの姿の達成状況を表すため設定し

た施策指標一覧を掲載しています。施策指標については、突発的な社会情勢の変化など想

定外の特段の事情が認められる場合、より適切な指標設定が可能な場合など、指標の検討

時点から状況の変化が見られた際は変更や追加を行う場合があります。 

 

【基準値について】 

・ 原則として令和元年度（2019 年度）における実績値としています。なお、市民意識調

査の結果については、令和２年度（2020 年度）に実施した調査結果の速報値を用いて

います。 

・ 各年度の計画値（第１編第１章に掲載）及びめざす値については、新型コロナウイル

ス感染症の拡大による影響など令和２年度（2020 年度）の状況も踏まえながら設定し

ています。 

・ 令和２年度（2020 年度）以降の新規取り組み、令和元年度において実績把握をしてい

ない指標については、「－」で表示しています。 

 

【出所について】 

・ 出所の記載が特にないものは、本市担当課調べです。 
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【施策指標一覧】

1
切れ目のない子育て支援の推
進

子ども・子育てに関する総合相
談件数

件

子育て総合支援ネットワークセンター「みらい」での
総合相談件数
（（仮称）八尾市こども総合支援センター開設後
は、同センターでの総合相談件数）
※延べ件数

1
切れ目のない子育て支援の推
進

地域子育て支援拠点における
相談件数

件
地域子育て支援センター、地域子育てつながりセ
ンター及びつどいの広場で受けた相談件数（オン
ライン相談を含む）

1
切れ目のない子育て支援の推
進

児童虐待の相談件数 件
児童虐待に関する相談件数（子ども・子育てに関
する総合相談件数の内数、延べ件数）

2 就学前教育・保育の充実
市内で働く保育士・保育教諭
数（４月１日時点）

人
当該年度の４月１日現在、市内の認可就学前施設
において勤務する保育士・保育教諭数

2 就学前教育・保育の充実

認定こども園における幼児教
育の取り組みに対する評価を
肯定的に回答した保護者の割
合

％
公立認定こども園で実施の保護者アンケートにお
けるこども園の取り組みに関する質問に対し「そう
思う」「ややそう思う」と答えた保護者の割合

2 就学前教育・保育の充実
教育・保育入所受入れ枠（4月
１日時点）

人

八尾市子ども・子育て支援事業計画で定める確保
方策（企業主導型保育及び八尾市認証保育施設
を含む受入れ枠合計）
※4月１日時点

2 就学前教育・保育の充実
障がい児保育（保育サポート
枠）の保育施設入所児童数（４
月１日時点）

人
認可施設の入所児童のうち、障がい児保育（保育
サポート）を受ける児童数

3 子どもの学びと育ちの充実
将来の夢や目標を持っている
児童・生徒の割合

％

学習状況調査での①＋②の回答割合

Q.将来の夢や目標を持っていますか。
①当てはまる　②どちらかといえば、当てはまる
③どちらかといえば、当てはまらない　④当てはま
らない
出所：「全国学力・学習状況調査」

3 子どもの学びと育ちの充実
「いじめはどんな理由があって
もいけないことだ」と思う児童・
生徒の割合

％

学習状況調査での①＋②の回答割合

Q.いじめは、どんな理由があってもいけないことだ
と思いますか。
①当てはまる　②どちらかといえば、当てはまる
③どちらかといえば、当てはまらない　④当てはま
らない
出所：「全国学力・学習状況調査」

3 子どもの学びと育ちの充実
各学校危機管理マニュアルの
点検・見直しを実施した学校の
割合

％
各学校危機管理マニュアルの内容について、点
検・見直しを実施した学校の割合

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

9,683 12,000

安心して子どもを産み育てるためには、保護者な
どが相談しやすい環境が整備されていることが重
要であり、相談件数を増加させることで、子どもの
健やかな育ちにつながるため。

令和４年度中に開設予定の（仮称）八尾市こども総
合支援センターと類似する他市の施設の相談件数
の推移を参考に算出した件数として、12,000件をめ
ざす。

2,807 3,400
就園前の在宅子育てをしている保護者が、子ども
や子育てに関して、身近な場で悩みや不安を相談
できている状況を表す指標であるため。

基準値から２割程度の増加をめざし、3,400件を目
標とする。

7,513 9,300
子どもの虐待に関する相談体制を充実し、相談件
数が増加することが、児童虐待発生予防につなが
るため。

令和４年度中に開設予定の（仮称）八尾市こども総
合支援センターと類似する他市の施設の相談件数
の推移を参考に算出した件数として、9,300件をめ
ざす。

1,488 1,692
保育体制の充実の観点から、必要な保育士数を
確保できているかを確認していくため。

市内で働く保育士・保育教諭が、認可施設数に応
じて必要な数が配置されていることをめざし、1,692
人を目標とする。

92.4 95.0
市内就学前施設の質が向上しているかを確認して
いくため。

年々、幼児教育の充実が図られるよう令和元年度
の実績値である92.4％以上の値に段階的に引き上
げていくことをめざし、95.0％を目標とする。

8,306 9,314
入所希望する児童数に対して、受入れを可能とす
る施設整備を行えているかを把握できるため。

八尾市子ども・子育て支援事業計画で定める確保
方策として定める数値である9,314人分の枠確保を
めざす。

194 220
入所希望する児童数に対して、必要な受入れを行
えているかを把握できるため。

市内で保育サポート枠へ入所希望する児童に対し
て、受入れ枠を提供できていることをめざし、220人
を目標とする。

73.5 78.0
自己の進路を選択する意欲が高まっているのかを
表すため。

過去５年間（平成26年度～平成30年度）、75％前
後を推移。小中一貫教育研究拠点校の成果を踏
まえつつ、全国平均を上回る値をめざし、78.0％を
目標とする。

96 100

いじめに対する認識だけが当該施策の成果を包
括して示すものではないが、いじめを未然に防ぐた
めの取り組みが推進されているかを表すものであ
るため。

全ての児童・生徒がどんなことがあってもいじめは
いけないと思う状態にすることをめざす。

ー 100

社会状況の変化や自然災害の発生等を踏まえ、
適宜、マニュアルの内容について点検・見直しを実
施し、教職員が共有して、緊急事態に対して備える
ことは、児童・生徒の安全確保につながるものであ
るため。

全学校において、点検・見直しの実施をめざす。

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

3 子どもの学びと育ちの充実
保護者や地域の人との協働に
よる活動を行った学校の割合

％

学習状況調査での①＋②の回答割合

Q.地域学校協働本部やコミュニティ・スクールなど
の仕組みを生かして、保護者や地域の人との協働
による活動を行いましたか。
①よく行った　②どちらかといえば、行った　③あま
り行っていない　④全く行っていない
出所：「全国学力・学習状況調査」

4
子ども・若者の健全育成と支
援の推進

放課後児童室入室確保数（４
月１日時点）

人
八尾市子ども・子育て支援事業計画で定める確保
方策（4月1日時点）

4
子ども・若者の健全育成と支
援の推進

子ども・若者の健全育成に係
る事業数

本
青少年関係団体等の実施する、子ども・若者の健
全育成に資する事業数

4
子ども・若者の健全育成と支
援の推進

若者相談窓口における相談件
数

件 若者相談窓口に相談のあった件数

4
子ども・若者の健全育成と支
援の推進

青少年健全育成に関する地区
住民懇談会の実施地区数

地区 地区住民懇談会を実施した地区数

5 やおプロモーションの推進
八尾の魅力を友人や知り合い
に推奨する気持ちが強い市民
の割合

％

市民意識調査での８点から10点をつけた人の回答
割合

Q.あなたは、八尾の魅力を友人や知り合いにどの
程度すすめたいと思いますか。
A.０点～10点

5 やおプロモーションの推進
住み続けたいと感じる市民の
割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、今後も八尾市に住み続けたいとお考
えですか。
A.①今の場所に住み続けたい　②市内の他の場
所で住み続けたい　③いずれ市外に引っ越したい
④市外に引っ越す予定がある　⑤すでに市外に
引っ越した　⑥その他

5 やおプロモーションの推進
八尾をより良くするための活動
に関わりたい気持ちが強い市
民の割合

％

市民意識調査での８点から10点をつけた人の回答
割合

Q.あなたは、八尾をより良くするための活動にどの
程度関わりたいと思いますか。
A.０点～10点

6
歴史資産などの保全・活用・発
信

ボランティア活動への参加人
数

人
市史編纂事業や史跡の保全活動等に参加しても
らったボランティアの延べ人数

6
歴史資産などの保全・活用・発
信

指定文化財等の件数 件
国や大阪府、八尾市が指定や登録を行った市域
の文化財の件数
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

76 81
コミュニティスクール等の取り組みを推進し、地域
とともにある学校づくりが推進されているかを表す
ものであるため。

令和元年度の大阪府平均値80.6％を上回る値
（81％）をめざす。
＊参考：全国平均値（Ｒ１）は、73％

3,818 4,600
青少年の健全育成の環境整備の状況を表すた
め。

八尾市子ども・子育て支援事業計画で確保方策と
して定める数値である4,600人分の枠確保をめざ
す。

341 352

子ども・若者の健全育成に関わる活動を活性化し
支援を行うことで、こども会活動をはじめとした子ど
も・若者の健全育成に資する事業が増加すると考
えるため。

青少年健全育成の推進に寄与する取り組みの継
続を支援することにより、基準値以上の事業数を
めざし、352件を目標とする。

ー 220
子ども・若者がそれぞれに抱える事情を相談でき
る体制が整っていることの周知が進むに伴い、相
談件数が増加すると考えるため。

大阪府内で実施される同種事業の相談件数により
算出した件数として、220件をめざす。

25 29

社会全体で青少年を見守り育てていく意識が地域
全体で高まることにより、地域による研修や共有の
場である住民懇談会の開催につながると考えるた
め。

100％の実施をめざす（29地区）

13.6
(R2速報)

17
戦略的なプロモーション展開を進めることにより、
八尾に誇りや愛着を持ち、市の魅力を強く推奨す
る市民が増えることにつながると考えるため。

17％を目標とする。

80.3
(R2速報)

86
住み続けたい市民の割合を最もよく表した指標で
あると考えられるため。

86％を目標とする。

10.7
(R2速報)

14

八尾をより良くするための活動に関わりたい気持
ちが強い市民が増加することが、多様な主体の連
携によるにぎわいの創出、地域の活気を高めるこ
とにつながると考えるため。

14％を目標とする。

345 350
ボランティアの活動状況が歴史資産に対する関心
の高まりを示すものであり、文化財の保護につな
がると考えられるため。

ボランティアの高齢化等を考慮して基準値の維持
をめざす。

121 130
文化財の指定によって保存が図られ、今後、活用
を進めることができると考えられるため。

毎年度２件の指定等を目標とし、130件をめざす。
（122件＋2件×4＝130件）
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

6
歴史資産などの保全・活用・発
信

文化財情報の発信件数 件
①八尾市ホームページ、②文化財情報システム、
③図書の刊行、④報道機関への情報提供など文
化財に関する情報発信の件数

7 みどり豊かな潤いのある暮らし 里山保全に関する活動回数 回
神立里山保全プロジェクト、高安山楽音寺森林整
備定期活動及び高安山自然再生定期活動の活動
回数の合計

7 みどり豊かな潤いのある暮らし
八尾市内に自然環境が多く
残っていると思う市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、八尾市内に自然環境が多く残ってい
ると思いますか。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

7 みどり豊かな潤いのある暮らし
高安山を活用したイベントの参
加者数

人
生駒チャレンジ登山大会、全国一斉清掃登山（ク
リーンハイク）及び高安山清掃ハイキングの参加
者数の合計

7 みどり豊かな潤いのある暮らし 桜の植樹本数 本 玉串川、長瀬川等の桜の植樹本数

7 みどり豊かな潤いのある暮らし
グリーンボックス貸出及び街か
ど緑化の申請回数

回
グリーンボックス貸出事業及び街かど緑化推進支
援事業の申請数の合計

8
芸術文化の魅力を活かした豊
かなまちづくり

文化会館指定管理者が実施
する事業の入場者数

人
文化会館指定管理者が実施する主催事業の入場
者数

8
芸術文化の魅力を活かした豊
かなまちづくり

日常生活において音楽、映
画、演劇、美術などの芸術文
化に親しんで心の豊かさを感
じる時がある市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、日常生活において、音楽、映画、演
劇、美術等の芸術文化に親しんで心の豊かさを感
じる時はありますか。
A.①大いにある　②少しある　③あまりない　④全
くない

8
芸術文化の魅力を活かした豊
かなまちづくり

八尾らしさや魅力を活かした事
業の数

本

八尾市及び文化会館指定管理者主催の八尾らし
さや魅力を活かした事業（八尾の特色や伝統文化
をテーマとする事業、文化財施設等を活用した事
業）の本数の合計

8
芸術文化の魅力を活かした豊
かなまちづくり

中学生以下対象の芸術文化
に関するイベント参加者数

人
八尾市及び文化会館指定管理者主催の中学生以
下を対象とする芸術文化に関するイベント参加者
数の合計

9 地域経済を支える産業の振興
中小企業におけるイノベーショ
ン実践数

事業

産業政策課で把握する八尾市内の中小企業の新
事業に挑戦するプロジェクト数
（環山楼塾、あきんど起業塾、デザインイノベーショ
ン等におけるビジネスプラン数並びに意欲ある補
助金の申請件数）

9 地域経済を支える産業の振興
立地制度活用による工場立地
件数

件
八尾市ものづくり集積促進奨励金制度指定事業者
数
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

46 52
八尾市ホームページの活用や図書の刊行等が情
報発信の活発さを示すもので、多くの市民の目に
ふれているものと考えられるため。

指定文化財の件数に応じて毎年度２件の増加を図
り、52件をめざす。

36 36
高安山をはじめとした自然に触れることで、里山保
全の意識が高まると考えるため。

基準値の維持をめざす。

56.8
(R2速報)

57
高安山をはじめとする豊かな自然環境を保全する
必要があるため。

基準値の維持をめざす。

645 645
高安山の自然や歴史資産等の地域資源を活用し
たイベントを、関係機関と連携して実施することに
より、その魅力を実感していただくため。

基準値の維持をめざす。

128 220
玉串川等の桜並木の良好な景観を永続的に保つ
ため。

毎年度20本の植樹を行い、220本をめざす。

143 140
市民の緑化意識の高揚や緑に対する知識・関心を
もってもらい地域の緑化を進めるため。

基準値の維持をめざす。

15,617 22,000
文化会館を利用した芸術文化活動が高まっている
状況をめざす必要があるため。

22,000人をめざす。

64.3
(R2速報)

72.0
文化会館を利用した芸術文化活動が高まっている
状況をめざす必要があるため。

72.0％をめざす。

12 15

多様な主体と連携して事業を実施し、八尾の魅力
や新たに創造されていく八尾の魅力を多くの市民
が知る機会が充実している状況をめざす必要があ
るため。

15本の実施をめざす。

12,034 13,000
こどもが身近な場所で芸術文化にふれる機会を充
実させる必要があるため。

13,000人をめざす。

55 63
新しい事業に挑戦することがイノベーションにつな
がり、その活動が事業者の売上増や存続につなが
るため。

新たな事業に挑戦する企業を増やすことによりイノ
ベーションがうまれるまちをめざし、63事業を目標
とする。

9 10
制度活用によって企業の立地を後押しすることに
より、企業の市外への流出の防止と市内への流入
が促進されると考えられるため。

市外企業の市内への移転促進と市内企業の流出
抑止が図られ、産業集積が継続的に進んでいる状
況をめざし、10件を目標とする。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

9 地域経済を支える産業の振興
次世代企業家育成において市
内企業がメンター役を担う割合

％

企業家を育成するセミナーとなる環山楼塾、あきん
ど起業塾、ゆるっとカフェ及びものづくりカレッジ並
びに産業連携事業として開催する学ぶ場八尾の
登壇者のうちの市内企業家の割合

9 地域経済を支える産業の振興
産業分野にかかわる関係人口
の対基準年度比率

％

地域内外から産業分野における活動に関わった
関係人口の割合
（「みせるばやお」の来場者数、ふるさと納税寄付
者数（産業関連）、地域商業団体活性化補助金を
活用し開催した商店会イベント参加者数につき、
基準年度数を100としたときの各イベント増加率の
平均）

9 地域経済を支える産業の振興
産直便等事業者を含む直売所
数

か所 八尾市直売所開設者連絡会の会員数

10 就労支援と雇用機会の創出
地域就労支援センターにおけ
る相談者の雇用達成の割合

％ 相談者の中で就職が実現した人の割合

10 就労支援と雇用機会の創出
参加したセミナー等の内容が
参考になった企業の割合

％
セミナー受講者に実施したアンケートの結果で「大
変参考になった」「参考になった」を選んだ参加者
の割合

11
消費者教育の推進と消費生活
相談体制の充実

消費者教育講座等における理
解度

％
消費者教育講座等の受講生へのアンケートにお
いて、理解できたとする者の割合

11
消費者教育の推進と消費生活
相談体制の充実

消費生活相談の解決率 ％
消費生活相談のうち、助言、あっせんその他情報
提供などにより相談が解決した割合

11
消費者教育の推進と消費生活
相談体制の充実

エシカル消費に関する講座の
受講者数

人

消費者教育講座のうち、エシカル消費（消費者そ
れぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考
慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援し
ながら消費活動を行うこと）に関する講座の受講者
数

12
住みたい・住み続けたい良質
な住まいづくり

中古住宅利活用等の件数 件 中古住宅流通促進補助金等の件数

12
住みたい・住み続けたい良質
な住まいづくり

民間住宅の耐震化率 ％ 住宅・土地統計調査等から推計した耐震化率

12
住みたい・住み続けたい良質
な住まいづくり

セーフティネット住宅登録戸数 戸 住宅セーフティネット法における登録住宅の戸数

12
住みたい・住み続けたい良質
な住まいづくり

市営住宅のバリアフリー化率 ％
市営住宅管理戸数のうち、建替、改善工事により
エレベーターの設置等が行われた戸数
＝バリアフリー化住戸／管理戸数×100

13
快適な交通ネットワークの充
実

交通不便地の解消エリア数 地域
交通不便地（鉄道駅から800ｍ以内、バス停から
300ｍ以内のいずれにも含まれない地域）の解消
エリア数
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

ー 50
毎年一定割合の先輩起業家による講演の登壇機
会をつくり、先輩企業家が次世代の企業家の成長
を支える地域内のエコシステムが構築されるため。

地域で支えられ学んだ経験を次世代企業家に伝
えられている状態をめざし、50％を目標とする。

100 125

八尾市の事業及び関係する団体が実施した事業
により地域内に関わった人口数が増加することに
より、まちへのブランディングが世の中で浸透した
ことを示す数値となるため。

基準値から毎年度5ポイント増を図り、125％をめざ
す。

15 18
地産地消を推進するとともに、主要農産物の販路
開拓をめざす産直便等事業者を含む直売所の数
を表すため。

毎年度１か所の増加を目標とし、18か所をめざす。

44.1 40
就労職困難者等への支援が成果をあげているか
どうかを表すため。

センターにおける就労支援が効果的に就労につな
がっていることをめざし、40％を目標とする。

92.7 90
セミナー等の開催が、参加企業にとって参考となる
ものかを表すため。

セミナー等の内容が企業におけるダイバーシティ
経営や働き方改革の推進につながることをめざ
し、90％を目標とする。

ー 100
消費者が、消費者教育講座等を通じて消費生活に
関する知識を得ることにより、消費者トラブルの防
止に繋がるものと考えるため。

受講生全員が、講座内容を理解できている状況を
めざす。

98 100
消費生活相談員のスキル向上を図ることにより、
より適切な消費生活相談が実施できるものと考え
るため。

消費生活相談が、より多く解決している状況をめざ
し、100％を目標とする。

ー 100

エシカル消費に関する内容の消費者教育講座を
実施することにより、持続可能な社会を担う当事者
としての自覚を持った市民の育成を図れるものと
考えるため。

より多くの消費者が、エシカル消費に関する講座を
受講している状況をめざし、100人を目標とする。

ー 40

空家を活用する事は、管理不良な状態になること
を予防することができ、また、若者や新婚子育て世
帯が補助を活用し八尾市内に転入することで、活
気があふれるまちにつながっていくため。

同規模の他市事例を参考に算出した件数として、
40件をめざす。

80 89
民間住宅の耐震化を促進することで、安心して暮
らせる良質な住まいづくりが進んでいくため。

八尾市耐震改修促進計画において定める耐震化
率の目標値から算出した値である89％をめざす。

567 1,540
住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登
録された住宅が一定数あることで、住宅確保要配
慮者が住まいを確保することができるため。

八尾市に登録されているセーフティネット住宅の戸
数が増加している状態をめざし、1,540戸を目標と
する。

37.17 43
バリアフリー化（エレベーター設置等）率は、機能
更新の進捗状況を表すため。

バリアフリー化住戸765戸をめざす。
765戸／管理戸数×100＝42.88％≒43％

ー 7
交通ネットワークの充実を図るには、交通不便地
の解消を行うことが必要と考えるため。

7地域の交通不便地の解消を図り、地域と共に持
続可能な公共交通の制度設計を進め交通不便地
の減少につなげることをめざす。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

13
快適な交通ネットワークの充
実

自転車駐車場利用率 ％ 市内21か所の自転車駐車場利用率

13
快適な交通ネットワークの充
実

交通安全教室実施回数 回
市内の保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中
学校の交通安全教室実施回数

13
快適な交通ネットワークの充
実

市内の交通事故件数 件
八尾市内で発生した交通事故件数
（出所：八尾の交通事故）

14 魅力ある都市づくりの推進
主要駅周辺のまちづくりに資
する関係者協議

回
八尾空港西側跡地の活性化に向けた関係者（大
阪航空局、近畿財務局、大阪府、大阪市など）との
国有地早期売却やまちづくりに資する協議の回数

14 魅力ある都市づくりの推進
地域が考えている方向でまち
の整備が進んでいると思う市
民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、あなたのお住まいの地域のみなさん
が考えている方向で、まちの整備が進んでいると
思いますか。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

14 魅力ある都市づくりの推進 都市計画道路の整備率 ％ 都市計画道路の整備率

14 魅力ある都市づくりの推進 景観計画に基づく届出件数 件 景観に関する新築・改修等の届出件数

14 魅力ある都市づくりの推進
うるおいと魅力ある景観づくり
がなされていると感じる市民の
割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、八尾市の歴史的まちなみ景観や玉串
川・長瀬川等の水路景観について、うるおいと魅
力ある景観づくりがなされていると思いますか。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

15 都市基盤施設の整備と維持 橋梁の修繕工事の整備率 ％
八尾市橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕工事
の整備進捗率

15 都市基盤施設の整備と維持
公共下水道事業会計の経常
収益対経常費用比率

％
経常費用に対する経常収益の割合
（経常収益対経常費用比率＝経常収益／経常費
用×100）

15 都市基盤施設の整備と維持 市道で発生した交通事故件数 件
市道で発生した交通事故件数
（出所：八尾の交通事故）
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

85.3 90
駅周辺における放置自転車の減少をめざすには、
自転車駐車場の利用促進を図ることが有効と考え
るため。

自転車駐車場の利用率を一層高め、放置自転車
が減少し、快適に自転車で移動することができるま
ちをめざし、90％を目標とする。

100 100
幼少期からの交通安全意識の醸成・高揚を図るに
は、学校園での交通安全教室の実施が有効と考
えるため。

小・中学校等での交通安全教室を実施し、児童・
生徒の交通事故件数の減少につなげることをめざ
し、100回を目標とする。

712 660
交通安全意識の高揚は、交通事故の減少として表
れると考えるため。

交通安全教室をはじめ、各種啓発活動を実施し、
交通事故の減少につなげることをめざし、660件を
目標とする。

27 25

国有地である八尾空港西側跡地は、本市の主要
駅の一つである八尾南駅の北側に位置し、将来民
間開発により駅周辺のにぎわいの核となることが
見込まれる余剰地であり、多岐にわたる関係者と
調整を図る必要があるため。

関係者協議回数実績の平均値を基に算出した回
数として、25回をめざす。

29.4
(R2速報)

30.0 事業の進捗状況を市民の目線から確認するため。
お住まいの地域のみなさんが考えている方向でま
ちの整備が進んでいると思う市民の割合の増加を
めざし、30.0％を目標とする。

55.2 56.2 事業の進捗状況を表すため。
整備率が増加している状況をめざし、56.2％を目
標とする。

8 15
景観法に基づく景観計画の届出件数を増やすこと
により、大規模建築物等の景観誘導を行い周辺へ
の影響も含め良好な都市景観形成が図れるため。

届出件数15件をめざす。

60.7
(R2速報)

62.0 事業の進捗状況を市民の目線から確認するため。

八尾市の歴史的まちなみ景観や玉串川・長瀬川等
の水路景観について、うるおいと魅力ある景観づく
りがなされていると感じる市民の割合の増加をめ
ざし、62.0％を目標とする。

－ 45.6
都市基盤施設である橋梁の修繕を進めることが、
市民の安全・安心な暮らしにつながると考えるた
め。

八尾市橋梁長寿命化修繕計画で定める令和６年
度における整備率として、45.6％を目標とする。
（令和2年度から10年間で計画している修繕工事
件数46件の整備完了をめざす。）

105.5 100
下水道施設の維持管理に要する費用が収益に
よって賄えていることにより、適切な維持管理を行
うことができるため。

100％以上の維持をめざす。

401 375
交通安全施設等に関する整備を進め交通事故件
数の減少に取り組むことが、市民の安全・安心な
暮らしにつながると考えるため。

警察が発表する交通事故件数について、10件／
年の減少をめざし、375件を目標とする。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

15 都市基盤施設の整備と維持
寝屋川流域水害対策計画の
貯留量達成率

％

寝屋川流域水害対策計画に基づく雨水流出抑制
施設の累積貯留量の八尾市目標値38.5万㎥に対
する割合
（貯留量達成率＝貯留量/ 目標貯留量（38.5 万
㎥）× 100）

15 都市基盤施設の整備と維持 一人当たりの都市公園面積 ㎡
一人当たりの都市公園面積＝市内の都市公園の
総面積／人口

15 都市基盤施設の整備と維持
玉串川護岸整備事業の整備
率

％ 玉串川護岸整備事業（Ⅱ期）の整備進捗率

16 上水道の安定供給 管路の耐震化率 ％

口径75㎜以上の管路の延長に対する耐震管路延
長の割合
（管路の耐震化率=耐震管路延長/全管路延長×
100（口径75㎜以上の管路に限る））

16 上水道の安定供給
水道事業会計の経常収益対
経常費用比率

％
経常費用に対する経常収益の割合
（経常収益対経常費用比率=経常収益/経常費用
×100（日本水道協会水道事業ガイドライン準拠））

17
防災・防犯・緊急事態対応力
の向上

地区防災計画策定済み地区
数

地区

災害リスクの高い土砂災害警戒区域（高安・南高
安地区）及び一級河川大和川流域（大正・大正北
地区）を優先に地区防災計画を策定済みの地区
数

17
防災・防犯・緊急事態対応力
の向上

大阪重点犯罪認知件数 件

大阪重点犯罪に指定されている犯罪のうち、大阪
府警察が市町村別認知件数を公表しているもの
の合計
（出所：大阪府警察本部ホームページ）

17
防災・防犯・緊急事態対応力
の向上

学生防犯隊活動回数 回
学生防犯ボランティアに関する覚書に基づき、学
生防犯隊に参加を要請した活動の回数

17
防災・防犯・緊急事態対応力
の向上

危機管理マニュアルの更新率 ％
各所属において作成した危機管理マニュアルの更
新率

18 消防力の強化
災害想定訓練（指令・警防・救
急・救助）回数

回
指令課員、消防隊、救急隊及び救助隊の実践訓
練回数の合計

18 消防力の強化 防火管理者の選任率 ％

防火管理者の選任率
＝防火管理者が選任されている防火対象物数（敷
地）÷防火管理者の選任を要する防火対象物数
（敷地）×100
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

75.6 78.8
総合的な治水対策を進めることが、水害等の防
止・軽減につながると考えるため。

78.8％をめざす。

2.84 3.15
憩い、安らぎの場としての空間の提供が、豊かな
生活環境の実感につながると考えるため。

3.15㎡/人を目標とする。

－ 43.3
玉串川の護岸整備を進めることが、魅力を感じ快
適に暮らせるまちにつながると考えるため。

玉串川護岸整備事業（Ⅱ期）の総延長2.2kmを、令
和３年度から令和10年度の事業期間で整備完了
することをめざす。

25.8 33
災害時の管路による給水確保のために、水道管
路の耐震化の必要性が高いため。

33％をめざす。

111 105
収益性の分析において重要な指標で、すべての水
道事業体で適用できる指標のため比較を行う上で
も有効であるため。

105％以上をめざす。

－ 28

地区防災計画は、住民が主体となって組織的に、
かつ、地域ごとの特性に応じて災害に備えるため
に作られるものであり、策定に至る経過はもとよ
り、策定後には計画に基づく訓練の実施が想定さ
れることなどから、地域の自助・共助の向上に寄与
するとともに防災力の向上が図られると考えられる
ため。

全地区（28小学校区）で地区防災計画の策定をめ
ざす。

295 245

市民が著しく不安を感じる犯罪として大阪府警察
が指定している大阪重点犯罪（子どもや女性を
狙った性犯罪、特殊詐欺及び自動車関連犯罪）を
減少させることが、体感治安の改善につながるも
のと考えるため。

大阪重点犯罪を少しでも減らすことをめざし、245
件を目標とする。

－ 12

学生が地域の防犯活動に積極的に参加すること
によって、地域における連帯感や絆、社会の規範
意識が高まり、犯罪の起こりにくいまちづくりにつ
ながるものと考えるため。

月１回以上、学生が防犯活動に参加することをめ
ざし、12回を目標とする。

100 100
変化する社会情勢に応じて危機管理マニュアルの
整備・更新を行うことにより、的確な対応を図ること
ができるため。

危機管理マニュアルの更新が必ず行われる状態
を維持する。

611 700
訓練を充実させ、消防職員の技術・技能向上を図
り、各種災害に迅速的確に対応するため。

実践訓練を年間計700回を維持する。
・消防署本署100回×２部制＝200回
・出張所50回×５か所×２部制＝500回

93 98

防火対象物における防火安全対策を推進するた
めには、消防用設備等の設置・維持とともに、防火
管理者による防火管理業務が主たる要素となるた
め。

令和２年度の見込値（94％）を基準に、毎年度１ポ
イントの上昇を図り、98％をめざす。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

18 消防力の強化
自主防災訓練の自立型訓練
実施率

％

自主防災組織で企画立案した訓練又は当該組織
員が、指導者となって実施した訓練実施率
（自主防災訓練の自立型訓練実施率
＝自立型訓練実施組織数　÷　結成組織数　×
100）

19 健康づくりの推進
健康のために運動などを心が
ける市民の割合

％

市民意識調査での①の回答割合

Q.あなたは、健康のために運動を心がけるなど、
自主的に何か取り組みをしていますか。
A.①している　②していない

19 健康づくりの推進
糖尿病重症化予防に係る受療
率

％
健康診査受診者中、ＨｂＡ1Ｃの数値6.5％以上の
者のうち、受療者の割合

19 健康づくりの推進 男性の健康寿命（前年数値） 歳

日常生活動作が自立している期間の平均（要介護
２～５を健康でない状態とし、それ以外を健康な状
態と定義し算出）
【国の統計資料を使用し算出するため、前年数値
を記載】

19 健康づくりの推進 女性の健康寿命（前年数値） 歳

日常生活動作が自立している期間の平均（要介護
２～５を健康でない状態とし、それ以外を健康な状
態と定義し算出）
【国の統計資料を使用し算出するため、前年数値
を記載】

19 健康づくりの推進
国民健康保険加入者における
特定健康診査受診率【※出納
閉鎖時点】

％
国民健康保険加入者における特定健康診査受診
率＝特定健康診査受診者数／特定健康診査対象
者×１００【※出納閉鎖時点】

20 健康を守り支える環境の確保
健康危機管理訓練の実施回
数

回
大規模災害や感染症などへの備えとしての健康
危機事象対応訓練の実施回数

21 地域医療体制の充実
中河内保健医療協議会・各種
懇話会の開催回数

回 中河内保健医療協議会・各種懇話会の開催回数

21 地域医療体制の充実 市立病院における紹介率 ％
市立病院における初診患者のうち、地域の医療機
関（かかりつけ医）からの紹介患者が占める割合

21 地域医療体制の充実 市立病院における逆紹介率 ％
市立病院における初診患者のうち、当院での治療
を終えた後、紹介元の地域の医療機関（かかりつ
け医）などへ逆紹介した患者が占める割合

21 地域医療体制の充実
「かかりつけ医」を持っている
市民の割合

％

市民意識調査での①の回答割合

Q.あなたは、病気や健康について相談や受診でき
る「かかりつけ医」など（かかりつけ医、かかりつけ
歯科医、かかりつけ薬局）がありますか。
A.①ある　②ない
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

18.9 60
自主防災組織により自主的な企画・運営がされた
訓練等が実施されることで、市民の防災意識が向
上するため。

自主防災組織が自主的に訓練の企画・運営を行う
ことで、地域住民の団結意識や知識技術向上を図
り、更なる地域防災力の向上をめざし、60％を目標
とする。

48.0
(R2速報)

65
健康づくり推進の取り組みの成果は、自主的に健
康づくりに取り組む市民が増えることに表れると考
えられるため。

健康づくりに取り組んでいる市民の割合を高めるこ
とをめざし、65％を目標とする。

32.6 90
八尾市の健康づくり推進の取り組みの成果を表す
ため。

糖尿病重症化予防対策に係る受療勧奨対象者の
受療率90％以上をめざす。（国民健康保険加入者
より受療率を算出）

79.3 80.5
自主的に健康づくりに取り組む市民が増えること
による成果を表すため。

第６次総合計画期間内において２年以上の延伸を
図ることをめざし、80.5歳を目標とする。

83.4 84.6
自主的に健康づくりに取り組む市民が増えること
による成果を表すため。

第６次総合計画期間内において２年以上の延伸を
図ることをめざし、84.6歳を目標とする。

29.99 60
健康づくりにあたって、特定健康診査の受診が有
効であると考えるため。

厚生労働省の特定健康診査等基本指針における
市町村国保の目標値（令和５年度（2023年度）に
60％）の達成をめざす。

2 2
大規模災害や感染症等の健康危機事象が生じた
際に、適切な対策を行うには、職員の技術強化を
目的とした訓練実施が重要なため。

災害対応訓練１回・感染症対応訓練１回の実施を
めざす。

6 6
大阪府や中河内医療圏内各市の行政機関・医療
機関等の連携体制を確保するには、保健医療協
議会や各種懇話会の開催が重要なため。

中河内保健医療協議会１回・各種懇話会（医療・
病床、救急、在宅医療、精神医療、薬事）５回の開
催をめざす。

54.7 50％以上
地域医療支援病院の承認要件である紹介率50％
以上を超えることが重要なため。

地域医療支援病院の承認要件である50％以上の
紹介率を維持する。

80.5 70％以上
地域医療支援病院の承認要件である逆紹介率
70％以上を超えることが重要なため。

地域医療支援病院の承認要件である70％以上の
逆紹介率を維持する。

74.2
(R2速報)

80
限りある医療資源を有効活用するには、市民が
「かかりつけ医」を持つことが重要なため。

80％をめざす。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

22
良好な生活環境の確保・地球
環境の保全

環境基準適合率（大気環境・
水質環境・騒音環境）

％
｛（大気NO2適合率）＋（水質BOD適合率）＋（一般
環境騒音適合率）｝／３

22
良好な生活環境の確保・地球
環境の保全

市域の温室効果ガス排出量
（前々年度実績）

万t-
CO2

エネルギー供給事業者からのデータや各種統計
書における市域の温室効果ガスの排出量積算に
基づき算出した数値
（実績の確定値を各種統計書等を用いて計算する
が、算出に時間を要すること等から最新値は前々
年度分となる）

22
良好な生活環境の確保・地球
環境の保全

地域一斉清掃受付件数 件
環境保全課で受付をした地域一斉清掃の受付件
数

22
良好な生活環境の確保・地球
環境の保全

資源化されている量を除くごみ
処理量

ｔ
家庭系ごみ排出量+事業系ごみ排出量－リサイク
ルセンター資源化量

23
つながり・支え合う地域福祉の
しくみづくり

つなげる支援室で支援調整な
どを行った件数

件 つなげる支援室で支援調整などを行った件数

23
つながり・支え合う地域福祉の
しくみづくり

地域での福祉活動における登
録制度への登録者数

人

市民後見人バンク登録者数+地域の福祉活動に
関わっているボランティアセンターにおける福祉ボ
ランティア登録者数
出所：権利擁護センター調べ、ボランティアセン
ター調べ

24
高齢者が安心して暮らし続け
られる社会の実現

在宅高齢者率（年度末時点） ％

65歳以上の高齢者のうち、介護３施設（特別養護
老人ホーム、老人保健施設及び介護医療院等）、
グループホーム、特定施設に入居中の人を除いた
人数の割合（年度末時点）

24
高齢者が安心して暮らし続け
られる社会の実現

住民主体活動に参加している
在宅高齢者の割合

％
65歳以上の在宅で生活されている高齢者で、週１
回以上の住民主体活動（介護予防グループの活
動等）に参加している人の割合

24
高齢者が安心して暮らし続け
られる社会の実現

介護保険給付費の計画値にお
ける実績値の割合

％ 介護保険給付費の事業計画と実績値の対比

25
障がいのある人への支援の充
実

施設入所者の地域移行者数 人 施設入所から地域移行する障がい者数

25
障がいのある人への支援の充
実

地域生活支援拠点等の登録
者数

人
地域生活支援拠点等の活用にあたり事前登録を
行った障がい児者数

25
障がいのある人への支援の充
実

関係機関との連携により対応
した基幹相談支援センターに
おける支援件数

件
基幹相談支援センターにて関係機関と連携のうえ
支援を実施した件数
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

100 100
環境基準は人の健康を保護し、生活環境を保全す
るうえで維持されることが望ましい基準として定め
られたもので、行政上の政策目標であるため。

大気、水質、騒音の代表的な項目についての
100％達成を維持する。

146 128
市域から温室効果ガス排出量を減らすことで、地
球温暖化の進行を和らげることにつながるため。

八尾市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）に
おける目標値（令和12年度までに、基準年である
平成25年度実績値（153万t-CO2）比で26％以上削
減）から算出した値である113万t-CO2をめざす。
（令和12年度目標：153.3253万t-CO2×73.5％＝
112.6941万t-CO2≒113万t-CO2）

899 930
地域における清掃活動の機会の増加が、まちを美
しく清潔に保つことに繋がるため。

自主的な美化活動に取り組むことで、市民の環境
美化意識の醸成と良好な生活環境の確保をめざ
し、930件を目標とする。

69,864 63,291
発生抑制（リデュース）の観点より、ごみの排出量
が減っている状況をめざすため。

「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」にお
ける目標値から算出した値である63,291ｔをめざ
す。

ー 250

つなげる支援室では、その専門性を発揮し、介護、
障がい、子育て、生活困窮などが複合化した課題
を抱えた世帯を関係機関で連携して支えることが
できるよう、調整等を行う。そのため、当該窓口で
扱った相談件数は、必要な支援につながった数を
表すものとなるため。

相談件数250件（20件以上／月）をめざす。

1,880 1,950
登録者数は、住民一人ひとりが地域で自立した生
活を送り続けられるための支援体制の充実度を表
すため。

登録者数が1,950人を超えることをめざす。

59.1 60.1

高齢者が生きがいをもって自立した生活を送ること
ができるよう各種取り組みを推進することにより、
住み慣れた居宅で生活できる期間を延ばすことを
めざすため。

後期高齢者人口率にあわせ、各年度0.2ポイントの
増加を図り、60.1％をめざす。

1.2 3
高齢者の健康づくり・介護予防の取り組みを通じ
て、社会参加の頻度が上がり、生きがいを持った
活動的な生活をめざすため。

住民主体活動に参加している人の割合が、在宅高
齢者人口の３％をめざす。

98.0 100
計画値と実績値の精度を高めることにより適切な
介護保険料を設定することをめざすため。

100％をめざす。

3 5
障がい児者が施設入所から地域移行することによ
り、住み慣れた地域での生活の実現につなげるこ
とができるため。

第６期八尾市障がい福祉計画に掲げる令和５年度
末時点の地域移行者の目標値を基に、さらなる地
域移行者数の増加を加味して算出した値である５
人をめざす。

ー 170
地域生活支援拠点等の登録者が増加することに
より、地域全体で障がい者等を支える社会の実現
につなげることができるため。

基幹相談支援センターにて管理する登録者数にて
算出した値である170人をめざす。

88 100

障がい児者を取り巻く困難ケースにつき、関係機
関と連携して支援することで、地域全体で障がい
者等を支える社会の実現につなげることができる
ため。

基幹相談支援センターにて関係機関と連携のうえ
ケース会議を行ったのべ件数にて算出した値であ
る100件をめざす。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

25
障がいのある人への支援の充
実

障がい者雇用率の達成企業
割合（前年6月1日時点）

％
ハローワーク布施所管内における障がい者雇用
率達成企業割合（前年6月1日時点）

26 生活困窮者への支援
相談件数に占める生活困窮者
自立支援プランを作成した割
合

％

多岐にわたる相談の内、複合課題等の解決のた
め、関係機関との連携や他法他施策の活用等に
よる自立支援策を体現するための自立支援プラン
を作成した割合

26 生活困窮者への支援
学習支援事業へ参加する前に
比べて勉強の仕方が分かるよ
うになった生徒の割合

％
学習支援事業に参加した生徒のうち、参加する前
に比べて勉強の仕方が分かるようになった生徒の
割合

26 生活困窮者への支援
自立生活支援を行った生活保
護受給者に対する効果のあっ
た件数の割合

％

自立生活支援事業（就労支援）を希望し、支援を
行った生活保護受給者のうち、実際に就労を開始
（増収を含む）した者の割合。
（自立支援を行った生活保護受給者に対する効果
のあった件数の割合＝自立支援を行った結果、就
労決定したもの、増収したものなど支援効果が認
められたケース数／支援ケース数×100）

27
一人ひとりの人権が尊重され
る差別のない社会の推進

人権啓発セミナーの内容につ
いて満足と答えた参加者の割
合

％
人権啓発セミナーの内容について、「非常に満足」
「満足」と答えた参加者の割合

27
一人ひとりの人権が尊重され
る差別のない社会の推進

「いじめはどんな理由があって
もいけないことだ」と思う児童・
生徒の割合

％

学習状況調査での①＋②の回答割合

Q.いじめは、どんな理由があってもいけないことだ
と思いますか。
①当てはまる　②どちらかといえば、当てはまる
③どちらかといえば、当てはまらない　④当てはま
らない

27
一人ひとりの人権が尊重され
る差別のない社会の推進

男女共同参画が実現している
と思う市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、性別に関わらず男女が互いに認め合
える差別のない社会が実現していると思います
か。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

27
一人ひとりの人権が尊重され
る差別のない社会の推進

市の審議会、委員会などにお
ける女性委員の登用の割合
（年度末時点）

％
女性委員の登用の割合（年度末時点）
＝八尾市が設置している審議会、委員会などにお
ける女性委員数／全体の委員数×100

28 平和意識の向上 平和学習の受講者数 人
市内の小・中学校を対象に行っている長崎平和学
習の受講者数

28 平和意識の向上
平和な社会が大切だと感じて
いる市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、平和な社会が大切だと思いますか。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない

29 多文化共生の推進
国際交流センター事業参加者
数

人
国際交流センターが主催で行う多文化共生事業
の参加者数
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

47.1 52.2
事業所による障がい者雇用が広まることで、障が
い者の社会参加と自己実現につなげることができ
るため。

52.2％をめざす。

47.5 50

生活支援相談センターでは様々な相談に対応して
いるが、相談者がそれぞれ抱える個別課題を解決
し、自立に向けた取り組みを行うためには自立支
援プランの作成と実践が効果的であるため。

相談内容が多岐にわたる中で、これまでの相談状
況より自立支援プランを作成した支援を実施するこ
とが効果的であると思われたケースが全体の半数
程度であることから、生活支援相談センターに対す
る相談の内、自立支援プランを作成して自立に向
けて取り組む割合として毎年度50％をめざす。

63.5 80

学習支援事業に参加し、勉強の仕方を理解するこ
とによって子どもたちの自尊心向上につながり、そ
のことが将来に向けた選択肢の拡大に結びつくた
め。

めざす値として80％を設定し、令和２年度見込値
（67％）から毎年度３ポイント増をめざす。

53.8 62.5

生活保護制度の目的である自立助長の促進に向
けて、就労支援員を中心としてケースワーカーなど
所員が一体となり、保護受給者と寄り添い、懇切
丁寧な支援を行っていく必要があるため。

毎年度就労等で効果のあった者の割合を増やし、
支援の効果62.5％をめざす。

82 86 市民の人権意識の高揚の状況を表すため。 毎年度１ポイントの増加を図り、86％をめざす。

96 100

いじめに対する認識だけが当該施策の成果を包
括して示すものではないが、いじめを未然に防ぐた
めの取り組みが推進されているかを表すものであ
るため。

全ての児童・生徒がどんなことがあってもいじめは
いけないと思う状態にすることをめざす。

29.9
(R2速報)

34.7
性別に関係なく個性や能力が発揮できる環境の実
現状況を表すため。

八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参
画基本計画～で定める目標値から算出した値であ
る34.7％をめざす。
（令和７年度目標値：35％）

33 39
政策・方針決定過程への女性の参画状況を表す
ため。

八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参
画基本計画～で定める目標値から算出した値であ
る39％をめざす。
（令和７年度目標値：40％）

2,849 2,800
多くの次代を担う若者・子どもたちに平和の大切さ
を理解してもらう必要があるため。

令和元年度から過去５年間の平均値（2696.2人）を
ふまえ、2,800人をめざす。

97.9
(R2速報)

100
全ての市民が、平和な社会の大切さを理解してい
ることが必要であるため。

全市民が平和な社会の大切さを理解した状態をめ
ざす。

3,987 4,100
多くの市民に多文化共生に関わってもらうことが必
要であるため。

令和元年度から過去５年間の平均値（3949.8人）を
ふまえ、4,100人をめざす。
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

29 多文化共生の推進
外国人相談窓口における相談
件数

件 八尾市が開設する外国人相談窓口での相談件数

29 多文化共生の推進
国際交流に興味のある市民の
割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、さまざまな国の人たちと交流し、相互
理解を深める国際交流について、興味があります
か。
A.①興味がある　②少し興味がある　③興味がな
い

30
地域のまちづくり支援・市民活
動の促進

校区まちづくり協議会が多様
な主体と連携した事業数

本
校区まちづくり交付金を活用した事業のうち、多様
な主体と連携した事業数

30
地域のまちづくり支援・市民活
動の促進

町会加入世帯率 ％
町会加入世帯数÷全世帯数（住民基本台帳にお
ける世帯数）×100

30
地域のまちづくり支援・市民活
動の促進

市民活動支援ネットワークセン
ター「つどい」を介して連携した
件数

件
市民活動支援ネットワークセンター「つどい」を介し
て人材や活動をつなぎ、連携した件数

31 生涯学習とスポーツの振興
生涯学習施設で実施する講座
等の参加者数

人
生涯学習センター（かがやき）及び各コミュニティセ
ンターにおいて実施した講座等の参加者

31 生涯学習とスポーツの振興
生涯学習施設で実施した講座
の修了生の成果発表者数

人
生涯学習センター(かがやき）で実施する成果発表
の場（フェスタかがやき）に出品・出演した人数

31 生涯学習とスポーツの振興 スポーツ施設の利用者数 人 市立のスポーツ施設を利用した人数

32 信頼される行政経営
八尾市の取り組みに満足して
いる市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、八尾市の行政の取り組みに満足して
いますか。
A.①満足　②やや満足　③やや不満　④不満

32 信頼される行政経営 経常収支比率 ％
経常的支出に充てられた経常一般財源の割合・経
常経費充当一般財源÷（経常一般財源＋減収補
てん債発行額＋臨時財政対策債発行額）
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

1,134 1,500
外国人市民が相談しやすい環境で、住みやすさを
感じる八尾になるように、多文化共生を推進してい
く必要があるため。

各年度1500件の相談件数をめざす。

45.3
(R2速報)

55
多文化共生社会を実現させるためには、国際交流
に興味がある市民を増加させる必要があるため。

令和元年度から過去５年間の平均値（51.36％）を
ふまえ、55％をめざす。

4 7

校区住民だけでは解決が困難な課題に対して、在
勤・在学、事業者、大学等の多様な主体との連携
によって、課題解決につなげていくことができるも
のと考えられるため。

令和元年度までの実績をふまえ、全28校区のう
ち、25%の校区において最低１事業の実施をめざ
し、事業数7本を目標とする。

61.7 60.5
最も身近な地域団体である町会の加入世帯率を
維持していくことが、地域活動や市民活動の持続
性を高めると考えられるため。

令和２年度見込値（60.5％）の維持をめざす。

ー 25

「つどい」が多様な主体の連携・協力をコーディ
ネートすることで活動資源が集まり、さまざまな地
域課題の解決や地域の活性化に向けて支援でき
るものと考えられるため。

平成27年度から令和元年度の5か年に人材や活
動を紹介した最大件数を基に、毎年度連携を実施
した件数の1件増加をめざし、25件を目標とする。

92,995 111,000

生涯学習に取り組むきっかけとして、生涯学習セン
ター（かがやき）及び各コミュニティセンターで実施
する講座等への参加人数の増加を図ることによ
り、市民の生涯学習意欲の高まりにつながると考
えるため。

生涯学習施設で実施する講座等への参加者数を
増やすことで、生涯学習意欲のある市民が増えて
いくことをめざし、111,000人を目標とする。

ー 1,340

生涯学習センター（かがやき）及び各コミュニティセ
ンターで実施した講座の修了生が生涯学習活動を
発表する機会が増えることで、学んだ知識や成果
を社会に還元した成果を測定できると考えるため。

生涯学習センター（かがやき）で毎年度実施する
フェスタかがやきへの出品・出演者数を増やすこと
で、学んだ知識や成果を社会に還元できる環境づ
くりを進め、1,340人をめざす。

883,866 995,000
運動・スポーツをしている市民が増えることは、ス
ポーツ・レクリエーション活動が広まるとともに、健
康増進にもつながると考えるため。

スポーツ施設の利用者が増えることで、運動やス
ポーツの楽しみや喜びを実感し、健康づくりにもつ
ながるよう、日常生活の中で取り組める運動スタイ
ルの普及を進め、995,000人をめざす。

62.6
(R2速報)

67
計画的な行政経営を進め、行政サービスの質の向
上を図ることにより、市民の行政の取り組みに対す
る満足度の向上につなげるため。

67％を目標とする。

100.4 96.0
社会経済環境の変化に応じた新たなニーズに適
切に対応するため、財政構造の弾力性の維持が、
行財政運営における重要な要素となるため。

基本構想の最終年度である令和10年度に中核市
平均値（92.2%）を上回る92％をめざし、毎年度１ポ
イントの良化をめざす。
出典：総務省「地方財政白書　都市区分別の経常
収支比率の状況（平成30年度決算）」
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【施策指標一覧】

指標名 単位 指標の定義
施策
No

施策名

32 信頼される行政経営
住み続けたいと感じる市民の
割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、今後も八尾市に住み続けたいとお考
えですか。
A.①今の場所に住み続けたい　②市内の他の場
所で住み続けたい　③いずれ市外に引っ越したい
④市外に引っ越す予定がある　⑤すでに市外に
引っ越した　⑥その他

32 信頼される行政経営
大学、企業、他の自治体等と
協定や覚書を締結した件数

件
大学、企業、他の自治体等と協定や覚書を締結し
た件数

32 信頼される行政経営
八尾市役所からの情報が入手
しやすいと感じる市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは、八尾市役所からの情報が入手しやす
いと思いますか。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

33 公共施設マネジメントの推進
公共施設が利用しやすいと感
じる市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の割合

Ｑ．あなたは、公共施設を利用される際、誰もが利
用しやすいバリアフリーな建物であると感じます
か。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

33 公共施設マネジメントの推進
八尾市公共施設マネジメント
実施計画の進捗率

％
八尾市公共施設マネジメント実施計画に掲げる主
な取り組みの進捗状況

33 公共施設マネジメントの推進 PPP/PFI手法の活用施設数 か所 PPP/PFI手法を活用した施設の実績値（累積値）

33 公共施設マネジメントの推進
未利用施設や未利用地の削
減数

か所
普通財産（法定外公共物を除く）の貸付や売却等
の実績値
（令和元年度からの累積値）

34 行財政改革の推進 年度末決算における基金残高 億円 各年度決算時における基金残高

34 行財政改革の推進
八尾市の取り組みが改善され
ていると思う市民の割合

％

市民意識調査での①＋②の回答割合

Q.あなたは行政の取り組みが改善されていると思
いますか。
A.①思う　②少し思う　③あまり思わない　④思わ
ない　⑤わからない

34 行財政改革の推進
マイナンバーの情報照会･提
供を行った件数

 件
マイナンバーの情報連携を行うことで、申請者が
用意をしていた証明書の添付省略及び個別事務
効率化等につなげられた件数
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基準値 めざす値
R1

（2019）
R6

（2024）

めざす値の考え方
（算出式、設定の根拠等）

指標とする理由

80.3
(R2速報)

86
住み続けたい市民の割合を最もよく表した指標で
あると考えられるため。

86％を目標とする。

468 520

多様な主体との協定等の締結件数が増加すること
により、それぞれの強みを活かした魅力的なまち
づくり、行政課題への対応等に向けた取り組みに
つながるため。

520件をめざす。

36.5
(R2速報)

50
市の発信する情報が、必要な方に様々な媒体を通
じて届けられている状態を測るため。

八尾市役所からの情報が入手しやすいと感じる市
民の割合が、そう思わない市民の割合（44％：Ｒ２
速報値）を上回る状況をめざす。

48.3
(R2速報)

55
計画的かつ適切な維持保全や機能更新により、公
共施設が利用しやすいと感じる市民の割合が増加
すると考えるため。

55％をめざす。

ー 100
公共施設の長期的・計画的な保全には、八尾市公
共施設マネジメント実施計画に基づく取り組みが
有効と考えるため。

100％をめざす。

4 6
効率的な公共施設の管理・運営には、PPP/PFI手
法の活用等が有効と考えるため。

実績の増加をめざし、６か所を目標とする。

0 5
適切な資産管理には、未利用施設や未利用地の
削減が有効と考えるため。

実績の増加をめざし、５か所を目標とする。

67.5 40

新やお改革プランに掲げている目標で、令和４年
度末時点の基金残高40億円を維持することによ
り、同プランに掲げる「改革と成長の好循環」を将
来にわたり実現することができるため。

令和4年度末の基金残高「40億円」維持を目標と
し、令和6年度末に向けそれをさらに維持していく。
※行革の取り組みを実施しない場合の、基金残高
見通し（令和元年度中長期見通し）
令和２年度末　55億　（＝見込値）
令和３年度末　33億　計画値差額　-7億
令和４年度末　17億　計画値差額　-23億

26.2
(R2速報)

30.0
ICTの活用等により行財政改革が進み、行政の取
り組みが改善されていると思う市民の割合が向上
すると考えるため。

毎年度1ポイントの増加をめざし、30.0％を目標と
する。

140,000 400,000
証明書の費用等や請求の手間という市民負担の
軽減と、電子情報でのやり取りによる事務の一部
効率化が図られるため。

制度運用の安定化により対象件数も一定化すると
考えられるが、基本的には件数として増加すること
をめざし、400,000件を目標とする。
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第２章  

市長マニフェスト関連事業一覧 
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【市長マニフェスト関連事業一覧】

関連する事務事業 担当所属名

目標１：教育・子育て

公立認定こども園運営事業 こども施設課

施設型給付等事業 こども施設課

幼児教育・保育の無償化対応事務 子育て支援課

②子ども医療費助成を１８歳まで拡充 子ども医療費公費負担事業 こども政策課

小学校給食管理運営業務 学務給食課

中学校給食管理運営業務 学務給食課

認定こども園等整備計画推進事業 こども施設課

保育士確保支援事業 こども施設課

公共施設マネジメント事業 政策推進課

⑤学校体育館にもエアコン設置 学校施設計画推進事業 教育政策課

目標２：市民最優先

⑥出張所での各種証明書の発行、届出業務の即時再開 各出張所窓口等事務 各出張所

⑦
公共バスの運行など、誰もが「お出かけしやすい」地域に根ざした交
通手段の確立

交通政策推進事業 都市交通課

市民活動支援事業 コミュニティ政策推進課

企業・大学等地域連携推進事業 政策推進課

公民連携推進事業 政策推進課

行政改革推進事務 行政改革課

人事管理業務 人事課

労務管理業務 職員課

目標３：広域連携の強化

やおプロモーション推進事業 政策推進課

観光魅力創造事業 政策推進課

⑪相互協力によるハード・ソフト面での活気の出るまちづくり 総合計画の推進 政策推進課

⑫人の命を守る。消防・救急の連携強化 消防連携協力推進事業 消防総務課

企業・大学等地域連携推進事業 政策推進課

産業立地誘導推進事業 産業政策課

地域企業振興事業 産業政策課

③小・中学校の給食費の無償化、中学校給食の全員喫食

めざす方向性

①０～５歳児の保育、教育の無償化

⑬ビジネス機会の拡充や企業誘致など雇用創出と定住の促進

④待機児童「０」へ。廃園施設の有効活用

⑧民間企業やNPOとの連携拡大

⑨
職員の不補充など、徹底的にムダを無くし、スリムで筋肉質な組織づく
り

⑩
大阪観光局との連携強化による、
大阪・関西万博の経済効果を八尾に
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【市長マニフェスト関連事業一覧】

関連する事務事業 担当所属名めざす方向性

目標４：安心安全

防災計画等推進事業 危機管理課

消防体制充実・強化対策事業 消防総務課

消防庁舎機能更新事業 消防総務課

地区防災推進事業 危機管理課

災害時要配慮者支援事業 地域福祉政策課

災害時要配慮者支援事業 高齢介護課

災害時要配慮者支援事業 障害福祉課

目標５：市民に光が当たる

健康づくり推進事業 健康推進課

地域包括支援センター運営事業【特別会
計】

高齢介護課

地域包括支援センター運営事業【特別会
計】

高齢介護課

障がい者相談支援事業 障害福祉課

母子訪問相談事業 健康推進課

子育て総合支援ネットワークセンター事
業

子育て支援課

児童虐待対策事業 子育て支援課

児童発達支援センター事業 障害福祉課

発達障がい児支援センター事業 障害福祉課

生活困窮者自立支援事業 生活支援課

乳幼児育成指導事業 健康推進課

乳幼児健康診査事業 健康推進課

子育て総合支援ネットワークセンター事
業

子育て支援課

（仮称）八尾市こども総合支援センター整
備事業

子育て支援課

子どもの未来応援推進事業 こども政策課

不登校児童生徒支援事業 教育センター

スクールソーシャルワーカー活用事業 教育センター

⑳地域医療から見た中核病院としての市立病院のあり方を検討 政策医療の充実 企画運営課

目標６：身を切る改革

行政改革推進事務 行政改革課

労務管理業務 職員課

行政改革推進事務 行政改革課

労務管理業務 職員課

＊　取り組み状況により、関連する事務事業を変更する場合があります。

⑭消防出張所の増設と災害時の初動体制の強化

⑮災害弱者に配慮した避難所体制の見直し

⑯
健康長寿に向けた保健所機能の充実、地域包括支援センターの機能
強化

⑰障がい者や高齢者の相談窓口のワンストップ化

⑱児童虐待の早期発見など新たなセーフティネットの構築

⑲発達障がい、不登校児童、子どもの貧困などへの支援強化

㉑市長月額給与の３０％カット（１０１万円⇒７１万円）

㉒市長退職金の廃止（１期４年ごと２４２０万円⇒０円）
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